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は
じ
め
に

我
が
国
の
漢
籍
受
容
は
長
い
歴
史
を
持
ち
、
漢
学
の
変
遷
を
た
ど
る
た
め
の
資
料

が
膨
大
に
残
さ
れ
て
い
る
。
高
い
学
術
的
価
値
を
持
ち
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん

ど
注
目
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
資
料
と
し
て
、
年
号
勘
文
お
よ
び
そ
れ
に
関
連
す
る
史

料
が
挙
げ
ら
れ
る
。
年
号
勘
文
は
、
改
元
定
と
称
さ
れ
る
新
年
号
を
決
め
る
朝
議
に

先
立
っ
て
提
出
さ
れ
る
文
書
で
あ
る
。
こ
の
文
書
を
提
出
す
る
年
号
勘
者
は
、
朝
廷

内
で
紀
伝
道
を
つ
か
さ
ど
る
氏
族
、
具
体
的
に
は
、
菅
原
氏
、
大
江
氏
、
そ
れ
に
藤

原
氏
の
南
家
・
式
家
・
北
家
日
野
流
か
ら
選
出
さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
っ
た
。
改
元

の
た
び
に
三
～
七
名
程
度
の
年
号
勘
者
か
ら
提
出
さ
れ
る
年
号
勘
文
に
は
、
三
つ
程

度
の
年
号
案
と
そ
れ
ぞ
れ
の
典
拠
と
な
る
漢
籍
の
一
節
、
す
な
わ
ち
引
文
と
が
記
さ

れ
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。
日
本
国
内
に
お
い
て
改
元
は
四
、
五
年
に
一
度
の
頻
度
で

繰
り
返
さ
れ
て
お
り
、《
元
秘
別
録
》
に
よ
る
と
、
遅
く
と
も
延
長
（
九
二
三
～

九
三
一
）
改
元
度
に
は
年
号
勘
文
の
提
出
が
始
ま
っ
て
お
り
、
そ
の
後
、
慶
応

（
一
八
六
五
～
一
八
六
八
）
改
元
度
ま
で
千
年
近
く
の
期
間
、
年
号
勘
文
が
提
出
さ

れ
つ
づ
け
た）

（
（

。
改
元
の
都
度
、
十
か
ら
二
十
程
度
の
引
文
が
提
出
さ
れ
て
い
た
か
ら
、

こ
れ
ら
の
引
文
の
情
報
を
総
合
す
る
と
、
漢
籍
の
流
通
・
使
用
の
状
況
を
含
め
、
紀

伝
道
系
の
漢
学
の
実
態
の
一
端
を
通
時
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
現
に

そ
の
点
に
着
目
し
た
研
究
が
な
さ
れ
は
じ
め
て
い
る）

（
（

。
年
号
勘
文
の
一
部
は
現
存
す

る
が
閲
覧
は
容
易
で
な
い
も
の
の
、
提
出
さ
れ
続
け
た
年
号
勘
文
の
内
容
の
大
部
分

は
高
辻
長
成
（
一
二
〇
五
～
一
二
八
一
）
原
撰
の
《
元
秘
別
録
》
に
集
成
さ
れ
て
い

る）
（
（

。
高
辻
家
は
菅
原
氏
の
嫡
流
に
属
し
、《
元
秘
別
録
》
は
長
成
の
時
に
一
旦
完
成

し
た
後
、
増
補
が
繰
り
返
さ
れ
て
お
り
、
現
存
す
る
諸
本
は
、
い
ず
れ
も
江
戸
時
代

の
年
号
勘
文
ま
で
収
録
し
て
い
る
。

書
名
か
ら
容
易
に
推
測
さ
れ
る
通
り
、《
元
秘
別
録
》
は
《
元
秘
抄
》
の
付
録
で

あ
る
。《
元
秘
抄
》
は
高
辻
長
成
が
編
纂
し
た
改
元
関
係
資
料
集
で
あ
り
、
内
容
は

和
漢
の
年
号
、
年
号
の
文
字
に
関
す
る
議
論
、
年
号
勘
文
の
書
式
、
年
号
案
の
典
拠

と
し
て
使
わ
れ
た
漢
籍
、
改
元
さ
れ
た
月
、
年
号
勘
者
の
人
数
、
年
号
の
読
み
方
や

吉
凶
を
含
む
改
元
関
連
の
先
例
な
ど
か
ら
な
る
。
菅
原
氏
は
年
号
勘
者
を
代
々
輩
出

し
て
お
り
、
長
成
は
家
内
に
豊
富
に
蓄
積
さ
れ
た
資
料
を
も
と
に
本
書
を
ま
と
め
た
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と
考
え
ら
れ
る
。《
元
秘
別
録
》
と
題
す
る
書
物
に
は
二
種
類
あ
り
、
石
井
行
雄
に

よ
る
と
「
勘
文
集
成
を
内
容
と
す
る
も
の
と
、
改
元
定
の
改
元
杖
座
参
仕
交
名
を
内

容
と
す
る
も
の
」
が
伝
わ
っ
て
い
て
、
前
者
は
《
元
秘
別
録
（
勘
文
）》、
後
者
は
《
元

秘
別
録
（
交
名
）》
に
そ
れ
ぞ
れ
分
類
さ
れ
る）

（
（

。

藤
原
氏
北
家
日
野
流
に
つ
ら
な
る
広
橋
家
は
、
し
ば
し
ば
改
元
定
に
関
わ
っ
て
お

り
、
頼
資
・
経
光
・
兼
仲
・
兼
綱
・
仲
光
・
兼
宣
・
親
光
・
綱
光
の
八
名
が
年
号
勘

者
を
務
め
て
い
る
。
第
三
節
に
示
す
通
り
、
彼
ら
が
年
号
勘
文
を
提
出
し
た
改
元
定

は
嘉
禄
（
一
二
二
五
～
一
二
二
七
）
度
か
ら
応
仁
（
一
四
六
七
～
一
四
六
九
）
度
ま

で
の
三
十
三
度
に
達
し
て
お
り
、
年
号
勘
者
で
は
な
く
参
仕
公
卿
と
し
て
改
元
定
の

審
議
に
参
加
し
た
広
橋
家
の
族
人
も
少
な
く
な
い
。
か
か
る
状
況
に
鑑
み
る
と
、
広

橋
家
の
中
に
少
な
か
ら
ざ
る
年
号
関
係
資
料
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る

が
、
実
際
、
本
館
「
広
橋
家
旧
蔵
記
録
文
書
典
籍
類
」
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
は
、
百

点
を
超
え
る
年
号
関
係
資
料
が
含
ま
れ
て
い
る
。
し
か
ら
ば
《
元
秘
別
録
》
も
こ
の

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
含
ま
れ
て
い
て
も
不
思
議
で
は
な
い
が
、
同
一
名
称
の
書
物
は
含

ま
れ
て
い
な
い
。
現
在
確
認
で
き
る
の
は
、
類
似
名
称
を
持
つ
《
元
秘
抄
別
録
》（
資

料
番
号
：
Ｈ
―
六
三
―
一
八
八
）
の
み
で
あ
る
。
本
書
の
書
誌
に
つ
い
て
は
、《
広

橋
家
旧
蔵
記
録
文
書
典
籍
類
目
録
》（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
、
二
〇
一
九
年
）、
（（

頁
上
に
以
下
の
よ
う
に
解
説
さ
れ
て
い
る
。

装
丁
：
冊
子
（
朝
鮮
綴
）。
表
紙
：
縹
地
紙
後
補
表
紙
。
法
量
：
二
六
．
五
×

二
〇
．
五
。
紙
数
：
三
十
九
紙
。
外
題
：「
元
秘
抄
別
録　

■
■
■
■
■　

江

戸
■
「
初
」
期
云
々
。　

四
冊
「
合
一
冊
」」。
旧
外
題
：「（
付
箋
）「
元
秘
抄

別
録　

第
一
」
広
橋
中
納
言
」。
記
載
範
囲
：
大
宝
元
年
（
七
〇
一
）
～
文
正

元
年
（
一
四
六
六
）。

本
稿
は
、
こ
の
《
元
秘
抄
別
録
》
の
解
説
篇
と
翻
刻
・
校
注
篇
と
か
ら
な
る
。
解

説
篇
に
お
い
て
は
、《
元
秘
抄
別
録
》
の
内
容
を
解
説
し
な
が
ら
、
編
纂
目
的
に
つ

い
て
考
察
を
加
え
て
い
く
。
翻
刻
・
校
注
篇
で
は
全
文
を
翻
刻
し
た
上
で
本
書
と
広

橋
家
お
よ
び
同
家
の
年
号
史
料
、
さ
ら
に
は
《
元
秘
別
録
（
交
名
）》
と
の
関
連
を

明
ら
か
に
し
て
い
く
。
な
お
、
本
稿
で
は
《
元
秘
別
録
（
交
名
）》
に
言
及
す
る
こ

と
は
な
い
の
で
、
以
下
、《
元
秘
別
録
（
勘
文
）》
を
《
別
録
》
と
称
す
る
こ
と
に
す
る
。

一
、《
元
秘
抄
別
録
》と《
元
秘
別
録
》の
概
括
的
な
比
較

本
書
と
《
別
録
》
と
は
、
年
号
案
と
引
文
が
収
録
さ
れ
て
い
る
範
囲
に
つ
い
て
は
、

い
ず
れ
も
内
容
の
大
半
を
年
号
案
お
よ
び
典
拠
と
な
る
漢
籍
引
文
が
占
め
る
点
で
共

通
し
て
い
る
が
、
内
容
を
比
べ
る
と
異
な
る
点
が
い
く
つ
か
あ
る
。
便
宜
上
、《
別
録
》

を
基
準
に
し
て
比
較
し
て
み
る
と
、
同
書
に
収
録
さ
れ
て
い
る
年
号
案
の
数
が

二
千
七
百
余
り
あ
る）

（
（

の
に
対
し
て
、
本
書
の
中
に
収
録
さ
れ
て
い
る
年
号
案
の
数
は

わ
ず
か
に
二
百
三
十
六
（
見
せ
消
ち
お
よ
び
判
読
不
明
字
に
な
っ
て
い
る
四
つ
を
除

外
）
に
と
ど
ま
る
。
記
載
内
容
に
つ
い
て
言
う
と
、《
別
録
》
に
は
各
改
元
度
の
①

新
年
号
、
②
改
元
日
、
③
改
元
理
由
、
④
年
号
勘
者
、
⑤
年
号
案
引
文
が
記
さ
れ
て

い
る
の
に
対
し
て
、
本
書
に
は
①
～
③
が
記
さ
れ
て
い
な
い
。
④
に
つ
い
て
は
一
部

だ
け
記
さ
れ
て
お
り
、
記
載
さ
れ
て
い
る
年
号
勘
者
は
、
い
ず
れ
も
広
橋
家
も
し
く

は
同
家
が
属
す
る
藤
原
氏
北
家
日
野
流
の
族
人
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
⑤
だ
け
は

《
別
録
》
と
同
様
の
記
載
内
容
が
本
書
に
見
え
る
。
た
だ
し
記
載
方
式
を
比
較
す
る

と
、《
別
録
》
が
改
元
度
順
に
年
号
案
を
配
列
す
る
の
に
対
し
て
、
本
書
は
次
節
で

説
明
す
る
通
り
、
時
折
、
改
元
度
順
と
は
逆
方
向
に
年
号
案
が
配
置
さ
れ
る
。
こ
こ

ま
で
示
し
た
相
違
点
を
整
理
し
て
表
に
ま
と
め
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

比
較
項
目

《
元
秘
別
録
》

《
元
秘
抄
別
録
》

年
号
案
総
数

二
千
七
百
条
強

二
百
三
十
六
条

新
年
号 

記
載
あ
り 

記
載
な
し

改
元
日

記
載
あ
り

記
載
な
し

改
元
理
由

記
載
あ
り

記
載
な
し

年
号
勘
者

記
載
あ
り

広
橋
家
／
藤
原
氏
北
家
日
野
流
の
み
記
載

年
号
案
引
文

記
載
あ
り

記
載
あ
り

年
号
案
配
列

改
元
度
順

改
元
度
順
が
基
本
だ
が
逆
順
も
あ
り

【
表
一
】《
元
秘
別
録
》と《
元
秘
抄
別
録
》内
容
比
較
簡
表
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以
上
の
相
違
点
を
見
る
限
り
、《
元
秘
抄
別
録
》
の
中
、
年
号
案
と
引
文
が
収
録

さ
れ
て
い
る
部
分
、
す
な
わ
ち
第
一
丁
表
か
ら
第
二
十
八
丁
裏
ま
で
の
記
載
内
容
は

す
べ
て
《
別
録
》
と
重
な
っ
て
い
る
か
ら
、
本
書
を
《
別
録
》
の
節
録
版
と
見
な
し

て
も
ほ
ぼ
間
違
い
で
は
な
い
が
、
そ
の
よ
う
に
捉
え
る
こ
と
は
正
確
で
は
な
い
。
な

ぜ
な
ら
第
七
節
に
て
解
説
す
る
通
り
、
年
号
案
と
引
文
の
提
示
が
終
わ
っ
た
後
の
第

二
十
九
丁
表
以
降
に
は
《
別
録
》
に
見
え
な
い
記
載
が
並
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。

二
、《
元
秘
抄
別
録
》の
冊
次
標
記

本
書
の
大
半
の
内
容
の
成
立
状
況
に
つ
い
て
は
、
冊
次
標
記
と
そ
れ
に
続
い
て
収

載
さ
れ
る
年
号
案
と
引
文
を
調
べ
る
こ
と
で
一
定
の
理
解
に
到
達
し
得
る
。
冊
次
標

記
と
い
う
の
は
、
第
一
丁
表
第
一
行
に
見
え
る
「
元
秘
別
録　

勘
文
部 

一
」
の
よ

う
な
小
題
で
あ
り
、
こ
の
小
題
は
本
書
と
《
別
録
》
と
の
密
接
な
関
連
を
暗
示
す
る
。

小
題
に
続
く
行
を
見
て
い
く
と
、
第
二
行
の
「
0（
天
受
」（
年
号
案
「
天
受
」
二
字

の
上
に
あ
る
算
用
数
字
は
、
翻
刻
部
分
所
掲
の
年
号
案
を
参
照
す
る
便
宜
の
た
め
に

付
し
た
通
し
番
号
。
以
下
同
じ
）
は
天
暦
（
九
四
七
～
九
五
七
）
度
に
大
江
朝
綱
に

よ
っ
て
勘
申
さ
れ
た
年
号
案
で
あ
り
、
第
三
行
の
「
孟
子
曰
」
か
ら
始
ま
る
《
孟
子
・

万
章
上
》の
文
章
は
そ
の
典
拠
の
引
文
で
あ
る
。「
天
受
」に
続
く
年
号
案「
0（
治
安
」

も
朝
綱
に
よ
っ
て
勘
申
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、「
漢
書
文
帝
紀
曰
」
か
ら
始
ま
る
引

文
は
《
漢
書
》
巻
四
〈
文
帝
紀
〉
に
も
と
づ
く
。
二
つ
の
年
号
案
と
引
文
は
《
別
録
》

（（（
本（
略
称
表
示
さ
れ
て
い
る
書
物
の
正
式
名
称
と
書
誌
は〈《
元
秘
抄
別
録
》翻
刻
・

校
注
篇
〉【
凡
例
】
末
尾
の
〈
参
考
文
献
〉
を
参
照
。
以
下
同
じ
）
の
「
元
秘
別
録

勘
文

部

第
一
」
と
題
す
る
冊
に
収
録
さ
れ
て
お
り
（
（7（
～
（7（
頁）

（
（

、
天
暦
度
の
年
号
案
と

引
文
を
掲
載
す
る
年
号
史
料
が
極
め
て
限
ら
れ
て
い
る）

7
（

こ
と
を
勘
案
す
る
と
、
本
書

が
《
別
録
》
に
取
材
し
て
い
る
こ
と
を
疑
う
余
地
が
な
い
。

「
元
秘
別
録　

勘
文
部　

一
」
と
同
様
の
記
述
を
探
す
と
、
第
五
丁
表
第
一
行
に

「
元
秘
別
録　

勘
文
部　

二
」
の
冊
次
標
記
が
見
つ
か
る
。
第
二
行
か
ら
第
六
行
に

か
け
て
「
（（
天
治
」・「
（（
天
保
」
の
二
つ
の
年
号
案
が
並
ん
で
お
り
、
典
拠
と
し
て

「
易
緯
曰
」と「
毛
詩
曰
」か
ら
始
ま
る
引
文
が
そ
れ
ぞ
れ
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

天
治
（
一
一
二
四
～
一
一
二
六
）
度
に
勘
申
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す

る）
（
（

。
（（（
本
を
調
べ
る
と
、
こ
れ
ら
の
年
号
案
と
引
文
は
「
元
秘
別
録

勘
文

部

第
二
」
と

題
す
る
冊
に
収
録
さ
れ
て
い
る
（
（7（
・
（79
・
（（（
頁
）。

次
の
冊
次
標
記
は
第
十
丁
裏
第
一
行
に
見
え
る
「
同
三
」
で
あ
り
、
続
い
て
並
ん

で
い
る
「
7（
寛
元
」「
77
文
暦
」「
7（
嘉
觀
」
の
三
つ
の
年
号
案
と
引
文
か
ら
、
安
貞

（
一
二
二
七
～
一
二
二
九
）
度
に
勘
申
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
（（（

本
を
調
べ
る
と
、
こ
れ
ら
が
収
録
さ
れ
て
い
る
の
は
「
元
秘
別
録

勘
文

部

第
三
」
と
題

す
る
冊
で
あ
る
（
（（（
・
（0（
～
（（0
頁
）。
続
く
冊
次
標
記
は
第
十
二
丁
裏
第
一
行
に
見

え
る
「
同
四
」
で
あ
り
、
次
行
以
下
の
年
号
案
「
99
弘
暦
」
お
よ
び
「
後
周
書
曰
」

と
「
続
漢
書
曰
」
か
ら
始
ま
る
二
つ
の
引
文
か
ら
、
正
中
（
一
三
二
四
～

一
三
二
六
）度
に
勘
申
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
（（（
本
を
調
べ
る
と
、

こ
れ
ら
が
収
録
さ
れ
て
い
る
の
は
「
元
秘
別
録

勘
文

部

第
四
」
と
題
す
る
冊
で
あ
る

（
（（9
・
（（（
～
（（7
頁
）。

同
様
の
状
況
は
以
後
も
続
き
、
新
た
に
見
え
る
冊
次
標
記
は
第
十
七
丁
表
第
一
行

「
同
五
」
で
あ
り
、
次
行
以
下
の
年
号
案
「
（（（
安
永
」
お
よ
び
「
文
選
云
」・「
唐
紀
云
」

と
の
み
示
さ
れ
る
二
つ
の
引
文
か
ら
、
康
応
（
一
三
八
九
～
一
三
九
〇
）
度
に
勘
申

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
（（（
本
を
調
べ
る
と
、
こ
れ
ら
が
収
録
さ
れ

て
い
る
の
は
「
元
秘
別
録

勘
文

部

第
五
」
と
題
す
る
冊
で
あ
る
（
（9（
・
7（7
頁
）。
さ
ら
に

続
い
て
見
え
る
冊
次
標
記
は
第
十
九
丁
表
第
九
行
「
同
六
」
で
あ
り
、
次
行
の
年
号

案
「
（70
永
安
」
と
引
文
「
文
選
曰
神
靈
扶
其
棟
宇
…
…
長
興
大
漢
而
久
存
」
か
ら
、

永
禄
（
一
五
五
八
～
一
五
七
〇
）
度
に
勘
申
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。

（（（
本
を
調
べ
る
と
、
こ
れ
ら
が
収
録
さ
れ
て
い
る
の
は
「
元
秘
別
録

勘
文

部

第
六
」
と

題
す
る
冊
で
あ
る
（
（（（
・
（7（
頁
）。

冊
次
を
表
す
数
字
が
「
同
六
」
に
至
っ
た
第
二
十
丁
表
に
、
本
冊
に
収
録
さ
れ
て

い
る
中
で
一
番
新
し
い
年
号
案
、
す
な
わ
ち
文
禄
（
一
五
九
三
～
一
五
九
六
）
度
に

勘
申
さ
れ
た
「
（77
寛
永
」
が
あ
る
。
そ
の
直
後
に
掲
げ
ら
れ
る
「
（7（
文
正
」
と
「
（79
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至
安
」
は
、
文
正
（
一
四
六
六
～
一
四
六
七
）
度
に
勘
申
さ
れ
た
年
号
案
で
あ
り
、

以
後
、
改
元
度
が
新
し
く
な
っ
た
り
古
く
な
っ
た
り
す
る
の
を
繰
り
返
し
、
第

二
十
四
丁
裏
第
二
行
に
至
る
と
「
同
別
録
五
」
の
書
き
入
れ
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の

標
記
の
直
後
に
並
ん
で
い
る
年
号
案
は
「
（0（
建
德
」
と
「
（0（
弘
德
」
で
あ
り
、
引
文

が
そ
れ
ぞ
れ
「
周
易
緯
曰
」
と
「
荘
子
曰
」
か
ら
始
ま
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
嘉
慶

（
一
三
八
七
～
一
三
八
九
）
度
に
勘
申
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
（（（

本
を
調
べ
る
と
、
こ
れ
ら
が
収
録
さ
れ
て
い
る
の
は
「
元
秘
別
録

勘
文

部

第
五
」
と
題

す
る
冊
で
あ
る
（
（9（
・
7（（
頁
）。

冊
次
標
記
の
数
字
が
減
っ
て
い
く
状
況
は
さ
ら
に
続
き
、
第
二
十
六
丁
裏
第
九
行

に
は
「
同
別
録
之
四
」
の
冊
次
標
記
が
認
め
ら
れ
る
。
次
行
の
「
勘
申　

年
号
事
」

の
さ
ら
に
次
行
に
記
さ
れ
る
年
号
案
「
（（（
貞
德
」
と
引
文
の
《
周
易
注
疏
》
の
文
言

か
ら
、
延
文
（
一
三
五
六
～
一
三
六
一
）
度
に
勘
申
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判

明
す
る
。
（（（
本
を
調
べ
る
と
、
こ
れ
ら
が
収
録
さ
れ
て
い
る
の
は
「
元
秘
別
録

勘
文

部

第
五
」
と
題
す
る
冊
で
あ
る
（
（9（
・
70（
頁
）。
本
事
例
に
つ
い
て
は
、
本
書
が
示
す

冊
次
と
（（（
本
の
冊
次
と
の
間
に
齟
齬
が
確
認
さ
れ
る
。
さ
ら
に
先
に
進
む
と
、
第

二
十
八
丁
表
第
一
行
に
「
元
秘
別
録
之三内
當
家
勘
者
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
が
確
認

さ
れ
る
。
次
行
の
「
勘
申　

年
号
事
」
と
の
記
述
、
さ
ら
に
次
行
に
記
さ
れ
る
年
号

案
「
（（（
貞
正
」
と
引
文
の
《
周
易
正
義
》
の
文
言
か
ら
、
嘉
禄
度
に
勘
申
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
（（（
本
を
調
べ
る
と
、
こ
れ
ら
が
収
録
さ
れ
て
い
る
の

は
「
元
秘
別
録

勘
文

部 

第
三
」
と
題
す
る
冊
で
あ
り
（
（（（
・
（0（
頁
）、
こ
れ
が
本
書
に

お
け
る
最
後
の
冊
次
標
記
で
あ
る
。
以
上
の
冊
次
標
記
を
抜
き
出
し
て
本
書
の
年
号

勘
文
収
録
部
分
の
目
次
を
作
成
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

元
秘
別
録　

勘
文
部　

一 

第
一
丁
表
第
一
行

元
秘
別
録　

勘
文
部　

二 

第
五
丁
表
第
一
行

同
三 

 
 

第
十
丁
裏
第
一
行

同
四 

 
 

第
十
二
丁
裏
第
一
行

同
五 

 
 

第
十
七
丁
表
第
一
行

別
録
同
六 

 
 

第
十
九
丁
表
第
九
行

同
別
録
五 

 
 

第
二
十
四
丁
裏
第
二
行

同
別
録
之
四 

 
 

第
二
十
六
丁
裏
第
九
行

元
秘
別
録
之三内　

當
家
勘
者 

第
二
十
八
丁
表
第
一
行

《
元
秘
抄
別
録
》
の
冊
次
標
記
お
よ
び
そ
の
直
後
に
収
録
さ
れ
て
い
る
改
元
度
の

記
事
が
（（（
本
と
基
本
的
に
一
致
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
年
号
勘
文
収
録
部
分
に
つ
い

て
は
、《
別
録
》
と
同
類
の
書
物
か
ら
節
録
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

（（（
本
以
外
の
《
別
録
》
を
調
べ
て
み
る
と
、
い
ず
れ
も
六
冊
本
の
（（（
本
・
（（（
本
・
（（（

本
は
、
そ
の
冊
次
と
各
冊
に
収
録
さ
れ
て
い
る
改
元
度
が
《
元
秘
抄
別
録
》
と
一
致

し
て
お
り
、
本
書
作
成
の
際
に
参
照
さ
れ
た
の
は
こ
れ
ら
と
同
系
統
の
《
別
録
》
だ

と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
本
書
と
右
に
挙
げ
た
六
冊
本
《
別
録
》
三
種
と
の
間
に
は

齟
齬
も
認
め
ら
れ
、
そ
の
こ
と
を
示
す
事
例
を
二
つ
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ

は
、
正
慶
（
一
三
三
二
～
一
三
三
三
）
度
に
勘
申
さ
れ
た
年
号
案
「
97
正
觀
」
に
関

す
る
記
事
で
あ
る
。
こ
の
年
号
案
は
本
書
が
底
本
と
し
た
《
別
録
》
で
は
第
三
冊
に

収
載
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
（（（
本
・
（（（
本
・
（（（
本
に
お
い
て
は
第
四
冊
に
収
載

さ
れ
て
い
る
。
も
う
一
つ
は
、
康
安
（
一
三
六
一
～
一
三
六
二
）
度
に
勘
申
さ
れ
た

年
号
案
と
し
て
本
書
に
は
「
（（（
寛
安
」
が
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
年
号
案
が
三

種
の
六
冊
本
に
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
と
な
る
と
（（（
本
・
（（（
本
・
（（（

本
と
は
別
系
統
の
六
冊
本
《
別
録
》
が
存
在
し
て
い
た
に
相
違
な
い
。
本
書
が
底
本

と
し
た
《
別
録
》
は
現
在
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
る
。

三
、《
元
秘
抄
別
録
》に
見
え
る「
當
家
」

《
元
秘
抄
別
録
》
第
二
十
八
丁
表
第
一
行
に
「
當
家
勘
者
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の

は
既
述
の
通
り
だ
が
、
こ
の
「
當
家
」
は
い
ず
れ
の
家
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ

の
疑
問
に
対
し
て
は
、
次
行
以
下
の
年
号
案
と
勘
申
者
を
調
べ
て
い
く
と
容
易
に
解
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答
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
嘉
禄
度
に
「
（（（
貞
正
」
を
勘
申
し
た
の
は
、
広
橋
頼

資
で
あ
る
。「
貞
正
」
に
続
く
年
号
案
は
「
（（（
仁
治
」
で
あ
り
、
（（（
本
に
よ
る
と
、

こ
れ
も
同
じ
く
嘉
禄
度
に
頼
資
に
よ
っ
て
勘
申
さ
れ
て
い
る
（
（0（
頁
）。
そ
の
後
の

二
つ
の
年
号
案
「
（（（
正
安
」
と
「
（（（
建
長
」
は
寛
喜
（
一
二
二
九
～
一
二
三
二
）
度

に
勘
申
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
も
勘
者
は
広
橋
頼
資
で
あ
る
（
（（（
頁
）。
さ
ら

に
続
く
五
つ
の
年
号
案
「
（（（
正
嘉
」・「
（（7
寛
恵
」・「
（（（
正
安
」・「
（（9
延
嘉
」・「
（（0
仁

治
」
は
貞
永
（
一
二
三
二
～
一
二
三
三
）
度
に
勘
申
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
勘
者
は

や
は
り
頼
資
で
あ
る
（
（（（
～
（（9
頁
）。
こ
の
「
仁
治
」
で
も
っ
て
本
書
の
年
号
勘
文

採
録
部
分
の
記
事
が
終
わ
っ
て
い
る
か
ら
、「
當
家
」
が
広
橋
家
を
指
し
て
い
る
こ

と
は
も
は
や
自
明
で
あ
る
。

こ
こ
で
広
橋
家
に
よ
る
年
号
案
の
勘
申
状
況
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
以
下
に
掲
げ

る
一
覧
表
は
、
広
橋
家
が
年
号
勘
者
と
し
て
関
わ
っ
た
改
元
度
、
年
号
勘
者
、
そ
し

て
各
自
が
提
出
し
た
年
号
案
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
年
号
案
の
中
、
太
字
に

な
っ
て
い
る
の
は
、《
元
秘
抄
別
録
》
に
採
録
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、

□
で

囲
ま
れ
て
い
る
の
は
採
用
さ
れ
た
年
号
案
で
あ
る
。

嘉
禄 （（（（- （（（7　
　

広
橋
頼
資
：
貞
正
・
仁
治

安
貞 （（（（- （（（9　
　
　

同　
　

：
建
長
・
治
建
・
顕
応

寛
喜 （（（9- （（（（　
　
　

同　
　

：
正
安
・
建
長

貞
永 （（（（- （（（（　
　
　

同　
　

：
正
嘉
・
寛
恵
・
正
安
・
延
嘉
・
仁
治

文
暦 （（（（- （（（（　
　
　

同　
　

：
仁
応
・
延
嘉

嘉
禎 （（（（- （（（（　
　
　

同　
　

：
　

嘉
禎
　

・
延
嘉
・
仁
治
・
延
文
・
弘
長

宝
治 （（（7- （（（9　
　

広
橋
経
光
：
元
応
・
正
安

建
長 （（（9- （（（（　
　
　

同　
　

：
　

建
長
　

・
元
応
・
文
安

康
元 （（（（- （（（7　
　
　

同　
　

：
不
明

正
嘉 （（（7- （（（9　
　
　

同　
　

：
治
建
・
仁
応
・
元
応
・
延
嘉
・
正
安

弘
長 （（（（- （（（（　
　
　

同　
　

：
不
明

文
永 （（（（- （（7（　
　
　

同　
　

：
仁
応
・
元
応
・
延
嘉

永
仁 （（9（- （（99　
　

広
橋
兼
仲
：
養
仁
・
文
安

正
安 （（99- （（0（　
　
　

同　
　

：
養
仁
・
文
安
・
仁
応

                        （
以
上
、
（（（･

（（（･

（（（
本
第
三
冊
の
範
囲
内
）

延
文 （（（（- （（（（　
　

広
橋
兼
綱
：
貞
徳
・
文
安

康
安 （（（（- （（（（　
　
　

同　
　

：
文
正
・
文
康
・
康
正

応
安 （（（（- （（7（　
　
　

同　
　

：
不
明

永
和 （（7（- （（79　
　
　

同　
　

：
嘉
長
・
寛
正
・
嘉
慶

康
暦 （（79- （（（（　
　

広
橋
仲
光
：
承
延
・
文
安

永
徳 （（（（- （（（（　
　
　

同　
　

：
　

永
徳
　

至
徳 （（（（- （（（7　
　
　

同　
　

：
建
徳
・
長
嘉
・
嘉
慶

                        （
以
上
、
（（（･

（（（･

（（（
本
第
四
冊
の
範
囲
内
）

嘉
慶 （（（7- （（（9　
　
　

同　
　

：
建
徳
・
弘
徳
・
永
宝

康
応 （（（9- （（90　
　
　

同　
　

：
仁
応
・
長
嘉
・
寛
承

明
徳 （（90- （（9（　
　
　

同　
　

：
仁
応
・
弘
徳

　
　
　
　
　
　
　
　

広
橋
兼
宣
：
長
慶
・
養
仁

応
永 （（9（- （（（（　
　

広
橋
仲
光
：
成
徳
・
仁
応
・
永
宝

正
長 （（（（- （（（9　
　

広
橋
親
光
：
和
宝
・
文
安

永
享 （（（9- （（（（　
　
　

同　
　

：
文
安
・
天
和
・
仁
応

文
安 （（（（- （（（9　
　
　

同　
　

：
承
慶
・
　

文
安
　

康
正 （（（（- （（（7　
　

広
橋
綱
光
：
至
安
・
文
康

長
禄 （（（7- （（（0　
　
　

同　
　

：
成
徳
・
仁
応
・
寛
正

寛
正 （（（0- （（（（　
　
　

同　
　

：
長
慶
・
仁
応
・
文
正

文
正 （（（（- （（（7　
　
　

同　
　

：
永
宝
・
　

文
正
　

・
至
安

応
仁 （（（7- （（（9　
　
　

同　
　

：
和
宝
・
天
和
・
文
建

                        （
以
上
、
（（（･

（（（･

（（（
本
第
五
冊
の
範
囲
内
）

　

こ
れ
ら
の
年
号
案
の
中
、
本
書
に
見
え
る
の
は
太
字
の
六
十
四
個
で
あ
り
、
本
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書
に
採
録
さ
れ
て
い
る
全
部
で
二
百
三
十
六
の
年
号
の
ほ
ぼ
四
分
の
一
を
占
め
る
。

太
字
が
占
め
る
割
合
を
見
る
と
、
広
橋
家
に
よ
っ
て
勘
申
さ
れ
た
大
半
の
年
号
案
が

本
書
に
採
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
。

四
、《
元
秘
抄
別
録
》所
収
の
年
号
案
の
特
徴

本
書
所
収
の
年
号
案
と
勘
者
の
一
覧
表
を
作
成
す
る
と
【
表
二
】（
（（
頁
）
の
よ

う
に
な
る
。
表
を
見
る
と
容
易
に
わ
か
る
通
り
、「
（7（
文
正
」
か
ら
最
後
の
「
（（0
仁
治
」

ま
で
の
合
計
六
十
二
個
の
年
号
案
は
す
べ
て
広
橋
家
に
よ
っ
て
勘
申
さ
れ
た
も
の
で

あ
る）

9
（

。
年
号
案
と
引
文
が
収
録
さ
れ
て
い
る
範
囲
に
つ
い
て
言
う
と
、
冒
頭
部
か
ら

全
体
の
四
分
の
三
ま
で
の
範
囲
に
収
録
さ
れ
て
い
る
広
橋
家
勘
申
の
年
号
案
が
わ
ず

か
に
五
つ
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
残
り
の
四
分
の
一
の
範
囲
に
は
広
橋
家
勘
申
の
年

号
案
し
か
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、「
當
家
勘
者
」
に
よ
る

年
号
案
勘
申
の
先
例
を
集
め
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
す
る
と
、
他
家
の
勘

申
に
係
る
年
号
案
が
大
半
を
占
め
て
い
る
残
り
の
範
囲
に
つ
い
て
は
採
録
の
基
準
が

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
疑
問
が
生
ま
れ
て
く
る
。
少
し
検
討
を
加
え
て
み
よ

う
。【

表
二
】
の
0（
天
受
か
ら
（77
寛
永
ま
で
に
採
録
さ
れ
て
い
る
年
号
案
は
、
勘
者
の

属
す
る
家
が
一
定
で
な
い
。
そ
こ
で
年
号
案
を
構
成
す
る
文
字
に
着
目
し
て
み
る

と
、
特
定
の
文
字
を
含
む
年
号
案
が
多
数
を
占
め
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。「
安
」

を
含
む
年
号
案
が
六
十
一
個
、「
天
」
を
含
む
年
号
案
が
五
十
一
個
あ
る
。
さ
ら
に

「
寛
」・「
観
」・「
永
」・「
承
」・「
暦
」・「
文
」
を
含
む
年
号
案
が
そ
れ
ぞ
れ
三
十
二
個
・

十
九
個
・
十
七
個
・
十
四
個
・
十
一
個
・
十
個
あ
る
。
こ
の
事
実
を
踏
ま
え
る
と
、《
元

秘
抄
別
録
》
の
編
輯
プ
ロ
セ
ス
に
は
、
特
定
の
文
字
ご
と
に
年
号
案
を
分
類
・
整
理

す
る
意
図
が
働
い
て
い
る
か
に
見
え
る
。
こ
の
意
図
は
、
高
辻
長
成
《
元
秘
抄
》
巻

一
〈
未
被
用
年
号
〉
や
同
巻
二
〈
和
漢
年
号
同
字
類
聚
〉
を
継
承
す
る
も
の
と
言
え

そ
う
で
あ
る
。
長
成
は
こ
れ
ら
の
篇
に
お
い
て
、
被
用
・
未
被
用
に
限
ら
ず
、
上
の

字
も
し
く
は
下
の
字
が
同
じ
で
あ
る
年
号
案
を
ま
と
め
て
い
る
。

改
元
定
に
お
い
て
年
号
案
を
ふ
る
い
に
か
け
る
難
陳
の
中
で
は
、
年
号
案
を
構
成

す
る
文
字
と
同
一
の
文
字
を
含
む
年
号
が
使
わ
れ
た
時
の
状
況
が
論
じ
ら
れ
る
こ
と

が
多
い
の
で
、
年
号
勘
者
は
、
参
仕
公
卿
た
ち
か
ら
賛
同
が
得
ら
れ
そ
う
な
文
字
、

彼
ら
か
ら
批
判
を
受
け
そ
う
な
文
字
を
見
定
め
た
上
で
年
号
案
を
勘
申
し
た
に
違
い

な
い）

（1
（

。《
元
秘
抄
》
や
《
元
秘
抄
別
録
》
に
お
い
て
同
一
字
を
含
む
年
号
案
が
ま
と

め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
年
号
案
の
文
字
の
吉
凶
や
こ
れ
ま
で
の
使
用
状
況
を
効
率
良

く
検
索
す
る
た
め
の
措
置
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
《
元
秘
抄
別
録
》
は
、
年
号
案
を
《
元

秘
抄
》
と
同
様
に
文
字
ご
と
に
グ
ル
ー
プ
分
け
す
る
こ
と
よ
り
、
年
次
順
に
配
列
す

る
こ
と
を
優
先
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
な
ぜ
《
元
秘
抄
》
と
同
様
の
体
裁
を
取

ら
な
か
っ
た
の
か
、
そ
の
意
図
は
不
明
で
あ
る
。

五
、《
元
秘
抄
別
録
》と
他
の
年
号
史
料
と
の
関
係

　

広
橋
家
に
は
、
年
号
勘
者
に
任
じ
ら
れ
る
者
が
多
か
っ
た
が
、
年
号
案
勘
申
の
際
、

従
う
べ
き
家
の
し
き
た
り
が
あ
っ
た
。
永
仁
（
一
二
九
三
～
一
二
九
九
）
度
に
年
号

勘
者
を
つ
と
め
た
広
橋
兼
仲
（
一
二
四
四
～
一
三
〇
八
）
は
、
そ
の
点
に
つ
い
て
次

の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

初
度
先
例
、
新
字
一
・
古
字
一
、
已
上
二
所
献
也
。（《
兼
仲
記
》
正
応
六
年
八

月
二
日
乙
酉
条）

（（
（

、《
改
元
部
類
記
（
自
永
仁
至
貞
治
）》、《
続
群
書
類
従
》
（（0
頁
）

広
橋
家
の
族
人
は
、
始
め
て
年
号
勘
者
と
し
て
年
号
案
を
勘
申
す
る
際
、「
新
字
」

す
な
わ
ち
同
家
に
よ
っ
て
従
来
勘
申
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
案
と
「
古
字
」
す
な
わ
ち

既
に
勘
申
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
案
と
を
一
つ
ず
つ
勘
申
す
る
の
が
通
例
で
あ
っ
た
。

第
三
節
に
示
し
た
通
り
、
兼
仲
は
永
仁
度
に
始
め
て
年
号
勘
者
と
な
っ
て
「
養
仁
」

と
「
文
安
」
を
勘
申
し
て
い
る
が
、「
文
安
」
は
建
長
度
に
広
橋
経
光
が
勘
申
済
み

な
の
で
「
古
字
」
に
属
す
る
。
対
し
て
「
養
仁
」
は
広
橋
家
に
よ
っ
て
勘
申
さ
れ
た

こ
と
が
な
い
の
で
「
新
字
」
に
属
す
る
。
し
き
た
り
に
違
背
し
て
い
な
い
こ
と
を
証
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す
る
か
の
よ
う
に
、「
（（（
養
仁
」
の
【
考
異
】
に
示
す
通
り
、《
部
類
記
（（9
》
永
仁
度

の
年
号
案
「
養
仁
」
の
下
に
「
是
ハ
新
字
也
」
の
書
き
入
れ
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
「
古
字
」
と
「
新
字
」
に
関
わ
る
広
橋
家
の
史
料
と
し
て
、
以
下
の
二
点
が
挙
げ
ら

れ
る
。

　
　
《
当
家
代
々
勘
申
未
被
用
字
集
》（
Ｈ
―
六
三
―
一
九
九
）

　
　
《
年
号
字　

新
撰
》（
Ｈ
―
六
三
―
二
一
八
）

《
当
家
代
々
勘
申
未
被
用
字
集
》
は
、
広
橋
家
に
よ
っ
て
勘
申
さ
れ
た
も
の
の
、

採
択
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
年
号
案
の
一
覧
で
あ
り
、
年
号
案
ご
と
に
勘
申
時
期
と
勘

者
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
同
書
第
一
丁
裏
に
年
号
案
「
延
嘉
」
が
大
書
さ

れ
て
お
り
、
そ
の
下
に
「
晋
書
文
」
と
典
拠
が
略
記
さ
れ
て
い
る
。《
別
録
》
な
ど

の
年
号
史
料
を
参
考
に
す
る
と
、「
延
嘉
」
は
《
晋
書
》
巻
五
十
一〈
摯
虞
伝
〉
の
「
會

司
儀
於
有
始
兮
、
延
嘉
賓
於
九
乾
」
に
由
来
す
る
。
同
書
の
続
く
行
に
は
以
下
の
よ

う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

貞
永　

文
暦　

嘉
禎
等
度　

頼
―（

資
）

康
元　

正
嘉　

文
永
等
度　

経
―（

光
）

こ
の
記
述
は
、
貞
永
・
文
暦
・
嘉
禎
の
各
改
元
度
に
広
橋
頼
資
に
よ
っ
て
年
号
案

「
延
嘉
」
が
勘
申
さ
れ
、
康
元
・
正
嘉
・
文
永
の
各
改
元
度
に
広
橋
経
光
に
よ
っ
て

同
じ
年
号
案
が
勘
申
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
。《
別
録
》
を
見
る
と
、
康
元
度
の
記
録

は
ほ
と
ん
ど
失
わ
れ
て
い
て
勘
者
の
名
前
し
か
わ
か
ら
な
い
が
、《
当
家
代
々
勘
申

未
被
用
字
集
》
に
よ
っ
て
経
光
が
「
延
嘉
」
を
勘
申
し
て
い
た
こ
と
を
補
足
す
る
こ

と
が
で
き
る
。《
元
秘
抄
別
録
》
を
調
べ
る
と
、「
延
嘉
」
が
文
暦
（
（（（
）・
嘉
禎
（
（（（
）・

正
嘉
（
（（（
）・
貞
永
（
（（9
）
の
各
改
元
度
に
勘
申
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
記
録
さ
れ
て

い
る
か
ら
、
本
書
の
編
纂
者
は
先
例
を
網
羅
し
き
れ
て
い
な
い
が
、「
古
字
」
を
採

録
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
。
な
お
記
載
範
囲
を
比
較
す
る
と
、《
当

家
代
々
勘
申
未
被
用
字
集
》
が
長
元
（
一
〇
二
八
～
一
〇
三
六
）
度
か
ら
康
正
度

（
一
四
五
五
～
一
四
五
七
）
で
あ
る
の
に
対
し
て
、《
元
秘
抄
別
録
》
は
「
0（
天
受
」

が
勘
申
さ
れ
た
天
暦
（
九
四
七
～
九
五
七
）
度
か
ら
「
（77
寛
永
」
が
勘
申
さ
れ
た
文

禄
（
一
五
九
三
～
一
五
九
六
）
度
で
あ
り
、
前
者
よ
り
広
い）

（1
（

。

《
年
号
字　

新
撰
》
は
「
新
字
」
の
資
料
集
で
あ
り
、
題
箋
に
「
仲
光
卿
自
筆
」

と
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
広
橋
仲
光
（
一
三
四
二
～
一
四
〇
六
）
が
作
成
し
た
と
見

ら
れ
る
。
第
四
丁
裏
か
ら
第
五
丁
表
に
か
け
て
、「
長
」
字
を
上
に
持
つ
年
号
案
が

七
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
漢
籍
の
引
文
を
伴
っ
て
並
ん
で
い
る
。
年
号
案
の
一
つ
に
「
長
慶
」

が
あ
る
が
、
第
三
節
の
一
覧
表
を
見
る
と
わ
か
る
通
り
、
こ
の
年
号
案
は
、
明
徳

（
一
三
九
〇
～
一
三
九
四
）度
に
仲
光
の
息
子
兼
宣（
一
三
六
六
～
一
四
二
九
）に
よ
っ

て
勘
申
さ
れ
て
お
り
、
本
書
所
載
の
引
文
「
毛
詩
注
曰
教ヘ_

誨テ

不ル
ヲ

レ
倦
曰
長
慶-

賞

刑-

威ス
ル
ヲ□

曰
レ
君
也
」（《
毛
詩
》
大
雅
〈
皇
矣
〉
鄭
箋
に
よ
る
）
と
同
文
が
《
別
録
》

の
記
録
に
見
え
る
（
7（（
頁
。
訓
点
無
し
）。
こ
の
「
長
慶
」
は
そ
れ
以
前
に
他
家
を

含
め
て
勘
申
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
か
ら
、
ま
さ
し
く
「
新
字
」
で
あ
り
、
兼
宣
は
父

が
作
成
し
た
資
料
集
を
参
照
し
て
、「
長
慶
」
を
勘
申
し
た
か
と
思
わ
れ
る
。

本
書
の
同
じ
第
四
丁
裏
に
年
号
案
「
長
嘉
」
と
引
文
「
君
子
體
于
仁
足
以
長
人
嘉

會
足
以
合
礼
利
物
足
以
和
義
貞
固
足
以
幹
事
」（《
易
経
・
乾
卦
文
言
伝
》
に
よ
る
）

も
見
え
る
。「
長
嘉
」
は
既
に
暦
応
（
一
三
三
八
～
一
三
四
二
）
度
に
同
じ
北
家
日

野
流
に
属
す
る
藤
原
行
氏
（
一
二
八
三
～
一
三
四
〇
）
に
よ
っ
て
勘
申
さ
れ
て
い
た

が
、
そ
の
時
の
引
文
は
《
論
語
・
公
冶
長
》
疏
で
あ
り
（《
別
録
》、
（7（
～
（77
頁
）、

年
号
案
自
体
は
勘
申
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
も
の
だ
が
、
典
拠
が
異
な
る
の
で
「
新
字
」

と
見
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
新
字
」
に
関
す
る
以
上
の
二
書
の
内
容
を
踏
ま
え
る
と
、《
元
秘
抄
別
録
》
の
年

号
案
と
引
文
が
収
録
さ
れ
て
い
る
部
分
の
後
ろ
の
方
に
「
當
家
勘
者
」
に
よ
る
年
号

案
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
し
き
た
り
に
従
っ
て
年
号
案
を
勘
申
す
る
準
備
の

た
め
の
継
続
的
な
営
為
の
延
長
線
上
に
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
既
述
の
通
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り
、《
元
秘
抄
別
録
》
に
収
録
さ
れ
て
い
る
一
番
新
し
い
年
号
案
が
文
禄
（
一
五
九
三

～
一
五
九
六
）
度
の
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
広
橋
家
は
弘
仁
（
一
四
六
七
～

一
四
六
九
）度
を
最
後
に
年
号
勘
者
に
任
じ
ら
れ
る
こ
と
が
な
く
な
っ
て
い
た
か
ら
、

年
号
案
の
準
備
に
力
を
注
い
で
い
た
と
は
考
え
が
た
い
。
た
だ
し
広
橋
家
は
年
号
勘

者
と
し
て
改
元
に
関
わ
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
後
も
、
参
仕
公
卿
の
立
場
で
改
元
定

に
関
与
し
続
け
て
い
た
か
ら
、
年
号
案
の
文
字
情
報
を
整
理
す
る
必
要
性
は
依
然
と

し
て
あ
っ
た
。
文
禄
度
に
は
広
橋
兼
勝
が
参
仕
公
卿
と
し
て
改
元
定
に
参
加
し
て
お

り
、
そ
の
後
も
慶
長
（
一
五
九
六
～
一
六
一
五
）
度
に
同
じ
く
兼
勝
、
江
戸
時
代
に

入
っ
て
も
、
元
和
（
一
六
一
五
～
一
六
二
四
）
度
に
総
光
、
寛
永
度
（
一
六
二
六
～

一
六
四
五
）
に
兼
賢
、
正
保
（
一
六
四
五
～
一
六
四
八
）
度
に
綏
光
が
参
仕
公
卿
を

務
め
て
お
り
、
一
族
最
後
の
参
仕
公
卿
は
万
延
（
一
八
六
〇
～
一
八
六
一
）
度
の
広

橋
胤
保
で
あ
っ
た）

（1
（

。

六
、
漢
籍
引
文
に
対
す
る
訓
点

本
書
収
載
の
年
号
勘
文
を
見
て
い
く
と
、
引
文
の
一
部
に
訓
点
が
施
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
気
づ
く
。
参
仕
公
卿
た
ち
が
年
号
案
の
典
拠
の
漢
文
を
白
文
の
ま
ま
で
理
解

で
き
た
と
は
限
ら
な
い
の
で
、
難
解
な
引
文
に
対
し
て
訓
点
が
施
さ
れ
る
こ
と
が

あ
っ
て
も
不
思
議
で
な
い
。
改
元
定
が
進
行
す
る
中
、
年
号
案
の
検
討
に
入
る
前
に

年
号
勘
文
が
読
み
上
げ
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
着
目
す
る
と
、
引
文
の
朗
読
を
担
当
す

る
参
仕
公
卿
が
そ
の
役
目
を
誤
り
な
く
果
た
す
に
も
訓
点
が
必
要
で
あ
っ
た
に
違
い

な
い
。
参
仕
公
卿
と
し
て
し
ば
し
ば
改
元
定
に
参
加
し
て
い
た
広
橋
家
は
、
年
号
勘

文
の
読
み
上
げ
を
担
当
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
広
橋
経
光
は
そ
の
一
人
で
あ
り
、
寛

元
（
一
二
四
三
～
一
二
四
七
）
度
に
年
号
案
に
対
す
る
検
討
が
始
ま
る
前
に
、
三
通

の
年
号
勘
文
を
読
み
上
げ
て
い
る
。
経
光
が
残
し
た
改
元
定
の
自
筆
の
当
事
者
記
録

で
あ
る
《
経
光
卿
改
元
定
記　

寛
元
・
宝
治
・
建
長
》（
本
館
所
蔵
。
資
料
番
号
：

Ｈ
―
六
三
―
二
〇
三
）
を
見
る
と
、
年
号
勘
文
の
読
み
上
げ
に
は
作
法
が
あ
っ
た
こ

と
が
わ
か
る
。
同
文
書
に
は
、
寛
元
度
の
記
録
の
一
節
に
「
至
官
位
姓
名
（
以
下
准

之
可
知
）、
年
号
字
并
引
文
名
、
各
対
馬ニ読
之
、
於
本
文
者
、
任
本
書
読
之
、
無
点

書
籍
者
、
只
相
計
可
読
之
」
の
文
言
が
確
認
さ
れ
る
。
官
位
・
姓
名
・
年
号
字
お
よ

び
引
文
は
「
対
馬
」
す
な
わ
ち
呉
音
で
読
み
、
漢
籍
の
引
文
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
書
物

に
対
し
て
施
さ
れ
て
い
る
訓
点
に
従
っ
て
読
み
、
訓
点
が
無
い
書
物
に
つ
い
て
は
、

適
宜
判
断
し
て
読
む
の
が
し
き
た
り
で
あ
っ
た
。

本
書
に
収
録
さ
れ
て
い
る
引
文
の
中
で
は
、「
（7
安
徳
」、「
（（
天
成
」、「
（9
天
永
」、

「
（0
承
安
」、「
7（
元
暦
」、「
（9
寛
正
」、「
9（
慶
安
」、「
（（（
觀
國
」、「
（（（
天
文
」、「
（（9

天
保
」、「
（7（
天
正
」、「
（7（
永
安
」、「
（77
寛
永
」、「
（（0
元
應
」
の
都
合
十
四
条
の
引
文

に
訓
点
が
施
さ
れ
て
い
る
。
年
号
勘
者
が
広
橋
家
も
し
く
は
藤
原
氏
北
家
日
野
流
な

の
は
、「
（7
安
徳
」・「
（0
承
安
」・「
（（0
元
應
」
で
あ
り
、
藤
原
氏
の
他
家
な
の
は

「
（（
天
成
」
と
「
7（
元
暦
」、
残
り
は
い
ず
れ
も
勘
者
が
菅
原
氏
の
も
の
で
あ
る
。
以

上
の
諸
条
の
中
、
し
き
た
り
に
関
連
す
る
訓
点
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、「
（（（
觀

國
」
の
引
文
の
書
名
「
周
易
」
に
付
さ
れ
て
い
る
「
シ
ユ
ヤ
ク
」
と
「
（（（
天
文
」
の

引
文
の
人
名
「
孔
安
国
」
の
「
孔
」
に
付
さ
れ
て
い
る
「
ク
」
で
あ
る
。
前
者
は
「
引

文
の
名
」、
後
者
は「
姓
名
」を
そ
れ
ぞ
れ
呉
音
に
読
む
べ
き
こ
と
に
対
応
し
て
い
る
。

「
（（（
觀
國
」
と
「
（（（
天
文
」
の
二
つ
の
引
文
が
菅
原
氏
に
よ
っ
て
勘
申
さ
れ
て
お
り
、

《
別
録
》
所
収
の
引
文
に
も
本
書
と
同
様
の
訓
点
が
施
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
こ
と

は
、
こ
の
二
条
の
訓
点
に
つ
い
て
は
、《
別
録
》
付
載
の
菅
家
の
も
の
を
移
点
し
た

と
考
え
ら
れ
、
経
光
が
説
明
し
て
い
た
作
法
は
、
参
仕
公
卿
を
出
す
家
の
間
で
共
有

さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
た
だ
し
本
書
に
見
え
る
訓
点
が
常
に
《
別
録
》
に
見

出
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

訓
点
に
着
目
し
て
《
別
録
》
を
比
較
す
る
と
、《
別
録
》
の
間
の
差
異
が
浮
か
び

あ
が
っ
て
く
る
。
ま
ず
本
書
と
七
冊
で
あ
る
（（（
本
を
比
較
す
る
と
、
本
書
に
お
い
て

訓
点
が
施
さ
れ
て
い
る
引
文
の
多
く
が
同
書
で
は
無
訓
点
で
あ
る
。「
（7
安
徳
」、

「
（（
天
成
」、「
（9
天
永
」、「
7（
元
暦
」、「
（9
寛
正
」、「
9（
慶
安
」、「
（7（
天
正
」、「
（77

寛
永
」、「
（（0
元
應
」、
い
ず
れ
も
（（（
本
の
引
文
に
は
訓
点
が
見
え
な
い
。
六
冊
本
の

（（（
本
と
（（（
本
も
同
様
で
あ
る
。
（（（
本
の
引
文
に
は
、
句
読
点
、
典
拠
の
巻
次
と
篇
名
、



113

［国立歴史民俗博物館所蔵《元秘抄別録》の内容紹介と校注］……水上雅晴

異
文
注
記
、
人
名
・
書
名
の
朱
引
な
ど
の
書
き
入
れ
が
な
さ
れ
て
お
り
、
（（（
本
の
引

文
に
は
、
典
拠
の
書
物
の
巻
次
と
篇
名
や
異
文
注
記
な
ど
の
書
き
入
れ
が
な
さ
れ
て

い
る
が
、
両
本
と
も
添
え
仮
名
や
返
り
点
な
ど
の
訓
点
は
一
切
確
認
で
き
な
い
。

同
じ
六
冊
本
で
も
（（（
本
に
は
多
く
の
訓
点
が
施
さ
れ
て
い
る
。
付
訓
状
況
の
詳
細

な
説
明
は
翻
刻
部
分
の
【
考
異
】
に
讓
る
が
、
同
書
の
「
（7
安
徳
」・「
（（
天
成
」・

「
（9
天
永
」・「
（9
寛
正
」・「
（（（
觀
國
」・「
（（9
天
保
」・「
（7（
天
正
」・「
（77
寛
永
」・「
（（0

元
應
」
の
引
文
に
施
さ
れ
て
い
る
訓
点
は
、
本
書
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。
し
か
し

「
7（
元
暦
」・「
（（（
天
文
」・「
（7（
永
安
」
の
引
文
に
見
え
る
訓
点
は
本
書
と
の
間
の
異

同
が
少
な
く
な
く
、「
（0
承
安
」
と
「
9（
慶
安
」
に
至
っ
て
は
、
同
書
の
引
文
が
無

訓
点
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
本
書
の
引
文
に
は
訓
点
が
存
在
す
る
。
付
訓
の
状
況
を

見
る
と
、
（（（
本
に
は
本
書
の
直
接
の
底
本
と
見
な
し
が
た
い
隔
た
り
が
存
在
す
る

が
、
訓
点
が
共
通
す
る
割
合
の
高
さ
は
、
本
書
に
看
取
さ
れ
る
訓
点
が
基
本
的
に
広

橋
家
に
よ
っ
て
加
え
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、《
別
録
》
に
由
来
す
る
と
断
定
す
る

こ
と
を
可
能
に
す
る
。

七
、
年
表
以
下
の
記
録

本
書
に
お
い
て
年
号
案
と
引
文
が
収
録
さ
れ
て
い
る
部
分
が
終
わ
っ
た
後
、
第

二
十
九
丁
表
か
ら
第
三
十
五
丁
裏
に
は
、
大
宝
か
ら
正
和
に
至
る
ま
で
の
年
号
と
在

位
天
皇
、
改
元
年
月
日
、
改
元
理
由
を
年
次
順
に
並
べ
た
年
表
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

年
表
に
は
こ
の
よ
う
に
改
元
に
関
わ
る
朝
廷
内
の
重
要
事
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
改

元
に
直
接
関
係
し
な
い
記
事
も
含
ま
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
大
宝
二
年
（
七
〇
二
）

の
下
に
は
、
太
上
天
皇
で
あ
る
持
統
天
皇
が
十
二
月
二
十
一
日
に
崩
御
し
た
こ
と
が

記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
崩
御
を
受
け
て
た
だ
ち
に
改
元
が
実
施
さ
れ
た
わ
け
で
は

な
く
、
慶
雲
に
改
元
さ
れ
た
の
は
大
宝
四
年
の
こ
と
で
あ
る
（
第
二
十
九
丁
表
）。

久
安
六
年
（
一
一
五
〇
）
の
下
に
は
、
正
月
四
日
に
近
衛
天
皇
が
元
服
し
た
こ
と
が

記
さ
れ
て
い
る
（
第
三
十
二
丁
裏
）。
年
表
に
は
、
こ
の
よ
う
に
天
皇
の
即
位
・
行
幸
・

大
嘗
会
・
元
服
・
崩
御
の
記
事
が
日
付
を
伴
っ
て
記
録
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
多
く

は
改
元
に
直
接
関
係
す
る
出
来
事
で
は
な
い
。

年
表
に
収
録
さ
れ
る
記
事
が
改
元
に
関
わ
る
も
の
と
限
ら
な
い
こ
と
は
、
皇
后
に

関
す
る
事
柄
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
理
解
さ
れ
る
。
正
安
三
年

（
一
一
七
三
）
の
下
に
は
、
二
条
天
皇
の
皇
后
藤
原
育
子
が
八
月
十
五
日
に
崩
御
し

た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
（
第
三
十
三
丁
表
）。
貞
応
二
年
の
下
に
は
、
女
御
の
藤

原
有
子
が
二
月
二
十
五
日
に
後
堀
川
院
の
中
宮
と
な
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る

（
第
三
十
三
丁
裏
）。
天
皇
・
皇
后
と
無
関
係
の
記
事
も
あ
り
、
治
承
五
年（
一
一
八
一
）

の
下
に
、
閏
三
月
（「
三
」
は
「
二
」
の
誤
）
四
日
に
「
入
道
相
国
」
こ
と
平
清
盛

が「
入
滅
」し
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る（
第
三
十
三
丁
表
）。
寿
永
三
年（
一
一
八
四
）

の
下
に
は
、
正
月
二
十
日
の
「
関
東
兵
入
洛
」
か
ら
始
ま
る
宇
治
川
の
戦
い
の
経
緯

が
記
録
さ
れ
て
い
る
（
第
三
十
三
丁
表
）。
天
平
九
年
（
七
三
七
）
の
下
に
は
、
四

月
か
ら
赤
疱
瘡
が
流
行
し
始
め
、
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
の
死
者
が
出
た
こ
と
が
記
録

さ
れ
て
い
る
（
第
三
十
丁
表
）。
変
わ
っ
た
と
こ
ろ
で
は
、
宝
亀
三
年
（
七
七
二
）

の
下
に
「
今
年
大
唐
白
居
易
生
」
と
記
録
さ
れ
て
い
る
（
第
三
十
丁
表
）。
本
年
表

に
お
い
て
中
国
に
関
連
す
る
記
事
は
こ
れ
一
つ
の
み
で
あ
り
、
日
本
の
文
人
に
と
っ

て
白
居
易
が
特
別
な
重
要
性
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
。

右
に
例
示
し
た
具
体
的
な
事
柄
を
受
け
た
改
元
は
実
施
さ
れ
て
お
ら
ず
、《
別
録
》

に
記
録
さ
れ
て
い
な
い
こ
の
種
の
事
件
が
本
書
に
記
録
さ
れ
て
い
る
の
は
、
い
か
な

る
理
由
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。《
別
録
》
の
記
載
内
容
が
主
と
し
て
年
号
勘
者
に

と
っ
て
有
用
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
そ
れ
に
記
さ
れ
て
い
な
い
情
報

は
、
年
号
勘
者
で
は
な
い
改
元
関
係
者
す
な
わ
ち
参
仕
公
卿
に
と
っ
て
有
用
な
情
報

と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
難
陳
に
お
い
て
年
号
案
を
構
成
す
る
文
字
に
関
す
る

議
論
が
な
さ
れ
る
際
、
被
用
年
号
に
含
ま
れ
て
い
る
文
字
が
含
ま
れ
て
い
れ
ば
、
そ

の
年
号
が
使
わ
れ
て
い
た
時
に
起
こ
っ
た
出
来
事
を
考
え
合
わ
せ
て
、
年
号
案
の
縁

起
の
善
し
悪
し
が
論
じ
ら
れ
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。

二
つ
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。
一
つ
は
、
天
治
改
元
度
の
難
陳
に
お
い
て
、
年
号
案

に
「
徳
」
を
含
む
こ
と
の
可
否
が
問
題
と
な
り
、
応
徳4

年
間
に
堀
河
院
の
母
で
あ
る
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中
宮
藤
原
賢
子
が
亡
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
「
藤
大
納
言
」
こ
と
藤
原
宗
忠
に
よ
っ

て
指
摘
さ
れ
て
い
る）

（1
（

。
も
う
一
つ
は
、
広
橋
兼
綱
の
記
録
に
よ
る
と
、
康
永

（
一
三
四
二
～
一
三
四
五
）
度
改
元
の
際
、
大
理
卿
柳
原
資
明
か
ら
内
々
の
申
詞
が

寄
せ
ら
れ
、
そ
の
中
で
建
長4

（
一
二
四
九
～
一
二
五
六
）
と
応
長4

（
一
三
一
一
～

一
三
一
二
）
の
時
に
武
家
に
と
っ
て
好
ま
し
く
な
い
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
、「
長
」

を
含
む
年
号
案
を
避
け
る
べ
き
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る）

（1
（

。
資
明
が
念
頭
に
置
い
て
い

た
の
は
、
建
長
三
年
（
一
二
五
一
）
に
起
こ
っ
た
了
行
法
師
ら
の
謀
叛
事
件
に
関
係

し
た
と
し
て
、
翌
年
に
鎌
倉
幕
府
第
四
代
将
軍
藤
原
頼
嗣
が
解
任
さ
れ
て
京
都
に
追

放
さ
れ
、
建
長
八
年
（
一
二
五
六
）
に
十
八
歳
で
夭
逝
し
た
こ
と
、
そ
れ
と
第
十
代

執
権
北
条
師
時
が
応
長
元
年
（
一
三
一
一
）
に
死
去
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

年
表
が
終
わ
る
と
、
第
三
十
六
丁
の
表
裏
に
、
後
漢
の
建
武
（
二
五
～
五
六
）
か

ら
唐
の
大
順
（
八
九
〇
～
八
九
一
）
に
至
る
ま
で
の
中
国
年
号
と
持
続
年
数
の
一
覧

が
示
さ
れ
る
。
同
様
の
デ
ー
タ
が
《
元
秘
抄
》
巻
一
〈
和
漢
年
号
〉
に
収
録
さ
れ
て

お
り
、
そ
れ
を
転
用
し
た
か
と
推
測
さ
れ
る
。
難
陳
の
中
で
は
し
ば
し
ば
中
国
年
号

に
つ
い
て
言
及
さ
れ
る
の
で
、
こ
の
一
覧
も
難
陳
対
策
の
た
め
に
付
載
し
た
か
と
思

わ
れ
る
が
、
江
戸
初
期
に
成
立
し
た
と
推
測
さ
れ
る
本
資
料
集
に
お
い
て
参
照
可
能

な
中
国
年
号
が
唐
末
あ
た
り
で
終
わ
っ
て
い
る
の
は
不
自
然
で
あ
る
。
末
尾
の
年
号

「
大
順
」
が
第
三
十
六
丁
裏
最
終
行
の
最
後
尾
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、

続
き
が
あ
っ
た
の
に
何
ら
か
の
理
由
で
一
枚
し
か
綴
じ
込
ま
れ
な
か
っ
た
の
か
も
知

れ
な
い
。

第
三
十
七
丁
表
か
ら
裏
の
途
中
ま
で
に
か
け
て
は
、
日
本
国
内
に
お
け
る
災
異
改

元
の
事
例
と
年
号
に
用
い
ら
れ
た
文
字
の
リ
ス
ト
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
部
分

の
記
載
範
囲
は
、
天
延
（
九
七
四
～
九
七
六
）
か
ら
応
安
（
一
三
六
八
～
一
三
七
五
）

ま
で
で
あ
る
。
第
三
十
七
丁
裏
の
残
り
の
部
分
に
は
、
被
用
年
号
に
使
わ
れ
て
い
る

文
字
が
並
ん
で
お
り
、
ほ
ぼ
同
文
が
広
橋
家
旧
蔵
《
年
号
字
》（
資
料
番
号
：
Ｈ
―

六
三
―
二
一
九
）の
扉
の
裏
に
見
え
る
。
難
陳
の
記
録
を
調
べ
る
と
、
こ
の
種
の
デ
ー

タ
も
議
論
に
不
可
欠
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
容
易
に
理
解
さ
れ
る
。

第
三
十
八
丁
表
に
は
、《
太
平
御
覧
》
が
未
施
行
で
あ
り）

（1
（

、
そ
れ
ゆ
え
年
号
勘
文

に
も
議
論
の
証
拠
に
も
引
か
れ
た
こ
と
が
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
広
橋
仲
光
の
発
言

が
引
か
れ
て
い
る
。
こ
の
断
片
的
で
中
途
半
端
な
記
述
一
条
で
も
っ
て
《
元
秘
抄
別

録
》
が
終
わ
っ
て
い
る
。
当
該
の
記
述
は
、
何
ら
か
の
先
例
を
ま
と
め
よ
う
と
し
た

一
部
と
推
測
さ
れ
る
が
、
い
か
な
る
先
例
を
整
理
し
よ
う
と
し
た
か
を
詳
ら
か
に
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。

お
わ
り
に

こ
こ
ま
で
の
解
説
と
考
察
を
踏
ま
え
る
と
、《
元
秘
抄
別
録
》
の
内
容
は
以
下
の

よ
う
に
分
類
さ
れ
る
。

Ａ
．
第
一
丁
表
～
第
二
十
八
丁
裏
：
年
号
案
と
引
文

Ｂ
．
第
二
十
九
丁
表
～
第
三
十
五
丁
裏
：
改
元
関
連
年
表

Ｃ
．
第
三
十
六
丁
表
～
第
三
十
六
丁
裏
：
中
国
年
号
と
持
続
期
間

Ｄ
．
第
三
十
七
丁
表
～
第
三
十
七
丁
裏
：
災
異
改
元
の
先
例

Ｅ
．
第
三
十
七
丁
裏
：
年
号
被
用
文
字
一
覧

Ｆ
．
第
三
十
八
丁
表
：
断
片
的
記
述
一
条

Ａ
は
《
別
録
》
の
節
録
、
Ｃ
は
《
元
秘
抄
》
の
節
録
と
見
る
こ
と
も
可
能
だ
が
、

こ
れ
ら
以
外
の
Ｂ
と
Ｄ
～
Ｆ
の
部
分
は
、
両
書
に
見
え
な
い
情
報
が
多
く
含
ま
れ
て

い
る
の
で
、
本
書
は
《
別
録
》
と
《
元
秘
抄
》
の
単
な
る
節
録
版
と
は
言
え
な
い
。

上
述
の
通
り
、
Ａ
の
後
ろ
四
分
の
一
ほ
ど
に
並
ん
で
い
る
年
号
案
は
い
ず
れ
も
広
橋

家
に
よ
っ
て
勘
申
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
範
囲
内
に
「
當
家
」
の
語
が
見

え
る
こ
と
か
ら
、
本
書
が
広
橋
家
に
属
す
る
者
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
こ
と
は
間
違

い
な
い
。
応
仁
（
一
四
六
七
～
一
四
六
九
）
度
を
最
後
に
、
年
号
勘
者
に
選
任
さ
れ

る
こ
と
が
な
く
な
っ
て
い
た
広
橋
家
が
文
禄
（
一
五
九
三
～
一
五
九
六
）
度
ま
で
の

年
号
案
が
収
載
さ
れ
て
い
る
本
書
を
作
成
し
て
い
る
こ
と
は
、
再
登
板
が
あ
る
か
も
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知
れ
な
い
と
考
え
て
、
準
備
作
業
を
継
続
し
て
い
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
断
片

的
な
記
述
し
か
見
え
な
い
Ｆ
を
除
き
、
Ａ
～
Ｅ
の
内
容
は
い
ず
れ
も
難
陳
の
議
論
に

関
わ
る
の
で
、《
元
秘
抄
別
録
》
編
纂
の
主
た
る
目
的
は
、
改
元
定
に
お
け
る
難
陳

の
議
論
に
参
加
す
る
た
め
の
準
備
資
料
を
作
成
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
判
断
す
る
の

が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
解
説
篇
に
続
き
、
（（
頁
か
ら
始
ま
る
翻
刻
・
校
注
篇
で
は
、「
広
橋
家
旧

蔵
記
録
文
書
典
籍
類
」
に
属
す
る
年
号
史
料
の
中
、
唯
一
、《
別
録
》
の
系
統
に
属

す
る
《
元
秘
抄
別
録
》
に
つ
い
て
、
全
文
の
翻
刻
・
校
注
を
提
供
す
る
。
翻
刻
・
校

注
を
作
成
す
る
主
眼
は
、
本
書
と
《
別
録
》
お
よ
び
広
橋
家
の
年
号
史
料
と
の
関
係

や
本
書
を
含
む
《
別
録
》
系
統
に
属
す
る
年
号
史
料
に
見
え
る
漢
籍
引
文
の
価
値
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
年
号
案
と
漢
籍
引
文
の
相
互
参
照
、
一

条
ご
と
の
【
典
拠
】【
考
異
】【
備
考
】
に
お
け
る
議
論
や
考
察
の
提
示
、
こ
れ
ら
を

底
本
の
形
式
的
再
現
性
よ
り
優
先
す
る
、
と
い
う
編
集
方
針
を
取
っ
た
。

【
考
異
】
に
お
い
て
は
、
引
文
に
関
連
す
る
広
橋
家
の
年
号
史
料
が
あ
れ
ば
、
ま

ず
そ
れ
と
の
比
較
を
行
い
、
つ
い
で
家
外
の
年
号
史
料
、
主
と
し
て
《
別
録
》
と
の

比
較
を
行
う
。
広
橋
家
の
年
号
史
料
を
参
照
す
る
こ
と
で
、
同
家
に
お
け
る
《
別
録
》

利
用
の
実
態
は
も
と
よ
り
、《
別
録
》
と
の
比
較
で
は
明
ら
か
に
し
得
な
い
《
元
秘

抄
別
録
》漢
籍
引
文
の
テ
キ
ス
ト
の
状
況
が
理
解
可
能
に
な
る
場
合
が
あ
る
。【
考
異
】

の
中
で
は
付
随
的
に
《
別
録
》
間
の
テ
キ
ス
ト
比
較
も
実
施
し
て
お
り
、《
別
録
》

各
本
所
収
の
漢
籍
引
文
の
文
字
や
そ
れ
に
対
す
る
付
訓
の
状
況
の
隔
た
り
が
観
察
さ

れ
、《
別
録
》
の
受
容
・
発
展
の
状
況
を
研
究
す
る
た
め
に
参
考
と
な
る
情
報
が
得

ら
れ
る
。

　

第
二
十
九
丁
表
以
下
に
は
年
号
勘
文
と
は
別
種
の
史
料
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
こ

の
部
分
に
は
漢
籍
の
引
文
が
見
え
な
い
の
で
、【
典
拠
】【
考
異
】【
備
考
】
を
付
し
て

い
な
い
。
そ
の
結
果
、
一
つ
の
史
料
の
翻
刻
・
校
注
の
体
裁
が
不
統
一
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
が
、
そ
れ
は
本
稿
の
主
た
る
関
心
が
年
号
勘
文
の
漢
籍
引
文
の
テ
キ
ス
ト
に

あ
る
た
め
だ
と
い
う
こ
と
を
了
解
さ
れ
た
い
。

（
（
）　

日
本
に
お
け
る
年
号
勘
文
の
書
式
や
内
容
と
改
元
の
頻
度
に
つ
い
て
は
、
森
本
角
蔵
《
日
本

年
号
大
観
》、
（（
～
（9
頁
、
（7
頁
を
参
照
。
改
元
手
続
き
に
つ
い
は
、
所
功
《
日
本
年
号
史
大

事
典
》
総
論
第
二
章
〈
日
本
年
号
の
選
定
方
法
〉
を
参
照
。《
元
秘
別
録
》
延
長
度
所
引
《
西

宮
記
》
に
「
延
長
年
号
、
博
士
所
進
字
不
快
、
有
勅
以
文
選
白
雉
詩
文
被
改
」
と
あ
り
、
漢
籍

に
典
拠
を
持
つ
新
年
号
が
博
士
に
よ
っ
て
勘
申
さ
れ
て
い
る
。《
元
秘
別
録
》、
註
（
（
）
所
掲

本
、
（（9
頁
。

（
（
）　

水
上
雅
晴
〈
日
本
年
号
資
料
与
経
学
〉（《
中
国
典
籍
与
文
化
論
叢
》
第
（0
輯
、
中
華
書
局
、

二
〇
一
八
年
）、
同
〈
日
本
年
号
与
《
詩
経
》〉（《
国
文
天
地
》
第
（（
巻
（
期
、
国
文
天
地
雑
誌

社
、
二
〇
一
九
年
）
な
ど
。《
元
秘
別
録
》
が
持
つ
学
術
的
価
値
に
つ
い
て
は
、
水
上
雅
晴
〈
年

号
勘
文
資
料
が
漢
籍
校
勘
に
関
し
て
持
つ
意
味
と
限
界
―
経
書
の
校
勘
を
中
心
と
す
る
考
察
〉

（《
中
央
大
学
文
学
部
紀
要
（
哲
学
）》
第
（9
号
、
二
〇
一
七
年
）
を
参
照
。

（
（
）　

東
山
御
文
庫
に
年
号
勘
文
の
実
物
が
収
蔵
さ
れ
て
い
る
（
森
本
角
蔵
《
日
本
年
号
大
観
》、

（（（
頁
下
な
ど
）。
本
館
に
は
年
号
勘
文
の
写
し
に
類
す
る
も
の
が
二
点
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。
一

点
は
〈〔
高
辻
〕
長
直
〔
年
号
勘
文
写
〕〉（
室
町
時
代
後
期
写
。
資
料
番
号
：
Ｈ
―
七
四
三
―

四
二
八
―
六
）
で
あ
り
、
も
う
一
点
は
〈
菅
原
（
東
坊
城
）
長
淳
年
号
勘
文
写
〉（《
柳
原
忠
光

卿
年
号
勘
文　

外
十
通
》
所
収
、
資
料
番
号
：
Ｈ
―
六
三
―
二
三
八
―
三
）
で
あ
る
。

（
（
）　

石
井
行
雄
〈
室
町
時
代
漢
籍
訓
読
の
一
事
例
―
《
元
秘
別
録
》
と
い
う
窓
か
ら
―
〉（《
語
学

文
学
》
第
四
十
六
号
、
北
海
道
教
育
大
学
、
二
〇
〇
八
年
）。
な
お
森
本
角
蔵
は
《
元
秘
別
録

（
交
名
）》
を
《
元
秘
別
録
（
異
本
）》
と
称
し
て
い
る
。
森
本
角
蔵
《
日
本
年
号
大
観
》、
790
頁
。

（
（
）　

森
本
角
蔵
《
日
本
年
号
大
観
》、
（（
頁
。

（
（
）　

本
書
に
お
い
て
《
元
秘
別
録
（
勘
文
）》
を
参
照
す
る
際
、
主
と
し
て
国
立
公
文
書
館
内
閣

文
庫
所
蔵
七
冊
本
（
請
求
番
号
：
一
四
六
―
一
二
三
）
を
用
い
る
。
引
用
・
言
及
に
あ
た
っ
て

は
「
（（（
本
」
と
称
し
、
水
上
雅
晴
・
石
立
善
主
編
《
日
本
漢
学
珍
稀
文
献
集
成
（
年
号
之
部
）》

第
一
冊
所
収
影
印
本
（
上
海
社
会
科
学
院
出
版
社
、
二
〇
一
八
年
）
の
掲
載
頁
を
示
す
。
な
お
、

（（（
本
の
全
頁
画
像
は
、
現
在
、
国
立
公
文
書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
に
お
い
て
公
開
さ
れ
て

い
る
。

（
7
）　
《
別
録
》
以
外
の
史
料
を
含
め
て
博
捜
し
た
森
鷗
外
《
元
号
考
》
も
、
正
暦
度
の
年
号
案
と

引
文
に
つ
い
て
は
、《
別
録
》
以
外
の
情
報
を
示
し
得
て
い
な
い
。
森
鷗
外
《
元
号
考
（
稿
本
）》

（《
鷗
外
全
集
》
第
二
十
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
三
年
）、
（79
頁
。

（
（
）　
《
元
秘
抄
別
録
》
は
改
元
度
を
記
し
て
い
な
い
こ
と
に
加
え
、
同
一
の
年
号
案
が
同
様
の
引

文
を
伴
っ
て
繰
り
返
し
勘
申
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
所
掲
の
年
号
案
が
い
つ
誰
に
よ
っ
て
勘
申

註
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さ
れ
た
も
の
か
を
判
断
す
る
の
は
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
年
号
案
の

並
び
順
と
引
文
の
内
容
を
《
別
録
》
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
改
元
度
を
定
め
て
い
る
。

（
9
）　
《
元
秘
抄
別
録
》
所
収
の
広
橋
家
勘
申
年
号
案
の
総
数
が
六
十
四
で
あ
る
の
に
対
し
て
、【
表

二
】
所
掲
の
広
橋
家
勘
申
年
号
案
の
総
数
が
六
十
七
で
あ
る
の
は
、
後
者
に
一
部
重
複
が
あ
る

か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
延
文
度
広
橋
兼
綱
勘
申
「
（（9
文
安
」、
永
和
度
広
橋
兼
綱
勘
申

「
（（（
寛
正
」、
康
正
度
広
橋
綱
光
勘
申
「
（（7
至
安
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
（0（
文
安
」、「
（（（
寛
正
」、

「
（9（
至
安
」
と
同
一
で
あ
る
。

（
（0
）　

天
治
（
一
一
二
四
～
一
一
二
六
）
の
年
号
案
「
天
治
」
に
対
す
る
発
言
「
天
字
、
村
上
聖
主

代
始
天
暦
上
字
也
。
治
字
、
堀
川
院
代
始
寛
治
下
字
也
」（《
改
元
部
類
（
自
応
和
至
建
久
）》、

《
続
群
書
類
従
》、
（70
頁
上
）
や
永
万
（
一
一
六
五
～
一
一
六
六
）
度
の
年
号
案
「
安
貞
」
に
対

す
る
発
言
に
「
吾
朝
年
号
之
内
、
以
安
字
置
上
、
冷
泉
院
御
宇
安
和
之
外
無
此
例
」（《
改
元
部

類
（
自
応
和
至
建
久
）》、《
続
群
書
類
従
》、
（77
頁
下
）
と
あ
る
よ
う
に
、
難
陳
の
中
で
は
年
号

案
の
文
字
の
位
置
が
問
題
に
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
な
お
、《
続
群
書
類
従
》
所
収
の
年
号

史
料
の
典
拠
表
示
に
つ
い
て
は
、《
元
秘
抄
別
録
》
翻
刻
・
校
注
篇
【
凡
例
】
を
参
照
。
以
下

同
じ
。

（
（（
）　

こ
こ
に
引
く
《
兼
仲
記
》
は
、
通
行
本
に
は
見
え
な
い
佚
文
。

（
（（
）　
《
広
橋
家
旧
蔵
記
録
文
書
典
籍
類
目
録
》
は
、《
元
秘
抄
別
録
》
の
記
載
範
囲
に
つ
い
て
「
大

宝
度
（
七
〇
一
）
～
文
正
元
年
（
一
四
六
六
）」
と
解
説
し
て
い
る
が
、
恐
ら
く
修
正
が
必
要

で
あ
ろ
う
。

（
（（
）　
「
觸
」
は
「
觴
」
の
誤
。

（
（（
）　

各
改
元
度
の
参
仕
公
卿
の
調
査
に
は
、
所
功
編
《
日
本
年
号
史
大
事
典
》
を
利
用
し
た
。

（
（（
）　

天
徳
、
藤
大
納
言
、
徳
字
、
弘
徳
以
後
皆
有
不
吉
事
之
由
、
前
年
定
事
由
了
。
密
語
、
寬
徳

天
下
替
、
応
徳
故
堀
川
院
母
中
宮
有
事
、
承
徳
當
院
母
女
御
有
事
、
三
代
依
有
此
憚
、
不
可
用

之
由
。（《
改
元
部
類
（
自
応
和
至
建
久
）》、《
続
群
書
類
従
》、
（70
頁
下
～
（7（
頁
上
）

（
（（
）　

大
理
卿
柳
原
資
明
内
々
申
詞
云
：
…
…
長
字
、
建
長
・
応
長
、
爲
武
家
聊
可
有
憚
哉
。（《
改

元
部
類
（
自
永
仁
至
貞
治
）》、《
続
群
書
類
従
》、
（（（
頁
上
）　

難
陳
の
議
論
に
お
け
る
武
家
へ

の
配
慮
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
水
上
雅
晴
〈
年
号
と
難
陳
―
公
武
関
係
と
宗
教
的
要
素
を
中
心

と
し
て
〉（《
季
刊 

悠
久
》
第
（（9
号
、
お
う
ふ
う
、
二
〇
一
九
年
）
を
参
照
。

（
（7
）　
「
施
行
」
に
つ
い
て
は
、
太
田
晶
二
郎
〈
漢
籍
の
「
施
行
」〉（《
太
田
晶
二
郎
著
作
集
》
第
一

冊
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
一
年
。
原
載
は
《
日
本
学
士
院
紀
要
》
第
七
巻
第
三
号
、

一
九
四
九
年
）
を
参
照
。
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改元度 年号案 勘者 改元度 年号案 勘者 改元度 年号案 勘者 改元度 年号案 勘者
（ 天暦 天受 大江朝綱 （（ 安元 安元 藤原俊経 （（（ 安永 菅原在淳 （（（ 天和 広橋綱光
（ 治安 大江朝綱 （（ 文治 万安 藤原光輔 （（（ 寛応 菅原在淳 （（（ 文建 広橋綱光
（ 正暦 天保 菅原輔正 （（ 建久 寛恵 藤原兼光 （（（ 元観 藤原行光 （（（ 康正 文康 広橋綱光
（ 皆安 菅原輔正 （（ 建仁 寛祐 藤原宗業 （（（ 天観 藤原行光 （（（ 長禄 成徳 広橋綱光
（ 長元 天祐 善滋為政 （（ 建永 康安 菅原為長 （（（ 観応 藤原行光 （（（ 仁応 広橋綱光
（ 長久 継天 大江挙周 （（ 建暦 天喜 菅原公輔 （（（ 文和 康安 藤原行光 （（（ 寛正 広橋綱光
7 天寿 橘孝親 （7 久寿 承宝 藤原永範 （（7 文安 藤原行光 （（7 寛正 長慶 広橋綱光
（ 寛徳 天喜 平定親 （（ 応暦 藤原永範 （（（ 宝安 菅原在成 （（（ 仁応 広橋綱光
9 寛徳 平定親 （9 永暦 永暦 藤原永範 （（9 延文 文安 広橋兼綱 （（9 文正 広橋綱光

（0 寛徳 大江挙周 70 安元 長観 藤原光範 （（0 建安 菅原長綱 （90 文正 永宝 広橋綱光
（（ 康平 寛治 平定親 7（ 治承 宝治 藤原永範 （（（ 康安 寛安 ＊ （9（ 明徳 長慶 広橋兼宣
（（ 天成 藤原実綱 7（ 元暦 元暦 藤原光範 （（（ 寛正 菅原高嗣 （9（ 養仁 広橋兼宣
（（ 治暦 承天 藤原明衡 7（ 文治 仁宝 藤原光範 （（（ 康安 菅原長綱 （9（ 応永 成徳 広橋仲光
（（ 天祐 藤原正家 7（ 建永 永宝 藤原宗業 （（（ 貞治 嘉観 藤原忠光 （9（ 仁応 広橋仲光
（（ 寛祐 藤原正家 7（ 建暦 建暦 藤原資実 （（（ 寛安 菅原高嗣 （9（ 永宝 広橋仲光
（（ 承保 天祚 藤原実政 7（ 安貞 寛元 菅原為長 （（（ 承寛 菅原時親 （9（ 文安 承慶 広橋親光
（7 承暦 安徳 藤原正家 77 文暦 菅原在高 （（7 応安 応安 菅原時親 （97 文安 広橋親光
（（ 永保 天成 藤原有綱 7（ 嘉観 藤原家光 （（（ 大観 藤原氏種 （9（ 康正 至安 広橋綱光
（9 寛治 寛治 大江匡房 79 寛喜 寛政 菅原資高 （（9 永和 観仁 藤原氏種 （99 康暦 文安 広橋仲光
（0 承安 大江匡房 （0 天烋 菅原資高 （（0 寛永 藤原忠光 （00 至徳 建徳 広橋仲光
（（ 太平 藤原成季 （（ 養寛 大江周房 （（（ 貞治 大観 藤原有範 （0（ 長嘉 広橋仲光
（（ 承安 大江匡房 （（ 天正 菅原在高 （（（ 永和 寛正 広橋兼綱 （0（ 嘉慶 広橋仲光
（（ 嘉保 承安 大江匡房 （（ 寛喜 菅原為長 （（（ 康暦 安永 藤原資康 （0（ 嘉慶 建徳 広橋仲光
（（ 承天 藤原成季 （（ 天福 天順 菅原資高 （（（ 至徳 安永 藤原資康 （0（ 弘徳 広橋仲光
（（ 天成 藤原敦基 （（ 康暦 菅原為長 （（（ 康応 安永 藤原資康 （0（ 永宝 広橋仲光
（（ 永長 天保 藤原敦基 （（ 文暦 暦仁 藤原経範 （（（ 寛承 広橋仲光 （0（ 延文 文安 広橋兼綱
（7 承徳 承安 藤原正家 （7 建長 嘉暦 藤原経範 （（7 嘉観 藤原資国 （07 康安 文正 広橋兼綱
（（ 康和 天和 藤原成季 （（ 正嘉 観仁 菅原公良 （（（ 明徳 安永 藤原資国 （0（ 文康 広橋兼綱
（9 天永 菅原在良 （9 寛正 菅原在朝 （（9 安長 藤原元範 （09 康正 広橋兼綱
（0 長治 天祐 藤原正家 90 永仁 暦万 菅原在輔 （（0 寛寧 藤原元範 （（0 永和 嘉長 広橋兼綱
（（ 天仁 大江匡房 9（ 暦応 菅原在兼 （（（ 応永 嘉觀 藤原資衡 （（（ 寛正 広橋兼綱
（（ 嘉承 承安 菅原在良 9（ 嘉元 文観 藤原俊光 （（（ 安慶 菅原秀長 （（（ 嘉慶 広橋兼綱
（（ 天仁 久安 菅原在良 9（ 徳治 寛久 菅原在嗣 （（（ 正長 寛安 菅原在豐 （（（ 康暦 承延 広橋仲光
（（ 安治 大江匡房 9（ 万安 藤原敦嗣 （（（ 永享 天和 広橋親光 （（（ 正嘉 正安 広橋経光
（（ 天治 天治 藤原敦光 9（ 延慶 応安 藤原淳範 （（（ 享徳 寛恵 藤原資任 （（（ 永仁 養仁 広橋兼仲
（（ 天保 藤原行盛 9（ 文保 慶安 菅原在輔 （（（ 康正 文観 菅原在治 （（（ 文安 広橋兼仲
（7 大治 天寿 藤原敦光 97 正慶 正観 菅原公時 （（7 至安 広橋綱光 （（7 ■応 ＊
（（ 天承 天承 藤原敦光 9（ （康安） （菅原在淳） （（（ 文正 文寛 菅原顕長 （（（ 正安 養仁 広橋兼仲
（9 天祐 大江有元 99 正中 弘暦 藤原藤範 （（9 安慶 菅原長清 （（9 文安 広橋兼仲
（0 安寧 大江有元 （00 正慶 康安 菅原在登 （（0 応仁 安観 菅原継長 （（0 仁応 広橋兼仲
（（ 天受 藤原行盛 （0（ 安永 菅原在淳 （（（ 観徳 菅原在治 （（（ 延文 貞徳 広橋兼綱
（（ 長承 天隆 藤原敦光 （0（ （大武） ＊ （（（ 長享 天定 菅原在永 （（（ 文暦 仁応 広橋頼資
（（ 保延 天明 藤原敦光 （0（ 延元 天和 菅原長員 （（（ 長享 安長 菅原在永 （（（ 延嘉 広橋頼資
（（ 天養 長寛 藤原実光 （0（ 暦応 天観 藤原房範 （（（ 寛祐 菅原長直 （（（ 嘉禎 嘉禎 広橋頼資
（（ 久安 藤原顕業 （0（ 文安 藤原房範 （（（ 延徳 安永 菅原在数 （（（ 延嘉 広橋頼資
（（ 天養 藤原茂明 （0（ 天保 菅原長員 （（（ 大永 観国 菅原和長 （（（ 建長 文安 広橋経光
（7 徳安 藤原茂明 （07 寛裕 菅原長員 （（7 寛安 菅原和長 （（7 元徳 広橋経光
（（ 久安 承天 藤原顕業 （0（ 応観 菅原長員 （（（ 天文 天文 菅原長雅 （（（ 正嘉 治建 広橋経光
（9 万安 藤原茂明 （09 康安 藤原行氏 （（9 天保 菅原為学 （（9 仁応 広橋経光
（0 徳安 藤原茂明 （（0 天貞 菅原公時 （70 永禄 永安 菅原為康 （（0 元応 広橋経光
（（ 久安 藤原永範 （（（ 寛安 菅原公時 （7（ 元亀 天正 菅原長雅 （（（ 延嘉 広橋経光
（（ 保元 天明 藤原永範 （（（ 康永 康安 菅原在淳 （7（ 安和 菅原長雅 （（（ 嘉禄 貞正 広橋頼資
（（ 平治 天大 藤原俊経 （（（ 応安 菅原在淳 （7（ 天正 安永 菅原長雅 （（（ 仁治 広橋頼資
（（ 永暦 承安 藤原長光 （（（ 安永 菅原在淳 （7（ 天正 菅原長雅 （（（ 寛喜 正安 広橋頼資
（（ 応保 天統 藤原資長 （（（ 貞和 文安 菅原在登 （7（ 寛永 菅原盛長 （（（ 建長 広橋頼資
（（ 長寛 安貞 藤原永範 （（（ 応寛 藤原言範 （7（ 永安 菅原盛長 （（（ 貞永 正嘉 広橋頼資
（7 永万 天恵 藤原永範 （（7 天和 藤原言範 （77 文禄 寛永 菅原盛長 （（7 寛恵 広橋頼資
（（ 仁安 天同 藤原永範 （（（ 天明 藤原言範 （7（ 文正 文正 広橋綱光 （（（ 正安 広橋頼資
（9 仁安 藤原成光 （（9 観応 天和 菅原長員 （79 至安 広橋綱光 （（9 延嘉 広橋頼資
（0 承安 承安 藤原資長 （（0 文寛 菅原在淳 （（0 応仁 和宝 広橋綱光 （（0 仁治 広橋頼資

【表二】　《元秘抄別録》所収の年号案と勘者
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《
元
秘
抄
別
録
》翻
刻
・
校
注
篇

【
凡
例
】

・
底
本
と
す
る
の
は
、
本
館
「
広
橋
家
旧
蔵
記
録
文
書
典
籍
類
」
所
収
《
元
秘
抄
別

録
》（
資
料
番
号
：
Ｈ
―
六
三
―
一
八
八
）
で
あ
る
。

・
底
本
の
本
文
の
丁
数
と
表
・
裏
の
別
を
記
し
た
。「
（
オ
」
は
第
一
丁
表
を
指
す
。

・
年
号
案
が
勘
申
さ
れ
た
年
は
、
▼
〔
天
暦9（7- 9（7

度
〕
の
よ
う
に
標
示
す
る
。

同
一
の
改
元
度
に
勘
申
さ
れ
た
二
つ
め
以
後
の
年
号
案
に
つ
い
て
は
、
改
元
度
の

標
示
を
省
略
す
る
。

・
参
照
の
便
を
考
え
、
年
号
案
の
文
字
の
上
に
「
（（
寛
惠
」
の
よ
う
に
通
し
番
号
を

付
す
る
。

・
本
書
に
収
載
さ
れ
る
年
号
案
は
、
多
く
の
場
合
、
時
系
列
に
沿
っ
て
並
ん
で
い
る

が
、
建
暦
（
一
二
一
一
～
一
二
一
三
）
度
の
「
（（
天
喜
」
の
次
に
久
寿
（
一
一
五
四

～
一
一
五
六
）
度
の
「
（7
承
寶
」
が
来
る
よ
う
に
、
時
々
、
逆
順
に
な
る
こ
と
が

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
改
元
時
期
の
標
記
中
の
三
角
印
の
向
き
を
▲
の
よ
う

に
変
え
て
記
載
順
序
の
方
向
が
変
化
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
。

・
年
号
案
の
典
拠
を
示
す
引
文
に
は
句
読
を
施
し
て
い
な
い
が
、【
典
拠
】
に
お
い

て
示
す
通
行
本
の
文
章
に
は
、
参
考
の
た
め
に
句
読
を
施
す
。
同
一
の
漢
籍
引
文

が
複
数
の
改
元
度
に
使
わ
れ
て
い
る
場
合
は
、
初
出
箇
所
の
【
典
拠
】
を
参
照
す

る
よ
う
に
注
記
す
る
。

・
漢
字
の
表
記
は
一
様
で
な
い
。
翻
刻
部
分
に
は
底
本
の
形
態
に
近
い
字
体
、【
典
拠
】

に
示
す
漢
籍
の
引
用
文
に
は
旧
字
体
を
そ
れ
ぞ
れ
用
い
、
そ
れ
以
外
の
部
分
は
基

本
的
に
常
用
漢
字
体
を
用
い
る
。

・
漢
籍
引
文
と
《
別
録
》
や
「
広
橋
家
旧
蔵
記
録
文
書
典
籍
類
」
に
属
す
る
年
号
関

係
資
料
と
の
異
同
を
示
す
た
め
に
【
考
異
】
を
付
す
る
。
通
用
字
体
と
正
字
体
の

違
い
に
つ
い
て
は
、
特
に
必
要
の
無
い
限
り
指
摘
し
な
い
。

・【
備
考
】
で
は
年
号
勘
者
を
示
し
、
必
要
に
応
じ
て
漢
籍
引
文
に
関
連
す
る
解
説

を
付
す
る
。

・
年
号
勘
文
以
外
の
記
事
が
収
録
さ
れ
て
い
る
部
分
に
は
朱
筆
の
文
字
が
使
わ
る
こ

と
が
あ
り
、
そ
の
場
合
に
は
当
該
文
字
の
前
に
「（
朱
）」
と
注
記
す
る
。

・【
考
異
】や【
備
考
】等
に
お
い
て
参
照
す
る
資
料
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。「
→
」

に
続
け
て
示
す
の
は
本
稿
で
用
い
る
略
称
で
あ
る
。

〈
参
考
文
献
〉

【
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
「
広
橋
家
旧
蔵
記
録
文
書
典
籍
類
」
所
蔵
資
料
】

《
永
和
一
品
御
記
》（
資
料
番
号
：
Ｈ
―
六
三
―
一
四
一
）
→
《
御
記
（（（
》

《
改
元
勘
文
》（
資
料
番
号
：
Ｈ
―
六
三
―
一
四
四
）
→ 《
延
徳
度
勘
文
》

《
改
元
年
号
勘
文　

応
永
度
》（
資
料
番
号
：
Ｈ
―
六
三
―
一
四
七
）

                                              

→
《
勘
文　

応
永
度
》

《
改
元
勘
文
》（
資
料
番
号
：
Ｈ
―
六
三
―
一
四
八
）
→
《
改
元
勘
文
（（（
》

《
改
元
定
記　

貞
永
元
年
・
天
福
元
年
》（
資
料
番
号
：
Ｈ
―
六
三
―
二
〇
〇
）

                                                

→
《
改
元
定
記
（00
》

《
改
元
部
類
記　

元
暦
・
文
治
・
建
久
》（
資
料
番
号
：
Ｈ
―
六
三
―
一
五
九
）

                                                  

→
《
部
類
記
（（9
》

《
改
元
部
類
記　

正
治
～
元
久
》（
資
料
番
号
：Ｈ
―
六
三
―
一
六
〇
）
→
《
部
類
記
（（0
》

《
改
元
部
類
記　

正
治
～
元
仁
》（
資
料
番
号
：Ｈ
―
六
三
―
一
六
一
）
→
《
部
類
記
（（（
》

《
改
元
部
類
記　

元
久
～
承
元
》（
資
料
番
号
：Ｈ
―
六
三
―
一
六
二
）
→
《
部
類
記
（（（
》

《
改
元
部
類
記　

建
暦
・
建
保
・
承
久
》（
資
料
番
号
：
Ｈ
―
六
三
―
一
六
三
）

                                                  

→
《
部
類
記
（（（
》

《
改
元
部
類
記　

寛
喜
・
貞
永
》（
資
料
番
号
：
Ｈ
―
六
三
―
一
六
四
）
→
《
部
類
記
（（（
》

《
改
元
部
類
記　

天
福
～
仁
治
》（
資
料
番
号
：Ｈ
―
六
三
―
一
六
五
）
→
《
部
類
記
（（（
》

《
改
元
部
類
記　

仁
治
～
建
長
》（
資
料
番
号
：Ｈ
―
六
三
―
一
六
六
）
→
《
部
類
記
（（（
》

《
改
元
部
類
記　

暦
応
～
貞
治
》（
資
料
番
号
：Ｈ
―
六
三
―
一
六
八
）
→
《
部
類
記
（（（
》
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《
改
元
部
類
記　

建
治
～
文
保
》（
資
料
番
号
：Ｈ
―
六
三
―
一
六
九
）
→
《
部
類
記
（（9
》

《
改
元
部
類
記　

嘉
元
～
延
慶
》（
資
料
番
号
：Ｈ
―
六
三
―
一
七
〇
）
→
《
部
類
記
（70
》

《
公
賢
公
改
元
定
記
》（
資
料
番
号
：
Ｈ
―
六
三
―
一
七
八
）
→
《
公
賢
公
記
》

《
新
字
》（
資
料
番
号
：
Ｈ
―
六
三
―
一
九
七
）

《
経
光
卿
改
元
定
記　

寛
元
・
宝
治
・
建
長
》（
資
料
番
号
：
Ｈ
―
六
三
―
二
〇
三
）

                                            

→
《
経
光
卿
改
元
定
記
》

《
経
光
卿
記
（
民
経
記
）》（
資
料
番
号
：
Ｈ
―
六
三
―
七
〇
四
）
→
《
経
光
卿
記
70（
》

《
経
光
卿
記
（
民
経
記
）》（
資
料
番
号
：
Ｈ
―
六
三
―
七
一
一
）
→
《
経
光
卿
記
7（（
》

《
天
文
度
改
元
愚
記
草
》（
資
料
番
号
：
Ｈ
―
六
三
―
二
〇
六
）
→
《
愚
記
草
》

《
年
号
勘
文
》（
資
料
番
号
：
Ｈ
―
六
三
―
二
〇
九
）
→
《
年
号
勘
文
（09
》

《
年
号
勘
文
部
類　

正
治
～
仁
治
》（
資
料
番
号
：
Ｈ
―
六
三
―
二
一
三
）

                                          

→
《
部
類　

正
治
～
仁
治
》

《
年
号
字　

新
撰
》（
資
料
番
号
：
Ｈ
―
六
三
―
二
一
八
）

《
日
野
家
代
々
年
号
勘
文　

応
保
度
至
応
安
度
》（
資
料
番
号
：
Ｈ
―
六
三
―
二
二
七
）

                                                

→
《
日
野
家
勘
文
》

《
頼
資
卿
改
元
定
記　

嘉
禄
・
安
貞
・
寛
喜
》（
資
料
番
号
：
Ｈ
―
六
三
―
二
三
九
）

                                                
→
《
頼
資
卿
記
（（9
》

《
頼
資
卿
改
元
定
記　

貞
永
・
天
福
・
文
暦
・
嘉
禎
》（
資
料
番
号
：
Ｈ
―
六
三
―
二
四
〇
）

→
《
頼
資
卿
記
（（0
》

《
頼
資
卿
年
号
勘
文
案　

外
十
三
通
》（
資
料
番
号
：
Ｈ
―
六
三
―
二
四
一
）

                                              

→
《
頼
資
卿
勘
文
案
》

※
広
橋
家
旧
蔵
年
号
関
係
史
料
の
名
称
は
、《
広
橋
家
旧
蔵
記
録
文
書
典
籍
類
目

録
》（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
、
二
〇
一
九
年
）
に
従
う
。

【
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
所
蔵
資
料
】

《
改
元
記
》（
請
求
番
号
：
一
四
六
―
二
八
）
→
《
改
元
記
（（
》

《
元
秘
別
録
》（
請
求
番
号
：
一
四
六
―
一
二
二
）
→
（（（
本

《
元
秘
別
録
》（
請
求
番
号
：
一
四
六
―
一
二
三
）
→
（（（
本

※
本
稿
に
お
い
て
主
と
し
て
参
照
さ
れ
る
《
別
録
》
は
、
こ
の
本
で
あ
る
。
引
用

に
際
し
て
は
、
水
上
雅
晴
・
石
立
善
主
編
《
日
本
漢
学
珍
稀
文
献
集
成
（
年
号

之
部
）》
第
一
冊
所
収
本
（
上
海
社
会
科
学
院
出
版
社
、
二
〇
一
八
年
）
の
頁

数
を
示
す
。

《
元
秘
別
録
》（
請
求
番
号
：
一
四
六
―
一
二
四
）
→
（（（
本

《
元
秘
別
録
》（
請
求
番
号
：
一
四
六
―
一
二
五
）
→
（（（
本

【
そ
の
他
】

小
川
剛
生
〈
迎
陽
記
の
改
元
記
事
に
つ
い
て
〉（
水
上
雅
晴
編
・
髙
田
宗
平
編
集
協

力
《
年
号
と
東
ア
ジ
ア
―
改
元
の
思
想
と
文
化
―
》、
八
木
書
店
、
二
〇
一
九
年
）

小
倉
慈
司
《
事
典
日
本
の
年
号
》（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
九
年
）

黒
板
勝
美
・
国
史
大
系
編
修
会
編
《
百
練
抄
》（
新
訂
増
補
国
史
大
系
〈
普
及
版
〉、

吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
三
年
）

孫
猛
《
日
本
国
見
在
書
目
録
詳
考
》（
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
一
五
年
）
→
《
詳
考
》

所
功
編
著
、
久
禮
旦
雄
・
五
島
邦
治
・
吉
野
健
一
・
橋
本
富
太
郎
執
筆
《
日
本
年
号

史
大
事
典
》（
雄
山
閣
、
二
〇
一
四
年
）

東
坊
城
秀
長
著
、
小
川
剛
生
校
訂
《
迎
陽
記　

第
（
》（
八
木
書
店
、
二
〇
一
六
年
）

藤
原
宗
忠
《
中
右
記
》（
増
補
史
料
大
成
、
臨
川
書
店
、
一
九
六
五
年
）

森
本
角
蔵
《
日
本
年
号
大
観
》（
目
黒
書
店
、
一
九
三
三
年
）

安
居
香
山
・
中
村
璋
八
《
重
修
緯
書
集
成
》
巻
一
下
（
易
下
）・
巻
四
上
（
春
秋
上
）・

巻
四
下
（
春
秋
下
）・
巻
五
（
孝
経
・
論
語
）（
明
徳
出
版
社
、
一
九
八
五
年
・

一
九
八
八
年
・
一
九
九
二
年
・
一
九
七
三
年
）
→
《
緯
書
集
成
》

《
公
卿
補
任
前
篇
》（
国
史
大
系
第
九
巻
、
経
済
雑
誌
社
、
一
八
九
九
年
）
→
《
公
卿

補
任
》

《
続
群
書
類
従
》
所
収
年
号
史
料
。
本
稿
に
お
い
て
《
続
群
書
類
従
》（
続
群
書
類
従
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完
成
会
、
一
九
六
五
年
版
）
所
収
の
年
号
関
連
資
料
は
、
全
て
第
十
一
輯
上
・
公

事
部
か
ら
引
か
れ
る
の
で
、
引
用
の
際
は
記
述
の
重
複
を
避
け
て
「《
改
元
部
類　

自
応
和
至
建
久
》（《
続
群
書
類
従
》、
（70
頁
下
）
の
よ
う
に
典
拠
を
表
示
す
る
。

（
（
オ
）

元
秘
別
録　

勘
文
部　

一

▼
〔
天
暦911-911

度
〕

0（　

天
受孟

子
曰
堯
薦
舜
於
天
而
天
受
暴
之
於
民
而
受
之
舜
為

天
人
所
受
故
得
天
下
敢
問
天
民
受
如
何
曰
使
之
主
祭
百

神
享
也
是
天
受
也
使
之
主
事
而
事
治
百
姓
安
之
是
民

受
也
在
位
五
十
年
年
百
廿
一
歳

      【
典
拠
】《
孟
子
・
万
章
上
》：
昔
者
堯
薦
舜
於
天
而
天
受
之
、
暴
之
於
民
而
民
受
之
。

故
曰
：
天
不
言
、
以
行
與
事
示
之
而
已
矣
。
曰
：
敢
問
、
薦
之
於
天
而
天
受
之
、

暴
之
於
民
而
民
受
之
、
如
何
。（
趙
岐
注
：
孟
子
言
、
下
能
薦
人
於
上
、
不
能

令
上
必
用
之
。
舜
天
人
所
受
、
故
得
天
下
也
。）
曰
：
使
之
主
祭
而
百
神
享
之
、

是
天
受
之
。
使
之
主
事
而
事
治
、
百
姓
安
之
、
是
民
受
之
也
。

【
考
異
】
孟
子
：
（（（
本
・
（（（
本
、
右
に
「
万
章
篇
」
の
旁
記
あ
り
。
／
天
受
：
（（（
本
・

（（（
本
「
受
」
の
下
に
「
之
」
あ
り
。
／
而
受
之
：
（（（
本
・
（（（
本
・
（（（
本
「
而
」

の
下
に
「
民
」
あ
り
。
／
受
之
舜
：
（（（
本
・
（（（
本
、
三
字
の
右
に
「
此
舜
已
下

九
字
注
也
」
の
旁
記
あ
り
。
／
舜
為
天
人
：
（（（
本
・
（（（
本
「
為
」
無
し
。
／
百

神
享
也
：
（（（
本
・
（（（
本
「
也
」
を
「
之
」
に
作
る
。
／
是
天
受
也
：
（（（
本
「
受
」

の
下
に
「
之
」
あ
り
。
／
是
民
受
也
：
（（（
本
・
（（（
本
「
受
」
の
下
に
「
之
」
あ

り
。
／
五
十
年
年
：
（（（
本
・
（（（
本
（
（7（
～
（7（
頁
）・
（（（
本
、
下
の
「
年
」
無
し
。

／
在
位
五
十
年
…
…
：
（（（
本
・
（（（
本
、
右
に
「
此
已
下
小
字
、
孟
子
本
文
并
注

無
之
」
の
旁
記
あ
り
。
こ
こ
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
、
該
句
は
《
孟
子
》
に

見
え
な
い
。《
敦
煌
変
文
集
》
巻
二
〈
舜
子
燮
〉
所
収
《
歴
帝
紀
》
孔
安
国
注

に
「
舜
在
位
五
十
年
、
年
一
百
十
二
歳
」
と
あ
る
。「
此
舜
已
下
九
字
注
也
」

の
旁
記
は
、
（（（
本
・
（（（
本
い
ず
れ
も
「
舜
」
の
二
つ
上
に
あ
る
「
受
」
の
右
か
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ら
書
き
始
め
ら
れ
て
い
る
が
、
指
示
詞
の
「
此
」
が
あ
る
以
上
、
元
来
は
「
舜
」

の
右
か
ら
書
き
始
め
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。《
元
秘
別
録
》
が
鈔
写
を
繰

り
返
す
中
で
旁
記
の
位
置
に
ず
れ
が
生
じ
、
そ
の
ず
れ
た
形
が
固
定
化
し
て
し

ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

【
備
考
】
勘
者
：
大
江
朝
綱
。

    0（　

治
安漢

書
文
帝
紀
曰
古
者
殷
周
國
治
安
皆
千
歳 

師
古
曰
治
安
音　

治
理
而
且
安
寧
也

有
天
下
者
莫
長
焉 

師
古
曰
言
其
上
古
以
来
國
祚

而
長
久
無
及
殷
周
者
也    　
　
　

        

【
典
拠
】《
漢
書
》
巻
四
〈
文
帝
紀
〉：
有
司
固
請
曰
：
古
者
殷
周
有
國
、
治
安
皆

且
千
歳
。（
師
古
曰
：
治
安
、
言
治
理
而
且
安
寧
也
。
治
音
丈
吏
反
。）
有
天
下

者
莫
長
焉
。（
師
古
曰
：
言
上
古
以
來
、
國
祚
長
久
、
無
及
殷
周
者
也
。）

【
考
異
】
紀
：
（（（
本
「
記
」
に
作
る
。
／
殷
周
：
（（（
本
・
（（（
本
、
下
に
「
有
」
あ
り
。

／
千
歳
：
（（（
本
・
（（（
本
・
（（（
本
「
千
」
の
上
に
「
且
」
あ
り
。
／
音
：
（（（
本
・

（（（
本
「
言
」
に
作
る
。
／
且
：
（（（
本
「
旦
」
に
作
る
。
／
言
其
上
古
：
（（（
本

（
（7（
頁
）・
（（（
本
「
言
」
無
し
。
／
長
久
：
（（（
本
・
（（（
本
「
長
」
の
上
の
「
而
」

無
し
。

【
備
考
】
勘
者
：
大
江
朝
綱
。

▼
〔
正
暦991-991

度
〕

0（　

天
保毛

詩
云
天
保
下
報
上
君
能
下
下
以
成
其
政
臣
歸
美

報
其
上
天
保
定
尒
亦
孔
之
固
云
保
安
也
天
之
汝
亦
固
也

      【
典
拠
】《
毛
詩
・
小
雅
・
天
保
》：
天
保
、
下
報
上
也
。
君
能
下
下
以
成
其
政
、

臣
能
歸
美
、
以
報
其
上
焉
。（
以
上
小
序
）
天
保
定
爾
、
亦
孔
之
固
。（
以
上
経
文
）

（
毛
伝
：
固
、
堅
也
。
鄭
箋
：
保
、
安
。
爾
、
女
也
。
女
、
王
也
。
天
之
安
定
、

女
亦
甚
堅
固
。）

【
考
異
】
毛
詩
：
（（（
本
・
（（（
本
、
右
に
「
小
雅
」
の
旁
記
あ
り
。
／
云
天
：
（（（
本

（
（77
頁
）「
云
天
」
の
右
に
「
天
保
篇
」
の
旁
記
あ
り
。
／
報
其
上
：
（（（
本
「
報
」

を
「
執
」
に
作
る
。
／
云
保
安
也
：
（（（
本
「
云
」
を
「
註
曰
」
に
作
り
、
（（（
本

「
注
云
」
に
作
る
。
／
天
之
汝
：
（（（
本
・
（（（
本
・
（（（
本
・
（（（
本
「
之
」
の
下
に
「
定
」

あ
り
。

【
備
考
】
勘
者
：
菅
原
輔
正
。

（
１
ウ
）

0（　

皆
安尚

書
云
官
職
有
序
衆
政
惟
和
万
國
皆
安
所
為
至
治
也

      【
典
拠
】《
尚
書
・
周
官
》：
庶
政
惟
和
、
萬
國
咸
寧
。（
孔
安
国
伝
：
官
職
有
序
、

故
衆
政
惟
和
。
萬
國
皆
安
、
所
以
為
正
治
。）

【
考
異
】
（（（
本
（
（7（
頁
）・
（（（
本
異
同
無
し
。
／
尚
書
：
（（（
本
・
（（（
本
、
右
に
「
周
官
」

の
旁
記
あ
り
、「
尚
書
」
の
下
に
「
注
」
あ
り
。

【
備
考
】
勘
者
：
菅
原
輔
正
。
阮
元
《
十
三
経
注
疏
校
勘
記
》（
以
下
、
阮
校
）
は
「
古

本
・
岳
本
・
宋
板
、
正4

作
至4

」
と
述
べ
、
通
行
本
の
「
正
」
を
「
至
」
に
作
る

版
本
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
六
朝
時
代
の
《
古
文
尚
書
》
テ
キ
ス
ト

に
由
来
す
る
隷
古
定
尚
書
に
つ
ら
な
る
、
い
わ
ゆ
る
内
野
本
は
「
所
以
爲
至4

治

之
也
」（《
続
修
四
庫
全
書
》
第
（（
册
、
（0（
頁
）
に
作
り
、
本
条
の
漢
籍
引
文
テ
キ
ス

ト
の
由
来
の
古
さ
を
証
す
る
。

▼
〔
長
元（118-（131

度
〕

0（　

天
祐周

易
曰
自
天
祐
之
吉
无
不
利
之
大
有
豊
冨
之
世
之
處
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大
有
之
上

【
典
拠
】《
周
易
・
大
有
上
九
》：
自
天
祐
之
、
吉
无
不
利
。（
王
弼
注
：
大
有
豐
富

之
世
也
。
處
大
有
之
上
而
不
累
於
位
、
志
尚
乎
賢
者
也
。）

【
考
異
】
（（（
本
（
（（（
頁
）・
（（（
本
異
同
無
し
。
／
周
易
：
（（（
本
・
（（（
本
、
右
に
「
大

有
卦
」
の
旁
記
あ
り
。
／
不
利
之
：
（（（
本
・
（（（
本
「
之
」
を
「
注
云
」
に
作
る
。

／
世
之
：
（（（
本
・
（（（
本
「
之
」
を
「
也
」
に
作
る
。
／
大
有
之
上
：
（（（
本
・
（（（

本
、
下
に
「
而
不
累
於
位
志
尚
乎
者
也
」
の
十
字
あ
り
。

【
備
考
】
勘
者
：
善
滋
為
政
。

▼
〔
長
久（111-（111
度
〕

0（　

継
天　帝

皇
世
記
云
大
昊
帝
庖
犠
氏
有
虞
氏
有
聖
徳
継

天

      【
典
拠
】
佚
文
。《
初
学
記
》
巻
九
〈
帝
王
部
〉：
太
昊
庖
犧
氏
。
帝
王
世
紀
曰
：

庖
犧
氏
、
風
姓
也
。
蛇
身
人
首
、
有
聖
德
。
燧
人
氏
没
、
庖
犧
代
之
、
繼
天
而

王
。
／
《
芸
文
類
聚
》
巻
十
一
〈
帝
王
部
一
・
太
昊
庖
犧
氏
〉：
帝
王
世
紀
曰
、

太
昊
帝
、
庖
犧
氏
、
風
姓
也
。
虵
身
人
首
、
有
聖
德
。

【
考
異
】
（（（
本
（
（9（
頁
）
異
同
無
し
。
／
云
：
（（（
本
・
（（（
本
「
曰
」
に
作
る
。
／
昊
：

（（（
本
「
吴
」
に
作
り
、
右
に
「
本
昊
歟
」
の
旁
記
あ
り
。
／
有
虞
氏
：
（（（
本
「
有

氏
」
に
作
り
、
二
字
の
間
に
挿
入
符
（
◦
）
が
あ
り
、
そ
の
右
に
「
本
虞
歟
」

の
旁
記
あ
り
。

【
備
考
】
勘
者
：
大
江
挙
周
。
引
文
中
の
「
有
虞
氏
」
は
衍
字
と
思
わ
れ
る
が
、

こ
の
三
字
が
追
加
さ
れ
た
理
由
は
つ
ま
び
ら
か
に
し
が
た
い
。

07　

天
壽

尚
書
云
周
公
曰
着
興
天
壽
平
挌
保
刃
有
殷
注
曰
言
天
壽

有
平
生
之
君
故
安
治
有
殷

      【
典
拠
】《
尚
書
・
君
奭
》：
公
曰
、
君
奭
、
天
壽
平
格
、
保
乂
有
殷
。（
孔
安
国
伝
：

信
天
壽
有
平
至
之
君
、
故
安
治
有
殷
。）

【
考
異
】
着
興
：
（（（
本
同
じ
。
（（（
本
・
（（（
本
（
（97
頁
）・
（（（
本
「
君
奭
」
に
作
る
。

／
挌
：
（（（
本
・
（（（
本
・
（（（
本
「
格
」
に
作
り
、
（（（
本
「
拾
」
に
作
る
。
／
刃
：

（（（
本
同
じ
。
（（（
本
・
（（（
本
「
又
」
に
作
り
、
（（（
本
「
乂
」
に
作
る
。
／
言
天
壽
：

（（（
本
「
言
」
無
し
。
／
平
生
：
（（（
本
「
生
」
の
右
に
「
至
イ
」
の
旁
記
あ
り
。

【
備
考
】
勘
者
：
橘
孝
親
。
阮
校
は
、
注
の
「
信
天
壽
有
平
至
之
君
」
句
に
対
し
て
、

「
毛
本
『
信
』
作
『
言
』。
案
『
信
』
字
誤
」
と
述
べ
、「
信
」
は
「
言
」
に
作

る
べ
き
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
阮
元
が
根
拠
と
し
て
挙
げ
る
の
は
、「
毛
本
」

す
な
わ
ち
明
末
の
崇
禎
年
間
（
一
六
二
八
～
一
六
四
四
）
に
常
熟
の
毛
氏
が
汲
古

閣
で
校
刻
し
た
「
汲
古
閣
本
」
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
古
鈔
本
・
古
刊
本
の
例

は
引
証
さ
れ
て
い
な
い
。
本
条
の
漢
籍
引
文
の
「
信
」
は
、
十
一
世
紀
に
提
出

さ
れ
た
年
号
勘
文
に
記
さ
れ
た
漢
籍
引
文
の
テ
キ
ス
ト
を
反
映
し
て
お
り
、
阮

元
が
提
示
す
る
証
拠
よ
り
は
る
か
に
古
い
。

    ▼
〔
寛
徳（111-（111

度
〕

0（　

天
喜

（
（
オ
）抱

朴
子
云
人
主
有
道
則
嘉
亨
並
臻
此
則
天
喜
也

【
典
拠
】
佚
文
。《
太
平
御
覧
》
巻
四
百
六
十
七
〈
人
事
部
・
喜
〉：
抱
朴
子
曰
：

人
主
有
道
、
國
無
虐
政
、
則
四
序
從
度
、
五
星
不
逆
、
日
不
蝕
朔
、
月
不
薄
望
、

霜
不
夏
繁
、
雷
不
冬
洩
、
嘉
瑞
丕
臻
、
災
殃
寢
滅
。
此
則
天
喜
也
。

【
考
異
】
（（（
本
（
（9（
頁
）
異
同
無
し
。
／
云
：
（（（
本
・
（（（
本
「
曰
」
に
作
る
。
／
亨
：
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（（（
本
「
亭
」
に
作
り
、
（（（
本
、
判
読
不
明
字
に
作
る
。
／
喜
：
（（（
本
・
（（（
本
「
嘉
」

に
作
る
。

【
備
考
】
勘
者
：
平
定
親
。

09　

寛
徳後

漢
書
云
上
下
歓
欣
人
懐
寛
徳

【
典
拠
】《
後
漢
書
》
巻
二
十
七
〈
杜
林
伝
〉：
海
内
歓
欣
、
人
懷
寬
德
。

【
考
異
】
（（（
本
（
（9（
頁
）・
（（（
本
異
同
無
し
。
／
云
：
（（（
本
・
（（（
本
「
曰
」
に
作
る
。

【
備
考
】
勘
者
：
平
定
親
。《
史
記
》
巻
十
〈
孝
文
本
紀
〉
と
《
漢
書
》
巻
四
〈
文

帝
紀
〉
に
「
上
下
驩
欣
、
靡
有
違
德
」
と
あ
り
。

（0　

寛
徳　
　

或
抄　

盛
徳　

治
暦　

延
壽
云
可
尋

      【
考
異
】
盛
：
（（（
本
「
咸
」
に
作
る
。
／
云
：
（（（
本
（
（99
頁
）「
云
」
を
欠
き
、
（（（

本
「
云
云
」
に
作
る
。

【
備
考
】
勘
者
：
大
江
挙
周
。

▼
〔
康
平（118-（111

度
〕

（（　

寛
治礼

記
曰
湯
以
寬
治
民
而
降除

イ

其
虐象

イ

文
王
以
文
治
武
王
以
武
功
此

皆
有
功
烈
於
民
者
也

      【
典
拠
】《
礼
記
・
祭
法
》：
湯
以
寬
治
民
而
除
其
虐
。
文
王
以
文
治
、
武
王
以
武

功
去
民
之
菑
。
此
皆
有
功
烈
於
民
者
也
。

【
考
異
】
（（（
本
異
同
無
し
。
／
礼
記
：
（（（
本
・
（（（
本
「
礼
」
の
下
に
「
記
」
無
し
。

（（（
本
（
（0（
～
（09
頁
）、
右
に
「
祭
法
」
の
旁
記
あ
り
。
／
降
：
（（（
本
・
（（（
本
・
（（（

本
「
除
」
に
作
る
。
（（（
本
・
（（（
本
、
右
に
「
降
」
を
旁
書
。
／
虐
：
（（（
本
「
象

イ
」
の
異
文
校
語
の
書
き
入
れ
無
し
。
／
武
功
：
（（（
本
、
下
に
「
去
民
之
菑
」

の
四
字
あ
り
。
（（（
本
も
同
様
の
四
字
を
補
う
が
「
菑
」
を
「
笛
」
に
作
る
。

【
備
考
】
勘
者
：
平
定
親
。

（（　

天
成周

易
曰
在
天
成
象
正
義
曰
天
地
之
經
廣
包
百
物
之
情
在
天

成
象
在
地
成
形
象
謂
懸
象
則
日
月
星
辰
又
曰
天
地
成

象
成
形
簡
易
之
徳
明
乾
坤
之
大
旨
比
明
聖
人
敦設

イ

卦
也

【
典
拠
】《
周
易
・
繋
辞
伝
上
》：
方
以
類
聚
、
物
以
羣
分
、
吉
凶
生
矣
。（
疏
：

…
…
此
經
雖
因
天
地
之
性
、
亦
廣
包
萬
物
之
情
也
。
…
…
。）
在
天
成
象
、
在

地
成
形
、
變
化
見
矣
。（
疏
：
象
謂
懸
象
、
日
月
星
辰
也
）。
天
下
之
理
得
而
成

位
乎
其
中
矣
。（
疏
：
…
…
前
章
言
天
地
成
象
成
形
、
簡
易
之
德
、
明
乾
坤
之

大
旨
。
此
章
明
聖
人
設
卦
觀
象
、
爻
辭
吉
凶
悔
吝
之
細
別
。）

【
考
異
】
（（（
本
異
同
無
し
。
／
成
形
：
（（（
本
・
（（（
本
「
形
」
を
「
移
」
に
作
る
。

／
比
：
（（（
本
・
（（（
本
「
此
」
に
作
る
。
／
敦
：
（（（
本
・
（（（
本
「
設
」
に
作
る
。

（（（
本
（
（09
頁
）「
聖
人
」
二
字
の
下
に
一
字
分
の
空
格
が
あ
り
、「
敦
」
を
欠
く
。　
　

【
備
考
】
勘
者
：
藤
原
実
綱
。
年
号
勘
文
の
引
文
に
は
、「
在
天
成
象
」
句
が
二
箇

所
に
見
え
る
が
、
通
行
本
の
テ
キ
ス
ト
を
参
照
す
る
と
わ
か
る
通
り
、
こ
の
句

は
繋
辞
伝
上
の
経
文
に
し
か
見
え
ず
、
正
義
（
疏
）
に
は
存
在
し
な
い
。
こ
の

点
を
含
め
、
本
条
の
引
文
は
経
文
と
疏
文
の
範
囲
が
わ
か
り
づ
ら
い
上
に
引
用

が
極
め
て
不
正
確
で
あ
る
。

    ▼
〔
治
暦（111-（118

度
〕

（3　

承
天

（
（
ウ
）
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周
易
曰
得
主
而
有
常
含
万
物
而
化
光
承
天
而
時
行
積

善
之
家
必
有
餘
慶

      【
典
拠
】《
周
易
・
坤
卦
文
言
伝
》：
後
得
主
而
有
常
、
含
萬
物
而
化
光
、
坤
道
其

順
乎
、
承
天
而
時
行
。
積
善
之
家
、
必
有
餘
慶
。

【
考
異
】
（（（
本
・
（（（
本
（
（（（
～
（（（
頁
）・
（（（
本
異
同
無
し
。

【
備
考
】
勘
者
：
藤
原
明
衡
（
式
家
）。

      

（（　

天
祐毛

詩
曰
於
万
斯
年
受
天
之
祐 

祐
福
也
天
下
樂
仰
武
王

之
徳
欲
其
壽
考       　
　

四
方
來
賀 

武
王
受
此
万
年
之
壽
其
輔
佐
之
臣

宣
臺
其
餘
福
又
君
臣
同
福
禄     　
　

【
典
拠
】《
毛
詩
・
大
雅
・
下
武
》：
於
萬
斯
年
、
受
天
之
祜
。（
鄭
箋
：
祜
、
福
也
。

天
下
樂
仰
武
王
之
德
、
欲
其
壽
考
之
言
也
。）
受
天
之
祜
、
四
方
來
賀
。
於
萬

斯
年
、
不
遐
有
佐
。（
毛
伝
：
遠
夷
來
佐
也
。
鄭
箋
：
武
王
受
此
萬
年
之
壽
、

不
遠
有
佐
。
言
其
輔
佐
之
臣
、
亦
宜
蒙
其
餘
福
也
。《
書
》
曰
：
公
其
以
予
萬

億
年
、
亦
君
臣
同
福
禄
也
。）

【
考
異
】
（（（
本
（
（（（
頁
）
異
同
無
し
。
／
毛
詩
：
（（（
本
・
（（（
本
、
右
に
「
下
武
篇
」

の
旁
記
あ
り
。
／
仰
武
王
：
（（（
本
「
王
」
を
「
士
」
に
作
る
。
／
宣
臺
：
（（（
本
・

（（（
本
・
（（（
本
「
宣
」
を
「
宜
」
に
作
る
。
（（（
本
・
（（（
本
「
臺
」
を
「
蒙
」
に
作

る
。

【
備
考
】
勘
者
：
藤
原
正
家
（
北
家
日
野
流
）。

（（　

寛
祐礼

記
曰
寬
祐
者
仁
之
作
也
温
良
者
仁
之
本
也
礼
節
者

仁
之
皃
也
歌
樂
者
仁
之
和
也
①

呂
氏
春
秋
曰
夾
鐘
之
月
寛
祐
和
平
行
德
者
利 

者
イ
 
戮
イ

 

行
仁
德

知
刑
義
②

 
 

 
 

　
　

【
典
拠
】《
礼
記
・
儒
行
》：
温
良
者
、
仁
之
本
也
。
敬
慎
者
、
仁
之
地
也
。
寬
裕
者
、

仁
之
作
也
。
孫
接
者
、
仁
之
能
也
。
禮
節
者
、
仁
之
貌
也
。
／
《
呂
氏
春
秋
》

季
夏
紀
第
六
〈
音
律
〉：
夾
鐘
之
月
、
寛
裕
和
平
、
行
德
去
刑
。（
高
誘
注
：
夾

鐘
、
二
月
也
。
行
仁
德
、
去
刑
戮
也
。）

【
考
異
】
①
（（（
本
・
（（（
本
（
（（（
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。
／
②
（（（
本
（
（（（
頁
）

異
同
無
し
。
／
呂
氏
春
秋
：
（（（
本
・
（（（
本
、
右
に
「
巻
六
」
の
旁
記
あ
り
。
／

者
利
：
（（（
本
・
（（（
本
「
去
刑
」
に
作
る
。
／
行
仁
德
知
刑
義
：
（（（
本
・
（（（
本
、

本
文
の
他
の
文
字
と
同
様
の
大
き
さ
で
記
す
。
（（（
本
「
徳
」
の
右
に
「
者
イ
」、

「
義
」
の
下
に
「
戮
イ
」
の
異
文
注
記
あ
り
。

【
備
考
】
勘
者
：
藤
原
正
家
（
北
家
日
野
流
）。
年
号
案
は
「
寛
祐4

」
だ
が
、
漢
籍
引

文
の
原
典
は
い
ず
れ
の
典
拠
に
つ
い
て
も
「
寛
裕4

」
に
作
っ
て
い
る
。
（（（
本
と

（（（
本
の
上
層
に
「
按
礼
記
『
寛
祐
』、
呂
氏
春
秋
『
寛
祐
』、
古
人
麁
（
学
）〔
業
〕

可
笑
」
と
の
後
人
に
よ
る
書
き
入
れ
が
あ
り
、
年
号
勘
者
が
「
祐
」
と
「
裕
」

を
区
別
し
て
い
な
い
こ
と
を
譏
っ
て
い
る
。
建
仁
（
一
二
〇
一
～
一
二
〇
四
）

度
に
も
本
条
と
同
じ
典
拠
で
年
号
案
「
寛
祐
」
が
勘
申
さ
れ
て
い
る
か
ら
（
（（

寛
祐
を
参
照
）、
両
字
の
区
別
が
曖
昧
な
状
態
が
長
く
続
い
て
い
た
。

▼
〔
承
保（111-（111

度
〕

（（　

天
祚范

曄
後
漢
書
曰
荷
天
衢
於
成盛

イ

代
兮
超
千
歳
而
垂

績續
イ

豈
脩
徳
之
極
致
将
天
祚
之
攸
適

      

【
典
拠
】《
後
漢
書
》
巻
五
十
二
〈
崔
駰
伝
〉：
何
天
衢
於
盛
世
兮
、
超
千
載
而
垂
績
。

豈
脩
德
之
極
致
兮
、
將
天
祚
之
攸
適
。

【
考
異
】
范
曄
：
（（（
本
「
曄
」
を
「
畢
」
に
作
る
。
／
成
：
（（（
本
・
（（（
本
（
（（（
頁
）・
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（（（
本
「
盛
」
に
作
る
。
／
兮
：
（（（
本
「
号
」
に
作
る
。
／
超
：
（（（
本
・
（（（
本
「
起
」

に
作
る
。
／
績
：
（（（
本
「
続
」
に
作
る
。
（（（
本
「
績
」
の
右
に
「
続
イ
」
の
異

文
注
記
あ
り
。

【
備
考
】
勘
者
：
藤
原
実
政
（
北
家
日
野
流
）。
通
行
本
の
「
世
」
を
年
号
勘
文
の

引
文
が
「
代
」
に
作
っ
て
い
る
の
は
、
唐
太
宗
李
世
民
の
諱
を
避
け
た
も
の
。

本
条
の
引
文
は
唐
鈔
本
《
後
漢
書
》
の
テ
キ
ス
ト
を
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
（（
寛
惠
・
90
暦
萬
・
9（
暦
應
の
【
備
考
】
を
参
照
。

（
3
オ
）

▼
〔
承
暦（111-（181

度
〕

（7　

安
天
皇
号

徳左
傳
曰
樂
以
政
安
徳 

和
其

心
也 
義
以
處
之
礼
以
行
之
信
以
守
之

仁
以
厲
之
而
後
可
以
殿シ

ツ
メ

邦
國ヲ
一
同
福
禄
一
来
遠
人
一
所
謂
樂
也

      【
典
拠
】《
左
伝
・
襄
公
十
一
年
》：
夫
樂
以
安
德
（
杜
預
注
：
和
其
心
也
）、
義
以

處
之
、
禮
以
行
之
、
信
以
守
之
、
仁
以
厲
之
、
而
後
可
以
殿
邦
國
、
同
福
禄
、

來
遠
人
、
所
謂
樂
也
。

【
考
異
】
（（（
本
・
（（（
本
（
（（（
頁
）・
（（（
本
異
同
無
し
。
／
安
德
：
（（（
本
、
右
に
「
天

皇
号
」
の
旁
記
あ
り
。
／
守
：
（（（
本
「
乎
」
に
作
る
。
／
（（（
本
は
後
半
部
に
対

し
て
「
可
以
殿シ

ツ

邦
國ヲ
一
同
二
福
禄
一
来
二
遠
人
一
所
謂
樂
也
」
と
付
訓
。

【
備
考
】
勘
者
：
藤
原
正
家
（
北
家
日
野
流
）。
天
治
（
一
一
二
四
～
一
一
二
六
）
度

に
勘
申
さ
れ
た
年
号
案
「
天
治
」
に
対
し
て
、「
藤
大
納
言
」
こ
と
藤
原
宗
忠

が
「
通
天
智
、
天
皇
號
有
憚
」（《
改
元
部
類　

自
応
和
至
建
久
》、《
続
群
書
類
従
》、

（70
頁
下
）
と
論
難
を
加
え
て
い
る
よ
う
に
、
年
号
案
の
文
字
や
字
音
と
天
皇
号

と
の
関
係
が
難
陳
の
中
で
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
本
条
の
年
号
案

「
安
徳
」
右
旁
に
書
き
入
れ
ら
れ
て
い
る
「
天
皇
号
」
三
字
は
、
そ
の
種
の
懸

念
が
反
映
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

▼
〔
永
保（18（-（183

度
〕

（（　

天
成左

氏
傳
曰
地
平
天
成 

成
亦

平
也 

挙
八
元
使
布
五
教
于
四
方

【
典
拠
】《
左
伝
・
文
公
十
八
年
》：
地
平
天
成
、（
杜
預
注
：
成
亦
平
也
。）
擧
八

元
使
布
五
教
于
四
方
。（
杜
注
：
契
作
司
徒
、
五
教
在
寬
、
故
知
契
在
八
元
之
中
。）

【
考
異
】
（（（
本
・
（（（
本
（
（（7
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。
／
左
氏
傳
：
（（（
本
・

（（（
本
、
右
に
「
宣
公
」
の
旁
記
あ
り
。

【
備
考
】
勘
者
：
藤
原
有
綱
（
北
家
日
野
流
）

      

▼
〔
寛
治（181-（191

度
〕

（9　

寛
治礼

記
曰

【
典
拠
】
（（
寛
治
を
参
照
。

【
考
異
】
（（（
本
・
（（（
本
（
（（（
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。

【
備
考
】
勘
者
：
大
江
匡
房
。
同
一
の
年
号
案
が
同
じ
漢
籍
引
文
を
伴
っ
て
勘
申

さ
れ
た
時
、《
元
秘
別
録
》
な
ど
の
資
料
集
で
は
、
漢
文
の
引
用
が
省
略
さ
れ

る
こ
と
が
あ
る
。
引
文
を
省
略
す
る
場
合
、
（（
承
安
の
よ
う
に
、
書
名
や
篇
名

に
「
見
上
」
二
字
を
続
け
る
に
と
ど
め
る
こ
と
も
あ
る
。

（0　

承
安

　
　
　
　

或
本
舜
禹
承
安
任
賢
能
共
己
無
為
而
天
下
治

論
衡
曰
舜
禹
承
安
健
治
賢
使
能
苦
也
無
為
而
天
下
治

【
典
拠
】《
論
衡
・
自
然
》：
舜
禹
承
安
繼
治
、
任
賢
使
能
、
恭
己
無
為
而
天
下
治
。
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【
考
異
】
（（（
本
（
（（（
頁
）・
（（（
本
異
同
無
し
。
／
論
衡
：
（（（
本
・
（（（
本
、
右
に
「
十
八

自
然
篇
」
の
旁
記
あ
り
。
／
健
：
（（（
本
・
（（（
本
「
継
」
に
作
る
。
／
治
賢
：
（（（

本
・
（（（
本
、「
治
」
の
下
に
「
任
」
あ
り
。
／
苦
也
：
（（（
本
「
恭
」
に
作
る
。

／
「
或
本
」
以
下
の
右
旁
の
書
き
入
れ
：
底
本
「
己
」
の
上
に
細
筆
に
て
「
也
」

を
重
ね
書
き
し
て
い
る
。
（（（
本
・
（（（
本
（
（（（
頁
）・
（（（
本
、
細
書
の
書
き
入
れ
を

除
き
、
底
本
と
異
同
無
し
。
（（（
本
、
冒
頭
部
を
「
或
栄
」
に
作
り
、「
栄
」
の

右
に
「
本
」
を
旁
書
し
、「
共
」
を
「
天
」
に
作
る
。

【
備
考
】
勘
者
：
大
江
匡
房
。

      

（（　

太
平毛

詩
曰
得
賢
則
能
為
邦
家
立
太
平
之
基　

人
君
得
賢
則
其

徳
廣
大
堅
固
如

之
南
山
之

有
基
也

【
典
拠
】《
毛
詩
・
小
雅
・
南
山
有
台
》：
得
賢
則
能
為
邦
家
立
太
平
之
基
矣
。（
毛

伝
：
人
君
得
賢
、
則
其
德
廣
大
堅
固
、
如
南
山
之
有
基
趾
。）

【
考
異
】
（（（
本
（
（（（
～
（（（
頁
）
異
同
無
し
。
／
則
能
：
（（（
本
「
能
」
を
欠
く
。
／
堅
固
：

（（（
本
・
（（（
本
「
固
」
の
下
に
「
也
」
あ
り
。
／
如
之
：
（（（
本
・
（（（
本
「
之
」
を

欠
く
。
／
南
山
之
：
（（（
本
・
（（（
本
「
之
」
を
欠
く
。

【
備
考
】
勘
者
：
藤
原
成
季
（
南
家
）。

      

（
３
ウ
）

（（　

承
安尚

書
曰 

見
上

      【
典
拠
】《
尚
書
・
洛
誥
》
孔
安
国
伝
：
言
王
命
我
來
、
承
安
文
德
之
祖
文
王
所
受

命
之
民
。（
孔
穎
達
疏
：
周
公
拜
手
稽
首
…
…
言
曰
：
王
今
命
我
來
居
臣
位
、

承
安
汝
文
武
之
祖
文
王
所
受
命
之
民
、
今
我
繼
文
祖
大
業
也
。
…
…
承
安
者
、

承
文
王
之
意
、
安
定
此
民
。）

【
考
異
】
（（（
本
・
（（（
本
（
（（（
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。

【
備
考
】
勘
者
：
大
江
匡
房
。《
尚
書
》
を
典
拠
と
す
る
年
号
案
「
承
安
」
は
、
本

書
の
中
で
は
初
出
で
あ
り
、「
見
上
」
に
対
応
す
る
記
述
は
存
在
し
な
い
。《
別

録
》
を
見
る
と
、
既
に
天
喜
（
一
〇
五
三
～
一
〇
五
八
）
度
に
お
い
て
上
に
引

く
《
尚
書
正
義
・
洛
誥
》
を
典
拠
と
す
る
年
号
案
「
承
安
」
が
勘
申
さ
れ
て
い

る
（
（0（
頁
）。

      

▼
〔
嘉
保（191-（191

度
〕

（（　

承
安論

衡
曰

      【
典
拠
】
（0
承
安
を
参
照
。

【
考
異
】
（（（
本
・
（（（
本
（
（（（
～
（（7
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。

【
備
考
】
勘
者
：
大
江
匡
房
。

（（　

承
天

 

江
記
天
字
在
下
殊
不
聞
於
本
朝

後
漢
書
曰
階
下
聖
徳
承
天
當
隆
盛
紀

      【
典
拠
】《
後
漢
書
》
巻
三
十
一
〈
陸
康
伝
〉：
陛
下
聖
德
承
天
、
當
隆
盛
化
。

【
考
異
】
（（（
本
（
（（7
頁
）
異
同
無
し
。
／
階
：
（（（
本
・
（（（
本
・
（（（
本
「
陛
」
に
作
る
。

／
「
江
記
」
云
々
の
書
き
入
れ
は
、
（（（
本
・
（（（
本
・
（（（
本
・
（（（
本
で
は
年
号
案

「
承
天
」
の
右
に
旁
記
さ
れ
て
い
る
。
書
き
入
れ
の
文
字
は
、
木
本
好
信
編
《
江

記
佚
文
集
成
》（
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
五
年
）
に
《
別
録
》
を
典
拠
と
し
て
採
録

さ
れ
て
い
る
（
（9（
頁
）。

【
備
考
】
勘
者
：
藤
原
成
季
（
南
家
）。
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（（　

天
成尚

書
曰
地
平
天
成
六
府
三
事
允

マ
コ
ト
ニ

治
萬
世
永
頼
乃
功

【
典
拠
】《
尚
書
・
大
禹
謨
》：
地
平
天
成
、
六
府
三
事
、
允
治
萬
世
、
永
賴
乃
功
。

【
考
異
】
（（（
本
（
（（（
頁
）
異
同
無
し
。
た
だ
し
訓
点
無
し
。
（（（
本
、
訓
点
も
含
め
て

異
同
無
し
。
／
天
成
：
（（（
本
・
（（（
本
・
（（（
本
、
右
に
「
江
記
実
範
進
之
但
唐
年

号
也
暦
道
者
常
為
口
実
者
故
源
右
府
所
被
難
也
」
の
旁
記
あ
り
。
／
頼
：
（（（
本
・

（（（
本
、
下
に
「
時
」
あ
り
。

【
備
考
】
勘
者
：
藤
原
敦
基
（
式
家
）。

      

▼
〔
永
長（191-（191

度
〕

（（　

天
保毛

詩
章
曰
天
保
定
爾
〻
俾
戩
穀
磬
無
不
宜
受
天
百
禄

戩
福
也
穀
禄
也

【
典
拠
】《
毛
詩
・
小
雅
・
天
保
》：
天
保
定
爾
、
俾
爾
戩
穀
。
罄
無
不
宜
。
受
天

百
禄
。（
毛
伝
：
戩
、
福
。
穀
、
禄
。
罄
、
盡
也
。）

【
考
異
】
毛
詩
章
：
（（（
本
同
じ
。
（（（
本
・
（（（
本
「
章
」
無
し
。
／
〻
俾
：
（（（
本
同
じ
。

（（（
本
・
（（（
本
（
（（（
頁
）・
（（（
本
「
俾
爾
」
に
作
る
。
／
磬
：
（（（
本
同
じ
。
（（（
本
・

（（（
本
（
（（（
頁
）・
（（（
本
「
罄
」
に
作
る
。
／
戩
福
也
：
（（（
本
同
じ
。
（（（
本
・
（（（
本
、

上
に
「
注
云
」
二
字
あ
り
。

【
備
考
】
勘
者
：
藤
原
敦
基
（
式
家
）。

▼
〔
承
徳（191-（199

度
〕

（7　

承
安

（
（
オ
）

尚
書
曰
①

正
義
曰
②

論
衡
曰
③

      【
典
拠
】
①
（（
承
安
を
参
照
。
／
②
（（
承
安
を
参
照
。
／
③
（0
承
安
を
参
照
。

【
考
異
】
（（（
本
・
（（（
本
（
（（（
～
（（（
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。

【
備
考
】
勘
者
：
藤
原
正
家
（
北
家
日
野
流
）。
（（（
本
に
よ
る
と
、
承
徳
度
に
は
年

号
案
「
承
安
」
が
藤
原
正
家
（
（（（
～
（（（
頁
）
と
藤
原
行
家
（
（（（
頁
）
に
よ
っ
て
勘

申
さ
れ
て
い
る
。《
正
義
》
も
併
せ
て
《
尚
書
・
洛
誥
》
を
引
用
し
て
い
る
の

は
正
家
で
あ
り
、《
論
衡
・
自
然
篇
》
を
典
拠
と
し
て
勘
申
し
て
い
る
の
も
正

家
で
あ
る
。

▼
〔
康
和（199-（（11

度
〕

（（　

天
和後

漢
書
曰
天
和
於
上
地
治
於
下

【
典
拠
】《
後
漢
書
》
巻
六
十
六
〈
陳
蕃
伝
〉：
天
和
於
上
、
地
洽
於
下
。

【
考
異
】
（（（
本
（
（（0
頁
）・
（（（
本
異
同
無
し
。
／
治
：
（（（
本
・
（（（
本
「
洽
」
に
作
る
。

【
備
考
】
勘
者
：
藤
原
成
季
（
南
家
）。

（9　

天
永

　
　

第
八
召
誥

尚
書
曰
欲ス
三
王ノ

以テ
二
小-

氏ヲ
一
受
二
天ノ

永-

命
一 

注
曰
我
欲ス
三
王ノ
用テ
レ
小
氏ヲ
受ン
ヿ
ヲ

二

天ノ
長
命
一

言
常ニ
有タ

モ
レ
民ヲ
也

【
典
拠
】《
尚
書
・
召
誥
》：
欲
王
以
小
民
受
天
永
命
。（
孔
安
国
伝
：
我
欲
王
用
小

民
受
天
長
命
、
言
常
有
民
。）
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【
考
異
】「
尚
書
曰
」
右
の
旁
記
「
第
八
召
誥
」：
（（（
本
・
（（（
本
・
（（（
本
同
じ
。
（（（

本
（
（（0
頁
）「
誥
」
を
「
詔
」
に
作
る
。
／
以
小
氏
：
（（（
本
・
（（（
本
「
氏
」
を
「
民
」

に
作
る
。
／
注
：
（（（
本
「
註
」
に
作
る
。
／
用
小
氏
：
（（（
本
・
（（（
本
「
氏
」
を

「
民
」
に
作
る
。
／
（（（
本
「
尚
書
曰
欲　

ス
三
王　

ノ

以　
テ

レ
小-

民ヲ

受ン
ヿ
ヲ

二

天ノ

永-

命
一
（
注

曰
我
欲ス

王
用テ
レ
小
氏ヲ

受ン
ヿ
ヲ

二

天ノ

長
命
一
言ハ

常ニ

有
レ
民ヲ

也
）」
と
付
訓
。

【
備
考
】
勘
者
：
菅
原
在
良
。

      

▼
〔
長
治（（0（- （（0（

度
〕

（0　

天
祐毛

詩
曰
①

周
易
曰
②

【
典
拠
】
①
（（
天
祐
を
参
照
。
／
②
0（
天
祐
を
参
照
。

【
考
異
】
（（（
本
・
（（（
本
（
（（（
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。

【
備
考
】
勘
者
：
藤
原
正
家
（
北
家
日
野
流
）。

      

（（　

天
仁文

選
曰
統
天
仁
風
遐
揚

【
典
拠
】《
文
選
》
巻
二
十
四
、
潘
安
仁
〈
為
賈
謐
作
贈
陸
機
〉：
大
晉
統
天
、
仁

風
遐
揚
。

【
考
異
】
（（（
本
・
（（（
本
（
（（（
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。

【
備
考
】
勘
者
：
大
江
匡
房
。

      

（
（
ウ
）

▼
〔
嘉
承（（0（- （（0（

度
〕

（（　

承
安　
　

右
大
弁
云
先
度
所
勘
之
字
也
依
左
府
御
難
雖
不
被
用
論
衡
文
舜
禹

健
治
可
謂
求
難
有
何
事
哉
者　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

論
衡
曰

      【
典
拠
】
（0
承
安
を
参
照
。

【
考
異
】
（（（
本
・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。
／
年
号
案
「
承
安
」
下
の
書
き
入
れ
：

（（（
本
（
（（7
頁
）「
者
」
を
「
乎
」
に
作
る
。

【
備
考
】
勘
者
：
菅
原
在
良
。

▼
〔
天
仁（（0（- （（（0

度
〕

（（　

久
安

 

漢
書
曰
建
久
安
之
勢
成
長
治
之
業

【
典
拠
】《
漢
書
》
巻
四
十
八
〈
賈
誼
伝
〉：
建
久
安
之
勢
、
成
長
治
之
業
。

【
考
異
】
（（（
本
・
（（（
本
（
（（0
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。

【
備
考
】
勘
者
：
菅
原
在
良
。

      

（（　

安
治漢

書
曰
安
治
天
下

      【
典
拠
】《
漢
書
》
巻
七
十
四
〈
魏
相
伝
〉：
令
羣
臣
議
天
子
所
服
、
以
安
治
天
下
。

【
考
異
】
（（（
本
・
（（（
本
（
（（（
～
（（（
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。

【
備
考
】
勘
者
：
大
江
匡
房
。

      

（
（
オ
）

元
秘
別
録　

勘
文
部　

二

▼
〔
天
治（（（（- （（（（

度
〕

（（　

天
治易

緯
曰
帝
者
德
配
天
地
天
子
者
継
天
治
物
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【
典
拠
】《
太
平
御
覧
》
巻
七
十
六
〈
皇
王
部
一
・
敘
皇
王
上
・
叙
皇
王
上
〉：
易

緯
曰
：
帝
者
、
天
號
也
。
德
配
天
地
、
不
私
公
位
、
稱
之
曰
帝
。
天
子
者
、
繼

天
治
物
、
改
正
一
統
、
各
得
其
宜
。
父
天
母
地
、
以
養
生
人
、
至
尊
之
號
也
。

／
《
易
緯
坤
禮
圖
・
補
遺
》
ほ
ぼ
同
じ
（《
緯
書
集
成
》
巻
一
下
（
易
下
）、
（（（
頁
）。

【
考
異
】
（（（
本
・
（（（
本
（
（79
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。

【
備
考
】
勘
者
：
藤
原
敦
光
（
式
家
）。

（（　

天
保毛

詩
曰
天
保
下
報
上
君
能
下
〻
以
成
其
政
臣
歸
美
以
報

其
上
焉
天
保
定
爾
俾
尒
戩
罄
無
不
宜
受
天
百
禄 

戩
福　

穀
禄
也

      【
典
拠
】
0（
天
保
と
（（
天
保
を
参
照
。

【
考
異
】
曰
天
保
：
（（（
本
・
（（（
本
「
天
保
」
の
右
に
「
小
雅
天
保
篇
」
の
旁
記
あ
り
。

／
報
上
：
（（（
本
・
（（（
本
「
上
」
の
下
に
「
也
」
あ
り
。
／
磬
：
（（（
本
・
（（（
本

（
（（（
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
「
罄
」
に
作
り
、
そ
の
上
に
「
穀
」
あ
り
。

【
備
考
】
勘
者
：
藤
原
行
盛
（
北
家
日
野
流
）。

▼
〔
大
治（（11-（（3（

度
〕

（7　

天
壽尚

書
曰
天
壽
平
格
保
又
有
殷 

孔
安
國
曰
言
天
壽
有
平

至
之
君
故
安
治
有
殷

      【
典
拠
】
07
天
寿
を
参
照
。

【
考
異
】
尚
書
曰
：
（（（
本
・
（（（
本
「
曰
」
の
右
に
「
君
奭
」
の
旁
記
あ
り
。
（（（
本

（
（（（
頁
）・
（（（
本
、
続
く
経
文
を
欠
く
。
保
又
有
殷
：
（（（
本
・
（（（
本
、
こ
の
四
字

を
欠
き
、
当
該
部
分
に
「
―
」（
省
略
符
号
）
を
引
く
の
み
。
／
孔
安
國
云
々
：

（（（
本
・
（（（
本
、
い
ず
れ
も
こ
の
注
文
を
欠
く
。

【
備
考
】
勘
者
：
藤
原
敦
光
（
式
家
）。

▼
〔
天
承（（3（-（（31

度
〕

（（　

天
承漢

書
曰
聖
王
之
自
為
動
靜
周
施
奉
天
承
親
臨
臣
物

（
（
ウ
）有

節
文
以
章
人
倫

【
典
拠
】《
漢
書
》
巻
八
十
一
〈
匡
衡
伝
〉：
臣
又
聞
：
聖
王
之
自
為
動
靜
周
旋
、

奉
天
承
親
、
臨
朝
享
臣
、
物
有
節
文
、
以
章
人
倫
。

【
考
異
】
漢
書
：
（（（
本
・
（（（
本
、
右
に
「
匡
衡
傳
」
の
旁
記
あ
り
。
／
周
：
（（（
本
「
周
」

を
見
せ
消
ち
に
し
、
右
に
「
同
」
を
旁
書
。
／
施
：
（（（
本
・
（（（
本
（
（（（
～
（（（
頁
）・

（（（
本
「
旋
」
に
作
る
。
／
臨
臣
：
（（（
本
・
（（（
本
「
臨
」
の
下
に
「
朝
享
」
二
字

あ
り
。
（（（
本
・
（（（
本
「
臨
」
の
下
に
「
朝
京
」
二
字
あ
り
。
（（（
本
「
臣
」
を
「
㠯
」

に
作
る
。

【
備
考
】
勘
者
：
藤
原
敦
光
（
式
家
）。

（9　

天
祐

 

春
秋
繁
露
曰
德
侔
天
地
者
稱
皇
帝
天
祐
而
子
之
号
曰
天
子

【
典
拠
】《
春
秋
繁
露
》
巻
七
〈
三
代
改
制
質
文
第
二
十
三
〉：
德
侔
天
地
者
、
稱

皇
帝
、
天
祐
而
子
之
、
號
稱
天
子
。

【
考
異
】
（（（
本
・
（（（
本
（
（（（
～
（（（
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。
／
（
年
号
案
）
天
祐
：

（（（
本
、
下
に
「
明
月
記
曰
、
後
聞
正
家
所
擇
也
」
の
書
き
入
れ
あ
り
。
（（（
本
・

（（（
本
・
（（（
本
、
書
き
入
れ
の
「
曰
」
を
「
云
」
に
作
る
。

【
備
考
】
勘
者
：
大
江
有
元
。
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（0　

安
寧史

記
曰
成
康
之
際
天
下
安
寧

【
典
拠
】《
史
記
》
巻
四
〈
周
本
紀
〉：
成
康
之
際
、
天
下
安
寧
。

【
考
異
】
（（（
本
・
（（（
本
（
（（（
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。

【
備
考
】
勘
者
：
大
江
有
元
。

（（　

天
受孟

子
曰
薦
舜
於
天
而
受
之
民
受
之
舜
天
人
新
受
故
得

天
下
曰
祭
百
神
享
之
息
天
受
也
治
百
姓
之
民
受
也

      【
典
拠
】
0（
天
受
を
参
照
。

【
考
異
】
（（（
本
（
（（（
～
（（7
頁
）・
（（（
本
異
同
無
し
。
／
民
受
之
：
（（（
本
・
（（（
本
「
受
」

を
「
愛
」
に
作
る
。

【
備
考
】
勘
者
：
藤
原
行
盛
（
北
家
日
野
流
）。
（（（
本
の
上
層
に
「
孟
子
萬
章
云
昔

者
堯
薦
舜
於
天
而
天
受
之
暴
之
於
民
受
之
註
舜
天
人
所
使
之
主
祭
百
神
享
之
是

天
受
之
使
之
主
事
治
百
姓
安
之
是
民
受
之
也
」
の
書
き
入
れ
あ
り
。
引
文
の
典

拠
の
文
章
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
か
に
見
え
る
が
、
誤
脱
が
あ
る
。

▼
〔
長
承（（31-（（31

度
〕

（（　

天
隆 

引
文
無
天
隆
字
歟

後
漢
書
曰
其
祐
主
豊
其
禄

【
典
拠
】《
後
漢
書
》
巻
六
十
下
〈
蔡
邕
伝
〉：
天
隆
其
祜
、
主
豐
其
禄
。

【
考
異
】
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。
／
年
号
案
「
天
隆
」
の
下
の
「
引
文
無
天
隆

字
歟
」：
（（（
本
・
（（（
本
（
（（（
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
同
じ
。
／
曰
：
（（（
本
（
（（9
頁
）・

（（（
本
「
云
」
に
作
る
。
／
其
：
（（（
本
は
「
其
」
の
一
字
前
の
ス
ペ
ー
ス
に
「
―
」

が
引
か
れ
て
お
り
、
（（（
本
は
そ
の
部
分
が
空
格
に
な
っ
て
い
る
。【
典
拠
】
を

見
る
と
わ
か
る
よ
う
に
、
元
来
は
そ
こ
に
「
天
隆
」
の
二
字
が
入
っ
て
い
た
と

推
察
さ
れ
る
。

【
備
考
】
勘
者
：
藤
原
敦
光
（
式
家
）。
（（（
本
は
、
一
旦
、
引
文
を
書
い
た
後
、
そ

れ
が
誤
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
、
削
り
取
っ
て
か
ら
引
文
を
書
き
直
し
た
よ

う
で
あ
る
。

▼
〔
保
延（（31-（（1（

度
〕

（（　

天
明孝

經
曰
明
王
事
父
孝
故
事
天
明
事
母
孝
故
事
地
察

（
（
オ
）長

幼
順
故
上
下
治
天
地
明
察
神
明
彰
矣

【
典
拠
】《
孝
経
・
感
応
章
》：
明
王
事
父
孝
、
故
事
天
明
。
事
母
孝
、
故
事
地
察
。

長
幼
順
、
故
上
下
治
。
天
地
明
察
、
神
明
彰
矣
。

【
考
異
】
（（（
本
（
（9（
頁
）・
（（（
本
異
同
無
し
。
／
事
地
察
：
（（（
本
・
（（（
本
「
察
」
を
「
祭
」

に
作
る
。

【
備
考
】
勘
者
：
藤
原
敦
光
（
式
家
）。

▼
〔
天
養（（11-（（11

度
〕

（（　

長
寛維

城
典
訓
曰
長
也
寛
也
其
功
博
矣

【
典
拠
】
武
則
天
撰
《
維
城
典
訓
》
二
十
巻
は
佚
書
。

【
考
異
】
（（（
本
（
（0（
頁
）
異
同
無
し
。
／
維
城
典
訓
：
（（（
本
、「
訓
」
の
位
置
に
人

偏
と
「
川
」
を
組
み
合
わ
せ
た
字
を
書
き
入
れ
、
そ
の
右
に
「
訓
歟
」
と
旁
書
。

／
其
：
（（（
本
・
（（（
本
、
上
に
「
施
」
あ
り
。

【
備
考
】
勘
者
：
藤
原
実
光
（
北
家
日
野
流
）。《
維
城
典
訓
》
二
十
巻
は
藤
原
佐
世
《
日
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本
国
見
在
書
目
録
》
に
著
録
さ
れ
て
い
る
が
、
現
在
は
佚
書
に
な
っ
て
い
る
。

《
続
日
本
紀
》
巻
二
十
二
、
天
平
宝
字
三
年
六
月
丙
辰
条
を
見
る
と
、
同
日
に

下
さ
れ
た
勅
諭
の
中
で
、「
其
維
城
典
訓
、
叙
為
政
之
規
模
、
著
修
身
之
検
括
」

と
述
べ
た
上
で
、
官
吏
の
必
読
書
と
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
て
い
る
の
で
、
国
内

で
受
容
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。《
維
城
典
訓
》
の
国
内
に
お
け
る

受
容
と
佚
文
に
つ
い
て
は
、
島
善
高
〈《
維
城
典
訓
》
考
〉（《
古
代
文
化
》
第

三
十
二
巻
、
古
代
学
協
会
、
一
九
八
〇
年
）
を
参
照
。
承
暦
（
一
〇
七
七
～

一
〇
八
〇
）・
長
寛
（
一
一
六
三
～
一
一
六
五
）・
応
仁
（
一
四
六
七
～
一
四
六
九
）

は
、
同
書
を
典
拠
と
す
る
年
号
で
あ
る
。

（（　

久
安漢

書
曰
建
久
安
之
㔟

      【
典
拠
】
（（
久
安
を
参
照
。

【
考
異
】
（（（
本
・
（（（
本
（
（0（
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。

【
備
考
】
勘
者
：
藤
原
顕
業
（
北
家
日
野
流
）。

（（　

天
養後

漢
書
曰
此
天
之
意
也
人
之
慶
也
仁
之
本
也
倹
之
要
也
焉
有
應

天
養
人
為
仁
為
倹
而
不
降
福
者
乎

【
典
拠
】《
後
漢
書
》
巻
三
十
下
〈
郎
顗
伝
〉：
臣
愚
以
為
諸
所
繕
修
、
事
可
省
減
、

稟
卹
貧
人
、
賑
贍
孤
寡
、
此
天
之
意
也
、
人
之
慶
也
、
仁
之
本
也
、
儉
之
要
也
。

焉
有
應
天
養
人
、
為
仁
為
儉
、
而
不
降
福
者
哉
。

【
考
異
】
（（（
本
・
（（（
本
（
（0（
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。

【
備
考
】
勘
者
：
藤
原
茂
明
（
式
家
）。

（7　

德
安維

城
典
訓
曰
外
不
乱
内
即
性
得
其
宜
静
不
動
乱
即
德
安

其
位

      【
典
拠
】《
維
城
典
訓
》
は
佚
書
。

【
考
異
】
（（（
本
（
（0（
頁
）
異
同
無
し
。
／
静
不
動
乱
：
（（（
本
・
（（（
本
「
動
」
を
欠
く
。

（（（
本
「
乱
」
を
「
刑
」
の
「
刂
」
を
「
乚
」
に
し
た
字
に
作
る
。
／
即
德
安
其

位
：
（（（
本
・
（（（
本
、
こ
の
五
字
を
欠
く
。
い
ず
れ
も
引
文
が
最
終
行
に
書
か
れ

て
お
り
、
最
終
行
が「
靜
不
乱
」で
終
わ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
判
断
す
る
に
、「
即

徳
」
か
ら
始
ま
る
次
の
一
行
を
書
き
落
と
し
て
し
ま
っ
た
形
の
《
元
秘
別
録
》

が
伝
わ
っ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

【
備
考
】
勘
者
：
藤
原
茂
明
（
式
家
）。《
維
城
典
訓
》
に
つ
い
て
は
、
（（
長
寛
【
備

考
】
を
参
照
。

▼
〔
久
安（（11-（（1（

度
〕

（（　

承
天

（
（
ウ
）礼

記
曰
承
天
祐
〻
福
也

【
典
拠
】《
礼
記
・
礼
運
》：
故
玄
酒
在
室
、
…
…
以
正
君
臣
、
…
…
以
齊
上
下
、

夫
婦
有
所
、
是
謂
承
天
之
祜
。（
鄭
玄
注
：
祐
、
福
也
。）

【
考
異
】
天
祐
：
（（（
本
・
（（（
本
（
（0（
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
「
天
」
の
下
に
「
之
」
あ
り
。

【
備
考
】
勘
者
：
藤
原
顕
業
（
北
家
日
野
流
）。
引
用
原
典
の
「
祜
」
を
鄭
玄
は
「
祐
」

に
置
き
換
え
て
解
釈
し
て
い
る
。
年
号
勘
文
の
漢
籍
引
文
は
、
経
文
を
「
祐
」

に
作
り
、
注
釈
の
文
字
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
い
る
。「
祜
」
と
「
祐
」
の
異
同

に
つ
い
て
、
阮
校
は
触
れ
て
い
な
い
。
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（9　

萬
安呉

志
曰
帝
王
者
万
國
之
元
首
天
下
所
繫
也
是
以
存
万
安
之

福
鎮
四
海
之
心
也

【
典
拠
】《
三
国
志
》
巻
五
十
三
、
呉
書
八
〈
薛
綜
伝
〉：
夫
帝
王
者
、
萬
國
之
元
首
、

天
下
之
所
繋
命
也
。
是
以
居
則
重
門
撃
柝
以
戒
不
虞
、
行
則
清
道
案
節
以
養
威

嚴
、
蓋
所
以
存
萬
安
之
福
、
鎭
四
海
之
心
。

【
考
異
】
（（（
本
・
（（（
本
（
（0（
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。

【
備
考
】
勘
者
：
藤
原
茂
明
（
式
家
）。

（0　

德
安維

城
典
訓
曰
外
不
乱
内
即
性
得
其
宜
静
不
動
和
即
德
安
其
位

      【
典
拠
】
（7
德
安
を
参
照
。

【
考
異
】
（（（
本
（
（0（
頁
）
異
同
無
し
。
／
維
：
（（（
本
「
淮
」
に
作
り
、
右
に
「
維
イ
」

と
旁
書
。
／
動
：
（（（
本
・
（（（
本
「
動
」
の
上
に
「
乱
」
あ
り
。

【
備
考
】
勘
者
：
藤
原
茂
明
（
式
家
）。

（（　

久
安晋

書
曰
建
久
安
於
萬
載
垂
長
世
於
無
窮

【
典
拠
】《
晋
書
》
巻
四
十
六
〈
劉
頌
伝
〉：
建
久
安
於
萬
載
、
垂
長
世
於
無
窮
。

【
考
異
】
（（（
本
・
（（（
本
（
（07
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。

【
備
考
】
勘
者
：
藤
原
永
範
（
南
家
）。

▼
〔
保
元（（11-（（19

度
〕

（（　

天
明

尚
書
曰
克
享
天
心
受
天
明
命

【
典
拠
】《
尚
書
・
咸
有
一
德
》：
克
享
天
心
、
受
天
明
命
。

【
考
異
】
（（（
本
・
（（（
本
（
（（（
頁
）・
（（（
本
異
同
無
し
。
／
受
天
：
（（（
本
「
天
」
を
「
大
」

に
作
る
。

【
備
考
】
勘
者
：
藤
原
永
範
（
南
家
）。

▼
〔
平
治（（19-（（11

度
〕

（（　

天
大老

子
曰
道
者
天
大
地
大
人
亦
大

【
典
拠
】《
老
子
》
第
二
十
五
章
：
故
道
大
、
天
大
、
地
大
、
王
亦
大
。

【
考
異
】
（（（
本
・
（（（
本
（
（（（
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。

【
備
考
】
勘
者
：
藤
原
俊
経
（
北
家
日
野
流
）。

（
7
オ
）

▼
〔
永
暦（（11-（（1（

度
〕

（（　

承
安論

衡
曰
舜
禹
承
安
任
賢
使
能
共
己
無
為
而
天
下
治

      【
典
拠
】
（0
承
安
を
参
照
。

【
考
異
】
（（（
本
・
（（（
本
（
（（0
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。

【
備
考
】
勘
者
：
藤
原
長
光
（
式
家
）。
本
条
で
示
さ
れ
て
い
る
漢
籍
引
文
は
、
（0

承
安
に
お
い
て
「
或
本
」
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
異
文
と
ほ
ぼ
同
文
で
あ
る
。

▼
〔
応
保（（1（-（（13

度
〕

（（　

天
統
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論
語
疏
曰
伏
犠
為
天
統
神
農
為
地
統
黄
帝
為
人
統
周
礼
曰

以
天
統
親
王
馭
万
民

      【
典
拠
】《
論
語
義
疏
・
為
政
》「
子
張
問
十
世
可
知
也
」
章
：
伏
犧
為
人
統
、
神

農
為
地
統
、
黄
帝
為
天
統
。
／
《
周
礼
・
地
官
・
太
宰
》：
以
八
統
詔
王
馭
萬
民
。

【
考
異
】
（（（
本
・
（（（
本
（
（（（
～
（（（
頁
）
異
同
無
し
。
／
虫
損
が
あ
る
た
め
確
言
で
き

な
い
が
、《
日
野
家
勘
文
》
は
「
天
統
」
の
「
天
」
を
正
し
く
「
八
」
に
作
っ

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

【
備
考
】
勘
者
：
藤
原
資
長
（
北
家
日
野
流
）。
資
長
は
、
年
号
案
「
天
統
」
の
典

拠
と
し
て
、《
論
語
義
疏
》
と
《
周
礼
》
の
二
条
を
提
示
し
た
の
だ
か
ら
、
本
来
、

「
周
礼
曰
」
か
ら
改
行
し
な
く
て
は
い
け
な
い
が
、
底
本
と
（（（
本
・
（（（
本
・
（（（

本
は
改
行
し
て
い
な
い
。

原
典
二
書
の
中
、《
周
礼
》
の
当
該
句
の
原
文
に
は
「
天
」
が
存
在
し
な
い

の
で
、
本
来
典
拠
に
は
な
り
得
な
い
。
勘
申
者
は
テ
キ
ス
ト
が
乱
れ
た
《
周
礼
》

を
引
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
改
元
定
に
参
仕
し
た
公
卿
か
ら
異
論
が
出
な

か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

▼
〔
長
寛（（13-（（11

度
〕

（（　

安
貞周

易
曰
安
貞
之
吉
應
地
之
無
疆

【
典
拠
】《
周
易
・
坤
卦
彖
伝
》：
安
貞
之
吉
、
應
地
无
疆
。

【
考
異
】
（（（
本
・
（（（
本
（
（（（
頁
）・
（（（
本
異
同
無
し
。
／
疆
：
（（（
本
「
彊
」
に
作
る
。

【
備
考
】
勘
者
：
藤
原
永
範
（
南
家
）。
阮
校
は
「
應
地
无
疆
」
句
の
「
无
」
に
対

し
て
、「
石
經
・
岳
本
同
。
閩
・
監
・
毛
本
『
无
』
誤
『
無
』」
と
指
摘
し
て
い

る
。

▼
〔
永
萬（（11-（（11

度
〕

（7　

天
惠文

選
曰
皇
佐
揚
天
惠
注
曰
君
天
也
孔
子
曰
君
惠
天
惠

【
典
拠
】《
文
選
》
巻
二
十
四
、
曹
子
建
〈
又
贈
丁
儀
王
粲
〉：
皇
佐
揚
天
恵
、
四

海
無
交
兵
。（
李
善
注
：
…
…
左
氏
傳
：
箴
尹
克
黄
曰
：
君
、
天
也
。
家
語
：

孔
子
曰
：
君
恵
臣
忠
。）

【
考
異
】
（（（
本
（
（（9
頁
）・
（（（
本
異
同
無
し
。
／
注
：
（（（
本
・
（（（
本
「
註
」
に
作
る
。

【
備
考
】
勘
者
：
藤
原
永
範
（
南
家
）。
年
号
案
の
典
拠
と
し
て
は
、《
文
選
》
李

善
注
の
引
文
の
原
拠
で
あ
る
《
左
伝
・
宣
公
四
年
》
と
《
孔
子
家
語
・
賢
君
第

十
三
》
を
挙
げ
る
べ
き
と
こ
ろ
。

▼
〔
仁
安（（11-（（19

度
〕

（（　

天
同周

易
注
疏
曰
文
王
作
易
称
乾
元
亨
利
貞
之
德
欲
使
君
子

法
之
但
行
此
德
則
与
天
同
功

      【
典
拠
】《
周
易
・
乾
卦
文
言
伝
》
疏
：
是
以
文
王
作
易
、
稱
元
亨
利
貞
之
德
、
欲

使
君
子
法
之
。
但
行
此
四
德
、
則
與
天
同
功
。

【
考
異
】
（（（
本
（
（（（
頁
）・
（（（
本
異
同
無
し
。
／
注
：
（（（
本
・
（（（
本
「
註
」
に
作
る
。

【
備
考
】
勘
者
：
藤
原
永
範
（
南
家
）。

（
7
ウ
）

（9　

仁
安毛

詩
正
義
曰
行
寛
仁
安
静
之
政
以
定
天
下
得
至
於
大
平

【
典
拠
】《
毛
詩
・
周
頌
・
昊
天
有
成
命
》
疏
：
行
其
寬
仁
安
靜
之
政
、
以
定
天
下
。
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二
君
既
能
如
此
於
乎
、
可
歎
美
也
。
此
二
君
成
王
之
德
、
既
光
明
矣
。
又
能
篤

厚
其
心
而
為
之
不
倦
。
故
於
其
功
業
、
終
能
和
而
安
之
。
以
此
之
故
、
得
至
於

太
平
。

【
考
異
】
大
：
（（（
本
・
（（（
本
（
（（（
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
「
太
」
に
作
る
。

【
備
考
】
勘
者
：
藤
原
成
光
（
式
家
）。

▼
〔
承
安（（1（-（（11

度
〕

（0　

承
安尚

書
曰
王
命
我
来
承_

安
オ
シ
ム

汝
文
德
之
祖
正
義
承
文
王
之
意

安
定
此
民
也

      【
典
拠
】
（（
承
安
を
参
照
。

【
考
異
】
（（（
本
（
（（（
頁
）
異
同
無
し
。
／
祖
：
（（（
本
・
（（（
本
「
徂
」
に
作
る
。
／
正

義
：
（（（
本
・
（（（
本
「
義
」
の
下
に
「
云
」
あ
り
、
（（（
本
「
義
」
の
下
に
「
曰
」

あ
り
。《
日
野
家
勘
文
》「
義
」
の
下
に
「
曰
承
安
者
」
四
字
あ
り
。
／
承_

安オ
シ
ム：

（（（
本
「
承オ_

安シ
ム

」
と
付
訓
。

【
備
考
】
勘
者
：
藤
原
資
長
（
北
家
日
野
流
）。

▼
〔
安
元（（11-（（11

度
〕

（（　

安
元漢

書
為
民
除
害
安
元

【
典
拠
】《
漢
書
》
巻
七
十
八
〈
蕭
育
伝
〉：
其
於
為
民
除
害
、
安
元
元
而
已
。

【
考
異
】
（（（
本
（
（（0
頁
）
異
同
無
し
。
／
漢
書
：
（（（
本
・
（（（
本
・
（（（
本
「
書
」
の
下

に
「
曰
」
あ
り
。

【
備
考
】
勘
者
：
藤
原
俊
経
（
北
家
日
野
流
）。

▼
〔
文
治（（81-（（91　

度
〕

（（　

萬
安漢

書
曰
陛
下
深
留
聖
思
審
因
機
察
覧
徃
事
戒
以
折
中

取
信
居
萬
安
之
實
用
保
宗
廟

【
典
拠
】《
漢
書
》
巻
三
十
六
〈
楚
元
王
伝
・
劉
向
〉：
唯
陛
下
深
留
聖
思
、
審
固

幾
密
、
覽
往
事
之
戒
、
以
折
中
取
信
、
居
萬
安
之
實
、
用
保
宗
廟
、
久
承
皇
太

后
、
天
下
幸
甚
。

【
考
異
】
（（（
本
（
（（7
頁
）
異
同
無
し
。
／
因
：
（（（
本
・
（（（
本
・
（（（
本
「
固
」
に
作
る
。

／
察
：
（（（
本
・
（（（
本
「
密
」
に
作
る
。
／
事
戒
：《
部
類
記
（（9
》・
（（（
本
・
（（（
本

「
事
」
の
下
に
「
之
」
あ
り
。
（（（
本
「
戒
」
の
右
に
「
刑
」
を
旁
書
。

【
備
考
】
勘
者
：
藤
原
光
輔
（
式
家
）。

▼
〔
建
久（（91-（（99

度
〕

（（　

寛
惠後

漢
書
曰
文
章
寛
惠
遭
代
康
平

【
典
拠
】《
後
漢
書
》
巻
三
十
四
〈
梁
統
伝
〉：
文
帝
寬
惠
柔
克
、
遭
世
康
平
。

【
考
異
】
章
：
（（（
本
（
（（0
頁
）・
（（（
本
同
じ
。《
日
野
家
勘
文
》・
（（（
本
・
（（（
本
「
帝
」

に
作
る
。
／
寬
惠
：
（（（
本
・
（（（
本
「
惠
」
の
下
に
「
柔
克
」
あ
り
。
／
代
：《
部

類
記
（（9
》「
伐
」
に
作
り
、
右
に
「
代
イ
」
と
旁
書
。

【
備
考
】
勘
者
：
藤
原
兼
光
（
北
家
日
野
流
）。
引
用
原
典
の
「
遭
代
」
の
「
代
」

を
年
号
勘
文
の
漢
籍
引
文
が
「
世
」
に
作
る
の
は
、
年
号
勘
者
が
唐
太
宗
の
諱

を
避
け
た
唐
鈔
本
に
連
な
る
《
後
漢
書
》
を
参
照
し
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
（（
天
祚
・
90
暦
萬
・
9（
暦
應
の
【
備
考
】
を
参
照
。

（
（
オ
）
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▼
〔
建
仁（11（-（111

度
〕

（（　

寛
祐礼

記
①

呂
氏
春
秋
曰
夾
鐘
之
月
寛
祐
和
平
行
德
去
刑
②

      【
典
拠
】
①
②
と
も
（（
寛
祐
を
参
照
。

【
考
異
】
①
礼
記
：《
部
類　

正
治
～
仁
治
》・
（（（
本
・
（（（
本
（
（（（
頁
）・
（（（
本
・
（（（

本
「
記
」
の
下
に
「
見
上
」
の
二
字
あ
り
。《
部
類
記
（（0
》
は
「
礼
記
曰
寬
祐

者
仁
之
作
也
温
良
者
仁
之
本
也
礼
節
者
仁
之
貌
也
歌
樂
者
仁
之
和
也
」に
作
る
。

／
②
《
部
類
記
（（0
》・《
部
類　

正
治
～
仁
治
》・
（（（
本
・
（（（
本
（
（（（
頁
）・
（（（
本
・

（（（
本
異
同
無
し
。

【
備
考
】
勘
者
：
藤
原
宗
業
（
北
家
日
野
流
）。

▼
〔
建
永（111-（111

度
〕

（（　

康
安漢

書
曰
天
下
承
民
康
寧
師
古
云
康
安

【
典
拠
】《
漢
書
》
巻
八
〈
宣
帝
紀
〉：
天
下
蒸
庶
、
咸
以
康
寧
。（
顔
師
古
注
：
康
、

安
也
。）

【
考
異
】
承
民
：
（（（
本
同
じ
。
（（（
本
（
（7（
頁
）「
承
」
を
「
蒸
」
に
作
る
。《
部
類
記

（（（
》・《
部
類
記
（（（
》・
（（（
本
・
（（（
本
「
承
民
」
を
「
烝
庶
咸
以
」
に
作
る
。
／
云
：

（（（
本
「
曰
」
に
作
る
。
／
安
：
（（（
本
・
（（（
本
・
（（（
本
・
（（（
本
「
安
」
の
下
に
「
也
」

あ
り
。

【
備
考
】
勘
者
：
菅
原
為
長
。

      

▼
〔
建
暦（1（（-（1（3

度
〕

（（　

天
喜

博
物
志
曰
承
皇
天
喜
禄

      【
典
拠
】《
博
物
志
》
巻
八
〈
史
補
〉：
陛
下
離
顯
先
帝
光
耀
、
以
奉
皇
天
之
嘉
禄
。

【
考
異
】
（（（
本
（
（（（
頁
）
異
同
無
し
。
／
（
年
号
案
）
天
喜
：《
部
類
記
（（（
》・《
部

類　

正
治
～
仁
治
》・
（（（
本
・
（（（
本
・
（（（
本
「
天
嘉
」
に
作
る
。
／
博
物
志
：《
部

類　

正
治
～
仁
治
》「
物
」
を
欠
き
、
そ
の
位
置
に
空
格
あ
り
。
／
（
引
文
）

天
喜
：《
部
類
記
（（（
》・《
部
類　

正
治
～
仁
治
》・
（（（
本
・
（（（
本
・
（（（
本
「
天
嘉
」

に
作
る
。

【
備
考
】
勘
者
：
菅
原
公
輔
。
天
喜
（
一
〇
五
三
～
一
〇
五
八
）
は
既
に
被
用
の
年

号
で
あ
り
、
引
文
典
拠
の
原
文
が
「
皇
天
之
嘉
禄
」
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
実

際
に
勘
申
さ
れ
た
年
号
案
は
「
天
嘉
」
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
（
ウ
）

▲
〔
久
寿（（11-（（11

度
〕

（7　

承
寳齊

書
曰
作
宝
鼎
其
銘
云
齊
帝
万
年
子
孫
承
寳

【
典
拠
】《
南
斉
書
》
巻
十
八
〈
祥
瑞
志
〉：
銘
曰
：
作
寶
鼎
、
齊
臣
萬
年
子
孫
承
寶
。

【
考
異
】
（（（
本
（
（（0
頁
）・
（（（
本
異
同
無
し
。
／
云
：
（（（
本
・
（（（
本
「
曰
」
に
作
る
。

【
備
考
】
勘
者
：
藤
原
永
範
（
南
家
）。

（（　

應
暦宋

書
志
曰
聖
皇
應
暦
數

【
典
拠
】《
宋
書
》
巻
二
十
二
〈
楽
志
四
〉：
聖
皇
應
暦
數
、
正
康
帝
道
休
。

【
考
異
】
（（（
本
・
（（（
本
（
（（0
頁
）・
（（（
本
異
同
無
し
。
／
曰
：
（（（
本
「
云
」
に
作
る
。

【
備
考
】
勘
者
：
藤
原
永
範
（
南
家
）。
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▼
〔
永
暦（（11-（（1（

度
〕

（9　

永
暦後

漢
書
曰
馳
淳
化
於
黎
元
永
歴
代
而
太
平
①

宋
韻
曰
暦
数
也
又
暦
日
續
漢
書
律
暦
志
云
黄
帝
造
暦
〻
与
厤
同
作
②

【
典
拠
】《
後
漢
書
》
巻
八
十
下
〈
文
苑
伝
下
・
辺
讓
〉：
馳
淳
化
於
黎
元
、
永
歴

世
而
太
平
。
／
《
広
韻
・
入
声
・
二
十
三
錫
》「
歴
」：
經
歴
、
又
次
也
、
數
也
、

近
也
、
行
也
、
過
也
。
又
歴
日
。
續
漢
書
律
歴
志
云
：
黄
帝
造
歴
。
世
本
曰
：

容
成
造
歴
。
尹
子
曰
：
羲
和
造
歴
。
或
作
暦
。

【
考
異
】
①
（（（
本
・
（（（
本
（
（（9
頁
）・
（（（
本
異
同
無
し
。
／
太
：
（（（
本
「
大
」
に
作
る
。

／
②
暦
日
：
（（（
本
・
（（（
本
「
暦
也
」
に
作
る
。
（（（
本
「
日
」
を
「
同
」
に
作
り
、

（（（
本
「
曰
」
に
作
る
。
／
續
漢
書
律
暦
志
：
（（（
本
は
こ
こ
で
改
行
し
て
い
る
が
、

【
典
拠
】
を
見
る
と
わ
か
る
よ
う
に
、《
広
韻
》（
宋
韻
）
の
引
用
は
「
續
漢
書

律
暦
志
」
以
下
に
も
及
ん
で
い
る
か
ら
、
改
行
の
必
要
は
な
い
。
／
暦
〻
：
（（（

本
・
（（（
本
「
歴
之
」
に
作
り
、
（（（
本
・
（（（
本
「
歴
〻
」
に
作
る
。
／
厤
：
（（（
本
・

（（（
本
・
（（（
本
・
（（（
本
「
暦
」
に
作
る
。

【
備
考
】
勘
者
：
藤
原
永
範
（
南
家
）。「
宋
韻
曰
」
以
下
の
引
文
に
「
永
暦
」
の

典
拠
と
な
る
文
言
が
見
え
ず
、
永
範
が
引
用
し
た
意
図
は
不
明
で
あ
る
。《
後

漢
書
》
の
「
世
」
を
年
号
勘
文
の
引
文
が
「
代
」
に
作
る
の
は
、
年
号
勘
者
が

唐
世
宗
の
諱
「
世
」
を
避
け
る
唐
鈔
本
《
後
漢
書
》
も
し
く
は
そ
れ
に
連
な
る

テ
キ
ス
ト
を
参
照
し
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

「
宋
韻
」
が
《
広
篇
》
を
指
す
こ
と
に
つ
い
て
は
、
池
田
証
壽
〈
院
政
・
鎌

倉
時
代
の
寺
院
社
会
に
お
け
る
宋
版
辞
書
類
の
流
通
と
そ
の
影
響
―
《
類
聚
名

義
抄
》
を
例
と
し
て
〉（
築
島
裕
博
士
傘
寿
記
念
会
編
《
築
島
裕
博
士
傘
寿
記
念
国
語
学

論
集
》、
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
五
年
）、
（（7
～
（（（
頁
を
参
照
。

▼
〔
安
元（（11-（（11

度
〕

70　

長
觀尚

書
正第

十義
曰
上
下
相
承
有
次
序
則
萬
年
之
道
民也

下
二
字
不
書
勘
文

其　

長
觀
我
子
孫
而
歸
其
德
矣

【
典
拠
】《
尚
書
・
洛
誥
》
孔
安
国
伝
：
王
使
殷
民
上
下
相
承
有
次
序
、
則
萬
年
之

道
、
民
其
長
觀
我
子
孫
而
歸
其
德
矣
。
／
同
疏
：
王
使
殷
民
上
下
相
承
有
次
序
、

則
萬
年
之
道
、
下
民
其
長
觀
我
子
孫
而
歸
其
德
矣
。

【
考
異
】
正
義
：
（（（
本
・
（（（
本
（
（（（
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
、
右
に
「
第
十
」
の
旁
記

あ
り
。
／
道
：
（（（
本
・
（（（
本
・
（（（
本
、
下
に
「
也
」
あ
り
。
／
民
其
：
（（（
本
・

（（（
本
、
右
に
旁
記
無
し
。
（（（
本
、
こ
の
二
字
無
し
。
（（（
本
「
民
」
の
右
に
「
下

二
焉
（「
字
」
の
誤
記
か
）」
の
旁
記
あ
り
。
／
長
觀
：
（（（
本
「
長
」
の
右
に
「
不

書
勘
文
」
の
旁
記
あ
り
。

【
備
考
】
勘
者
：
藤
原
光
範
（
南
家
）。
右
に
示
す
通
り
、
引
文
の
典
拠
で
あ
る
《
尚

書
・
洛
誥
》
の
注
と
疏
は
ほ
ぼ
同
文
で
あ
る
。
底
本
の
本
条
に
見
ら
れ
る
書
き

入
れ
は
、
年
号
勘
文
に
は
「
萬
年
之
道
」
に
続
け
て
「
也
」
が
あ
り
、「
下
二
字
」

す
な
わ
ち
「
道
其
」
が
無
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、《
元
秘

別
録
》
所
収
の
引
文
の
中
に
は
、
原
拠
を
参
照
し
て
字
句
の
修
正
が
施
さ
れ
て

い
る
も
の
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
な
お
内
野
本
は
「
道
」
の
下
に
「
也
」

が
あ
り
、「
也
」
の
左
に
「
扌
無
」
の
旁
記
あ
り
（《
続
修
四
庫
全
書
》
第
（（
冊
、
（（（

頁
）。

「
第
十
」
の
旁
記
に
着
目
す
る
と
、
経
注
疏
合
刻
《
尚
書
正
義
》
の
諸
本
は

二
十
巻
本
で
あ
り
、〈
洛
誥
〉
は
巻
十
五
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
単
疏
本
《
尚

書
正
義
》（《
四
部
叢
刊
続
編
》
所
収
）
は
二
十
巻
本
で
あ
り
、〈
洛
誥
〉
は
巻
十
四

に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
旁
記
の
「
第
十
」
二
字
の
下
に
「
五
」
も
し
く
は
「
四
」

を
脱
す
る
か
に
見
え
る
。《
元
秘
別
録
》
の
諸
本
の
旁
記
が
い
ず
れ
も
「
第
十
」

に
作
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
か
な
り
早
い
段
階
で
「
第
十
」
の
形
で
旁
記
が
固
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定
し
、
そ
れ
が
踏
襲
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

▼
〔
治
承（（11-（（8（

度
〕

7（　

寳
治

 
春
秋
繁
露
曰
氣
之
清
者
為
精
人
之
清
者
為
賢
治
身
者
以
積

（
9
オ
）精

為
寳
治
國
者
以
積
賢
之
道

      【
典
拠
】《
春
秋
繁
露
》
巻
七
〈
通
國
身
第
二
十
二
〉：
氣
之
清
者
為
精
、
人
之
清

者
為
賢
、
治
身
者
以
積
精
為
寶
、
治
國
者
以
積
賢
為
道
。

【
考
異
】
（（（
本
（
（（（
頁
）・
（（（
本
異
同
無
し
。
／
之
道
：
（（（
本
・
（（（
本
、「
之
」
の
右

に
「
為
カ
」
の
旁
記
あ
り
。

【
備
考
】
勘
者
：
藤
原
永
範
（
南
家
）。

▼
〔
元
暦（（81-（（81

度
〕

7（　

元
暦尚

書
考
靈
耀
曰
天
地
開
闢
元
暦
紀シ

ル
シ

名ケ
タ
リ月

首
甲
子
冬
至
日

月
若
二
懸_

璧タ
マ
ノ

一
五
星
若
二
編メ

ル

珠ノ
一

【
典
拠
】《
太
平
御
覧
》
巻
十
七
〈
時
序
部
二
・
歳
〉：
尚
書
考
靈
曜
曰
：
天
地
開
闢
、

元
歴
紀
名
、
月
首
甲
子
冬
至
、
日
月
五
緯
、
俱
起
牽
牛
初
、
日
月
若
懸
璧
、
五

星
若
編
珠
。

【
考
異
】《
部
類
記
（（9
》・
（（（
本
（
（（（
頁
）・
（（（
本
異
同
無
し
。
／
尚
書
考
靈
耀
：
（（（
本
・

（（（
本
「
書
」
の
下
に
「
―
」
あ
り
。
／
紀
名
月
：
（（（
本
「
名
」
を
欠
き
、「
紀
」

と
「
月
」
の
間
に
一
字
分
の
空
格
あ
り
。
／
璧
：
（（（
本
・
（（（
本
「
壁
」
に
作
る
。

／
（（（
本
は
後
半
部
に
「
若
懸
二
璧ノ

五
星
一
若
二
編メ

ル

珠
一
」
と
付
訓
。

【
備
考
】
勘
者
：
藤
原
光
範
（
南
家
）。

▼
〔
文
治（（81-（（91　

度
〕

7（　

仁
寳孝

經
援
神
契
曰
四
夷

服
金
縢
見
金
縢
者
仁
寳
也

【
典
拠
】《
緯
書
集
成
》
巻
五
（
孝
経
・
論
語
）
（0
頁
に
《
改
元
部
類
記
》
と
《
年

号
勘
文
部
類
抄
》
を
典
拠
と
し
て
同
文
を
引
く
。《
芸
文
類
聚
》
巻
八
十
三
〈
寶

玉
部
上
・
金
〉：
孝
經
援
神
契
…
…
又
曰
：
四
夷
賓
服
、
則
金
勝
土
。
／
《
太

平
御
覧
》
巻
七
百
十
九
〈
服
用
部
二
十
一
・
花
勝
〉：
符
瑞
圖
曰
：
金
勝
者
、

仁
寳
也
。
不
斲
自
成
、
光
若
明
月
。
／
《
唐
開
元
占
経
》
巻
百
十
四
〈
器
用
休

徴
・
金
勝
〉：
晉
中
興
徴
祥
説
曰
：
金
勝
者
、
仁
寳
也
。
不
斵
自
成
、
光
若
水
月
。

四
夷
賓
服
則
出
。

【
考
異
】《
部
類
記
（（9
》・
（（（
本
（
（（（
頁
）・
（（（
本
異
同
無
し
。
／

服
：
（（（
本
・
（（（

本
「
服
」
の
下
に
「
則
」
あ
り
。

【
備
考
】
勘
者
：
藤
原
光
範
（
南
家
）。

▼
〔
建
永（111-（111

度
〕

7（　

永
寳後

漢
書
曰
萬
年
子
〻
孫
〻
永
寳
用

【
典
拠
】《
後
漢
書
》
巻
二
十
三
〈
竇
憲
伝
〉：
南
單
于
於
漠
北
遺
憲
古
鼎
、
容
五
斗
、

其
傍
銘
曰
：
仲
山
甫
鼎
、
其
萬
年
子
子
孫
孫
永
保
用
。

【
考
異
】《
部
類
記
（（（
》・《
部
類
記
（（（
》・
（（（
本
（
（7（
頁
）・
（（（
本
異
同
無
し
。
／
後

漢
書
：
（（（
本
・
（（（
本
、
右
に
「
竇
憲
傳
」
の
旁
記
あ
り
。
／
寳
：
（（（
本
・
（（（
本

「
保
」
に
作
り
、
下
に
「
保
与
宝
同
」
の
注
記
あ
り
。
／
《
年
号
字　

新
撰
》、「
後

漢
書
列
伝
第
十
三
閲
遺
憲
古
鼎
容
五
斗
其
傍
銘
曰
仲
山
甫
鼎
其
万
年
子
〻
孫
〻

永
寶
用
憲
乃
奏
上
之
」
に
作
り
、「
列
伝
」
の
右
に
「
竇
憲
傳
」
の
旁
記
あ
り
、

「
万
」
の
右
に
「
是
以
下
九
ヶ
字
載
勘
文
了
」
の
旁
記
あ
り
。
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【
備
考
】
勘
者
：
藤
原
宗
業
（
北
家
日
野
流
）。
天
治
（
一
一
二
四
～
一
一
二
六
）
度

難
陳
に
お
け
る
発
言
「『
天
保
』
音
通
『
天
寳
』」〔《
改
元
部
類　

自
応
和
至
建
久
》、

《
続
群
書
類
従
》、
（7（
頁
下
〕、
久
壽
（
一
一
五
四
～
一
一
五
六
）
度
の
難
陳
に
お

け
る
発
言
「『
寳
』
字
・『
保
』
字
通
用
由
、
見
《
左
伝
正
義
》
如
何
」（《
改
元

部
類　

自
応
和
至
建
久
》、《
続
群
書
類
従
》、
（9（
頁
上
）
等
か
ら
知
ら
れ
る
通
り
、「
寶
」

と
「
保
」
が
通
用
す
る
と
い
う
見
解
が
改
元
定
の
参
仕
公
卿
の
間
で
共
有
さ
れ

て
い
た
。

▼
〔
建
暦（1（（-（1（3

度
〕

7（　

建
暦春

秋
命
歴
序
曰
帝
顓
頊
建
暦
之
本
必
先
立
元
〻
正
然
後
定
日
〻

比
定

      【
典
拠
】
こ
こ
の
引
文
は
、
本
書
の
著
者
が
錯
覚
し
て
誤
写
し
て
し
ま
っ
た
結
果
、

テ
キ
ス
ト
に
混
乱
を
来
し
て
い
る
。
誤
写
さ
れ
た
引
文
の
典
拠
は
以
下
の
二
つ

で
あ
る
。

  

帝
顓
頊
曰
：
建
暦
立
紀
以
天
元
。〔《
春
秋
命
歴
序
》、《
緯
書
集
成
・
春
秋
下
》、

（（（
頁
〕

建
暦
之
本
、
必
先
立
元
、
元
正
然
後
定
日
法
、
法
定
然
後
度
周
天
以
定
分

至
。〔《
後
漢
書
》
巻
十
二
〈
律
暦
志
中
〉〕

      

引
文
が
混
乱
し
て
い
る
状
況
に
つ
い
て
は
、【
考
異
】
と
【
備
考
】
を
参
照
。

【
考
異
】
顓
頊
：《
部
類　

正
治
～
仁
治
》・
（（（
本
（
（（（
頁
）・
（（（
本
、「
頊
」
の
下
に

「
曰
」
あ
り
。
／
建
暦
…
…
：《
日
野
家
勘
文
》「
建
暦
立
紀
以
天
元
尸
子
之
義

其
和
造
暦
或
為
暦
」
に
作
る
。《
太
平
御
覧
》
巻
十
六
〈
時
序
部
一
・
暦
〉
に
「
尸

子
曰
：
造
暦
者
、
羲
和
之
子
也
」
と
あ
る
か
ら
、「
尸
子
」
以
下
は
、《
尸
子
》

の
佚
文
だ
と
推
測
さ
れ
る
が
、
各
種
年
号
史
料
を
見
る
と
、
年
号
勘
者
は
い
ず

れ
も
《
春
秋
命
歴
序
》
の
一
部
だ
と
見
て
い
る
。

《
日
野
家
勘
文
》
の
引
文
を
基
準
に
す
る
と
、《
部
類
記
（（（
》
は
「
尸
」
を
「
厂
」

に
作
り
、
右
に
「
尸
イ
」
と
旁
書
し
、「
其
」
を
欠
く
。《
部
類　

正
治
～
仁
治
》

は
「
造
」
を
「
遣
」
に
作
り
、
（（（
本
（
（（（
頁
）・
（（（
本
は
「
之
」
を
「
云
」、「
造

暦
」
を
「
造
歴
」
に
作
る
。
（（（
本
も
「
造
」
を
「
遣
」
に
作
っ
た
上
で
、
そ
の

右
に
「
造
」
と
旁
書
し
、「
暦
」
の
右
に
「
歴
歟
」
と
旁
書
。
（（（
本
・
（（（
本
は
「
尸
」

を
「
ア
」
に
作
り
、「
之
」
を
「
云
」
に
作
り
、「
暦
」
を
「
歴
」
に
作
る
。

【
備
考
】
年
号
勘
者
：
藤
原
資
実
と
菅
原
為
長
。《
別
録
》
に
よ
る
と
、
建
暦
度
に

は
、
藤
原
孝
範
・
藤
原
資
実
・
菅
原
為
長
の
三
者
に
よ
っ
て
年
号
案
「
建
暦
」

が
勘
申
さ
れ
て
い
る
。
か
り
に
（（（
本
（
（（（
～
（（（
頁
）
に
即
し
て
、
三
者
の
年
号

案
「
建
暦
」
の
引
文
を
提
示
し
、
括
弧
内
に
典
拠
を
注
記
す
る
と
以
下
の
通
り
。

  

春
秋
命
歴
序
曰
帝
顓
頊
曰
建
暦
立
紀
以
天
元
尸
子
云
義
其
和
造
歴
或
為

暦
。（
資
実
。《
春
秋
命
歴
序
》・《
尸
子
》）

後
漢
書
曰
建
暦
之
本
必
先
立
元
ゝ
正
然
定
日
ゝ
比
定
。（
為
長
。《
後
漢
書
》

巻
十
二
〈
律
暦
志
中
〉）

  

同
じ
年
号
案
が
三
つ
勘
申
さ
れ
、
引
文
に
共
通
・
類
似
す
る
語
句
を
含
む
こ

と
が
本
書
の
引
文
の
混
乱
に
つ
な
が
る
錯
覚
を
引
き
起
こ
し
た
と
推
察
さ
れ

る
。
な
お
資
実
の
年
号
勘
文
引
文
の
「
尸
子
」
以
下
は
、《
広
韻
・
入
声
・

二
十
三
錫
》「
歴
」
の
釈
義
と
似
て
い
る
。《
広
韻
》
の
原
文
は
（9
永
暦
の
【
典

拠
】
を
参
照
。

（
9
ウ
）

（
空
白
頁
）
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（
（0
オ
）

（
空
白
頁
）

（
（0
ウ
）

同
三

▼
〔
安
貞（111-（119

度
〕

7（　

寛
元宋

書
曰
舜
禹
之
際
五
教
在
寛
元
〻
以
平

      【
典
拠
】
未
見
。【
備
考
】
を
参
照
。

【
考
異
】《
部
類　

正
治
～
仁
治
》・
（（（
本
・
（（（
本
（
（0（
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。

／
平
：《
頼
資
卿
記
（（9
》、
虫
損
の
た
め
不
鮮
明
。

【
備
考
】
勘
者
：
菅
原
為
長
。
本
条
の
引
文
は
、
正
史
の
一
た
る
沈
約
撰
《
宋
書
》

百
巻
に
は
見
当
た
ら
な
い
。《
隋
書
・
経
籍
志
》
に
は
、
徐
爰
撰
《
宋
書
》

六
十
五
巻
と
孫
厳
撰
《
宋
書
》
六
十
五
巻
（
い
ず
れ
も
佚
書
）
も
著
録
さ
れ
て

お
り
、
こ
の
い
ず
れ
か
ら
引
か
れ
た
か
。
た
だ
し
両
書
と
も
《
日
本
国
見
在
書

目
録
》
に
未
著
録
で
あ
る
。

77　

文
暦文

選
曰
皇
上
以
叡
文
承
暦

            

【
典
拠
】《
文
選
》
巻
四
十
六
、
顏
延
年
〈
三
月
三
日
曲
水
詩
序
〉：
皇
上
以
叡
文

承
歴
、
景
屬
宸
居
。

【
考
異
】《
頼
資
卿
記
（（9
》・《
部
類　

正
治
～
仁
治
》・
（（（
本
・
（（（
本
（
（09
頁
）・
（（（
本
・

（（（
本
異
同
無
し
。

【
備
考
】
勘
者
：
菅
原
在
高
。

7（　

嘉
觀史

記
曰
従
臣
嘉
觀
厚
念
休
烈

      【
典
拠
】《
史
記
》
巻
六
〈
秦
始
皇
本
紀
〉：
從
臣
嘉
觀
、
原
念
休
烈
、
追
誦
本
始
。

【
考
異
】《
日
野
家
勘
文
》・《
部
類　

正
治
～
仁
治
》・《
頼
資
卿
記
（（9
》・
（（（
本
・

（（（
本
（
（（0
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。

【
備
考
】
勘
者
：
藤
原
家
光
（
北
家
日
野
流
）。

▼
〔
寛
喜（119-（131

度
〕

79　

寛
政左

傳
曰

施
之
イ

以
寛
〻
以
濟
猛
〻
寛
政
其
以
和　

      【
典
拠
】《
左
伝
・
昭
公
二
十
年
》：
殘
則
施
之
以
寛
、
寛
以
濟
猛
、
猛
以
濟
寛
、

政
是
以
和
。

【
考
異
】
左
傳
：
（（（
本
・
（（（
本
、
右
に
「
昭
公
二
十
年
」
の
旁
記
あ
り
。
／

：《
部

類　

正
治
～
仁
治
》
同
じ
。《
部
類
記
（（（
》・
（（（
本
・
（（（
本
・
（（（
本
が
「
施
之
」

二
字
に
作
る
の
は
、
本
条
の
異
文
校
語
の
指
摘
に
対
応
し
て
い
る
。
（（（
本
（
（（（

頁
）
は
「

」
を
欠
き
、
そ
の
位
置
に
空
格
あ
り
。
／
〻
寛
：
（（（
本
・
（（（
本
「
猛

以
濟
寛
」
に
作
る
。
／
其
：
（（（
本
・
（（（
本
「
是
」
に
作
る
。
／
《
部
類
記
（（（
》「
左

傳
曰
、
施ホ

ト
コ

之
以モ

テ
ス

二
寛ヲ

、一
□
□
□セ

イ
ス

二
□マ

ウ
ヲ

、一
□
□
□ス

□
、
□

マ
ツ
リ
コ
ト

□
□
□
」
と
付

訓
。
虫
損
が
甚
だ
し
い
。

【
備
考
】
勘
者
：
菅
原
資
高
。

（0　

天
烋晋

書
曰
其
侶
顕
天
命
率
修
訓
典
底
綏
曰
國
用
保
天
烋
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      【
典
拠
】《
晋
書
》
巻
三
〈
武
帝
紀
〉：
王
其
欽
順
天
命
。
率
循
訓
典
、
底
綏
四
國
、

用
保
天
休
。

【
考
異
】《
部
類　

正
治
～
仁
治
》・
（（（
本
（
（（（
頁
）・
（（（
本
異
同
無
し
。
／
侶
：
（（（
本
・

（（（
本
「
保
」
に
作
る
。
／
曰
國
：
（（（
本
・
（（（
本
「
國
」
を
欠
き
、「
曰
」
の
右

に
「
四
歟
」
の
旁
記
あ
り
。
／
《
部
類
記
（（（
》「
晉
書
曰
其ソ

レ

欽ツ
ツ
シ
ミ

二

順
シ
ガ
カ
ヒ

天_
命ニ
一
率シ

タ
カ
ヒ

二

修
シ
タ
カ
フ

訓タ
サ
ム

典テ
一
底イ

タ
シ

綏ヤ
ス
ム
シ
テ

四_

國ヲ
一
用モ

テ

保
二
天_

烋
一
」
と
付
訓
。

【
備
考
】
勘
者
：
菅
原
資
高
。

（（　

養
寛

（
（（
オ
）周

易
正
義
曰
益
是
増
益
於
物
能
長
養
寬
俗
作
物
皆
固
物

性
自
然
而
長
養
不
空

      【
典
拠
】《
周
易
・
繋
辞
伝
下
》
疏
：
益
是
増
益
、
於
物
能
長
養
寬
裕
於
物
、
皆
因

物
性
自
然
而
長
養
、
不
空
虚
妄
設
其
法
而
无
益
也
。

【
考
異
】《
部
類　

正
治
～
仁
治
》
異
同
無
し
。
／
益
是
：
（（（
本
（
（（（
頁
）「
益
」
を

「
盖
」
に
作
る
。
／
増
：
（（（
本
「
憎
」
に
作
る
。
／
俗
作
：
（（（
本
・
（（（
本
「
俗
」

を
「
裕
」
に
作
り
、「
作
」
の
右
に
「
於
」
を
旁
書
。
／
固
：
（（（
本
・
（（（
本
「
因
」

に
作
る
。
／
不
空
：
（（（
本
・
（（（
本
、
下
に
「
虚
妄
設
其
法
而
無
益
也
」
の
九
字

あ
り
。
／
《
部
類
記
（（（
》「
周
易
正
義
曰

益
エ
キ
ス
ト
云
ハ

是コ
レ

増-

二

益
於
物ヲ
一
能ク

長
養ス

寛-

二

裕ス
ル
コ
ト於

物
一
皆ミ

ナ

因ヨ
リ

□
□
□
然ニ

シ
テ

□
□
養
□
空ム

ナ
シ

」
と
付
訓
。

【
備
考
】
勘
者
：
大
江
周
房
。

（（　

天
正文

選
曰
民
以
食
為
天
正
者
淳
其
本
善
其
後

      

【
典
拠
】《
文
選
》
巻
七
、
潘
安
仁
〈
藉
田
賦
〉：
高
以
下
為
基
、
民
以
食
為
天
。

正
其
末
者
端
其
本
、
善
其
後
者
愼
其
先
。

【
考
異
】《
部
類　

正
治
～
仁
治
》・
（（（
本
（
（（（
頁
）・
（（（
本
異
同
無
し
。
／
文
選
：

（（（
本
・
（（（
本
、
右
に
「
藉
田
賦
」
の
旁
記
あ
り
。
／
正
者
：
（（（
本
・
（（（
本
「
正
」

の
下
に
「
其
未
」
の
二
字
あ
り
。
／
淳
：
（（（
本
・
（（（
本
、
右
に
「
端
」
を
旁
書
。

／
後
：
（（（
本
、
下
に
「
者
愼
其
先
」
の
四
字
あ
り
。
／
《
部
類
記
（（（
》、
本
条

を
欠
く
。

【
備
考
】
勘
者
：
菅
原
在
高
。

（（　

寛
喜後

魏
書
曰
仁
与
温
良
寛
与
喜
樂

      【
典
拠
】
本
条
は
現
行
の
魏
収
《
魏
書
》（《
北
魏
書
》・《
後
魏
書
》
と
も
称
す
）
に
は

見
え
な
い
。《
日
本
国
見
在
書
目
録
》
著
録
の
魏
澹
《
後
魏
書
》（
佚
書
）
の
一

部
か
。

【
考
異
】《
部
類　

正
治
～
仁
治
》・
（（（
本
・
（（（
本
（
（（（
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。

／
与
：《
部
類
記
（（（
》、
二
つ
の
「
与
」
を
い
ず
れ
も
「
而
」
に
作
る
。
／
《
部

類
記
（（（
》「

〇

仁シ
ム

而マ
ニ
テ

温ヲ
ム

良リ
ヤ
ウ
ナ
リ

寛ク
ワ
ム

而マ
テ

喜キ

樂ラ
ク
ス

」

〇

と
付
訓
。

【
備
考
】
勘
者
：
菅
原
為
長
。

▼
〔
天
福（133-（131

度
〕

（（　

天
順後

漢
書
曰
天
順
非
他
寛
祐
之
福
也

      【
典
拠
】《
後
漢
書
》
百
十
四
〈
列
女
伝
・
曹
世
叔
妻
〉：
敬
順
之
道
、
婦
之
大
禮
也
。

夫
敬
非
它
、
持
久
之
謂
也
、
夫4

順
非
它
、
寛
裕
之
謂
也
。

【
考
異
】《
部
類
記
（（（
》・《
部
類　

正
治
～
仁
治
》・
（（（
本
・
（（（
本
（
（（（
頁
）・
（（（
本
・
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（（（
本
異
同
無
し
。
／
福
：《
経
光
卿
記
7（（
》「
謂
」
に
作
る
。

【
備
考
】
勘
者
：
菅
原
資
高
。
年
号
案
引
文
の
「
天4

順
」
二
字
を
原
典
の
《
後
漢
書
》

は
「
夫4

順
」
に
作
っ
て
お
り
、
本
来
「
天
順
」
の
典
拠
に
使
え
な
い
文
章
で
あ

る
。
少
し
上
に
見
え
る
「
夫
敬
」
と
の
対
偶
関
係
を
考
え
て
も
「
夫
順
」
で
な

く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
容
易
に
理
解
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
誤
っ
た
テ
キ

ス
ト
が
正
さ
れ
る
こ
と
な
く
伝
え
続
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

（（　

康
暦唐

書
云
承
成
康
之
暦
業

      【
典
拠
】
本
条
で
引
か
れ
る
「
唐
書
」
が
何
を
指
す
か
不
明
。
引
文
は
新
旧
《
唐
書
》

に
見
え
な
い
。
（（7
元
德
に
例
示
さ
れ
る
よ
う
に
、「
唐
書
」
が
《
太
平
御
覧
》

所
引
の
「
唐
書
」
を
指
す
こ
と
が
あ
る
が
、
本
条
の
文
章
は
《
御
覧
》
に
も
見

当
た
ら
な
い
。

【
考
異
】《
経
光
卿
記
7（（
》・《
部
類
記
（（（
》・《
部
類　

正
治
～
仁
治
》・
（（（
本
・
（（（

本
（
（（（
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。

【
備
考
】
勘
者
：
菅
原
為
長
。

▼
〔
文
暦（131-（131

度
〕

（（　

暦
仁

隋
書
曰
皇
明
馭
暦
仁
涕
海
縣

      【
典
拠
】《
隋
書
》
巻
十
五
〈
音
楽
志
下
〉：
皇
明
馭
歴
、
仁
深
海
縣
。

【
考
異
】《
部
類　

正
治
～
仁
治
》・
（（（
本
（
（（7
頁
）
異
同
無
し
。
／
隋
書
：
（（（
本
・

（（（
本
、
右
に
「
巻
十
志
」
と
旁
書
。
（（（
本
、「
隋
」
を
「
随
」
に
作
る
。
／
涕
：

《
部
類
記
（（（
》・
（（（
本
・
（（（
本
「
深
」
に
作
る
。

【
備
考
】
勘
者
：
藤
原
経
範
（
南
家
）。

（
（（
ウ
）

▼
〔
建
長（119-（111

度
〕

（7　

嘉
暦唐

書
曰
四
序
嘉
辰
歴
代
増
置
宋
韻
曰
歴
数
也

又
歴
曰
續
漢
書
律
歴
志
曰
黄
帝
造
歴
〻
与
暦
同
作

      【
典
拠
】《
旧
唐
書
》
巻
十
三
〈
德
宗
紀
下
〉：
四
序
嘉
辰
、
歴
代
増
置
、
漢
崇
上
巳
、

晉
紀
重
陽
。
／
（9
永
暦
を
参
照
。

【
考
異
】
（（（
本
（
（（（
頁
）
異
同
無
し
。
／
四
序
：
（（（
本
「
四
」
を
欠
く
。
／
數
：
（（（

本
・
（（（
本
「
教
」
に
作
る
。
／
又
歴
：
（（（
本
・
（（（
本
「
歴
」
を
「
暦
」
に
作
る
。

／
續
漢
書
：《
改
元
勘
文
（（（
》「
漢
」
を
欠
く
。《
経
光
卿
改
元
定
記
》、「
続
」

と
「
漢
」
の
間
に
一
字
分
の
空
格
あ
り
。
／
歴
〻
：
（（（
本
「
暦
之
」
に
作
る
。

／
与
暦
：《
経
光
卿
改
元
定
記
》・《
部
類
記
（（（
》「
与
」
を
欠
く
。

【
備
考
】
勘
者
：
藤
原
経
範
（
南
家
）。「
唐
書
」
の
表
記
に
つ
い
て
は
、
（（
康
暦

の
【
典
拠
】
を
参
照
。《
太
平
御
覧
》
巻
三
十
〈
時
序
部
十
五
・
中
和
節
〉
に
「
唐

書
云
」
か
ら
始
ま
る
文
章
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、「
四
序
嘉
辰
、
歴
代
増
置
」

の
句
が
見
え
る
。
／
「
宋
韻
」
以
下
は
、《
玉
篇
》
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
こ

の
点
に
つ
い
て
は
、
（9
永
暦
の
【
備
考
】
を
参
照
。

▼
〔
正
嘉（111-（119

度
〕

（（　

觀
仁尚

書
大
傳
曰
五
誥
可
以
觀
仁

      【
典
拠
】《
尚
書
大
伝
・
書
序
伝
》：
五
誥
可
以
觀
仁
。

【
考
異
】《
改
元
勘
文
（（（
》
異
同
無
し
。
／
曰
：
（（（
本
・
（（（
本
（
（（（
頁
）・
（（（
本
・
（（（

本
「
云
」
に
作
る
。
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【
備
考
】
勘
者
：
菅
原
公
良
。

（9　

寛
正史

記
曰
寬
以
正ナ

ル
寸
ハ

可
以
比
衆

      【
典
拠
】《
史
記
》
巻
六
十
七
〈
仲
尼
弟
子
列
伝
〉：
寬
以
正
、
可
以
比
衆
。

【
考
異
】
（（（
本
（
（（（
頁
）・
（（（
本
異
同
無
し
。
／
史
記
：
（（（
本
・
（（（
本
、
右
に
「
弟

子
傳
」
と
旁
書
。《
改
元
勘
文
（（（
》「
記
」
を
「
紀
」
に
作
る
。
／
寬
以
：
（（（
本

「
寬
」
を
欠
く
。
／
（（（
本
・
（（（
本
「
寬
以
正ナ

ル
寸
ハ可

二
以
比
衆
一
」
と
付
訓
。《
改
元

勘
文
（（（
》「
正
」
の
添
え
仮
名
を
「
ナ
ル
時
ハ
」
に
作
る
。

【
備
考
】
勘
者
：
菅
原
在
朝
。

▼
〔
永
仁（193-（199

度
〕

90　

暦
萬後

漢
書傳

廿
六

曰
通
天
然
之
明
建
大
聖
之
基
改
元
正
暦
垂
萬
代
則
仁
正

      【
典
拠
】《
後
漢
書
》
巻
六
十
六
〈
賈
逵
伝
〉：
陛
下
通
天
然
之
明
、
建
大
聖
之
本
、

改
元
正
歴
、
垂
萬
世
則
。
是
以
麟
鳳
百
數
、
嘉
瑞
雜
遝
。

【
考
異
】
後
漢
書
：
（（（
本
・
（（（
本
（
（0（
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
、
本
書
と
同
様
に
右
に
「
傳

廿
六
」
の
旁
記
あ
り
。
／
仁
正
：
衍
字
。《
改
元
勘
文
（（（
》・
（（（
本
・
（（（
本
・
（（（

本
・
（（（
本
、
い
ず
れ
も
こ
の
二
字
を
欠
き
、
原
拠
に
も
見
あ
た
ら
な
い
。

【
備
考
】
勘
者
：
菅
原
在
輔
。
引
用
原
典
の
「
世
」
を
年
号
勘
文
引
文
が
「
代
」

に
作
る
の
は
、
唐
太
宗
の
諱
を
避
け
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い

て
は
、
（（
天
祚
・
（（
寛
惠
・
9（
暦
應
の
【
備
考
】
を
参
照
。「
傳
廿
六
」
の
書

き
入
れ
は
、
年
号
案
引
文
の
典
拠
で
あ
る
賈
誼
の
伝
記
が
《
後
漢
書
》
の
〈
鄭

范
陳
賈
張
列
伝
第
二
十
六
〉
に
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。

9（　

暦
應帝

王
代
紀
曰
堯
時
有
草
夾
階
而
生
王
者
以
是
占
暦
應
和
而
生

      【
典
拠
】《
太
平
御
覧
》
巻
四
〈
天
部
四
・
月
〉：
帝
王
世
紀
曰
：
堯
時
有
草
、
夾

階
而
生
。
…
…
王
者
以
是
占
歴
、
唯
盛
德
之
君
、
應
和
氣
而
生
。
た
だ
し
年
号

勘
者
は
唐
写
本
《
帝
王
世
紀
》
を
参
照
し
た
可
能
性
が
高
い
。
こ
の
点
に
つ
い

て
は
、【
備
考
】
を
参
照
。

【
考
異
】
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。
／
占
暦
：
（（（
本
（
（0（
頁
）・
（（（
本
「
暦
」
を
「
歴
」

に
作
る
。
／
《
改
元
勘
文
（（（
》「
帝
王
代
紀
曰
見
上
」
に
作
る
。

【
備
考
】
勘
者
：
菅
原
在
兼
。
本
条
の
漢
籍
引
文
の
典
拠
が
皇
甫
謐
《
帝
王
世
紀
》

で
あ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
確
実
で
あ
る
。
し
か
し
典
拠
書
名
の
表
示
が「
帝
王
代
紀
」

に
な
っ
て
い
る
の
は
、《
帝
王
世
紀
》
の
唐
写
本
を
参
照
し
た
可
能
性
を
示
唆

す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
宋
代
に
編
纂
さ
れ
た
《
太
平
御
覧
》
が
唐
代
の
皇
帝
の
諱

を
避
け
る
は
ず
が
な
い
こ
と
に
加
え
、
同
書
が
「
帝
王
代
紀
」
の
表
記
で
既
に

長
久
（
一
〇
四
〇
～
一
〇
四
四
）
度
勘
申
の
年
号
案
「
継
天
」
の
典
拠
と
し
て

用
い
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
た
だ
し
、
（（（
本
（
（9（
頁
）
や
《
勘
者
部
類
》
で
は
書

名
表
示
が
「
帝
皇
世
紀
」
に
な
っ
て
い
る
）。《
帝
王
世
紀
》
は
《
日
本
国
見
在
書
目
録
》

に
著
録
さ
れ
て
お
り
、《
和
名
類
聚
抄
》
巻
四
〈
琴
〉（
二
十
巻
本
）
や
《
弘
決

外
典
鈔
》
巻
一
と
巻
四
に
引
か
れ
て
い
る
（
孫
猛
《
詳
考
》、
（（0
頁
）。
年
号
勘
文

に
お
け
る
避
諱
に
つ
い
て
は
、
（（
天
祚
・
（（
寛
惠
・
90
暦
萬
の
【
備
考
】
を
参

照
。

      

▼
〔
嘉
元（313-（311

度
〕

9（　

文
觀周

易
義
廣
會
曰
其
文
觀
之

      【
典
拠
】
引
文
典
拠
の
《
周
易
義
広
会
》
は
不
明
。
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【
考
異
】《
部
類
記
（（9
》・《
部
類
記
（70
》
異
同
無
し
。
た
だ
し
後
者
は
「
廣
」
の
つ

く
り
の
底
部
の
「
八
」
を
欠
く
。
／
義
廣
會
：
（（（
本
（
（（7
頁
）・
（（（
本
「
廣
」
を

欠
く
。
／
觀
之
：
（（（
本
・
（（（
本
「
之
」
を
欠
く
。

【
備
考
】
勘
者
：
藤
原
俊
光
（
北
家
日
野
流
）。
本
条
引
文
の
典
拠
《
周
易
義
広
会
》

は
、
文
暦
（
一
二
三
四
～
一
二
三
五
）
度
と
建
長
（
一
二
四
九
～
一
二
五
六
）
度

の
年
号
案
「
応
元
」
の
典
拠
に
も
使
わ
れ
て
い
る
。《
元
秘
抄
》
巻
一
〈
未
被

用
年
号
〉
に
「
文
觀　

周
易　

義
廣
會　

俊
光
三
」（《
続
群
書
類
従
》、
（（
頁
下
）

と
記
録
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
オ
）

▼
〔
德
治（311-（318

度
〕

9（　

寛
久會

要
曰
承
寛
既
久

      【
典
拠
】《
唐
会
要
》
巻
六
十
二
〈
知
班
〉：
或
笑
語
誼
譁
、
或
行
立
怠
惰
、
承
寛

既
久
、
積
習
如
常
。

【
考
異
】《
部
類
記
（（9
》・《
部
類
記
（70
》・
（（（
本
・
（（（
本
（
（（9
～
（（0
頁
）・
（（（
本
・
（（（

本
異
同
無
し
。

【
備
考
】
勘
者
：
菅
原
在
嗣
。
原
典
の
文
章
の
前
段
を
見
る
と
わ
か
る
通
り
、
引

文
の
「
承
寛
既
久
」
は
、「
在
朝
百
僚
」
の
不
行
跡
が
長
期
に
わ
た
っ
て
放
置

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
句
で
あ
り
、
年
号
案
の
典
拠
と
し
て
用
い

る
の
は
不
適
切
で
あ
る
。

      

9（　

萬
安漢

書
曰
陛
下
深
留
聖
恩
審
固
機
察
於
見
往
事
之
形
以
折
中

取
信
居
萬
安
之
實
用
保
宗
廟

      

【
典
拠
】
（（
万
安
を
参
照
。

【
考
異
】
（（（
本
（
（（（
頁
）
異
同
無
し
。
／
陛
：《
部
類
記
（70
》「
漢
書
曰
」
の
下
に
「
階
」

を
見
せ
消
ち
に
し
、
そ
の
右
に
「
陛
」
を
旁
書
。
／
恩
：
（（（
本
・
（（（
本
「
思
」

に
作
る
。
／
固
：
（（（
本
「
同
」
に
作
る
。
／
察
：
（（（
本
・
（（（
本
「
密
」
に
作
る
。

／
用
保
：《
部
類
記
（（9
》「
用
」
を
欠
く
。

【
備
考
】
勘
者
：
藤
原
敦
嗣
（
式
家
）。

      

▼
〔
延
慶（318-（3（（

度
〕

9（　

應
安毛

詩
曰
王
國
之
内
幸
應
安
定

      【
典
拠
】《
毛
詩
・
大
雅
・
江
漢
》
疏
：
今
四
方
既
巳
平
服
、
王
國
之
内
、
幸
應
安

定
。

【
考
異
】《
改
元
部
類
記
（（9
》・
（（（
本
（
（（7
頁
）
異
同
無
し
。
／
毛
詩
：
（（（
本
、
右
に

「
大
雅
江
漢
篇
」
と
旁
書
。《
部
類
記
（70
》・
（（（
本
・
（（（
本
「
毛
詩
」
の
下
に
「
正

義
」
二
字
あ
り
。
／
幸
應
：《
部
類
記
（70
》「
幸
」
を
欠
く
。

【
備
考
】
勘
者
：
藤
原
淳
範
（
南
家
）。

▼
〔
文
保（3（1-（3（9

度
〕

9（　

慶
安周

易
疏
云
乃
終
有
レ
慶
安シ

貞ニ
シ
テ

之
吉ナ

リ

應
地
無
疆

      【
典
拠
】《
周
易
・
坤
卦
彖
伝
》：
乃
終
有
慶
、
安
貞
之
吉
、
應
地
无
疆
。

【
考
異
】
（（（
本
・
（（（
本
（
（（（
頁
）・
（（（
本
異
同
無
し
。
／
周
易
：
（（（
本
・
（（（
本
、
右

に
「
坤
卦
」
と
旁
書
。
／
《
年
号
字　

新
撰
》「
周　

第
一
　易

曰
西
南
得ト

云
ハ

レ
朋ヲ

乃
与
レ

類
行ソ

東
北
喪
レ
朋
乃
終

ヲ
ハ
リ
ニ

有ソ
レ
慶
安
貞
之
吉ハ

應
二
地ノ

无-

疆ニ
一
」
と
付
訓
。《
部
類

記
（（9
》「
周
易
䟽
云
乃
終
有
レ
慶
、
安シ

貞ニ
シ
テ

之
吉ナ

リ

応
レ
地
無
疆
」
と
付
訓
。
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【
備
考
】
勘
者
：
菅
原
在
輔
。
／
阮
校
が
「
應
地
無
疆
」
句
に
対
し
て
、「
石
經
・

岳
本
同
。
閩
・
監
・
毛
本
『
无
』
誤
『
無
』」
と
指
摘
し
て
お
り
、
南
北
朝
期

に
成
立
し
た
《
年
号
字　

新
撰
》
の
「
无
」
は
、
古
い
テ
キ
ス
ト
を
反
映
し
て

い
る
可
能
性
が
あ
る
。

▼
〔
正
慶（331-（333

度
〕

97　

正
觀周

易
曰
中
正
以
観
天
下

      【
典
拠
】《
周
易
・
観
卦
彖
伝
》：
中
正
以
觀
天
下
。

【
考
異
】
（（（
本
・
（（（
本
（
（（（
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。

【
備
考
】
勘
者
：
菅
原
公
時
。
（（（
本
・
（（（
本
・
（（（
本
・
（（（
本
、
い
ず
れ
も
本
条
を

第
三
冊
で
は
な
く
、
第
四
冊
に
収
録
し
て
い
る
。

9（　

康〻
安〻

【
備
考
】
正
慶
度
に
菅
原
在
淳
に
よ
っ
て
、《
尚
書
・
文
侯
之
命
》
疏
と
《
文
選
》

巻
十
一
、
何
平
叔
〈
景
福
殿
賦
〉
注
を
典
拠
と
す
る
年
号
案
「
康
安
」
が
勘
申

さ
れ
て
い
る
（《
別
録
》、
（（（
頁
）
が
、
そ
れ
が
見
せ
消
ち
に
さ
れ
た
理
由
は
不
明
。

（
（（
ウ
）

同
四

▲
〔
正
中（311-（311

度
〕

99　

弘
暦後

周
書
曰
恩
隆
國
本
用
弘
天
歴
①

續
漢
書
曰
黄
帝
造
歴
〻
暦
同
作
②

      

【
典
拠
】《
周
書
》
巻
七
〈
宣
帝
紀
〉：
思
隆
國
本
、
用
弘
天
暦
。
／
（9
永
暦
を
参
照
。

【
考
異
】
①
（（（
本
・
（（（
本
（
（（7
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。
／
恩
隆
：《
年
号
字　

新
撰
》「
恩
」
を
欠
く
。
／
②
（（（
本
（
（（7
頁
）
異
同
無
し
。《
年
号
字　

新
撰
》、

こ
の
条
を
欠
く
。
／
續
漢
書
曰
：
（（（
本
・
（（（
本
・
（（（
本
「
曰
」
を
欠
く
。
／
歴

〻
暦
：
（（（
本
「
暦
」
の
上
に
「
与
」
あ
り
。

【
備
考
】
勘
者
：
藤
原
藤
範
（
南
家
）。
引
文
の
中
、「
続
漢
書
曰
」
以
下
に
は
「
弘
」

が
見
え
な
い
か
ら
、
年
号
案
「
弘
暦
」
の
典
拠
と
し
て
提
示
す
る
の
は
不
適
当

で
あ
る
。

▼
〔
正
慶（331-（333

度
〕

（00　

康
安尚

書
正
義
曰
遠
近
保
安
然
後
國
安
惠
順
也
康
安
也
①

文
選
注
曰
庶
衆
康
安
秩
禄
礼
其
也
②

      【
典
拠
】《
尚
書
・
文
侯
之
命
》
疏
：
能
柔
遠
者
、
必
能
柔
近
。
遠
近
俱
安
、
然
後

國
安
。
惠
、
順
也
。
康
、
安
也
。
／
《
文
選
》
巻
十
一
、
何
平
叔
〈
景
福
殿
賦
〉

注
：
銑
曰
：
庶
、
衆
。
康
、
安
。
秩
、
禄
。
孔
、
甚
也
。

【
考
異
】
①
（（（
本
（
（（（
頁
）・
（（（
本
異
同
無
し
。
／
順
：
（（（
本
・
（（（
本
「
施
」
に
作
る
。

／
②
注
：
（（（
本
・
（（（
本
・
（（（
本
「
註
」
に
作
る
。
／
秩
：
（（（
本
・
（（（
本
「

」

に
作
り
、
そ
の
右
に
「
秩
歟
」
と
旁
書
。
た
だ
し
「

」・「
秩
」
の
二
字
、
い

ず
れ
も
示
偏
に
従
う
字
形
に
な
っ
て
い
る
。
／
礼
其
：
（（（
本
同
じ
。
（（（
本
・
（（（

本
・
（（（
本
「
礼
」
を
「
禮
」
に
作
る
。
（（（
本
・
（（（
本
「
其
」
の
右
に
「
具
歟
」

と
旁
書
。
（（（
本
は
「
其
」
に
相
当
す
る
位
置
に
一
字
分
の
空
格
が
あ
る
。《
改

元
部
類　

自
元
亨
至
文
和
》、
正
し
く
「
孔
甚
」
に
作
る
（《
続
群
書
類
従
》、
（（（
頁

上
）。

【
備
考
】
勘
者
：
菅
原
在
登
。
（（（
本
・
（（（
本
・
（（（
本
に
見
え
る
「
禮
」
は
、
原
拠

の
「
孔
」
が
「
礼
」
に
書
き
誤
ら
れ
た
後
、「
礼
」
が
さ
ら
に
旧
字
体
の
「
禮
」
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に
書
き
直
さ
れ
る
、
と
い
う
二
段
階
の
テ
キ
ス
ト
変
容
を
経
た
結
果
の
誤
字
だ

と
推
測
さ
れ
る
。

（0（　

安
永唐

紀
曰
可
保
安
社
稷
永
奉
宗
祧

      【
典
拠
】《
旧
唐
書
》
巻
八
〈
玄
宗
紀
上
〉：
居
尊
而
無
私
之
懷
、
必
推
功
業
為
首
。

然
後
可
保
安
社
稷
、
永
奉
宗
祧
。

【
考
異
】
（（（
本
・
（（（
本
（
（（（
～
（（（
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。

【
備
考
】
勘
者
：
菅
原
在
淳
。

▼
〔
建
武（331-（331

度
〕

（0（　

大ヒ

武ヒ     

不
依
本
文
之
善
悪
可
有
元
号
之
沙
汰
異
朝
之
例
叶
當

時
之
義
可
計
申
之
由
被
仰
儒
卿 

藤
範　

長
員

在
登　

行
民 
等
在
淳
又

【
考
異
】
（（（
本
（
（（9
頁
）
に
は
、「
又
」
以
下
に
左
の
文
が
続
く
。

  

為
翰
林
可
撰
申
云
々
仍
面
々
注
進
之
處
重
〻
被
經
御
沙
汰
此
三
字

建
武　

大

武　

武
功
以

天
長
之
例
兩
翰
林
加
連
署
可
付
職
之
事
之
由
以
按
察
大
納
言

宣
房

卿　

被
仰
出
其

後
書
整
付
奉
行
蔵
人
右
衞
門
佐
國
候
今
日
上
卿
右
大
臣
也

      

（（（
本
・
（（（
本
・
（（（
本
に
も
同
様
の
文
あ
り
。

【
備
考
】
勘
者
：
菅
原
在
淳
。

  （
（（
オ
）

▼
〔
延
元（331-（311

度
〕

（0（　

天
和尚

書
曰
奉
荅
天
命
和
恒
四
方
民
居
師

      【
典
拠
】《
尚
書
・
洛
誥
》：
奉
答
天
命
、
和
恆
四
方
民
、
居
師
。

【
考
異
】
（（（
本
・
（（（
本
（
（7（
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。
た
だ
し
（（（
本
・
（（（
本
・

（（（
本
は
「
恒
」
の
立
心
偏
が
く
ず
れ
、
字
形
が
「
垣
」
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

【
備
考
】
勘
者
：
菅
原
長
員
。

      

▼
〔
暦
応（338-（311

度
〕

（0（　

天
觀尚

書
正
義
曰
天
觀
人
所
為
以
授
命

      【
典
拠
】《
尚
書
・
洛
誥
》：
今
天
觀
人
所
為
、
以
授
之
命
。
其
命
者
、
智
與
愚
也
。

其
命
、
吉
與
凶
也
。
其
命
、
歴
年
與
不
長
也
。

【
考
異
】《
部
類
記
（（（
》・
（（（
本
・
（（（
本
（
（7（
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。

【
備
考
】
勘
者
：
藤
原
房
範
（
南
家
）。

（0（　

文
安晋

書
曰
尊
文
安
漢
社
稷
①

脩
文
殿
御
覧
曰
放
勛
欽
明
文
思
安
安
②

      【
典
拠
】《
晋
書
》
巻
五
十
八
〈
周
勰
伝
〉：
周
勃
誅
呂
尊
文
、
安
漢
社
稷
、
忠
莫

尚
焉
。
／
類
書
の
《
修
文
殿
御
覧
》
は
佚
書
。

【
考
異
】
①
《
部
類
記
（（（
》・
（（（
本
（
（7（
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。
／
②
《
部

類
記
（（（
》・
（（（
本
・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。
／
勛
：
（（（
本
「
勲
」
に
作
る
。

【
備
考
】
勘
者
：
藤
原
房
範
（
南
家
）。
少
し
後
の
延
文
（
一
三
五
六
～
一
三
六
一
）

度
に
同
じ
年
号
案
「
文
安
」
が
勘
申
さ
れ
た
。
改
元
定
参
仕
公
卿
の
近
衛
道
嗣
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は
、「『
誅
呂
尊
文
、
安
漢
社
稷
』
云
々
、
雖
不
載
勘
文
、
連
文
不
快
。
呂
氏
之

乱
者
、
漢
室
之
安
危
在
此
時
、
可
有
其
憚
歟
」（《
愚
管
記
》
延
文
元
年
三
月
二
十
八

日
条
）
と
述
べ
、
漢
の
王
室
を
存
亡
の
危
機
に
陥
れ
た
呂
氏
を
誅
伐
し
た
こ
と

を
示
す
文
言
が
《
晋
書
》
の
引
文
の
直
前
に
あ
り
、
典
拠
と
す
る
の
は
不
適
当

で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。《
修
文
殿
御
覧
》
の
引
文
に
つ
い
て
は
（（（
文

安
の
【
備
考
】
を
参
照
。

      

（0（　

天
保礼

記
曰
嘉
樂
君
子
憲
憲
令
徳
宜
民
宜
人
受
禄
于
天
保

佑
命
之
自
天
申
之
故
大
徳
者
必
受
命

      【
典
拠
】《
礼
記
・
中
庸
》：
詩
曰
：
嘉
樂
君
子
、
憲
憲
令
德
。
宜
民
宜
人
、
受
禄

于
天
。
保
佑
命
之
、
自
天
申
之
。
故
大
德
者
必
受
命
。
／
（
参
考
）《
毛
詩
・

大
雅
・
仮
楽
》：
假
樂
君
子
、
顯
顯
令
德
。
宜
民
宜
人
、
受
禄
于
天
。
保
右
命
之
、

自
天
申
之
。
干
禄
百
福
、
子
孫
千
億
。

【
考
異
】《
部
類
記
（（（
》・
（（（
本
（
（7（
頁
）
異
同
無
し
。
／
憲
憲
：
（（（
本
は
「
憲
」
が

一
字
し
か
な
い
。
／
佑
：
（（（
本
・
（（（
本
「
祐
」
に
作
る
。
／
大
徳
：
（（（
本
・
（（（

本
・
（（（
本
「
大
」
を
欠
く
。

【
備
考
】
勘
者
：
菅
原
長
員
。【
典
拠
】
に
示
す
よ
う
に
、
年
号
案
「
天
保
」
の
典

拠
は
《
礼
記
》
だ
が
、「
天
保
」
二
字
は
そ
の
中
で
引
か
れ
る
《
毛
詩
・
仮
楽
》

に
見
え
る
。
長
員
が
《
礼
記
》
を
典
拠
と
し
て
年
号
案
を
勘
申
し
た
の
は
、
詩

の
引
用
に
続
い
て
「
故
大
徳
者
必
受
命
」
の
一
句
が
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

      

（07　

寛
裕尚

書
注
曰
天
下
被
寬
裕
之
政
則
我
民
無
遠
用
来

      【
典
拠
】《
尚
書
・
洛
誥
》
孔
安
国
伝
：
彼
天
下
被
寬
裕
之
政
、
則
我
民
無
遠
用
來
、

言
皆
來
。

【
考
異
】《
部
類
記
（（（
》・
（（（
本
・
（（（
本
（
（7（
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。

【
備
考
】
勘
者
：
菅
原
長
員
。

（
（（
ウ
）

（0（　

應
觀周

易
注
曰
行
其
吉
事
則
獲
嘉
祥
之
應
觀
其
象
事
則
知

制
器
之
方
玩
其
占
事
則
覩
方
来
之
験
之
也

      【
典
拠
】《
周
易
・
繋
辞
伝
下
》
注
：
夫
變
化
云
為
者
、
行
其
吉
事
、
則
獲
嘉
祥
之

應
、
觀
其
象
事
、
則
知
制
器
之
方
、
玩
其
占
事
、
則
覩
方
來
之
驗
也
。

【
考
異
】《
部
類
記
（（（
》・
（（（
本
・
（（（
本
（
（7（
頁
）・
（（（
本
異
同
無
し
。
／
象
：
（（（
本
「
家
」

に
作
る
。

【
備
考
】
勘
者
：
菅
原
長
員
。

      　
　

（09　

康
安毛

詩
曰
自
被
成
康
有
四
方
正
義
曰
康
安
也

      【
典
拠
】《
毛
詩
・
周
頌
・
執
競
》：
自
彼
成
康
、
奄
有
四
方
。

【
考
異
】
被
：《
部
類
記
（（（
》・
（（（
本
・
（（（
本
（
（77
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
「
彼
」
に
作
る
。

【
備
考
】
勘
者
：
藤
原
行
氏
（
北
家
日
野
流
）。〈
執
競
〉
疏
に
「
康
、
安
也
」
の
句

無
し
。

（（0　

天
貞周

易
云
王
侯
得
一
以
為
天
下
貞

      【
典
拠
】《
周
易
・
繋
辞
伝
下
》
注
：
老
子
曰
：
王
侯
得
一
、
以
為
天
下
貞
。
／
（
参
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考
）《
老
子
》
第
三
十
九
章
：
侯
王
得
一
、
以
為
天
下
貞
。

【
考
異
】《
部
類
記
（（（
》
異
同
無
し
。
／
云
：
（（（
本
・
（（（
本
・
（（（
本
「
曰
」
に
作
る
。

／
侯
：
（（（
本
（
（77
頁
）「
候
」
に
作
る
。

【
備
考
】
勘
者
：
菅
原
公
時
。
年
号
勘
文
の
引
文
は
「
周
易
云
」
か
ら
始
ま
る
が
、

実
際
は
王
弼
《
周
易
注
》（
繋
辞
伝
の
注
は
韓
康
伯
の
作
）
を
経
由
し
た
《
老
子
》

の
文
で
あ
る
。

（（（　

寛
安毛

詩
注
疏
云
行
寬
安
之
意
其
下
効
之

      【
典
拠
】《
毛
詩
・
周
頌
・
昊
天
有
成
命
》
疏
：
又
解
二
后
行
寬
安
之
意
。
寬
者
、

體
度
弘
廣
、
性
有
仁
恩
。
己
上
行
既
如
此
、
則
其
下
效
之
、
不
復
為
苛
虐
急
刻
。

【
考
異
】《
部
類
記
（（（
》・
（（（
本
（
（7（
頁
）・
（（（
本
異
同
無
し
。
／
云
：
（（（
本
・
（（（
本
「
曰
」

に
作
る
。

【
備
考
】
勘
者
：
菅
原
公
時
。

▼
〔
康
永（311-（311

度
〕

（（（　

康
安春

秋
緯
曰
陽
理
七
十
内
懷
聖
明
知
第
在
己
宋
均
曰
有

聖
明
之
徳
故
知
己
應
録
第
當
代
之
康
安
也

      【
典
拠
】《
緯
書
集
成
》
で
探
し
て
も
本
条
と
同
様
の
文
章
は
見
つ
か
ら
な
い
。《
緯

書
集
成
》
巻
四
上
（
春
秋
上
）
所
収
《
春
秋
演
孔
図
》
に
「
湯
池
七
十
、
内
懷

聖
明
、
白
虎
戯
朝
」（
（（
頁
。
典
拠
：《
芸
文
類
聚
》
巻
九
十
九
〈
祥
瑞
部
下
・

騶
虞
〉）
と
あ
る
の
が
一
番
近
い
が
、
宋
均
注
が
無
い
こ
と
を
含
め
、
本
条
と

か
な
り
の
隔
た
り
が
あ
る
。

【
考
異
】
（（（
本
異
同
無
し
。
／
懷
：
（（（
本
・
（（（
本
「
聴
」
に
作
る
。
／
均
：
（（（
本
「
韻
」

に
作
る
。
／
録
第
：《
部
類
記
（（（
》は「
第
」が
虫
損
の
た
め
判
読
し
が
た
く
な
っ

て
い
る
。
／
《
改
元
部
類　

自
元
亨
至
文
和
》
は
、「
春
秋
緯
曰
：
陽湯

イ

理
七
十
、

内
懷
聖
明
、
知
第
在
己
。
宋
韻均

イ

曰
：
有
聖
明
之
德
、
故
知
己
膺
録
第
、
當
代
之

康
安
也
」
に
作
る
（《
続
群
書
類
従
》、
（（（
頁
下
）。

【
備
考
】
勘
者
：
菅
原
在
淳
。

      

（
（（
オ
）

（（（　

應
安毛

詩
正
義
曰
王
國
之
内
應
安
定

      【
典
拠
】
9（
應
安
を
参
照
。

【
考
異
】
（（（
本
・
（（（
本
（
（79
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。
／
應
安
定
：《
部
類
記

（（（
》、「
應
」
の
上
に
「
幸
」
あ
り
。

【
備
考
】
勘
者
：
菅
原
在
淳
。

（（（　

安
永

      

唐
紀
曰
可
保
安
社
稷
永
奉
宗
祧

      【
典
拠
】
（0（
安
永
を
参
照
。

【
考
異
】《
部
類
記
（（（
》・
（（（
本
・
（（（
本
（
（79
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。

【
備
考
】
勘
者
：
菅
原
在
淳
。

▼
〔
貞
和（311-（311

度
〕

（（（　

文
安尚

書
曰
欽
明
文
思
安
安

      【
典
拠
】《
尚
書
・
堯
典
》：
放
勳
、
欽
明
文
思
、
安
安
。
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【
考
異
】《
部
類
記
（（（
》・
（（（
本
・
（（（
本
（
（（（
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。

【
備
考
】
勘
者
：
菅
原
在
登
。
（0（
文
安
の
典
拠
の
一
つ
は
《
修
文
殿
御
覧
》
で
あ
っ

た
が
引
文
が
本
条
と
重
な
る
か
ら
、
実
際
に
は
《
修
文
殿
御
覧
》
を
経
由
し
て

《
尚
書
・
堯
典
》
を
間
接
引
用
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
本
年
号
案
勘
者
の
菅

原
在
登
は
こ
の
こ
と
に
気
づ
き
、
漢
籍
の
引
用
を
直
接
引
用
に
改
め
た
の
で
あ

ろ
う
。

      

（（（　

應
寛周

易
正
義
曰
居
中
得
直
得
其
應
乃
寬
緩
修
其
道
徳
則
得

喜

      【
典
拠
】《
周
易
・
困
卦
九
五
象
伝
》
疏
：
居
中
得
直
、
不
貪
不
暴
、
終
得
其
應
、

乃
寬
緩
修
其
道
德
、
則
得
喜
説
。

【
考
異
】《
部
類
記
（（（
》・
（（（
本
・
（（（
本
（
（（（
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。

【
備
考
】
勘
者
：
藤
原
言
範
（
南
家
）。

（（7　

天
和後

漢
書
曰
天
和
於
上
地
洽
於
下

      【
典
拠
】
（（
天
和
を
参
照
。

【
考
異
】《
部
類
記
（（（
》
異
同
無
し
。
／
於
下
：
（（（
本
・
（（（
本
（
（（（
頁
）・
（（（
本
・
（（（

本
「
於
」
を
欠
く
。

【
備
考
】
勘
者
：
藤
原
言
範
（
南
家
）。

      

（（（　

天
明

（
（（
ウ
）孝

經
曰
明
王
事
父
孝
故
事
天
明

      【
典
拠
】
（（
天
明
を
参
照
。

【
考
異
】《
部
類
記
（（（
》
異
同
無
し
。
／
（
年
号
案
）
天
明
：
（（（
本
・
（（（
本
（
（（（
頁
）・

（（（
本
・
（（（
本
、
い
ず
れ
も
年
号
案
の
「
天
明
」
二
字
を
欠
く
。

【
備
考
】
勘
者
：
藤
原
言
範
（
南
家
）。

▼
〔
観
応（311-（311

度
〕

（（9　

天
和尚

書
曰
奉
荅
天
命
和
恆
四
方
民
居
師

      【
典
拠
】
（0（
天
和
を
参
照
。

【
考
異
】《
部
類
記
（（（
》・
（（（
本
・
（（（
本
（
（（（
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。
／
天
和
：

《
公
賢
公
記
》
は
「
天
」
が
虫
損
の
た
め
判
読
し
が
た
く
な
っ
て
い
る
。

【
備
考
】
勘
者
：
菅
原
長
員
。

（（0　

文
寛唐

書
曰
叡
哲
温
文
寛
和
仁
恵

      【
典
拠
】《
旧
唐
書
》
巻
十
四
〈
順
宗
紀
〉：
皇
太
子
純
睿
哲
温
文
、
寬
和
仁
惠
。

【
考
異
】《
部
類
記
（（（
》・
（（（
本
・
（（（
本
（
（（9
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。
／
（
年

号
案
）
文
寛
：《
公
賢
公
記
》
は
「
文
寛
」
二
字
が
虫
損
の
た
め
判
読
し
が
た

く
な
っ
て
い
る
。
／
書
：《
公
賢
公
記
》「
書
」
が
虫
損
の
た
め
判
読
し
が
た
く

な
っ
て
い
る
。

【
備
考
】
勘
者
：
菅
原
在
淳
。

（（（　

安
永唐

紀
曰
可
保
安
社
稷
永
奉
宗
祧
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      【
典
拠
】
（0（
安
永
を
参
照
。

【
考
異
】《
部
類
記
（（（
》・
（（（
本
・
（（（
本
（
（（9
頁
）・
（（（
本
異
同
無
し
。
／
（
年
号
案
）

安
永
：《
公
賢
公
記
》
は
「
安
永
」
二
字
が
虫
損
の
た
め
欠
落
し
て
い
る
。
／
奉
：

（（（
本
「
保
」
を
見
せ
消
ち
に
し
、
右
に
「
奉
」
を
旁
書
。

【
備
考
】
勘
者
：
菅
原
在
淳
。

（（（　

寛
應後

周
書
曰
寬
仁
遥
應
叡
哲
博
聞

      【
典
拠
】《
周
書
》
巻
四
〈
明
帝
紀
〉：
世
宗
寬
仁
遠
度
、
叡
哲
博
聞
。

【
考
異
】《
部
類
記
（（（
》・
（（（
本
（
（（9
頁
）
異
同
無
し
。
／
（
年
号
案
）
寛
應
：《
公
賢

公
記
》
は
「
寛
」
が
虫
損
の
た
め
判
読
し
が
た
く
な
っ
て
い
る
。
／
遥
：《
公

賢
公
記
》「
遠
」
に
作
る
。
／
聞
：
（（（
本
・
（（（
本
・
（（（
本
「
開
」
に
作
る
。

【
備
考
】
勘
者
：
菅
原
在
淳
。《
周
書
》
は
《
北
周
書
》・《
後
周
書
》
と
も
称
す
。

（（（　

元
觀白

虎
通
曰
虞
者
守
也
成
元
為
観
新
虞
樂
也
①

唐
書
曰
司
天
造
新
歴
成
詔
題
為
元
和
觀
象
暦
②

      【
典
拠
】
①
《
白
虎
通
》
の
引
文
は
現
行
本
に
見
え
な
い
。
／
②
《
旧
唐
書
》
巻

十
四
〈
憲
宗
紀
〉：
司
天
造
新
暦
成
、
詔
題
為
元
和
觀
象
暦
。

【
考
異
】（
年
号
案
）
元
觀
：《
公
賢
公
記
》
は
「
元
」
が
虫
損
の
た
め
判
読
し
が

た
く
な
っ
て
い
る
。
／
①
《
部
類
記
（（（
》・
（（（
本
・
（（（
本
（
（（9
～
（90
頁
）・
（（（
本
・

（（（
本
異
同
無
し
。
／
新
：《
公
賢
公
記
》「
訴
」
に
作
る
。
／
②
《
部
類
記
（（（
》・

（（（
本
・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。
／
歴
：
（（（
本
「
暦
」
に
作
る
。

【
備
考
】
勘
者
：
藤
原
行
光
（
北
家
日
野
流
）。

（
（（
オ
）

（（（　

天
觀周

書
曰
庖
犧
氏
之
王
天
下
仰
則
觀
象
於
天
俯
則
観
法
於
也

      【
典
拠
】《
周
易
・
繋
辞
伝
下
》：
古
者
包
犧
氏
之
王
天
下
也
、
仰
則
觀
象
於
天
。

俯
則
觀
法
於
地
。

【
考
異
】（
年
号
案
）
天
觀
：《
公
賢
公
記
》、
下
に
「
繋
辞
下
」
の
書
き
入
れ
あ
り
。

／
周
書
：《
部
類
記
（（（
》「
周
」
を
「
同
」
に
作
る
。《
公
賢
公
記
》・
（（（
本
「
書
」

を
「
易
」
に
作
る
。
／
也
：《
部
類
記
（（（
》・《
公
賢
公
記
》・
（（（
本
・
（（（
本
（
（90
頁
）・

（（（
本
・
（（（
本
「
地
」
に
作
る
。

【
備
考
】
勘
者
：
藤
原
行
光
（
北
家
日
野
流
）。

      

（（（　

觀
應荘

子
曰
玄
古
之
君
天
下
無
為
也
疏
曰
以
虚
通
之
理
觀
應

物
之
数
而
無
為

      【
典
拠
】《
荘
子
・
外
篇
・
天
地
》：
玄
古
之
君
、
天
下
無
為
也
、
天
德
而
已
矣
。

以
道
觀
言
而
天
下
之
君
正
。（
郭
象
注
：
無
為
者
、
自
然
為
君
、
非
邪
也
。
成

玄
英
疏
：
以
虛
通
之
理
觀
應
物
之
數
而
無
為
因
任
之
君
、
不
用
邪
僻
之
言
者
。）

【
考
異
】《
部
類
記
（（（
》・
（（（
本
（
（9（
頁
）・
（（（
本
異
同
無
し
。
／
觀
應
物
：《
公
賢
公

記
》
は
「
觀
」
が
虫
損
の
た
め
判
読
し
づ
ら
く
な
っ
て
い
る
。
／
天
下
無
為
：

（（（
本
・
（（（
本
、「
為
」
の
下
に
さ
ら
に
「
為
」
を
重
ね
る
。

【
備
考
】
勘
者
：
藤
原
行
光
（
北
家
日
野
流
）。
成
玄
英
疏
は
、「
玄
古
之
君
、
天
下

無
為
也
」句
に
対
す
る
も
の
で
は
な
く
、
年
号
勘
文
で
は
引
か
れ
て
い
な
い「
以

道
觀
言
而
天
下
之
君
正
」
に
対
す
る
も
の
。
ま
た
、
成
玄
英
疏
の
引
用
を
「
無

為
」
で
区
切
る
の
は
、
原
文
の
文
脈
を
無
視
し
た
断
句
。
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▼
〔
文
和（311-（311

度
〕

（（（　

康
安唐

紀三

曰
作
治
康
凱
安
之
舞

      【
典
拠
】《
旧
唐
書
》
巻
二
十
八
〈
音
楽
志
一
〉：
又
郊
廟
祭
享
、
奏
化
康
・
凱
安

之
舞
。

【
考
異
】
（（（
本
・
（（（
本
（
（97
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。
（（（
本
・
（（（
本
「
紀
」

の
右
に
「
三
」
の
旁
記
あ
り
。
こ
の
「
三
」
の
意
味
す
る
所
は
不
明
。
／
凱
安
：

《
部
類
記
（（（
》「
安
」
を
「
樂
」
に
作
り
、「
樂
」
の
右
に
「
安
」
と
旁
書
。

【
備
考
】
勘
者
：
藤
原
行
光
（
北
家
日
野
流
）。

（（7　

文
安尚

書
曰
欽
明
文
思
安
安

      【
典
拠
】
（（（
文
安
を
参
照
。

【
考
異
】
（（（
本
・
（（（
本
（
（9（
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。
／
曰
：《
部
類
記
（（（
》「
曰
」

の
右
に
「
一
」
を
旁
書
。
引
文
が
収
録
さ
れ
て
い
る
〈
堯
典
〉
が
《
尚
書
》
の

第
一
篇
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
思
わ
れ
る
。

【
備
考
】
勘
者
：
藤
原
行
光
（
北
家
日
野
流
）。

（（（　

寳
安後

漢
書
曰五

十
三
李
固
傳

養
身
者
以
練
神
為
寳
安
國
者
以
積
賢
為
道

      【
典
拠
】《
後
漢
書
》
巻
六
十
三
〈
李
固
伝
〉：
養
身
者
以
練
神
為
寶
、
安
國
者
以

積
賢
為
道
。

【
考
異
】《
部
類
記
（（（
》・
（（（
本
（
700
頁
）
異
同
無
し
。
／
曰
：
（（（
本
・
（（（
本
、
底
本

と
同
様
に
右
に
「
五
十
三
李
固
傳
」
の
旁
記
あ
り
。〈
李
固
伝
〉
は
《
後
漢
書
》

の
「
列
伝
第
五
十
三
」
に
あ
り
。
／
練
：
（（（
本
「
陳
」
に
作
る
。
／
積
：
（（（
本
・

（（（
本
「
獲
」
に
作
る
。

【
備
考
】
勘
者
：
菅
原
在
成
。

▼
〔
延
文（311-（31（

度
〕

（（9　

文
安

（
（（
ウ
）晋

書
曰
尊
文
安
漢
社
稷

      

【
典
拠
】
（（（
文
安
を
参
照
。

【
考
異
】《
部
類
記
（（（
》・
（（（
本
・
（（（
本
（
70（
・
70（
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。

【
備
考
】
勘
者
：
広
橋
兼
綱
・
菅
原
長
綱
。

（（0　

建
安晋

書
曰
建
久
安
於
万
歳
垂
長
世
於
無
窮

      【
典
拠
】
（（
久
安
を
参
照
。

【
考
異
】《
部
類
記
（（（
》・
（（（
本
・
（（（
本
（
70（
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。

【
備
考
】
勘
者
：
菅
原
長
綱
。

▼
〔
康
安（31（-（311

度
〕

（（（　

寛
安荀

子
曰九

　

生
民
寛
而
安

      【
典
拠
】《
荀
子
・
致
仕
》：
節
奏
陵
而
文
、
生
民
寛
而
安
。

【
考
異
】《
部
類
記
（（（
》
異
同
無
し
。《
年
号
字　

新
撰
》
に
は
続
い
て
「
注
曰
生
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民
謂
以
徳
教
生
養
民
也
」
と
あ
り
、「
荀
子
」
の
右
に
「
第
九
致
仕
篇
」
の
旁

記
あ
り
。
／
曰
：《
部
類
記
（（（
》、
右
に
「
九
」
の
旁
記
あ
り
。
／
（（（
本
・
（（（
本
・

（（（
本
・
（（（
本
は
本
条
を
収
載
せ
ず
。

【
備
考
】
勘
者
：
不
明
。〈
致
仕
〉
は
通
行
本
《
荀
子
》
の
巻
九
に
収
録
さ
れ
て
い

る
。

（（（　

寛
正史

記
曰
寬　

弟
子
傳
　

以
正
可
以
比
衆

      【
典
拠
】
（9
寛
正
を
参
照
。

【
考
異
】《
部
類
記
（（（
》・
（（（
本
・
（（（
本
（
707
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。
／
《
部

類
記
（（（
》・
（（（
本
・
（（（
本
「
弟
子
傳
」
の
旁
記
あ
り
。

【
備
考
】
勘
者
：
菅
原
高
嗣
。

（（（　

康
安史

記
正本

紀
二義

曰
天
下
衆
事
咸
得
康
安
以
致
天
下
太
平

      【
典
拠
】
不
明
。

【
考
異
】《
部
類
記
（（（
》・
（（（
本
・
（（（
本
（
707
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。
／
《
部

類
記
（（（
》
の
み
「
本
紀
二
」
の
旁
記
あ
り
。

【
備
考
】
勘
者
：
菅
原
長
綱
。《
史
記
》
の
「
本
紀
二
」
は
〈
夏
本
紀
〉
で
あ
る
が
、

《
史
記
》
全
書
お
よ
び
張
守
節
《
正
義
》
を
調
べ
て
も
当
該
の
文
は
見
当
た
ら

な
い
。

▼
〔
貞
治（311-（311

度
〕

（（（　

嘉
観史

記
曰
従
臣
嘉
観
厚
念
休
烈

      【
典
拠
】
7（
嘉
觀
を
参
照
。

【
考
異
】
（（（
本
・
（（（
本
（
7（0
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。《
日
野
家
勘
文
》
は
「
嘉

観 

見
上
」
と
の
み
。
／
（
年
号
案
）
嘉
観
：《
部
類
記
（（（
》、
右
に
「
参
議
左
大

弁
忠
光
」
の
旁
記
あ
り
。
／
史
記
曰
：《
部
類
記
（（（
》「
曰
」
を
欠
く
。
／
従
臣

嘉
観
：《
部
類
記
（（（
》、
右
に
「
第
六　

秦
始
皇
本
紀
」
の
旁
記
あ
り
。
／
《
御

記
（（（
》「
従
臣
嘉-

観シ
テ

原タ
ツ
子

二

念オ
モ
フ

休-

烈ヲ
一
」
と
付
訓
。《
改
元
記
（（
》
所
引
《
御

記
》
も
は
ほ
ぼ
同
様
に
付
訓
す
る
が
、「
休
烈
」
二
字
の
間
の
音
合
符
を
欠
く
。

【
備
考
】
勘
者
：
藤
原
忠
光
（
北
家
日
野
流
）。

（（（　

寛
安

（
（（
オ
）毛

詩
注
疏
曰
行
寛
仁
安
静
之
政
以
定
天
下

      【
典
拠
】
（9
仁
安
を
参
照
。

【
考
異
】
（（（
本
・
（（（
本
（
7（（
頁
）・
（（（
本
異
同
無
し
。
／
注
疏
：《
部
類
記
（（（
》「
注
」

を
欠
き
、「
疏
」
の
右
に
「
十
九
」
と
旁
書
。
（（（
本
「
注
」
を
「
註
」
に
作
る
。

【
備
考
】
勘
者
：
菅
原
高
嗣
。
引
文
の
典
拠
の
〈
昊
天
有
成
命
〉
は
、
二
十
巻
本
《
毛

詩
正
義
》
で
は
巻
十
九
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（（（　

承
寛礼

記
正
義
曰
民
皆
承
寛
裕
無
澆
詭
也

      【
典
拠
】《
禮
記
・
表
記
》
疏
：
昔
時
恒
先
禄
後
罰
、
則
民
皆
承
寬
裕
、
無
澆
詭
也
。

【
考
異
】《
部
類
記
（（（
》・
（（（
本
・
（（（
本
（
7（（
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。
／
正
義
：

《
部
類
記
（（（
》、
右
に
「
五
十
四
」
と
旁
書
。

【
備
考
】
勘
者
：
菅
原
時
親
。
引
文
の
典
拠
の
〈
表
記
第
三
十
二
〉
は
、
六
十
三
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巻
本
《
礼
記
正
義
》
で
は
巻
五
十
四
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

▼
〔
応
安（318-（311

度
〕

（（7　

應
安毛

詩
正
義
曰
今
四
方
既
已
平
服
王
國
之
内
幸
應
安
定

      【
典
拠
】
9（
應
安
を
参
照
。

【
考
異
】
（（（
本
（
7（7
頁
）
異
同
無
し
。
／
定
：
（（（
本
・
（（（
本
・
（（（
本
「
之
」
に
作
る
。

【
備
考
】
勘
者
：
菅
原
時
親
。

（（（　

大
觀周

易
曰
大
観
在
上
注
曰
下
賎
上
貴
也

      【
典
拠
】《
周
易
・
観
卦
彖
伝
》：
大
觀
在
上
（
王
弼
注
：
下
賎
而
上
貴
也
）。

【
考
異
】
（（（
本
・
（（（
本
（
7（（
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。

【
備
考
】
勘
者
：
藤
原
氏
種
（
北
家
日
野
流
）。

▼
〔
永
和（311-（318

度
〕

（（9　

觀
仁荘

子
曰
委
之
以
財
而
観
其
仁

      【
典
拠
】《
荘
子
・
雜
篇
・
列
御
寇
》：
委
之
以
財
而
觀
其
仁
。

【
考
異
】
（（（
本
・
（（（
本
（
7（（
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。

【
備
考
】
勘
者
：
藤
原
氏
種
（
北
家
日
野
流
）。

（（0　

寛
永　

朱
熹
新
注
初
引
之
例
迎
陽
記
云
藤
中
納
言
雖
為
勘
申
之
字
頻
述
所
存
朱
注
引
文

雖
珍
敷
様
候
凡
可
然
之
字
難
得
間
於
朱
文
公
者
近
代
名
人
向
後
年
号
引
文
為

傍
例
今
度
有
存
旨
勘
申
云
々
陳
謝
之
分
存
可
然
歟

毛
詩
曰
考
槃
在
澗
碩
人
之
寛
獨
寐
寤
言
永
矢
弗
諼

注
曰
碩
大
寛
廣
永
長
矢
誓
也

（
（（
ウ
）

権
中
納
言
藤
原
忠
光

      【
典
拠
】
朱
熹
《
詩
経
集
伝
・
邶
風
・
簡
兮
》：
考
槃
在
㵎
、
碩
人
之
寛
。
獨
寐
寤

言
、
永
矢
弗
諼
（
注
：
碩
、
大
。
寛
、
廣
。
永
、
長
。
矢
、
誓
。
諼
、
忘
也
）。

【
考
異
】
矢
誓
也
：
（（（
本
・
（（（
本
（
7（（
頁
）・
（（（
本
「
矢
」
を
「
矣
」
に
作
り
、
（（（

本「
失
」に
作
る
。《
年
号
勘
文
（09
》、
こ
の
三
字
無
し
。
／《
年
号
勘
文
（09
》「
毛

詩
曰
考ナ

シ
テ

レ

槃
タ
ノ
シ
ミ
ヲ

在リ
レ
澗ニ

碩-

人
之
寛ナ

ル
ア
リ

獨リ

寐子
モ

寤
サ
ム
ト
モ

言エ
ウ

永ク

矢
弗シ
レ
諼
注
曰ク

碩ハ

大

寛ハ

廣ウ

永ハ

長シ

」（「
考
」
左
訓
：
カ
ウ
、「
槃
」
左
訓
：
ハ
ン
、「
矢
」
左
訓
：
チ
コ
ウ
テ
ハ
、「
諼
」

左
訓
：
ハ
ス
レ
。「
言
」
は
「
書
」
を
見
せ
消
ち
に
し
て
そ
の
右
に
旁
書
）
と
付
訓
。
こ

の
引
文
の
付
訓
に
つ
い
て
は
（77
寛
永
を
参
照
。

【
備
考
】
勘
者
：
藤
原
忠
光
（
北
家
日
野
流
）。
年
号
案
「
寛
永
」
二
字
の
下
に
引

か
れ
る
《
迎
陽
記
》
は
諸
本
に
同
様
の
文
が
見
え
る
。
そ
の
原
文
は
、《
迎
陽

記　

第
２
》、
（9
頁
を
参
照
。
永
和
度
に
勘
申
さ
れ
た
年
号
案
の
典
拠
に
朱
熹

の
注
釈
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
に
関
し
て
は
、
小
川
剛
生
〈
迎
陽
記
の
改
元
記
事

に
つ
い
て
〉
第
二
節
〈
応
永
度
・
永
和
度
改
元
定
の
記
事
の
検
討
〉
を
参
照
。

▲
〔
貞
治（311-（311

度
〕

（（（　

大
觀周

易
曰
大
觀
在
上
注
云
下
賎
而
上
貴
也

正
義
曰
大
觀
在
上
謂
大
為
在
下
所
觀

又
云
觀
者
王
者
道
徳
之
美
而
可
観
也

      【
典
拠
】《
周
易
・
観
卦
》：
觀
盥
而
不
薦
、
有
孚
顒
若
（
疏
：
觀
者
、
王
者
道
德
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之
美
而
可
觀
也
）。
彖
曰
：
大
觀
在
上
（
王
弼
注
：
下
賤
而
上
貴
也
。
疏
：
謂

大
為
在
下
所
觀
）。
（（（
大
觀
を
参
照
。

【
考
異
】
（（（
本
（
7（（
～
7（（
頁
）「
正
義
曰
大
觀
在
上
謂
大
為
在
下
所
觀
」
句
を
欠
く
。

／
正
義
曰
：
（（（
本
、
続
く
「
大
觀
在
上
」
の
「
在
上
」
二
字
を
見
せ
消
ち
。
／

王
者
：
（（（
本
・
（（（
本
・
（（（
本
・
（（（
本
「
者
」
を
欠
く
。
／
可
観
：
（（（
本
「
可
」

の
下
に
「
可
」
を
重
ね
る
。

【
備
考
】
勘
者
：
藤
原
有
範
（
南
家
）。

      

▼
〔
永
和（311-（318
度
〕

（（（　

寛
正孔

子
家
語
曰
外
寛
而
内
正

      【
典
拠
】《
孔
子
家
語
・
弟
子
行
》：
外
寬
而
内
正
、
自
極
於
隱
括
之
中
、
直
己
而

不
直
人
、
汲
汲
於
仁
、
以
善
自
終
、
蓋
蘧
伯
玉
之
行
也
。

【
考
異
】
（（（
本
・
（（（
本
（
7（（
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。
／
孔
子
家
語
：《
年
号

字　

新
撰
》「
孔
子
」
を
欠
き
、「
家
語
」
の
右
に
「
第
三
弟
子
行
」
と
旁
書
。

【
備
考
】
勘
者
：
広
橋
兼
綱
。

▼
〔
康
暦（319-（38（

度
〕

（（（　

安
永文

選
曰
壽
安
永
寧

権
中
納
言
藤
原
資
康

      【
典
拠
】《
文
選
》
巻
三
、
張
平
子
〈
東
京
賦
〉：
其
内
則
含
德
・
章
臺
・
天
禄
・

宣
明
・
温
飭
・
迎
春
・
壽
安
・
永
寧
。

【
考
異
】《
頼
資
卿
勘
文
案
》・
（（（
本
（
7（7
頁
）
異
同
無
し
。
（（（
本
は
「
唐
紀
曰
保
安

社
稷
永
可
奉
宗
祧
」
の
引
文
も
並
べ
る
。
こ
の
引
文
に
つ
い
て
は
（0（
安
永
を
参

照
。
／
壽
：
（（（
本
・
（（（
本
・
（（（
本
「
壽
」
の
上
に
「
久
」
あ
り
。

【
備
考
】
勘
者
：
裏
松
資
康
（
藤
原
氏
北
家
日
野
流
）。《
文
選
》
張
銑
注
に
よ
る
と
、

「
含
德
」
以
下
は
宮
殿
の
名
。

▼
〔
至
德（381-（381

度
〕

（（（　

安
永唐

紀
云 

見
上

      【
典
拠
】
（0（
安
永
を
参
照
。

【
考
異
】
（（（
本
・
（（（
本
（
7（（
頁
）・
（（（
本
異
同
無
し
。
／
云
：
（（（
本
「
曰
」
に
作
る
。

【
備
考
】
勘
者
：
藤
原
資
康
（
北
家
日
野
流
）。

（
（7
オ
）

同
五

▼
〔
康
応（389-（391

度
〕

（（（　

安
永文

選
云　
　

唐
紀
云

      【
典
拠
】
（（（
安
永
と
（0（
安
永
を
参
照
。

【
考
異
】
文
選
云
：
（（（
本
（
7（7
頁
）「
云
」
を
「
曰
」
に
作
る
。
／
唐
紀
云
：
（（（
本

（
7（7
頁
）「
云
」
を
「
曰
」
に
作
る
。
／
（（（
本
・
（（（
本
・
（（（
本
・
（（（
本
は
「
文
選

云
（
曰
）」
と
「
唐
紀
（
曰
）」
を
横
並
び
に
配
列
。

【
備
考
】
勘
者
：
藤
原
資
康
（
北
家
日
野
流
）。

（（（　

寛
承漢

書
云
聖
德
寬
仁
敬
承
祖
宗
奉
順
神
祇
宜
蒙
福
祐
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【
典
拠
】《
漢
書
》
巻
十
一
〈
哀
帝
紀
〉：
陛
下
聖
德
寬
仁
、
敬
承
祖
宗
、
奉
順
神
祇
、

宜
蒙
福
祐
子
孫
千
億
之
報
。

【
考
異
】
云
：《
年
号
字　

新
撰
》・《
頼
資
卿
勘
文
案
》・
（（（
本
・
（（（
本
（
7（（
頁
）・

（（（
本
・
（（（
本
「
曰
」
に
作
る
。
／
蒙
：
（（（
本
・
（（（
本
「
象
」
に
作
る
。

【
備
考
】
勘
者
：
広
橋
仲
光
。

（（7　

嘉
觀史

記
云

      【
典
拠
】
7（
嘉
觀
を
参
照
。

【
考
異
】
（（（
本
・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。
／
云
：
（（（
本
（
7（（
頁
）「
曰
」
に
作
る
。

【
備
考
】
勘
者
：
藤
原
資
国
（
北
家
日
野
流
）。

▼
〔
明
徳（391-（391

度
〕

（（（　

安
永文

選
曰
壽
安
永
寧

唐
紀
曰
保
安
社
稷
永
可
奉
宗
祧

      【
典
拠
】
（（（
安
永
と
（0（
安
永
を
参
照
。

【
考
異
】
（（（
本
・
（（（
本
（
7（（
～
7（（
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。

【
備
考
】
勘
者
：
藤
原
資
国
（
北
家
日
野
流
）。

（（9　

安
長五

行
大
義
曰
國
家
安
寧
長
樂
無
事

（
（7
ウ
）貞

觀
政
要
曰
安
人
之
長
筭

      

【
典
拠
】《
五
行
大
義
》
巻
一
、
第
三
之
第
五
〈
論
九
宮
數
〉：
康
寧
者
、
國
化
安
寧
、

長
樂
無
事
。
／
《
貞
観
政
要
》
巻
十
〈
慎
終
第
四
十
〉：
豈
安
人
之
長
算
。

【
考
異
】
（（（
本
・
（（（
本
（
7（7
～
7（（
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。

【
備
考
】
勘
者
：
藤
原
元
範
（
南
家
）。

（（0　

寛
寧毛

詩
注
曰
基
始
命
信
宥
寛
密
寧
也

      【
典
拠
】《
毛
詩
・
周
頌
・
昊
天
有
成
命
》
小
序
：
夙
夜
基
命
宥
密
（
毛
伝
：
基
、
始
。

命
、
信
。
宥
、
寬
。
密
、
寧
也
）。

【
考
異
】
注
：
（（（
本
・
（（（
本
「
註
」
に
作
る
。
／
宥
寛
：
（（（
本
・
（（（
本
（
7（（
頁
）・

（（（
本
・
（（（
本
「
寛
」
を
欠
く
。

【
備
考
】
勘
者
：
藤
原
元
範
（
南
家
）。
元
範
は
、
経
文
を
示
さ
ぬ
ま
ま
毛
伝
の
訓

詁
を
並
べ
、
そ
れ
を
年
号
案
の
典
拠
と
し
て
い
る
。

▼
〔
応
永（391-（118

度
〕

（（（　

嘉
觀史

記
曰
従
臣
嘉
觀
原
念
休
烈

      【
典
拠
】
7（
嘉
觀
を
参
照
。

【
考
異
】《
勘
文　

応
永
度
》・
（（（
本
・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。
／
（（（
本
（
7（（
頁
）「
史

記
曰
」
の
み
。

【
備
考
】
勘
者
：
藤
原
資
衡
（
北
家
日
野
流
）

（（（　

安
慶毛

詩
注
疏
曰
祭
祀
文
王
諸
侯
来
助
神
明
安
慶
孝
子
之
多

福
皆
是
禘
文
王
之
事
也
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      【
典
拠
】《
毛
詩
・
周
頌
・
雝
》
疏
：
經
言
祭
祀
文
王
、
諸
侯
來
助
、
神
明
安
慶
孝

子
愛
、
予
之
多
福
、
皆
是
禘
文
王
之
事
也
。

【
考
異
】《
勘
文　

応
永
度
》・
（（（
本
（
7（（
頁
）
異
同
無
し
。
／
注
：
（（（
本
・
（（（
本
・

（（（
本
「
註
」
に
作
る
。
／
侯
：
（（（
本
「
候
」
に
作
る
。

【
備
考
】
勘
者
：
菅
原
秀
長
。

▼
〔
正
長（118-（119

度
〕

（（（　

寛
安毛

詩
正
義
曰
行
寛
仁
安
静
之
政
以
定
天
下
得
至
於
太
平

      【
典
拠
】
（9
仁
安
を
参
照
。

【
考
異
】
（（（
本
異
同
無
し
。
／
政
：
（（（
本
（
770
頁
）「
故
」
に
作
る
。
／
得
至
：
（（（
本
・

（（（
本
「
至
」
を
欠
く
。

【
備
考
】
勘
者
：
菅
原
在
豊
。

▼
〔
永
享（119-（11（

度
〕

（（（　

天
和荘

子
曰
與
人
和
者
謂
之
人
樂
天
和
者
謂
之
天
樂

      【
典
拠
】《
荘
子
・
外
篇
・
天
道
》：
與
人
和
者
、
謂
之
人
樂
。
與
天
和
者
、
謂
之

天
樂
。

【
考
異
】
人
樂
：
（（（
本
（
77（
頁
）「
樂
」
を
欠
く
。
／
天
和
：《
年
号
字　

新
撰
》・

（（（
本
・
（（（
本
・
（（（
本
・
（（（
本
「
天
」
の
上
に
「
與
」
あ
り
。
／
《
頼
資
卿
勘
文

案
》「
荘
子
曰
與ト

人
和

ク
ワ
ス
ル

者モ
ノ

謂
二

之コ
レ
ヲ

人-

樂
一
與
レ
天
和
者
謂
二
之
天-

楽
一
」
と

付
訓
。

【
備
考
】
勘
者
：
広
橋
親
光
。
（（（
天
和
を
参
照
。

（
（（
オ
）

▼
〔
享
德（111-（111

度
〕

（（（　

寛
恵後

漢
書
曰
文
帝
寛
恵
柔
克
遭
代
康
平

      【
典
拠
】
（（
寛
惠
を
参
照
。

【
考
異
】
（（（
本
・
（（（
本
（
790
頁
）・
（（（
本
異
同
無
し
。
／
後
漢
書
曰
：
（（（
本
「
曰
」

を
欠
く
。

【
備
考
】
勘
者
：
藤
原
資
任
（
北
家
日
野
流
）。

▼
〔
康
正（111-（111

度
〕

（（（　

文
觀太

平
御
覧
曰
天
文
以
觀
其
象
天
日
月
星
辰
是
也

      【
典
拠
】《
太
平
御
覧
》
巻
七
百
五
十
五
〈
工
芸
部
十
二
・
象
戲
〉：
周
武
帝
造
象

戲
王
褒
為
象
經
序
曰
：
一
曰
天
文
以
觀
其
象
、
天
日
月
星
辰
是
也
。

【
考
異
】
（（（
本
・
（（（
本
（
797
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。

【
備
考
】
勘
者
：
菅
原
在
治
。《
芸
文
類
聚
》
巻
七
十
四
〈
巧
芸
部
・
象
戲
〉
に
本

年
号
案
の
引
文
と
同
じ
文
が
既
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

      

（（7　

至
安貞

觀
政
要
曰
階
下
弘
至
理
以
安
天
下
功
已
成
矣

      【
典
拠
】《
貞
観
政
要
》
巻
一
〈
政
体
第
二
・
第
十
二
章
〉：
陛
下
弘
至
理
以
安
天
下
、

功
已
成
矣
。
た
だ
し
こ
の
第
十
二
章
は
、
原
田
種
成
が
「
刊
本
に
無
く
、
舊
鈔

本
だ
け
に
あ
る
」（〈
解
題
〉、《
貞
観
政
要　

上
》、
明
治
書
院
、
一
九
八
一
年
版
、
（
頁
）
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と
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
通
行
本
に
は
無
く
、
我
が
国
に
伝
わ
る
唐
鈔
本
に

も
と
づ
く
旧
鈔
本
の
み
に
あ
る
章
。
な
お
、
唐
・
王
方
慶
撰
《
魏
鄭
公
諫
録
》

巻
三
〈
対
為
政
之
要
務
全
其
本
〉
に
「
陛
下
弘
至
化
、
安
天
下
、
可
謂
功
巳
成

矣
」
と
あ
る
。

【
考
異
】
階
：
（（（
本
・
（（（
本
（
（00
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
「
陛
」
に
作
る
。

【
備
考
】：
広
橋
綱
光
。

▼
〔
文
正（111-（111

度
〕

（（（　

文
寛礼

記

      【
典
拠
】《
礼
記
・
表
記
》：
其
君
子
尊
仁
畏
義
、
恥
費
輕
實
、
忠
而
不
犯
、
義
而
順
、

文
而
靜
、
寬
而
有
辨
。《
礼
記
》
を
典
拠
と
す
る
年
号
案
「
文
寛
」
が
勘
申
さ

れ
た
の
は
、
こ
の
文
正
度
が
始
め
て
で
あ
り
な
が
ら
、《
元
秘
別
録
》
や
森
鷗

外《
元
号
考
》に
は
典
拠
の
文
章
が
示
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
右
に
引
く《
礼

記
・
表
記
》
の
一
節
が
典
拠
で
あ
っ
た
と
推
測
し
た
。

【
考
異
】
（（（
本
・
（（（
本
（
（（0
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。

【
備
考
】
勘
者
：
菅
原
顕
長
。

（（9　

安
慶　

毛
詩
曰
祭
礼
文
王
護
侯
来
助
神
明
安
慶

      【
典
拠
】
（（（
安
慶
を
参
照
。

【
考
異
】
（（（
本
・
（（（
本
（
（（0
頁
）・
（（（
本
異
同
無
し
。
／
神
：
（（（
本
「
補
」
に
作
る
。

【
備
考
】
勘
者
：
菅
原
長
清
。
典
拠
の
引
文
は
、
通
常
、
年
号
案
の
次
行
に
一
字

下
げ
で
記
さ
れ
る
が
、
本
書
に
お
い
て
本
条
は
年
号
案
と
同
じ
行
に
記
さ
れ
て

い
る
。

▼
〔
応
仁（111-（119

度
〕

（（0　

安
観文

選
曰
宅
土
所
安
樂
觀
聽
之
所
踊
躍
也

      【
典
拠
】《
文
選
》
巻
四
、
左
太
冲
〈
蜀
都
賦
〉：
斯
蓋
宅
土
之
所
安
樂
、
觀
聽
之

所
踴
躍
也
。

【
考
異
】
（（（
本
・
（（（
本
（
（（7
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。
／
文
選
：
（（（
本
、
右

に
「
蜀
都
賦
」
と
旁
書
。

【
備
考
】
勘
者
：
菅
原
継
長
。

（（（　

觀
徳

（
（（
ウ
）礼

記
樂
行
而
民
嚮
方
可
以
觀
徳
矣

      【
典
拠
】《
礼
記
・
楽
記
》：
是
故
君
子
反
情
以
和
其
志
、
廣
樂
以
成
其
教
、
樂
行

而
民
郷
方
、
可
以
觀
德
矣
。

【
考
異
】
（（（
本
・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。
／
礼
記
：
（（（
本
（
（（7
頁
）「
記
」
の
下

に
「
曰
」
あ
り
。

【
備
考
】
勘
者
：
菅
原
在
治
。

▼
〔
長
享（181-（189

度
〕

（（（　

天
定文

選
云
天
保二_

定テ

子―
ヲ

一
靡シ
二
徳
不ハ
一レ

鑠
ヨ
ミ
ン
セ

      【
典
拠
】《
文
選
》
巻
二
十
四
、
陸
士
衡
〈
贈
馮
文
羆
遷
斥
丘
令
〉：
天
保
定
子
、

靡
德
不
鑠
。

【
考
異
】
云
：
（（（
本
・
（（（
本
（
（（（
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
「
曰
」
に
作
る
。
／
（（（
本
「
文
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選
云
天
保
二
定テ

子 
―
ヲ

一
靡シ
二
德ト

シ
テ

不ト
一レ

鑠
ヨ
ミ
ン
セ

」
と
付
訓
。

【
備
考
】
勘
者
：
菅
原
在
永
。

（（（　

安
長五

行
大
義
曰
①

漢
書
曰
建
久
安
之
勢
成
長
治
之
業
②

      【
典
拠
】
①
（（9
安
長
を
参
照
。
／
②
（（
久
安
を
参
照
。

【
考
異
】
①
（（（
本
・
（（（
本
（
（（（
頁
）・
（（（
本
異
同
無
し
。
／
五
行
大
義
曰
：
（（（
本
「
曰
」

を
欠
く
。
／
②
（（（
本
異
同
無
し
。
／
漢
書
曰
：
（（（
本
・
（（（
本
・
（（（
本
「
曰
」
を

「
云
」
に
作
る
。

【
備
考
】
勘
者
：
菅
原
在
永
。

（（（　

寛
祐礼

記
曰
寛
祐
者
仁
之
作
也　
以
下
見
上
①

尚
書
注
云
天
下
被
寛
祐
之
政
則
我
民
無
遠
用
来
②

      【
典
拠
】
①
（（
寛
祐
を
参
照
。
／
②
（07
寛
裕
を
参
照
。

【
考
異
】（
年
号
案
）
寛
祐
：
（（（
本
（
（（7
頁
）「
祐
」
を
「
裕
」
に
作
る
。
／
①
曰
：

（（（
本
・
（（（
本
・
（（（
本
「
云
」
に
作
る
。
／
祐
：
（（（
本
「
裕
」
に
作
る
。
／
②
注
：

（（（
本
・
（（（
本
「
註
」
に
作
る
。
／
云
：
（（（
本
・
（（（
本
・
（（（
本
・
（（（
本
「
曰
」
に

作
る
。

【
備
考
】
勘
者
：
菅
原
長
直
。

▼
〔
延
徳（189-（191

度
〕

（（（　

安
永唐

紀
曰
保
安
社
稷
永
可
奉
宗
祧
①

左
氏
傳
注
曰
寧
安
也
永
長
也
②

      【
典
拠
】
①
（0（
安
永
を
参
照
。
／
②
《
左
伝
・
襄
公
十
三
年
》：
書
曰
：
一
人
有
慶
、

兆
民
頼
之
、
其
寧
惟
永
。
其
是
之
謂
乎
（
杜
預
注
：
寧
、
安
也
。
永
、
長
也
）。

【
考
異
】
①
《
延
徳
度
勘
文
》
異
同
無
し
。
／
永
可
：
（（（
本
・
（（（
本
（
（（9
頁
）・
（（（
本
・

（（（
本
「
可
」
を
欠
く
。
／
②
《
延
徳
度
勘
文
》
異
同
無
し
。
／
注
：
（（（
本
「
註
」

に
作
る
。
／
寧
安
也
永
長
也
：
（（（
本
・
（（（
本
・
（（（
本
「
永
」
を
欠
く
。
（（（
本
、

こ
の
六
字
を
欠
く
。

【
備
考
】
勘
者
：
菅
原
在
数
。

（
（9
オ
）

▼
〔
大
永（11（-（118

度
〕

（（（　

觀
國周シ

ユ
ヤ
ク易ニ

曰
観ミ
二
國ノ

之

ル
ト
云
ハ
私

光ヲ
一

尚
タ
フ
ト
フ
ル
也

レ
賓ヲ

也

   　
　
　
　

【
典
拠
】《
周
易
・
観
卦
象
伝
》：
觀
國
之
光
、
尚
賓
也
。

【
考
異
】
（（（
本･

（（（
本
（
（（（
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。
／
易
曰
：
（（（
本
、
右

に
朱
筆
に
よ
る
「
観
卦
」
の
旁
記
あ
り
。
／
（（（
本
「
周
易ニ

曰
観ミ
二
國ノ

之
光ヲ
一

尚
タ
ト
フ
ル
也

レ
賓ヲ

也
」（「
周
易
」
の
左
訓
「
シ
ユ
ヤ
ク
」、「
観
」
の
左
訓
「
ル
ト
云
ハ
私
」）
と
付
訓
し
、

（（（
本
「
周
易ニ

曰
観ミ
二
国ノ

之
光ヲ
一

尚
タ
フ
ト
フ
ル

レ
賓ヲ

也
」（「
観
」
の
左
訓
「
ル
ト
云
ハ 

私
」）
と

付
訓
。

【
備
考
】
勘
者
：
菅
原
和
長
。

      
（（7　

寛
安毛

詩
注
疏
曰
二
后
行
寛
安
之
意
其
下
效
之

      【
典
拠
】
（（（
寛
安
を
参
照
。
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【
考
異
】
注
：
（（（
本
・
（（（
本
「
註
」
に
作
る
。
／
（（（
本
（
（（0
頁
）
と
（（（
本
の
引
文
は

底
本
と
異
な
る
。
さ
ら
に
（（（
本
は
付
訓
し
て
「
毛
詩
注
疏シ

ヨ
ニ

曰ク

行ヲ
　
テ二

寛-

仁
安-

靜セ
イ
ノ

之
政ヲ
一
以テ

定ム
二
天-

下ヲ
一
」
に
作
る
。
（（（
本
も
付
訓
し
て
「
毛
詩ノ

注
疏シ

ヨ

曰ク

行ヲ
　
テ二

寛-

仁
安
靜セ

イ
ノ

之
政ヲ
一
以テ

定ム
二
天
下ヲ
一
」
に
作
る
。

【
備
考
】
勘
者
：
菅
原
和
長
。

▼
〔
天
文（131-（111

度
〕

（（（　

天
〇 文〇尚

○ 書○

注ニ

孔ク

安
國ヲ

曰ク

舜―
―

□
察

ア
キ
ラ
カ
ニ
シ
テ

二
□
天-

文ヲ
一 

齊
ト
ヽ
ト
ウ二

七
政セ

イ
ヲ一　

舜
典
第
一

      【
典
拠
】《
尚
書
・
舜
典
》
孔
安
国
伝
：
舜
察
天
文
、
齊
七
政
、
以
審
己
當
天
心
與

否
。

【
考
異
】《
愚
記
草
》・
（（（
本
（
（（（
頁
）・
（（（
本
異
同
無
し
。
／
尚
書
注
：
（（（
本
・
（（（

本
「
書
」
の
下
に
「
曰
」
あ
り
、「
注
」
を
「
註
」
に
作
る
。
（（（
本
、「
注
」
の

右
に
朱
筆
に
よ
る
「
舜
典
」
二
字
の
旁
記
あ
り
。
／
舜
典
第
一
：
こ
の
付
記
が

見
え
る
の
は
（（（
本
の
み
。
／
《
愚
記
草
》「
尚-
書
注
孔ク

安ア
ン

國
曰
舜
□
察

ア
キ
ウ
カ
ニ
ナ

二 

天

_

文ヲ
一
齊

ト
　
ノ
ウ二

七

〻

_

政　
ヲ一

」
と
付
訓
。
（（（
本
「
尚-
書
注ニ

孔ク

安
國カ

曰ク

舜
□
察

ア
キ
ラ
カ
ニ
シ
テ

二
□
天

-

文ヲ
一
齊ト

ヽ
ノ
フ二

七-

政セ
イ
ヲ一

」
と
付
訓
。
（（（
本
は
「
尚-

書
注
孔
安
国
曰ク

舜
□
察

ア
キ
ラ
カ
ニ
シ
テ

二
□

天
文ヲ
一

齊
ト
ヽ
ノ
フ二

七
政セ

イ
ヲ一

」
と
付
訓
し
、
年
号
案
の
「
文
」
と
引
文
の
「
書
」
の
左
下

に
濁
音
表
示
記
号
「

◦◦

」
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。

【
備
考
】
勘
者
：
菅
原
長
雅
。《
古
文
尚
書
》
に
お
け
る
「
第
一
篇
」
は
〈
堯
典
〉

で
あ
り
、〈
舜
典
〉
は
「
第
二
」
で
あ
る
。

（（9　

天
保孟

子ニ

曰ク

樂ム
レ
天ヲ

者ハ

保タ
モ
ツ二

天-

下ヲ
一
畏ル

ヽ
レ
天ヲ

者ハ

保ツ
二
其ノ_

國ヲ
一

      【
典
拠
】《
孟
子
・
梁
恵
王
下
》：
樂
天
者
保
天
下
、
畏
天
者
保
其
國
。

【
考
異
】《
愚
記
草
》・
（（（
本
・
（（（
本
（
（（9
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。
／
《
愚

記
草
》・
（（（
本
（
（（9
頁
）・
（（（
本
は
「
孟
子ニ

曰ク

樂ム
レ
天ヲ

者ハ

保タ
モ
ツ二

天-

下ヲ
一
畏ヲ

ソ
ル
ヽレ

天ヲ

者ハ

保ツ
二

其ノ

國ヲ
一
」、「
孟
子
曰
樂ム
レ
天ヲ

者ハ

保タ
モ
ツ二

天-

下ヲ
一
畏ル

ヽ
レ
天ヲ

者ハ

保ツ
二
其ノ

国ヲ
一
」、「
孟
子
曰

樂
レ
天ヲ

者ハ

保タ
モ
ツ二

天_

下
一

畏
ヲ
ソ
ル
ヽ

レ
天ヲ

者ハ

保ツ
二
其ノ

國ヲ
一
」
と
そ
れ
ぞ
れ
付
訓
す
。

【
備
考
】
勘
者
：
菅
原
為
学
。

同
六

▼
〔
永
禄（118-（111

度
〕

（70　

永
安文

選
曰
神
靈
扶
其
棟
宇
歴
千
載
而
彌
堅
永
安
寧
以

（
（9
ウ
）祉

福
長
興
大
漢
而
久
存

      【
典
拠
】《
文
選
》
巻
十
一
、
王
文
考
〈
魯
靈
光
殿
賦
〉：
神
靈
扶
其
棟
宇
、
歴
千

載
而
彌
堅
。
永
安
寧
以
祉
福
、
長
與
大
漢
而
久
存
。

【
考
異
】
（（（
本
（
（7（
頁
）・
（（（
本
異
同
無
し
。
／
歴
：
（（（
本
・
（（（
本
「
暦
」
に
作
る
。

【
備
考
】
勘
者
：
菅
原
為
康
。

▼
〔
元
亀（111-（113

度
〕

（7（　

天
正文

選
藉
田
賦
曰
高キ

ハ

以
レ
下キ

ヲ

為
レ
基ヒ

ト

民
以
レ
食
為
レ
天ト

正ン
ト
ス
ル
寸
ハ

二
□
□
其
末ヘ

ヲ
一
者

端ウ
ス

二
其
本ヲ
一
善―

ト
ス
ル
寸
ハ

二

□
其
後チ

ヲ一
者
慎ム
二
其
先キ

ヲ一 

①

老
子
經
曰
清-

静
者
為
二
天-

下ノ

正―
―

一
註
曰
能
清
則
為

天
下
長
持
正
則
無
有
終
已
時
也
②

      【
典
拠
】
①
（（
天
正
を
参
照
／
②
《
老
子
》
第
四
十
五
章
：
清
靜
為
天
下
正
（
河

上
公
注
：
能
清
靜
則
為
天
下
長
、
持
正
則
無
終
已
時
也
。）
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【
考
異
】
①
（（（
本
・
（（（
本
（
（7（
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。
／
（（（
本
「
文
選
藉

田
賦
曰
高キ

ハ

以
レ
下キ

ヲ

為
レ
基ヒ

ト

民
以
レ
食
為
レ
天
正ン

ト
ス
ル
キ
ハ

二
□
□
其
末ヲ
一
者
端ウ

ス
二
其
本ヲ
一
善―

ト
ス
ル
キ
ハ

二

其
後チ

ヲ一
者
慎ム
二
其
先キ

ヲ一
」
と
付
訓
。
②
註
：
（（（
本
「
注
」
に
作
る
。
／
能
清
則
：

（（（
本
・
（（（
本
・
（（（
本
「
清
」
の
下
に
「
靜
」
あ
り
。
（（（
本
（
（7（
頁
）「
能
清
」
の

下
に
さ
ら
に
「
能
静
」
二
字
あ
り
。
／
（（（
本
「
老
子
經
曰
清-

静ハ

者
為
二
天
下ノ

正―
一
」
と
付
訓
。

【
備
考
】
勘
者
：
菅
原
長
雅
。

（7（　

安
和御

註
孝
經
曰
礼
所
以
正
君
臣
父
子
之
則
明
男
女
長
幼
之

序
也
故
可
以
安
上
化
下
矣

      【
典
拠
】《
御
註
孝
経
・
広
要
道
章
》：
安
上
治
民
莫
善
於
禮
（
唐
明
皇
御
注
：
禮

所
以
正
君
臣
父
子
之
別
、
明
男
女
長
幼
之
序
也
。
故
可
以
安
上
化
下
矣
）。

【
考
異
】
（（（
本
・
（（（
本
（
（7（
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。
／
（
年
号
案
）
安
和
：

（（（
本
（
（7（
頁
）・
（（（
本
「
安
化
」
に
作
る
。
典
拠
の
原
文
に
「
和
」
は
見
え
ず
、「
安

上
化
下
」
と
あ
る
か
ら
、
年
号
案
の
表
記
は
「
安
化
」
が
正
し
い
。
／
御
註
孝

經
：
（（（
本
、
右
に
「
廣
要
道
章
」
の
旁
記
あ
り
。

【
備
考
】
勘
者
：
菅
原
長
雅
。

▼
〔
天
正（113-（193

度
〕

（7（　

安
永　
切
無
形

唐
紀
曰
保
安
社
稷
永
可
奉
宗
祧

      【
典
拠
】
（0（
安
永
を
参
照
。

【
考
異
】
（（（
本
（
（（（
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。
／
紀
：
（（（
本
「
記
」
に
作
る
。

【
備
考
】
勘
者
：
菅
原
長
雅
。
年
号
案
「
安
永
」
下
の
「
切
無
形
」
の
注
記
は
、「
安

永
」
二
字
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
反
切
音
に
相
当
す
る
文
字
が

存
在
し
な
い
こ
と
を
示
す
。
こ
の
状
況
は
、
（7（
寛
永
の
反
切
音
に
は
、
そ
れ
に

相
当
す
る
漢
字
「
憬
」
が
あ
る
の
と
異
な
る
。
改
元
定
に
お
け
る
難
陳
の
議
論

の
中
で
は
、
年
号
案
の
文
字
の
吉
凶
を
判
断
す
る
た
め
に
反
切
音
が
取
り
上
げ

ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
、「
切
無
形
」
の
注
記
は
、
年
号
勘
者
が
年
号
案
を
考
案

す
る
際
、
反
切
音
に
も
留
意
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。

管
見
に
よ
る
と
、
天
仁
（
一
一
〇
八
～
一
一
一
〇
）
度
の
改
元
定
に
お
い
て

参
仕
公
卿
の
藤
原
宗
忠
が
「
正
治
ハ
反
音
詞
也
、
頗
有
忌
諱
音
也
」（《
中
右
記 

３
》、
（7（
頁
下
、
天
仁
元
年
八
月
三
日
条
）
と
指
摘
し
て
い
る
の
が
反
切
音
に
対
す
る

最
初
の
言
及
で
あ
り
、
年
号
案
「
正
治
」
は
反
切
音
が
「
シ
（
詞
）」
で
あ
る

か
ら
縁
起
が
悪
い
と
退
け
ら
れ
て
い
る
。
な
ぜ
縁
起
が
悪
い
か
と
い
う
と
、
宗

忠
が
長
承
（
一
一
三
二
～
一
一
三
五
）
度
に
お
い
て
、
年
号
案
「
政
治
」
に
つ

い
て
「
政
治
、
反
音
死
也
」（《
中
右
記
》
長
承
元
年
八
月
十
一
日
条
、《
史
料
綜
覧
》
第

三
編
第
九
〇
三
冊
所
収
、《
大
日
本
史
料
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
》
に
よ
る
。《
資
定
卿
改
元
定

記
（
永
禄
）》、《
続
群
書
類
従
》、
（（7
頁
上
も
参
照
）
と
説
明
し
て
い
る
の
が
参
考
に
な

る
。「
政
治
」
の
反
切
音
は
「
正
治
」
と
同
じ
く
「
シ
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
死
」

を
連
想
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

な
お
康
暦
（
一
三
七
九
～
一
三
八
一
）
度
の
改
元
定
に
お
い
て
洞
院
公
定
が

「
天
暦
・
延
喜
之
比
、
韵
鏡
未
渡
朝
、
仍
不
及
反
音
沙
汰
歟
」（《
迎
陽
記 

２
》、

7（
頁
）
と
述
べ
て
お
り
、
南
宋
に
刊
行
さ
れ
た
《
韻
鏡
》
が
渡
来
す
る
前
は
、

参
仕
公
卿
が
反
切
音
を
問
題
に
す
る
こ
と
は
無
か
っ
た
と
考
え
て
い
る
が
、
上

の
天
仁
度
の
事
例
は
《
韻
鏡
》
が
初
め
て
刊
行
さ
れ
た
紹
興
三
十
一
年

（
一
一
六
一
）
よ
り
前
の
話
で
あ
る
。

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
反
切
は
元
来
、
中
国
語
に
お
い
て
漢
字
の
字
音
を

定
め
る
た
め
の
方
法
で
あ
っ
て
、
日
本
の
漢
字
音
に
よ
っ
て
定
め
た
反
切
音
は

中
国
語
の
反
切
音
と
基
本
的
に
一
致
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
日
本
の
漢
字
音
に

よ
る
と
「
死
」
と
「
正
治
」・「
政
治
」
の
反
切
音
と
は
い
ず
れ
も
「
シ
」
で
あ
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る
が
、
中
国
語
だ
と
「
死
」
の
声
母
が
「
歯
頭
音
」
に
属
す
る
の
に
対
し
て
、「
正

治
」
と
「
政
治
」
の
反
切
上
字
の
声
母
は
「
正
歯
音
」
に
属
し
、
両
者
の
音
に

は
隔
た
り
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
便
宜
上
、
現
代
中
国
語
の
ピ
ン
イ
ン
を
用
い

る
と
前
者
の
発
音
が
「si

（
ス
ー
／
ス
）」
と
な
る
の
に
対
し
て
、
後
者
の
反

切
音
は
「zhi

（
ヂ
ー
／
ヂ
）」
と
な
る
（
発
音
の
カ
タ
カ
ナ
表
記
は
、
池
田
巧
氏
作

成
の
〈
中
国
語
音
節
表
記
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
〉
に
よ
る
。http://cn.heibonsha.co.jp/edu.

pdf
）。難

陳
の
議
論
に
用
い
ら
れ
る
反
切
音
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
東
坊
城
和
長

が
《
元
号
字
抄
》
に
お
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

  

如
中
右
記
者
反
死
字
云
々
。
如
當
世
所
用
韻
鏡
者
、
大
相
違
畢
。
引
勘
韻
鏡

并
韵
書
等
、
死
字
上
聲
韵
也
。
治
字
不
入
上
聲
韻
、
尤
相
違
也
。
若
又
雖
為

上
聲
、
可
反
姊
字
也
、
不
可
為
死
字
。
但
古
人
非
韻
鏡
切
者
、
不
能
是
非
也
。

（《
続
群
書
類
従
》
第
十
一
輯
上
、
（0
頁
上
）

  

和
長
は
、
参
仕
公
卿
た
ち
は
《
韻
鏡
》
な
ど
中
国
の
韻
書
を
活
用
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
か
ら
、
反
切
音
の
議
論
が
お
か
し
な
こ
と
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を

指
摘
し
て
い
る
。
難
陳
の
中
で
指
摘
さ
れ
る
反
切
音
の
事
例
を
見
て
い
く
と
、

中
国
語
の
字
音
に
従
っ
て
い
る
場
合
と
日
本
語
の
字
音
に
従
っ
て
い
る
場
合
と

が
あ
る
。
そ
の
違
い
は
漢
字
音
に
関
す
る
参
仕
公
卿
の
知
識
水
準
に
よ
る
わ
け

で
あ
る
。

（7（　

天
正　
切
無
形　
　
邏
候
也　
　

韻
會
偵
質
問
也
又
邏
伺
也
左
傳
注
諜
者
曰

游
偵
或
作
遉
庚　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
（0
オ
）文

選
曰
高
以
下
為
基
民
以
食
為
天
正
其
末
者
端
其
本
善

其
後
者
慎
其
先
①

老
子
經
曰
清
静
者
為
天
下
正
②

      【
典
拠
】
①
（（
天
正
を
参
照
。
／
②
（7（
天
正
を
参
照
。

【
考
異
】（
年
号
案
下
注
記
）
遉
庚
：
（（（
本
「
庚
」
の
下
に
「
韻
」
あ
り
。
①
②
（（（
本
・

（（（
本
（
（（（
～
（（（
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。

【
備
考
】
勘
者
：
菅
原
長
雅
。
年
号
案
「
天
正
」
の
下
に
小
字
で
記
さ
れ
て
い
る

文
字
は
、
反
切
音
に
関
わ
る
記
述
で
あ
る
。
ま
ず
「
切
無
形
」
と
あ
る
の
は
、

（7（
安
永
と
同
様
、
中
国
語
の
発
音
だ
と
「
天
正
」
の
反
切
音
に
相
当
す
る
漢
字

が
存
在
し
な
い
こ
と
を
示
す
。
次
に
「
邏
候
也
」
は
「
天
正
」
二
字
の
日
本
語

の
漢
字
音
に
よ
る
反
切
音
「
テ
イ
」
か
ら
導
き
だ
さ
れ
た
「
遉
」
字
の
釈
義
だ

と
考
え
ら
れ
、《
広
韻
》
巻
四
〈
去
声
・
四
十
五
勁
〉
に
「
遉
、
邏
候
也
」
と

あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
下
に
あ
る
小
字
双
行
の
文
は
、
元
・
黄
公
紹
編
《
古
今
韻

会
挙
要
》
巻
八
〈
平
声
下
・
八
〉「
偵
」
の
釈
義
を
転
記
し
た
も
の
。
そ
こ
に

示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
偵
と
遉
は
同
義
に
用
い
ら
れ
る
。《
古
今
韻
会
挙
要
》

は
中
世
漢
学
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
お
り
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
住
吉
朋

彦
《
中
世
日
本
漢
学
の
基
礎
研
究
―
韻
類
篇
》
総
説
〈
中
世
日
本
漢
学
に
お
け

る
韻
類
書
の
受
容
〉（
汲
古
書
院
、
二
〇
一
二
年
）
を
参
照
。

（7（　

寛
永　
切
憬

毛
詩
朱
氏
註
曰
寛
廣
永
長

      【
典
拠
】
（（0
寛
永
を
参
照
。

【
考
異
】
（（（
本
・
（（（
本
（
（（0
頁
）・
（（（
本
異
同
無
し
。
／
註
：
（（（
本
「
注
」
に
作
る
。

【
備
考
】
勘
者
：
菅
原
盛
長
。

（7（　

永
安　
切
無
形

文
選
曰
為

○

二
無○

為○
一
事ト

ス二
無○

事ヲ
一
永

○

有モ
テ

レ
氏ヲ

以
孔タ_

安シ      

【
典
拠
】《
文
選
》
巻
三
、
張
平
子
〈
東
京
賦
〉：
為
無
為
、
事
無
事
、
永
有
民
以
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孔
安
。

【
考
異
】
（（（
本
（
（（0
頁
）
異
同
無
し
。
／
氏
：
（（（
本
・
（（（
本
・
（（（
本
、
正
し
く
「
民
」

に
作
る
。
／
（（（
本
と
（（（
本
は
「
文
選
曰
為
二
無
為ヲ
一
事ト

ス二
無
事ヲ
一
永
有モ

テ
レ
氏ヲ

以テ

孔タ

_

安シ

」、「
文
選
曰
為

○

二
無○

為○
一
叓ト

ス二
無
事
永
有モ

テ
レ
民ヲ

以
孔タ_

安シ

」と
そ
れ
ぞ
れ
付
訓
。

【
備
考
】
勘
者
：
菅
原
盛
長
。

▼
〔
文
禄（193-（191

度
〕

（77　

寛
永毛

詩
曰
考ナ

シ
テ

レ

槃
タ
ノ
シ
ミ
ヲ

在リ
レ
澗―

ニ

碩-

人ノ

之
寛―

ナ
ル
ヿ

独リ

寐
イ
子
テ
モ

寤
サ
メ
テ
モ

言フ

永ク

矢
チ
カ
ツ
テ

弗ス

レ

諼ワ
ス
レ

      【
典
拠
】
（（0
寛
永
を
参
照
。

【
考
異
】
（（（
本
・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。
／
矢
：
（（（
本
（
（（（
頁
）「
失
」
に
作
る
。

／
（（（
本
「
毛
詩
曰
考ナ

シ
テ

レ

槃
タ
ノ
シ
ミ
ヲ

在リ
レ
澗―

ニ

碩-
人ノ

之
寛―

ナ
ル
ヿ

独リ

寐
イ
子
テ
モ

寤
サ
メ
テ
モ

言ヲ

永ク

矢
チ
カ
ツ
テ

弗ス
レ

諼ワ
タ
ル

」
と
付
訓
。

【
備
考
】
勘
者
：
菅
原
盛
長
。

（
（0
ウ
）

（
空
白
頁
）

（
（（
オ
）

▲
〔
文
正（111-（111

度
〕

（7（　

文
正荀

子
曰
積
文
学
正
身
行

      【
典
拠
】《
荀
子
・
王
制
》：
雖
庶
人
之
子
孫
也
、
積
文
學
、
正
身
行
、
能
屬
於
禮
義
、

則
歸
之
卿
相
士
大
夫
。

【
考
異
】
（（（
本
・
（（（
本
（
（（（
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。

【
備
考
】
勘
者
：
広
橋
綱
光
。

（79　

至
安貞

觀
政
要
曰
陛
下
弘
至
理
以
安
天
下
功
已
成
矣

権
中
納
言
藤
原
綱
―（

光
）

      【
典
拠
】
（（7
至
安
を
参
照
。

【
考
異
】
（（（
本
・
（（（
本
（
（（（
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。

【
備
考
】
勘
者
：
広
橋
綱
光
。

▼
〔
応
仁（111-（119

度
〕

年
号
事

（（0　

和
寳文

選

      【
典
拠
】《
文
選
》
巻
五
十
一
、
王
子
淵
〈
四
子
講
徳
論
〉：
良
工
砥
之
、
然
後
知

其
和
寶
。
本
条
は
引
文
が
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
正
長
（
一
四
二
八
～

一
四
二
九
）
度
に
同
じ
「
和
寶
」
が
勘
申
さ
れ
て
お
り
、
右
の
《
文
選
》
の
文

が
典
拠
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。

【
考
異
】
（（（
本
・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。
／
文
選
：
（（（
本
（
（（（
頁
）
下
に
「
曰
」

あ
り
。
／
「
新
字
」
勘
申
用
の
資
料
集
《
新
字
》
は
、
年
号
案
「
和
寶
」
を
大

書
し
た
下
に
「
文
選
廿
六
巻　

四
子
講
德
論　

王
子
淵
」
と
注
記
し
、「
美-

玉
薀

ツ
ヽ
マ
レ
リ

二
於
碔-

砆
一
、
凡-

人
視ア

之
怢

イ
ル
カ
セ
ニ

焉
。
良-

工
砥ト

イ

之
、
然
後
知ル
二
其ノ

和
寳ナ

ル一
也
」
と
付
訓
し
た
引
文
を
収
録
す
る
。

【
備
考
】
勘
者
：
広
橋
綱
光
。
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（（（　

天
和荘

子

      【
典
拠
】
（（（
天
和
を
参
照
。

【
考
異
】
（（（
本
・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。
／
荘
子
：
（（（
本
（
（（（
頁
）
下
に
「
曰
」

あ
り
。

【
備
考
】
勘
者
：
広
橋
綱
光
。

（（（　

文
建後

漢
書
曰
深
惟
守
文
之
主
必
建
師
傅
之
宦

権
中
納
言
藤
原
綱
―（

光
）

      

【
典
拠
】《
後
漢
書
》
巻
三
〈
章
帝
紀
〉：
深
惟
守
文
之
主
、
必
建
師
傅
之
官
。

【
考
異
】
惟
：
（（（
本
「
帷
」
に
作
る
。
／
傅
：
（（（
本
（
（（（
頁
）・
（（（
本
「
傳
」
に
作
る
。

／
宦
：
（（（
本
・
（（（
本
「
宮
」
に
作
り
、
（（（
本
・
（（（
本
「
官
」
に
作
る
。
／
《
年

号
字　

新
撰
》
は
付
訓
し
て
「
後
漢
書
帝
紀
第
三
曰
深ク_

惟ル
ニ

守
文
之
主ハ

必
建テ
二

師-

傅
之
宦ヲ
一
」
に
作
り
、「
第
三
」
の
右
に
「
孝
章
帝
」
と
旁
書
。

【
備
考
】
勘
者
：
広
橋
綱
光
。

（
（（
ウ
）

（
空
白
頁
）

（
（（
オ
）

▲
〔
康
正（111-（111

度
〕

（（（　

文
康

毛
詩
曰
彼
作
矣
文
王
康
之
注
曰
皆
築
作
宮
室
以
為
常

居
文
王
則
能
安
之
①

文
中
子
曰
以
謂
孝
文
有
康
世
之
意
②

参
議
左
大
弁
藤
原
綱
―（

光
）

      【
典
拠
】
①
《
毛
詩
・
周
頌
・
天
作
》：
彼
作
矣
、
文
王
康
之
（
鄭
箋
：
彼
萬
民
居

岐
邦
者
、
皆
築
作
宮
室
、
以
為
常
居
、
文
王
則
能
安
之
）。
／
②
《
文
中
子
》

巻
十
〈
関
朗
篇
〉：
以
謂
孝
文
有
康
世
之
意
。

【
考
異
】
①
（（（
本
（
（00
頁
）・
（（（
本
異
同
無
し
。
／
注
：
（（（
本
・
（（（
本
「
註
」
に
作
る
。

／
②
（（（
本
・
（（（
本
（
（00
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。《
年
号
字　

新
撰
》
は

付
訓
し
て
「
以ヲ

モ_

二

謂ハ
ク

孝
文
有ト

康
世
之
意
而
經
制
不
レ
立
從シ

ヨ
ウ_

容
閑
宴
多シ
レ
所
二

奏
議ス

ル一
」（「
謂
」
左
訓
：
テ
〔
添
え
仮
名
〕）
に
作
り
、「
文
中
子
」
の
右
に
「
第
一
」

の
旁
記
あ
り
。

【
備
考
】
勘
者
：
広
橋
綱
光
。

▼
〔
長
禄（111-（111

度
〕

年
号
事

（（（　

成
德荀

子
曰
積
善
成
德
①

尒
雅
曰
人
須
学
問
以
成
德
②

      【
典
拠
】
①
《
荀
子
・
勧
学
》：
積
善
成
德
、
而
神
明
自
得
、
聖
心
備
焉
。
／
②
《
爾

雅
・
釈
訓
》：
如
切
如
磋
、
道
學
也
（
郭
璞
注
：
骨
象
須
切
磋
而
為
器
、
人
須

學
問
以
成
德
）。

【
考
異
】
①
（（（
本
・
（（（
本
（
（0（
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。
／
②
（（（
本
・
（（（
本

異
同
無
し
。
／
人
須
：
（（（
本
・
（（（
本
「
人
」
を
欠
く
。
／
《
年
号
字　

新
撰
》

は
「
尒
雅

釋
訓
第
三曰

如
切
如
磋
道
学
也
（
人
須
学
問
以
成
德
）」
に
作
る
。
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  【
備
考
】
勘
者
：
広
橋
綱
光
。

（（（　

仁
應北

斉
書
曰
舉
世
思
治
則
仁
以
應
之

      【
典
拠
】《
北
斉
書
》
巻
十
三
〈
清
河
王
岳
子
勱
伝
〉：
擧
世
思
治
、
則
顯
仁
以
應
之
。

【
考
異
】
（（（
本
・
（（（
本
（
（0（
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。

【
備
考
】
勘
者
：
広
橋
綱
光
。

（（（　

寛
正孔

子
家
語
曰
外
寛
内
正

（
（（
ウ
）

権
中
納
言
藤
原
綱
―（

光
）

      【
典
拠
】
（（（
寛
正
を
参
照
。

【
考
異
】
（（（
本
・
（（（
本
（
（0（
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。

【
備
考
】
勘
者
：
広
橋
綱
光
。

▼
〔
寛
正（111-（111

度
〕

年
号
事

（（7　

長
慶毛

詩
注
疏
曰
教
誨
不
倦
曰
長
慶
賞
刑
威
曰
君
也

      【
典
拠
】《
毛
詩
・
大
雅
・
皇
矣
》：
其
德
克
明
、
克
明
克
類
、
克
長
克
君
（
鄭
箋
：

教
誨
不
倦
曰
長
、
賞
慶
刑
威
曰
君
）。

【
考
異
】
（（（
本
（
（0（
頁
）・
（（（
本
異
同
無
し
。
／
毛
詩
注
疏
：《
年
号
字　

新
撰
》「
疏
」

を
欠
く
。
／
刑
威
：
（（（
本
・
（（（
本
「
刑
」
を
「
則
」
に
作
り
、
（（（
本
「
威
」
を
「
烕
」

に
作
る
。
／《
年
号
字　

新
撰
》「
教ヘ_

誨テ

不ル
ヲレ

倦
曰
レ
長
慶-

賞
刑-

威ス
ル
ヲ

曰
レ
君

也
」
と
付
訓
。

【
備
考
】
勘
者
：
広
橋
綱
光
。「
教
誨
不
倦
曰
長
、
賞
慶
刑
威
曰
君
」
句
は
《
左
伝
・

昭
公
二
十
八
年
》
に
見
え
る
。

（（（　

仁
應北

斉
書
曰
挙
世
思
治
則
仁
以
應
之

      【
典
拠
】
（（（
仁
應
を
参
照
。

【
考
異
】
（（（
本
・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。
／
之
：
（（（
本
（
（0（
～
（07
頁
）「
也
」
に

作
る
。

【
備
考
】
勘
者
：
広
橋
綱
光
。

      

（（9　

文
正荀

子
曰
積
文
学
正
身
行権

中
納
言
藤
原
綱
―（

光
）

      

【
典
拠
】
（7（
文
正
を
参
照
。

【
考
異
】
（（（
本
・
（（（
本
（
（07
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。

【
備
考
】
勘
者
：
広
橋
綱
光
。

後
土
御
門
院

文
正
元
年
改
寛
正
七
年　
二
月
廿
八
日　

代
始

年
号
事

▼
〔
文
正（111-（111

度
〕
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（90　

永
寳後

漢
書

      【
典
拠
】
7（
永
寳
を
参
照
。

【
考
異
】
（（（
本
・
（（（
本
（
（（（
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。

【
備
考
】
勘
者
：
広
橋
綱
光
。

      

（
（（
オ
）

▲
〔
明
徳（391-（391

度
〕

　

勘
申　

年
号
事

（9（　

長
慶毛

詩
注
曰
教
誨
不
倦
曰
長
慶
賞
刑
威
曰
君
也

      【
典
拠
】
（（7
長
慶
を
参
照
。

【
考
異
】
（（（
本
異
同
無
し
。
／
注
：
（（（
本
・
（（（
本
「
註
」
に
作
る
。
／
刑
：
（（（
本

（
7（（
頁
）「
形
」
に
作
る
。
／
威
：
（（（
本
「
烕
」
に
作
る
。

【
備
考
】
勘
者
：
広
橋
兼
宣
。

（9（　

養
仁隋

書
曰
養
之
以
仁
使
之
以
義

右
―
―

蔵
人
左
少
弁
兼
文
章
博
士
藤
原
朝
臣
兼
―（

宣
）

      【
典
拠
】《
隋
書
》
巻
七
十
三
〈
循
吏
伝
〉：
古
之
善
牧
人
者
、
養
之
以
仁
、
使
之

以
義
、
教
之
以
禮
。

【
考
異
】
（（（
本
（
7（（
頁
）・
（（（
本
異
同
無
し
。
／
隋
書
：
（（（
本
・
（（（
本
「
隋
」
を
「
随
」

に
作
る
。

【
備
考
】
勘
者
：
広
橋
兼
宣
。

▼
〔
応
永（391-（118

度
〕

（9（　

成
德孔

子
家
語
曰
司
徒
之
官
以
成
德
①

尒
雅
曰
人
須
学
問
以
成
德
②

      【
典
拠
】
①
《
孔
子
家
語
》
巻
六
〈
執
轡
〉：
冢
宰
之
官
以
成
道
、
司
徒
之
官
以
成

德
、
宗
伯
之
官
以
成
仁
、
司
馬
之
官
以
成
聖
、
司
冦
之
官
以
成
義
、
司
空
之
官

以
成
禮
。
／
②
（（（
成
德
を
参
照
。

【
考
異
】
①
②
《
勘
文　

応
永
度
》・
（（（
本
・
（（（
本
（
7（9
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無

し
。

【
備
考
】
勘
者
：
広
橋
仲
光
。

（9（　

仁
應

（
（（
ウ
）北

斉
書
曰
挙
世
思
治
則
仁
以
應
之
①

荘
子
曰
利
仁
以
應
宜
②

      【
典
拠
】
①
（（（
仁
應
を
参
照
。
／
②
《
荘
子
・
外
篇
・
天
地
》：
方
且
應
衆
宜
（
郭

璞
注
：
將
遂
使
後
世
不
能
忘
善
而
利
仁
以
應
宜
也
）。

【
考
異
】
①
（（（
本
・
（（（
本
（
7（0
頁
）・
（（（
本
異
同
無
し
。《
勘
文　

応
永
度
》
も
ほ
ぼ

同
様
。
た
だ
し
虫
損
の
た
め
「
應
之
」
二
字
が
判
読
し
が
た
く
な
っ
て
い
る
。

／
則
仁
以
：
（（（
本
「
仁
」
を
欠
く
。
／
②
《
年
号
字　

新
撰
》・
（（（
本
・
（（（
本

（
7（0
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。
／
荘
子
：《
年
号
字　

新
撰
》、
右
に
「
天

地
篇
注
疏
文
」
の
旁
記
あ
り
。

【
備
考
】
勘
者
：
広
橋
仲
光
。
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  （9（　

永
寳後

漢
書
曰
萬
年
子
子
孫
孫
永
寳
用

權
大
納
言
藤
原
仲
―（

光
）

      【
典
拠
】
7（
永
寳
を
参
照
。

【
考
異
】《
年
号
字　

新
撰
》・
（（（
本
・
（（（
本
（
7（0
頁
）・
（（（
本
異
同
無
し
。
／
子
子
：

（（（
本
「
子
」
を
重
ね
ず
一
字
の
み
。

【
備
考
】
勘
者
：
広
橋
仲
光
。

▼
〔
文
安（111-（119

度
〕

（9（　

承
慶晋

書
曰
順
祖
宗
下
念
臣
吏
万
邦
承
慶

      【
典
拠
】《
晋
書
》
巻
三
十
二
〈
后
妃
伝
下
・
康
献
褚
皇
后
〉：
上
順
祖
宗
、
下
念

臣
吏
、
推
公
弘
道
、
以
協
天
人
、
則
萬
邦
承
慶
、
羣
黎
更
生
。

【
考
異
】
（（（
本
・
（（（
本
（
7（（
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。

【
備
考
】
勘
者
：
広
橋
親
光
。

（97　

文
安晋

書
曰
尊
文
安
漢
社
稷

権
中
納
言
藤
原
兼
郷

      【
典
拠
】
（0（
文
安
①
を
参
照
。

【
考
異
】
（（（
本
・
（（（
本
（
7（（
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。
た
だ
し
（（（
本
・
（（（
本
・

（（（
本
は
、
引
文
の
左
に
「
尚
書
曰
欽
明
文
思
安
安
」
と
旁
書
（
（（（
本
・
（（（
本
は
「
思
」

の
下
に
「
而
」
も
あ
り
）。

【
備
考
】
勘
者
：
広
橋
親
光
。

▼
〔
康
正（111-（111

度
〕

年
号
事

（9（　

至
安貞

觀
政
要
曰
陛
下
弘
至
理
以
安
天
下
功
已
成
矣

      【
典
拠
】
（（7
至
安
を
参
照
。

【
考
異
】
（（（
本
・
（（（
本
（
（00
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。

【
備
考
】
勘
者
：
広
橋
綱
光
。
本
条
の
記
載
は
、
改
元
度
・
年
号
案
・
引
文
・
勘
者
、

い
ず
れ
も
（（7
至
安
と
同
じ
。
た
だ
し
引
文
の
文
字
が
一
部
異
な
る
。

（
（（
オ
）

▲
〔
康
暦（319-（38（

度
〕

（99　

文
安晋

書
曰
尊
文
安
漢
社
稷
①

尚
書
欽
明
文
思
安
安
②權

中
納
言
藤
原
仲
光

      【
典
拠
】
①
（0（
文
安
①
を
参
照
。
／
②
（（（
文
安
を
参
照
。

【
考
異
】
①
②
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。
／
②
尚
書
：
（（（
本
（
7（7
～
7（（
頁
）・
（（（
本
、

下
に
「
曰
」
あ
り
。

【
備
考
】
勘
者
：
広
橋
仲
光
。

▼
〔
至
德（381-（381

度
〕

（00　

建
德周

易
緯
云
天
地
成
位
君
臣
道
生
君
有
五
期
輔
有
三
名
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以
建
德
通
万
靈

      【
典
拠
】《
易
緯
通
卦
驗
》
巻
上
：
天
地
成
位
、
君
臣
道
生
、
君
五
期
、
輔
三
名
、

以
建
德
、
通
萬
靈
（《
緯
書
集
成
》
巻
一
下
（
易
下
）、
（（
頁
）。
／
（
参
考
）《
周
礼

正
義
》
序
：
是
以
易
通
卦
驗
云
：
天
地
成
位
、
君
臣
道
生
、
君
有
五
期
、
輔
有

三
名
。

【
考
異
】《
年
号
字　

新
撰
》・
（（（
本
・
（（（
本
（
7（（
頁
）・
（（（
本
異
同
無
し
。
／
緯
：《
年

号
字　

新
撰
》、
右
に
「
第
七
」
の
旁
記
あ
り
。
／
云
：
（（（
本
「
曰
」
に
作
る
。

【
備
考
】
勘
者
：
広
橋
仲
光
。

（0（　

長
嘉周

易
云
君
子
體
于
仁
足
以
長
人
嘉
會
足
以
合

礼　
迎
陽
記
云
帥
中
納
言
勘
文
長
嘉
引
文
君
子
體
于
仁
于
字
ハ
周
易
經
文
ニ

不
置
之
為
避
近
衞
院
御
諱
置
之
自
由
之
至
也
任
雅
意
或
直
文
字
或
改

文
字
勘
進
之
不
可
有
期
盡
期
希
代
事
也
永
徳
之
時
如
然
出
之
今
度

同
前
不
甘
心
事
也
云
々

      【
典
拠
】《
周
易
・
乾
卦
文
言
伝
》：
君
子
體
仁
足
以
長
人
、
嘉
會
足
以
合
禮
。

【
考
異
】
（（（
本
（
7（（
～
7（7
頁
）・
（（（
本
異
同
無
し
。
／
周
易
云
：《
年
号
字　

新
撰
》、

右
に
「
第
一
」
の
旁
記
あ
り
。《
年
号
字　

新
撰
》・
（（（
本
・
（（（
本
「
云
」
を
「
曰
」

に
作
る
。
（（（
本
、「
云
」
の
右
に
「
文
言
傳
」
の
旁
記
あ
り
。
／
合
礼
：《
年
号

字　

新
撰
》、
下
に
「
利
物
足
以
和
義
貞
固
足
以
幹
事
」
が
続
く
。

【
備
考
】
勘
者
：
広
橋
仲
光
。《
周
易
》
の
原
文
は
「
君
子
體
仁
」
に
作
る
。
本
条

の
引
文
に
「
于
」
が
加
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
注
記
所
引
の
《
迎
陽
記
》（
至

徳
元
年
二
月
廿
七
日
条
。《
迎
陽
記　

第
２
》、
（0（
頁
）
に
お
い
て
東
坊
城
秀
長
が
説
明

し
て
い
る
通
り
、
近
衞
天
皇
の
諱
「
躰
仁
」
を
避
け
た
日
本
独
自
の
措
置
で
あ

り
、
妄
改
で
あ
る
。

（0（　

嘉
慶

（
（（
ウ
）荘

子
云 

見
上

権
中
納

兼
 
太
 
宰
 
権
 
帥

言
仲
―（

光
）

      【
典
拠
】《
荘
子
・
内
篇
・
人
間
世
》：
瞻
彼
闋
者
、
虛
室
生
白
、
吉
祥
止
止
（
成

玄
英
疏
：
吉
者
、
福
善
之
事
。
祥
者
、
嘉
慶
之
徴
）。

【
考
異
】
（（（
本
・
（（（
本
（
7（7
頁
）・
（（（
本
異
同
無
し
。
／
云
：
（（（
本
「
曰
」
に
作
る
。

【
備
考
】
勘
者
：
広
橋
仲
光
。
右
の
《
荘
子
》
の
引
文
を
典
拠
と
す
る
年
号
案
「
嘉

慶
」
は
永
和
（
一
三
七
五
～
一
三
七
八
）
度
に
勘
申
さ
れ
て
い
る
。

同
別
録
五

▼
〔
嘉
慶（381-（389

度
〕

年
号
事

（0（　

建
德周

易
緯
曰
天
地
成
位
君
臣
道
生
君
有
五
期
輔
有
三
名

以
建
德
通
万
靈

      【
典
拠
】
（00
建
德
を
参
照
。

【
考
異
】
（（（
本
・
（（（
本
（
7（（
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。

【
備
考
】
勘
者
：
広
橋
仲
光
。

（0（　

弘
德庄

子
曰
撫
蒼
生
於
仁
壽
弘
至
德
於
聖
朝
①

後
漢
書
曰
奉
順
聖
旨
勉
弘
德
化
②
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【
典
拠
】
①
《
荘
子
・
外
篇
・
天
道
》：
以
此
進
為
而
撫
世
、
則
功
大
名
顯
而
天
下

一
也
（
成
玄
英
疏
：
故
能
撫
蒼
生
於
仁
壽
、
弘
至
德
於
聖
朝
、
著
莫
測
之
功
名
、

顯
阿
衡
之
政
績
）。
／
②
《
後
漢
書
》
巻
四
〈
和
帝
紀
〉：
其
申
勑
刺
史
・
二
千

石
、
奉
順
聖
旨
、
勉
弘
德
化
、
布
告
天
下
、
使
明
知
朕
意
。

【
考
異
】
①
（（（
本
・
（（（
本
（
7（（
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。《
年
号
字　

新
撰
》「
荘

子
曰
進
為
而
撫
世
則
功
大
名
顯
而
天
下
一
也
注
故
能
撫
蒼
生
於
仁
壽
弘
至
德
於

聖
朝
」
に
作
る
。
／
②
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。
／
旨
：
（（（
本
・
（（（
本
「
自
」

に
作
る
。
／
《
年
号
字　

新
撰
》
付
訓
し
て
「
申-

二

勑シ
テ

刺
史
二-

千-

石ニ
一

奉-

二

順
聖ノ

旨ニ

、一
勉テ

弘
二
德-

化ヲ

、一
布-

二

告
天
下ニ

、一
使
三
明
知
二
朕_

意
一
」に
作
る
。

【
備
考
】
勘
者
：
広
橋
仲
光
。

（0（　

永
寳後

漢
書
曰
萬
年
子
子
孫
孫
永
寳
用

權
中
納
言
兼
太
宰
權
帥
藤
原
仲
光

      【
典
拠
】
7（
永
寳
を
参
照
。

【
考
異
】
（（（
本
・
（（（
本
（
7（（
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。
／
後
漢
書
曰
：
（（（
本
、

右
に
「
竇
憲
傳
」
の
旁
記
あ
り
。

【
備
考
】
勘
者
：
広
橋
仲
光
。

（
（（
オ
）

▲
〔
延
文（311-（31（

度
〕

（0（　

文
安晋

書
曰
尊
文
安
漢
社
稷

右
依
―
―

造
東
大
寺
長
官
参
議
大
蔵
卿
左
大
弁
阿
波
権
守
藤
原
朝
臣
兼
―（

綱
）

      

【
典
拠
】
（0（
文
安
①
を
参
照
。

【
考
異
】《
部
類
記
（（（
》・
（（（
本
・
（（（
本
（
70（
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。

【
備
考
】
勘
者
：
広
橋
兼
綱
。
本
条
は
改
元
度
・
年
号
案
・
引
文
・
勘
者
、
い
ず

れ
も
（（9
文
安
と
同
じ
。

▼
〔
康
安（31（-（311

度
〕

年
号
事

（07　

文
正荀

子
曰
積
文
学
正
身
行

      【
典
拠
】
（7（
文
正
を
参
照
。

【
考
異
】《
部
類
記
（（（
》
異
同
無
し
。
（（（
本
・
（（（
本
・
（（（
本
・
（（（
本
、
本
条
を
欠
く
。

／
（
年
号
案
）
文
正
：《
部
類
記
（（（
》、
右
に
「
勘
解
由
小
路
前
中
納
言
」
の
旁

記
あ
り
。

【
備
考
】
勘
者
：
広
橋
兼
綱
。
（（（
本
（
70（
頁
）
は
康
安
度
に
お
け
る
兼
綱
の
肩
書
を

「
前
権
中
納
言
」
に
作
る
。

（0（　

文
康文

中
子
曰
以
謂
孝
文
有
康
世
之
意

      【
典
拠
】
（（（
文
康
②
を
参
照
。

【
考
異
】《
部
類
記
（（（
》
異
同
無
し
。
（（（
本
・
（（（
本
（
70（
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
も
ほ
ぼ

同
様
だ
が
、
年
号
案
の
「
文
康
」
二
字
を
脱
す
。
こ
れ
ら
の
中
、
（（（
本
と
（（（
本

は
、《
別
録
》
康
安
度
の
一
つ
前
に
並
ん
で
い
る
年
号
案
「
元
寧
」
の
引
文
に

続
け
て
「
文
中
子
曰
」
以
下
の
引
文
を
記
し
て
い
る
。

【
備
考
】
勘
者
：
広
橋
兼
綱
。
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（09　

康
正文

中
子
曰
不
聞
洪
範
之
言
乎
平
康
正
直
夫
如
是

故
全
注
曰
正
直
必
平
康
故
全
身
全
道

（
（（
ウ
）

前
権
中
納
言
藤
原
朝
臣
兼
綱

【
典
拠
】《
文
中
子
》
巻
八
〈
魏
相
篇
〉：
汝
不
聞
洪
範
之
言
乎
。
平
康
正
直
、
夫

如
是
故
全
（
阮
逸
注
：
正
直
必
平
康
、
故
全
身
全
道
）。

【
考
異
】《
年
号
字　

新
撰
》・
（（（
本
（
70（
～
70（
頁
）・
（（（
本
異
同
無
し
。
た
だ
し
《
年

号
字　

新
撰
》
は
「
言
乎
」
で
改
行
し
、「
故
全
」
と
「
注
曰
」
の
間
に
一
字

分
の
空
格
を
置
く
。
／
注
：《
部
類
記
（（（
》・
（（（
本
・
（（（
本
「
註
」
に
作
る
。

【
備
考
】
勘
者
：
広
橋
兼
綱
。
（（（
本
の
記
録
に
よ
る
と
、
康
安
度
に
広
橋
兼
綱
が

勘
申
し
た
の
は
元
寧
・
文
康
・
康
正
の
三
案
で
あ
る
が
、《
部
類
記
（（（
》
に
よ

る
と
、
兼
綱
は
本
書
と
同
様
に
文
正
・
文
康
・
康
正
の
三
案
を
勘
申
し
て
い
る
。

▼
〔
永
和（311-（318

度
〕

年
号
事

（（0　

嘉
長文

中
子
曰
嘉
謀
長
策
勿
慮
不
行

      【
典
拠
】《
文
中
子
》
巻
十
〈
録
関
子
明
事
〉：
嘉
謀
長
策
、
勿
慮
不
行
。

【
考
異
】《
年
号
字　

新
撰
》・
（（（
本
（
7（（
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。
／
文
中
子
：

《
年
号
字　

新
撰
》、
右
に
「
第
一
」
と
旁
書
。
／
勿
：
（（（
本
「
而
」
に
作
る
。

【
備
考
】
勘
者
：
広
橋
兼
綱
。

（（（　

寛
正孔

子
家
語
曰
外
寛
而
内
正

      【
典
拠
】
（（（
寛
正
を
参
照
。

【
考
異
】
（（（
本
・
（（（
本
（
7（（
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。

【
備
考
】
勘
者
：
広
橋
兼
綱
。
本
条
は
改
元
度
・
年
号
案
・
引
文
・
勘
者
、
い
ず

れ
も
（（（
寛
正
と
同
じ
。

（（（　

嘉
慶荘

子
注
疏
曰
吉
者
福
善
之
事
祥
者
嘉
慶
之
徴

前
権
中
納
言
藤
原
朝
臣
兼
―（

綱
）

      【
典
拠
】
（0（
嘉
慶
を
参
照
。

【
考
異
】
（（（
本
（
7（（
頁
）
異
同
無
し
。
（（（
本
・
（（（
本
、
引
文
の
書
き
出
し
が
「
荘
子

曰
注
疏
曰
」
に
な
っ
て
い
る
。
／
荘
子
注
疏
：《
年
号
字　

新
撰
》「
注
疏
」
二

字
を
欠
き
、「
荘
子
」
の
右
に
「
第
二
注
疏
文
」
と
旁
書
。
／
徴
：
（（（
本
「
微
」

に
作
る
。

【
備
考
】
勘
者
：
広
橋
兼
綱
。

▼
〔
康
暦（319-（38（

度
〕

年
号
事

（（（　

承
延 

迎
陽
記
云
新
藤
中
納
言
新
字
進
応
治
讀
通
祖
父
之
問
其
趣
嚴
君
今
度

商
量
申
之
時
被
仰
此
難
之
間
已
付
勘
文
於
奉
行
職
事
取
返
改
承
延
歟

孝
經
鈞
命
決
注
曰
承
慶
延
期
三
百

        

【
典
拠
】
本
条
の
引
文
は
、《
緯
書
集
成
》
巻
五
（
孝
経
・
論
語
）、
7（
頁
に
《
孝

経
鈞
命
決
》
の
佚
文
と
し
て
収
録
。
典
拠
と
し
て
「
康
暦
度
・
承
応
度
」
が
示

さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
年
号
勘
文
の
引
文
と
し
て
の
み
伝
わ
っ
て
い
る
文
章
。

【
考
異
】
（（（
本
・
（（（
本
（
7（7
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。
／
孝
經
鈞
命
決
：《
年

号
字　

新
撰
》「
孝
経
緯
」
に
作
り
、
右
に
「
鈞
命
決
第
一
」
の
旁
記
あ
り
。
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【
備
考
】
勘
者
：
広
橋
仲
光
。
年
号
案
「
承
延
」
二
字
の
下
に
引
か
れ
る
《
迎
陽
記
》

の
原
文
は
、《
迎
陽
記　

第
（
》、
（（
頁
を
参
照
。

（
（（
オ
）

▲
〔
正
嘉（111-（119

度
〕

（（（　

正
安周

書
曰
―
―
―

勘
解
由
少
路
前
中
納
言
藤
經
―（

光
）

      【
典
拠
】「
周
書
」
は
「
晋
書
」
の
誤
。《
晋
書
》
巻
五
十
五
〈
張
載
伝
〉
論
贊
：

正
叔
含
咀
藝
文
、
履
危
居
正
、
安
其
身
而
後
動
、
契
其
心
而
後
言
。

【
考
異
】
（（（
本
・
（（（
本
・
（（（
本
は
引
文
を
「
周
書
曰
居
正
安
其
身
」
に
作
り
、
（（（

本
（
（（0
頁
）
は
「
周
書
曰
居
安
其
身
」
に
作
る
。

【
備
考
】
勘
者
：
広
橋
経
光
。

      

▼
〔
永
仁（193-（199

度
〕

勘
申

年
号
事

（（（　

養
仁隋

書傳
三
十
八曰

養
之
以
仁
使
之
以
義

      【
典
拠
】
（9（
養
仁
を
参
照
。

【
考
異
】《
改
元
勘
文
（（（
》・
（（（
本
・
（（（
本
（
（9（
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。

【
備
考
】
勘
者
：
広
橋
兼
仲
。《
部
類
記
（（9
》
年
号
案
「
養
仁
」
の
下
に
「
是
ハ
新

字
也
」
の
書
き
入
れ
あ
り
。
／
「
隋
書
」
の
右
の
旁
記
「
傳
三
十
八
」
は
、
（（（

本
・
（（（
本
・
（（（
本
・
（（（
本
に
見
え
、
こ
の
旁
記
は
本
条
の
引
文
が
《
隋
書
》
巻

七
十
三
〈
列
伝
第
三
十
八
・
循
吏
伝
〉
に
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

      

（（（　

文
安晋

書
曰
―
―

右
依
―
―

参
議
右
大
弁
藤
―（

原
）

―（
朝
）

―（
臣
）兼

―（
仲
）

      【
典
拠
】
（0（
文
安
①
を
参
照
。

【
考
異
】《
改
元
勘
文
（（（
》・
（（（
本
（
（99
頁
）・
（（（
本
は
「
晋
書
曰
尊
文
安
漢
社
稷
」

に
作
る
。
（（（
本
・
（（（
本
は
「
尊
文
」
の
「
文
」
を
「
之
」
に
作
る
。

【
備
考
】
勘
者
：
広
橋
兼
仲
。《
部
類
記
（（9
》、
年
号
案
「
文
安
」
の
下
に
「
是
ハ

先
人
可
献
給
字
也
」
の
書
き
入
れ
あ
り
。

（
（（
ウ
）

（（7　

■
應

      【
備
考
】
勘
者
：
菅
原
在
兼
。
本
条
は
年
号
案
の
文
字
が
摺
り
消
さ
れ
て
い
る
が
、

下
の
一
字
は
「
應
」
に
判
読
さ
れ
る
。
他
の
諸
条
と
異
な
り
、
年
号
案
を
示
す

文
字
の
左
旁
に
典
拠
を
示
す
文
字
が
記
さ
れ
て
い
な
い
。

      

▼
〔
正
安（199-（311

度
〕

（（（　

養
仁隋

書

      【
典
拠
】
（9（
養
仁
を
参
照
。

【
考
異
】
（（（
本
・
（（（
本
（
（0（
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。
／
隋
書
：《
改
元
勘
文

（（（
》、
下
に
「
曰
」
あ
り
。

【
備
考
】
勘
者
：
広
橋
兼
仲
。
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（（9　

文
安晋

書
傳

      【
典
拠
】
（0（
文
安
①
を
参
照
。

【
考
異
】
（（（
本
・
（（（
本
（
（0（
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。
／
晋
書
傳
：《
改
元
勘

文
（（（
》、
下
に
「
曰
」
あ
り
。

【
備
考
】
勘
者
：
広
橋
兼
仲
。

（（0　

仁
應北

斉
書

 
 

 

前
中
―

（
納
）

―
（
言
）

―
（
建
）兼

―
（
仲
）

―
（
卿
）

      【
典
拠
】
（（（
仁
應
を
参
照
。

【
考
異
】
（（（
本
・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。
／
北
斉
書
：
（（（
本
（
（0（
頁
）「
書
」
を

欠
く
。《
改
元
勘
文
（（（
》、
下
に
「
曰
」
あ
り
。

【
備
考
】
勘
者
：
広
橋
兼
仲
。

      

同
別
録
之
四

勘
申　

年
號
事

▼
〔
延
文（311-（31（

度
〕

（（（　

貞
德

 

周
易
注
疏
曰
亨
之
與
貞
其
德
特
行
若
元
之
与
利

      【
典
拠
】《
周
易
・
乾
卦
文
言
伝
》
疏
：
凡
四
德
者
、
亨
之
與
貞
、
其
德
特
行
、
若

元
之
與
利
、
則
配
連
他
事
。

【
考
異
】《
部
類
記
（（（
》・
（（（
本
（
70（
頁
）・
（（（
本
異
同
無
し
。
／
注
：
（（（
本
・
（（（
本
「
註
」

に
作
る
。
／
亨
：
（（（
本
・
（（（
本
「
亭
」
に
作
り
、
（（（
本
は
右
に
「
亨
」
を
旁
書
。

／
《
年
号
字　

新
撰
》、「
周
易
曰
」
の
三
字
の
み
。
年
号
案
「
貞
德
」
の
上
に

「
延
文
度
被
載
先
公
御
勘
文
了
」
の
書
き
入
れ
あ
り
。

【
備
考
】
勘
者
：
広
橋
兼
綱
。
第
二
十
六
丁
裏
の
（（（
貞
德
と
第
二
十
七
丁
表
の
（（（

仁
應
・
（（（
延
嘉
と
は
、
あ
た
か
も
同
一
人
物
に
よ
っ
て
勘
申
さ
れ
た
年
号
案
で

あ
る
か
に
見
え
る
が
、
（（（
本
を
通
覧
し
て
も
三
つ
の
年
号
案
を
続
け
て
収
載
す

る
年
号
勘
文
の
記
録
は
存
在
し
な
い
。《
周
易
・
乾
卦
文
言
伝
》
疏
「
亨
之
與

貞
…
…
若
元
之
與
利
」
の
引
文
を
持
つ
年
号
勘
文
は
延
文
度
に
広
橋
兼
綱
に

よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
も
の
し
か
存
在
せ
ず
、
仁
応
と
延
嘉
が
掲
載
さ
れ
た
年
号

勘
文
は
文
暦
度
の
広
橋
頼
資
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
も
の
し
か
存
在
し
な
い
。

第
二
十
六
丁
裏
と
第
二
十
七
丁
表
の
間
に
は
落
丁
が
あ
る
か
。

（
（7
オ
）

▲
〔
文
暦（131-（131

度
〕

（（（　

仁
應北

齊
書
曰
挙
世
思
治
則
仁
以
應
之

      【
典
拠
】
（（（
仁
應
を
参
照
。

【
考
異
】《
頼
資
卿
記
（（0
》・《
部
類
記
（（（
》・《
部
類　

正
治
～
仁
治
》・
（（（
本
・
（（（

本
（
（（7
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。

【
備
考
】
勘
者
：
広
橋
頼
資
。
／
《
頼
資
卿
記
（（0
》
の
「
仁
以
應
之
」
の
両
側
に
「
本

文
顕
仁
以
應
之
云
々
、
而
顕
仁
為
崇
徳
院
御
諱
、
仍
顕
字
略
而
不
書
之
也
」
の

旁
記
が
あ
り
、《
北
斉
書
》
の
原
文
を
見
る
と
、「
仁
」
の
上
に
「
顕
」
字
が
あ

る
の
に
、
年
号
勘
文
に
記
さ
れ
な
い
の
は
、「
顕
仁
」
が
崇
德
天
皇
の
諱
で
あ

る
か
ら
、
そ
れ
を
避
け
た
た
め
だ
と
説
明
し
て
い
る
。
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（（（　

延
嘉

 

晋
書

權
中
納
言
頼
―（

資
）

      【
典
拠
】《
晋
書
》
巻
五
十
一
〈
摯
虞
伝
〉：
會
司
儀
於
有
始
兮
、
延
嘉
賓
於
九
乾
。

【
考
異
】
（（（
本
・
（（（
本
（
（（7
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。《
頼
資
卿
記
（（0
》
は
「
晉

書
曰
會
司
儀
於
有
始
兮
延
嘉
賓
」
に
作
り
、《
部
類
記
（（（
》
は
「
晋
書
曰
會
刀

儀
出
有
始
兮
延
嘉
賓
」
に
作
り
、《
部
類　

正
治
～
仁
治
》
は
「
晋
書
曰 

見
上
」

に
作
る
。

【
備
考
】
勘
者
：
広
橋
頼
資
。
（（（
本
（
（（（
頁
）
は
文
暦
度
に
お
け
る
広
橋
頼
資
の
肩

書
を
「
前
中
納
言
」
に
作
る
。

▼
〔
嘉
禎（131-（138

度
〕

（（（　

嘉
禎北

斉
書
曰
蘊
千
祀
彰
明
嘉
禎

      【
典
拠
】《
北
斉
書
》
巻
四
〈
文
宣
帝
紀
〉：
圖
諜
潛
蘊
、
千
祀
彰
明
、
嘉
禎
幽
秘
、

一
朝
紛
委
、
以
表
代
德
之
期
、
用
啓
興
邦
之
迹
、
蒼
蒼
在
上
、
照
臨
不
遠
。

【
考
異
】《
部
類　

正
治
～
仁
治
》
異
同
無
し
。
／
曰
：《
部
類
記
（（（
》「
云
」
に
作

る
。
／
千
：
（（（
本
・
（（（
本
（
（（（
頁
）「
于
」
に
作
る
。
／
祀
：
（（（
本
「
礼
」
に
作

る
。
／
（（（
本
、
落
丁
が
あ
っ
て
本
条
を
欠
く
。

【
備
考
】
勘
者
：
広
橋
頼
資
。

（（（　

延
嘉晋

書
―
―

前
權
中
納
言
頼
―（

資
）

      

【
典
拠
】
（（（
延
嘉
を
参
照
。

【
考
異
】《
部
類
記
（（（
》「
晋
書
曰
會
司
儀
於
有
始
延
嘉
賓
」
に
作
り
、《
部
類　

正

治
～
仁
治
》「
晋
書
曰 

見
上
」
に
作
る
。
（（（
本
、
落
丁
が
あ
り
、
本
条
を
欠
く
。

／
―
―
：
（（（
本
・
（（（
本
（
（（（
頁
）・
（（（
本
、
省
略
を
示
す
縦
棒
無
し
。

【
備
考
】
勘
者
：
広
橋
頼
資
。

▼
〔
建
長（119-（111

度
〕

（（（　

文
安晉

書
曰

      【
典
拠
】
（0（
文
安
①
を
参
照
。

【
考
異
】
（（（
本
・
（（（
本
（
（（（
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。《
改
元
勘
文
（（（
》・《
頼

資
卿
勘
文
案
》「
曰
」
の
下
に
「
見
上
」
二
字
の
み
あ
り
。《
経
光
卿
改
元
定
記
》・

《
部
類
記
（（（
》「
晋
書
曰
尊
文
安
漢
社
稷
」
に
作
る
。

【
備
考
】
勘
者
：
広
橋
経
光
。

      

（
（7
ウ
）

（（7　

元
德唐

書
曰
陛
下
冨
教
安
人
務
農
敦
本
光
復
社
稷

康
済
黎
元
之
應
也

      【
典
拠
】
新
旧
《
唐
書
》
に
見
え
ず
。《
太
平
御
覧
》
巻
八
百
三
十
九
〈
百
榖
部
三
・

禾
〉
所
引
「
唐
書
」：
陛
下
富
教
安
人
、
務
農
敦
本
、
光
復
社
稷
、
康
濟
黎
元

之
應
也
。

【
考
異
】《
経
光
卿
改
元
定
記
》・《
部
類
記
（（（
》・《
頼
資
卿
勘
文
案
》・
（（（
本
・
（（（

本
（
（（（
頁
）・
（（（
本
異
同
無
し
。
／
（
年
号
案
）
元
德
：《
経
光
卿
改
元
定
記
》・《
部

類
記
（（（
》・
（（（
本
・
（（（
本
（
（（（
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
「
德
」
を
「
應
」
に
作
る
。《
頼
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資
卿
勘
文
案
》、「
元
德
」
を
「
文
應
」
に
作
る
。
／
光
：
（（（
本
「
先
」
に
作
る
。

【
備
考
】
勘
者
：
広
橋
経
光
。
引
文
中
に
「
德
」
は
見
当
た
ら
ず
、
（（（
本
等
に
従
っ

て
年
号
案
は
「
元
應
」
に
作
る
べ
き
で
あ
る
。
本
条
の
年
号
案
の
漢
籍
引
文
が

《
太
平
御
覧
》
か
ら
引
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
（（（
本
の
元
応
度
の
年
号

案
「
元
應
」
の
下
に
「
唐
書
無
此
文
也
云
〻
。
太
平
御
覧
百
八
十
巻
有
此
文
云

〻
」（
（（0
頁
）
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
た
だ
し
、《
太
平

御
覧
》
巻
百
八
十
〈
居
処
部
八
・
宅
〉
に
同
様
の
文
は
見
当
た
ら
な
い
。

▼
〔
正
嘉（111-（119

度
〕

（（（　

治
建周

礼
曰
以
治
建
國
之
学
政

      【
典
拠
】《
周
礼
・
春
官
・
大
司
楽
》：
大
司
樂
掌
成
均
之
灋
、
以
治
建
國
之
學
政
、

而
合
國
之
子
弟
焉
。

【
考
異
】《
改
元
勘
文
（（（
》・
（（（
本
・
（（（
本
（
（（9
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。

【
備
考
】
勘
者
：
広
橋
経
光
。

（（9　

仁
應北

斉
書
曰
―
―
―

      【
典
拠
】
（（（
仁
應
を
参
照
。

【
考
異
】《
改
元
勘
文
（（（
》・
（（（
本
・
（（（
本
（
（（9
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
「
北
齊
書
曰
舉

世
思
治
則
仁
以
應
之
」
に
作
る
。
（（（
本
「
思
レ
治ヲ

」
と
付
訓
。

【
備
考
】
勘
者
：
広
橋
経
光
。

（（0　

元
應

        

唐
書
曰
陛
下
冨テ
レ
教
安
人
務
レ
農
敦
レ
本ヲ

光-

二

復シ

社
稷ヲ
一

        

康
済
黎
元
之
應
也

      【
典
拠
】
（（7
元
德
を
参
照
。

  

【
考
異
】《
改
元
勘
文
（（（
》・
（（（
本
・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。
／
光
：
（（（
本
（
（（0

頁
）「
先
」
に
作
る
。
／
（（（
本
「
唐
書
曰
陛
下
冨テ
レ
教
安
人
務
レ
農
敦
レ
本ヲ

光
復
社

稷ヲ
一
康
二
済ス

ル

黎
元
之
應
也
」
と
付
訓
。

【
備
考
】
勘
者
：
広
橋
経
光
。

（（（　

延
嘉晋

書
曰
―
―

      【
典
拠
】
（（（
延
嘉
を
参
照
。

【
考
異
】《
改
元
勘
文
（（（
》・
（（（
本
・
（（（
本
（
（（0
頁
）、
い
ず
れ
も
「
晋
書
曰
會
司
儀

於
有
始
兮
延
嘉
賓
」
に
作
る
。
（（（
本
は
こ
の
句
の
「
兮
」
を
欠
く
。
（（（
本
は
「
晋

書
曰
會
司
儀
於
有
始
号
」
に
作
る
。

【
備
考
】
勘
者
：
広
橋
経
光
。

（
（（
オ
）

元
秘
別
録
之三内　

當
家
勘
者

▲
〔
嘉
禄（111-（111

度
〕

勘
申　

年
号
事

（（（　

貞
正周

易
正
義
曰
比
者
筮
决
其
情
唯
有
元
大
永
貞
貞
正

      【
典
拠
】《
周
易
・
比
卦
卦
辞
》
疏
：
原
筮
、
元
永
貞
、
无
咎
者
、
欲
相
親
比
、
必

能
原
窮
其
情
、
筮
決
其
意
、
唯
有
元
大
永
長
貞
正
、
乃
得
无
咎
。
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【
考
異
】《
部
類　

正
治
～
仁
治
》・
（（（
本
（
（0（
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。
／
比
：

（（（
本
「
昆
」
に
作
る
。

【
備
考
】
勘
者
：
広
橋
頼
資
。

（（（　

仁
治新

唐
書
曰
太
宗
以
寛
仁
治
天
下

      【
典
拠
】《
新
唐
書
》
巻
五
十
六
〈
刑
法
志
〉：
初
即
位
、
有
勸
以
威
刑
肅
天
下
者
。

魏
徵
以
為
不
可
、
因
為
上
言
王
政
本
於
仁
恩
、
所
以
愛
民
厚
俗
之
意
。
太
宗
欣

然
納
之
、
遂
以
寬
仁
治
天
下
、
而
於
刑
法
尤
慎
。

【
考
異
】《
部
類　

正
治
～
仁
治
》・
（（（
本
・
（（（
本
（
（0（
頁
）・
（（（
本
異
同
無
し
。
／
太
：

（（（
本
「
大
」
に
作
る
。

【
備
考
】
勘
者
：
広
橋
頼
資
。
本
書
の
年
号
案
「
仁
治
」
二
字
を
覆
う
位
置
に
「
元

秘
抄
別
録
第
二
」
と
書
い
た
付
箋
が
貼
ら
れ
て
い
る
。

右
依　

宣
旨
勘
申
如
件

造
東
大
寺
長
官
参
議
左
大
辨
兼
遠
江
權
守
藤
原
朝
臣
頼
―（

資
）

▼
〔
寛
喜（119-（131

度
〕

（（（　

正
安晋

書
曰
居
正
安
其
身

      【
典
拠
】
（（（
正
安
を
参
照
。

【
考
異
】《
頼
資
卿
記
（（9
》・《
部
類　

正
治
～
仁
治
》・《
頼
資
卿
勘
文
案
》・
（（（
本
・

（（（
本
（
（（（
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。
／
《
部
類
記
（（（
》「
晋
書
曰
居テ
二
正ニ
一

安ヤ
ス
ム
ス

二

其ノ

身ヲ
一
」
と
付
訓
。

【
備
考
】
勘
者
：
広
橋
頼
資
。

（（（　

建
長後

漢
書

 
 

 

權
中
―

（
納
）―（
言
）

　
　

頼
―

（
資
）

      【
典
拠
】《
後
漢
書
》
巻
九
十
五
〈
段
熲
伝
〉：
故
臣
奉
大
漢
之
威
、
建
長
久
之
策
、

欲
絶
其
本
根
、
不
使
能
殖
。

【
考
異
】
（（（
本
・
（（（
本
（
（（（
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。《
頼
資
卿
記
（（9
》「
後

漢
書
曰
建
長
久
之
策
」
に
作
る
。《
部
類　

正
治
～
仁
治
》「
後
漢
書 

見
上
」
に

作
る
。《
頼
資
卿
勘
文
案
》「
後
漢
書
曰
建
長
久
之
栄4

」
に
作
る
。
／
《
部
類
記

（（（
》
は
付
訓
し
て
「
後
漢
書
曰
建タ

ツ
二
長
久ノ

之
策

ハ
カ
リ
コ
ト
ヲ

一

」
に
作
る
。

【
備
考
】
勘
者
：
広
橋
頼
資
。

（
（（
ウ
）

▼
〔
貞
永（131-（133

度
〕

（（（　

正
嘉漢

書
佻
正
嘉
古
弘
以
昌

      【
典
拠
】《
漢
書
》
巻
二
十
二
〈
礼
楽
志
〉：
佻
正
嘉
吉
弘
以
昌
、
休
嘉
砰
隱
溢
四
方
。

【
考
異
】
漢
書
：《
経
光
卿
記
70（
》・《
部
類　

正
治
～
仁
治
》・《
部
類
記
（（（
》・《
頼

資
卿
記
（（0
》・
（（（
本
・
（（（
本
、
下
に
「
曰
」
あ
り
。
／
佻
：
（（（
本
「
俳
」
に
作
る
。

（（（
本
（
（（（
頁
）
に
は
「
漢
書
□
正
」
と
一
字
分
の
空
格
が
あ
る
。
／
正
：
（（（
本

「
王
」
に
作
る
。
／
古
：《
経
光
卿
記
70（
》・《
改
元
定
記
（00
》・《
頼
資
卿
記
（（0
》・

（（（
本
「
吉
」
に
作
る
。

【
備
考
】
勘
者
：
広
橋
頼
資
。

（（7　

寛
惠
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後
漢
書
曰
―
―
―
①

晉
書
曰
毎　

寛
惠
②

      【
典
拠
】
①
（（
寛
惠
を
参
照
。
／
②
《
晋
書
》
巻
七
十
三
〈
庾
希
伝
〉：
初
、
導
輔

政
、
毎
從
寬
惠
、
冰
頗
任
威
刑
。

【
考
異
】
①
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。
／
《
経
光
卿
記
70（
》・《
頼
資
卿
記
（（0
》「
後

漢
書
曰
文
帝
寬
惠
遭
代
康
平
」
に
作
り
、《
部
類
記
（（（
》「
後
漢
書
曰
文
章帝

寬
惠

遭
代
康
平
」
に
作
る
。《
改
元
定
記
（00
》「
後
漢
書
云
文
帝
寬
惠
遭
代
康
平
」
に

作
り
、
そ
の
ま
ま
改
行
せ
ず
に
「
晋
書
云
毎
従
寬
惠
」
を
続
け
る
。
（（（
本
「
後

漢
書
曰
文
帝
寛
恵
―
―
」
に
作
る
。
／
後
漢
書
曰
：《
部
類　

正
治
～
仁
治
》、

下
に
「
見
上
」
二
字
あ
り
。
（（（
本
（
（（9
頁
）
は
「
曰
」
以
下
無
し
。
／
②
《
部

類　

正
治
～
仁
治
》・
（（（
本
・
（（（
本
（
（（9
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。《
経
光

卿
記
70（
》・《
部
類
記
（（（
》・《
頼
資
卿
記
（（0
》「
晋
書
曰
毎
従
寬
惠
」
に
作
る
。

【
備
考
】
勘
者
：
広
橋
頼
資
。

（（（　

正
安

 

晉
書
曰
―
―
―

      【
典
拠
】
（（（
正
安
を
参
照
。

【
考
異
】《
経
光
卿
記
70（
》・《
部
類　

正
治
～
仁
治
》・《
部
類
記
（（（
》・《
頼
資
卿
記

（（0
》・
（（（
本
・
（（（
本
（
（（9
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
「
晋
書
曰
居
正
安
其
身
」
に
作
り
、

《
改
元
定
記
（00
》「
晋
書
云
居
安
其
身
」
に
作
る
。

【
備
考
】
勘
者
：
広
橋
頼
資
。

（（9　

延
嘉晋

書
曰
會
司
儀
於
有
始
号
延
嘉

      

【
典
拠
】
（（（
延
嘉
を
参
照
。

【
考
異
】《
部
類
記
（（（
》・《
部
類　

正
治
～
仁
治
》・《
頼
資
卿
記
（（0
》・
（（（
本
（
（（9
頁
）・

（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。
／
曰
：《
改
元
定
記
（00
》「
云
」
に
作
る
。
／
号
：《
経

光
卿
記
70（
》・《
改
元
定
記
（00
》・
（（（
本
「
兮
」
に
作
る
。
／
嘉

：
（（（
本
、「
嘉
」

の
右
に
「
喜
」
を
旁
書
。

【
備
考
】
勘
者
：
広
橋
頼
資
。

（（0　

仁
治書

義
曰

權
中
―（

納
）

―（
言
）　

　

頼
―（

資
）

      【
典
拠
】
宋
・
陳
暘
《
楽
書
》
巻
七
十
九
〈
尚
書
訓
義
・
虞
書
・
益
稷
〉：
人
君
以

仁
治
天
下
、
法
度
彰
、
禮
樂
著
、
則
鳳
凰
為
之
應
、
亦
各
從
其
類
也
。

【
考
異
】
（（（
本
・
（（（
本
（
（（9
頁
）・
（（（
本
・
（（（
本
異
同
無
し
。《
経
光
卿
記
70（
》・《
部

類
記
（（（
》・《
頼
資
卿
記
（（0
》「
書
義
曰
人
君
以
仁
治
天
下
」
に
作
り
、《
改
元
定

記
（00
》
は
こ
の
句
の
「
曰
」
を
「
云
」
に
作
る
。《
部
類　

正
治
～
仁
治
》・《
日

野
家
勘
文
》
は
「
仁
治 

見
上
」
の
み
。

【
備
考
】
勘
者
：
広
橋
頼
資
。

（
（9
オ
） 

文
武　
　

元
年 

丁酉　

大
化
三　

大
宝
三　

慶
雲

大
宝
元
年

辛丑　

三
月
廿
一
日
改
文
武
天
皇
五
年
為
大
宝
元
年

同
二

壬寅　

十
）
（
（

二
月
廿
一
日
太
上
天
皇
崩　

持
統
天
皇
也

同
三

癸卯

同
四

甲辰　

五
月
十
五
日
改
為
慶
雲
元
年

慶
雲
元
年

同
二

乙巳　

四
月
十
七
日
大
納
言
四
人
内
者
二
人
置
中
納
言
三
人
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同
三

丙午

同
四

丁未　

六
月
十
四
日
文
武
天
皇
崩

同
五

戊申　

正
月
十
一
日
改
為
和
銅
元
年 

二
月
四
日
行
即
位
儀　

武
蔵
國
秩
父
郷
獻
和
銅

和
銅
元
年

（
（9
ウ
）

同
二

己酉

同
三

庚戌　

同
四 

辛亥　

同
五 

壬子　

同
六 

癸卯　

同
七 

甲寅

元
正和

銅
八
年

乙卯 

九
月
三
日
改
為
霊
龜
元
年 

左
京
職
獻
霊
龜 

十
二
月
四
日
元
明
崩

霊
龜
元
年

同
霊
龜
二

丙辰　

同
霊
龜
三 

丁巳　
十
一
月
十
七
日
改
為
養
老
元
年

養
老
元
年　

同
二

戊午　

同
三 

己未　

同
四 

庚申

同
五

辛酉　
十
二
月
太
上
天
皇
崩　

天
明
天
皇
女
帝
也　

同
六 

壬戌

同
七

癸亥　

同
八 

甲子　
二
月
四
日
改
為
神
龜
元
年 
左
京
職
獻
白
龜

神
龜
元
年　

同
二 

乙丑　

同
三 

丙寅　

同
四 

丁卯

同
五

戊辰　

同
六 

己巳　

改
八
月
五
日
為
天
平
聖
暦
元
年　

左
京
職
貢
背
文
龜
其
文
云

天
王
貢
平
知
百
年　
　

（
（0
オ
）

天
平
元
年　

同
二 

庚午　

同
三 

辛未　

同
四 

壬申　

同
五 

癸酉　

同
六 

甲戌

同
七

乙亥　

同
八 

丙子　

同
九 

丁丑　
今
年
自
四
月
赤
疱
瘡
之
發
公
卿
已
下
没
者
無
可
勝
計

　

同
十

戊寅　

同
十
一 

己卯　

同
十
二 

庚辰　

同
十
三 

辛巳　

同
十
四 

壬午　

同
十
五 
关未

同
十
六

甲申　

同
十
七 

乙酉　

同
十
八 

丙戌　

同
十
九 

丁亥　

同
廿 

戊子　
四
月
庚
子
日
太
上
天
皇

崩
浄
足
姫
元
正
天
皇
也

同
天
平
廿
一

己丑　
改
七
月
二
日
為
天
平
勝
宝
元
年　

天
平
勝
宝
元
年

同
二

庚寅 

同
三 

辛卯 

同
四 

壬辰 

同
五 

癸巳 

同
六 

甲午 

同
七 

乙未 

同
八 

丙申 

五
月
乙
卯
太
上

天
皇
崩
聖
武
也

同
九

丁酉 

改
八
月
廿
七
日
為
天
平
宝
字
元
年
駿
河
國
獻
蠶
産 

同
二 

戊戌 

同
三 

己亥

同
四

庚子 

同
五 

辛丑 

同
六 

壬寅 

同
七 

癸卯 

同
八 

甲辰 

同
九 

乙巳 

改
正
月
七
日
為
天
平
神
護

天
平
神
護
二

丙午 

同
三 

丁未　
改
八
月
十
六三

イ
日
為
神
護
景
雲
元
年

神
護
景
雲
二

戊申 

同
三 

己酉

神
護
景
雲
四

庚戌 

改
十
月
己
丑
為
宝
亀
元
年 

肥
後
國
獻
白
亀　

同
二 

辛亥

宝
龜
三

壬子 

今
年
大
唐
白
居
易
生

）
（
（

　

同
四 

癸丑 

同
五 

甲寅 

同
六 

乙卯 

同
七 

丙辰 

同
八 

丁巳

同
九

戊午 

同
十 

己未 

同
十
一 

庚申 

同
十
二 

辛酉 

改
正
月
一
日
為
天
應
元

天
應
二

壬戌 

改
八
月
十
九
日
為
延
暦
元
年

（
（0
ウ
）

延
暦
三

甲子 

十
一
月
朔
旦
冬
至 

延
暦）

（
（

 

庚午 

同
三
月
九
日
皇
后
崩

同
廿
五

丙戌 

改
五
月
十
八
日
為
大
同
元
年 

三
月
辛
巳
天
皇
崩

大
同
五

甲寅 

九
月
廿
一
日
改
為
弘
仁
元
年 

弘
仁
十
五 

甲辰 

改
正
月
五
日
為
天
長
元
年　
　

十
一
月
甲
寅
奈
良
太
上
天
皇
崩

天
長
十
一

甲寅 

正
月
三
日
改
為
承
和
元
年

承
和
十
五

戌
）
（
（申 

六
月
十
三
日
改
為
嘉
祥
元
年 

嘉
祥
三 

庚午 

三
月
廿
二
日
天
皇

仁
明
崩　
　
　
　

嘉
祥
四

辛未 

四
月
廿
八
日
改
為
仁
壽
元
年

仁
壽
四

甲戌 

十
一
月
廿
九
日
改
為
斉
衡
元
年 

同斉
衡

四 

丁丑 

二
月
廿廿

イ二
日
改
為
天
安
元
年

天
安
二

戊寅 

八
月
廿
七
日
天
皇
崩
文
徳
也 

同
三 

己卯 

四
月
十
五
日
改
為
貞
觀
元
年
依
御
即
位

貞
觀
二

庚辰 

十
一
月
朔
旦
冬
至　

同
十
九 

丁酉 

四
月
十
一
日
改
為
元
慶
元
年

元
慶
九

乙巳 

二
月
廿
一
日
改
為
仁
和
元
年 

同
三 

丁未 

八
月
廿
六
日
天
皇
小
松
崩

昌
泰
元
年

戊午 

寛
平
十
年
八
月
十
六
日
改
元

延
嘉）

（
（

元
年

辛酉 

七
月
十
五
日
改
元

（
（（
オ
）

延
長
元
年

癸未 

閏
正
月
十
一
日
改
元 

承
平
元
年 

辛卯 

四
月
廿
六
日

改
元　
　

天
慶
元
年

戊戌 

五
月
廿
三
日
改
元
依
地
震 

天
暦
元
年 

丁未 

四
月
廿
四
日
改
元

天
徳
元
年

丁巳 

十
月
廿
七
日
改
元
依
水
害
也 

應
和
元
年 

辛酉 

二
月
十
六
日
改
元

依
火
灾
也　
　
　

   

康
保
元
年

甲子 

七
月
十
日
改
元
依
旱
魃
也 

同
四 

五
月
十
四
日
天
皇
不
豫
廿
五
日
崩

 
 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
泉
）（
院
）

（
朱
）
冷
―　
　

―

同
五

（
朱
）冷
泉
院

戊辰 
八
月
十
三
日
改
為
安
和
元
年 

安
和
二 

己巳 

八
月
十
三
日
天
皇
祚
位
於
皇
太
弟

                                                  　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

諱
守
平

十
一
才　
　
　

 

同
（
朱
）円
融
院三

庚午 

月
日

）
（
（

改
為
天
禄
元
年 

同
四 

癸酉 

十
二
月
廿
八
日
改
為
天
延
元
年

同
四

丙子 

七
月
十
三
日
改
為
貞
元
々
年 

同
三 

戊寅 

四
月
十
五
日
改
為
天
元
〻
年
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同
六

癸未 

四
月
十
五
日
改
為
永
觀
元
年 

依
内
裏
大
事
也

同
三

（
朱
）花
山
院

乙酉 

四
月
廿
日
改
為
寛
和
元
年 

同
三

（
朱
）一
条
院 

丁亥 

四
月
五
日
改
為
永
延
元
年

同
三

己丑 

八
月
八
日
改
為
永
祚
元
年 

同
二 

庚寅 

十
一
月
七
日
改
為
正
暦
元
年 

依
風
水
也

同
六

乙未 

二
月
廿
二
日
改
為
長
徳
元
年 

同
五 

己亥 

正
月
十
三
日
改
為
長
保
元
年

（
（（
ウ
）

同
長
保
六

甲辰 

七
月
廿
日
改
為
寛
弘
元
年

（
朱
）
三
条
院

寛
弘
九
年

壬子 
十
二
月
廿
五
日
改
為
長
和
元
年

（
朱
）
後
一
条
院

寛
仁
元
年

丁巳 

四
月
廿
三
日
改
長
和
六
年
為
寛
仁
元
年

同
五

辛酉 

二
月
二
日
改
元
為
治
安
元
年 

依
當
革
令 

同
四  

七
月
十
三
日
改
元
為
萬
壽
元
年

同
五

戊辰 

七
月
五
日
改
元
長
元
〻
年
疫
旱

同
十

（
朱
）後
朱
雀
院

丁巳 

四
月
廿
一
日
改
元
為
長
暦
元
年
依
御
即
位
也 

同
四 

庚申 

十
一
月
十
日
改
元
為

長
久
元
年　
　
　
　

同
五

甲申 

改
元
為
寛
德
元
年 

十
一
月

廿
四
日　

同

（
朱
）後
朱
雀
院三 

丙戌 
四
月
十
四
日
改
元
為
永
承
元
依
御
即
位
也

十
月
廿
五
日
御
禊
十
一
月
十
五
日
大
嘗
會

同
五

庚寅 

朔
旦
冬
至 

同
八 

癸巳 

正
月
十
二

）
7
（

日 

壬子 
改
為
天
嘉

）
（
（

元
年

同
六

戊戌 

八
月
廿
九
日
改
為
康
平
元
依
火
灾
也

同
八

乙巳 

八
月
二
日
改
為
治
暦
元
年　

同
五

（
朱
）後
三
条
院 

己酉 

四
月
十
三
日
改
為
延
久
元 

依
即
位
也

同
六

甲午 

八
月
廿
三
日
改
為
承
保
元 

同
四 

丁巳 

十
一
月
十
七
日
甲
子
改
元
承
暦

同
五

（
朱
）白
川
院

辛酉 

二
月
十
日 

丁卯 

改
元
為
永
保
元
依
辛
酉
也

　

同
四

甲子 

二
月
七
日
丙
子
改
元
應
徳
元　

同
四

（
朱
）堀
川
院 

丁卯 

四
月
七
日
改
為
寛
治
元

（
（（
オ
）

同
八

甲戌 

十
二
月
十
五
日
改
為
嘉
保
元
年 

同
三 

丙子 

十
二
月
十
七
日
改
為

永
長
元
年　
　
　
　

同
二

丁丑 

十
一
月
廿
一
日
改
為
承
徳
元 

同
三 

己卯 

改
為
康
和
元
年　

月
日
ナ
シ

）
9
（

同
六

甲申 

二
月
十
日
改
為
長
治
元 

同
三 

丙戌 

四
月
十

）
（1
（

日
改
為
嘉
承
元

同
三

（
朱
）鳥
羽
院

戊子 

月
日

）
（（
（

改
元
為
天
仁 

同
三 

庚寅 

七
月
十
三
日
改
為
天
永
元 

同
四 

癸巳 

七
月
十
三
日
改
為

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

永
久
元

同
六 

戊戌 

四
月
三
日
改
為
元
永
元 

同
三 

庚子 

改
為
保
安
元 

同
四 

癸卯 

御
譲
位 

二
月
二
日
為
太

上
天
皇

同
五

（
朱
）崇
徳
院

甲辰 

壬
午
正
月
廿
八
日
受
禅　

同
二
月
十
九
日
御
即
位　

四
月
三
日
改
為
天
治
元　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
二 

乙巳 

十
月
九
日
石
清
水
行
幸 

同
廿
一
日

賀
茂
行
幸

同
三

丙午 

正
月
廿
二
日
改
為
大
治
元 

依
疱
瘡
也 

同
五 

庚戌 

二
月
廿
一
日
女
御
藤
原
聖
子
為
皇
后

同
六

辛亥 

正
月
廿
九
日
改
為
天
承
元 

同
二 

壬子 

八
月
十
一
日
改
為
長
承
元

同
三

庚寅 

三
月
十
九
日
改
皇
后
令
子
内
親
王
為
太
皇
太
后
宮
従
四
位
下
藤
原
泰
子
為
皇

）
（1
（

　

六
月

十
日
行
幸
石
清
水　

同
十
九
日
行
幸
賀
茂
社

同
四

乙卯 

四
月
廿
七
日
改
為
保
延
元 

同
七 

辛酉 

七
月
十
日
改
為
永
治
元
依
革
令
也 

三
月
十
日
太

上）
（3
（

天
皇 

御
出

家 

卅
九）

（1
（

 

十
二）

（1
（

月
七
日
禅
位
於
皇
太
弟 

歳三 

同

廿
七
日
新
帝
即
位 

同
日
改
中
宮
藤
原
聖
子
為
皇
太
子

后
宮
以
女
御
藤
原
得
子
為
皇
后
宮

同
二

（
朱
）近
衛
院

壬戌 

四
月
廿
八
日
改
為
康
治
元 

代
始 

同
三 

甲子 

二
月
廿
三
日
改
天
養
元 

革
令

（
（（
ウ
）

同
二

乙丑 

七
月
廿
二
日
改
為
久
安
元 

依
慧

）
（1
（

星
也 

同
四 

戊辰 

六
月
廿
三
日
内
裏
焼
亡

同
五

己巳 

八
月
三
日
停
得
子
皇
后
宮
職
号
美
福
門
院 

同
六 

庚午 

正
月
四
日
天
皇
加
元
服
二
月
廿
七
日
上

皇
大
后
改
職
号
皇
嘉
門
院　
　
　
　
　

同
七

辛未 

正
月
廿
七
日
改
為
仁
平
元 

同
四 

甲戌 

十
月
廿
八
日
改
為
久
壽
元

同
二

乙亥 

七
月
廿
三
日 

天
皇
晏
駕 

春
秋
十
七 

同
廿
五
日
太
上
法
皇
第
四
皇
子
三
品
雅
―

（
仁
）親

王

践
祚 

春
秋
廿
九 

十
月
廿
六
即
位
於
大
極
殿 

九
月
廿
三
日

立
守
仁
親
王
為
皇
太
子

同
三

（
朱
）後
白
川
院

丙子 

四
月
廿
七
日
改
元
為
保
元
〻 

依
代
始
也 

七
月
二
日
太
上
法
皇
崩 

年
四
十
四

同
四

（
朱
）二
條
院

己卯 

四
月
廿
日
改
為
平
治
元 

二
月
十
三
日
皇
后
宮
為
上
西
門
院 

同
廿
一
日
中
宮
為
皇
后
宮 

以
無
品
姝
子
内
親
王
為
中
宮 

十
二
月
十
日
太
上
天
皇
御
所

焼
亡 

同
廿
六
日
主
上
幸
太
宰
大
貳
婧
）
（1
（

盛
朝
臣
六
波
羅
宅
逆

虜
伏
誅

同
二

庚辰 

正
月
十
日
改
為
永
暦
元 

二
月
廿
日
上
皇
御
幸
内
裏
八
条
殿
有
事

同
二

辛巳 

九
月
四
日
改
為
應
保
元 

同
二 

壬午 

二
月
五
日
中
宮
為
髙
松
院 

十
九
日
女
御
育
子
為
中
宮

同
三

癸未 
三
月
九
日
改
為
長
寛
元 

同
三 

乙酉 

六
月
六
日
改
為
永
万
元 

廿
五
日
譲
位　
　
　
　
　

七
月
廿
七
日
新
帝
即
位　

廿
八
日
太
上
天
皇
崩
諒
闇

同
二

（
朱
）六
條
院

丙戌 
八
月
廿
七
日
改
為
仁
安
元　

同
三 

戊子 

二
月
十
九
日
主
上
遜
位 

童
帝

五
歳 

太
子
受
禅 

春
秋
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八
歳 

三
月
十
一
日
上
皇
太
后
宮
職
為
九
條
院 

同
廿
日
即
位
於
大
極
殿 

同
日
立
女
御
平

滋
子
為
皇
太
后
宮 

十
一
月
廿
二
日
大
嘗
會

（
（（
オ
）

同
四

（
朱
）高
倉
院

己丑 

四
月
八
日
改
為
嘉
應
元 

同（
朱
）十
二
月
日
イ

十
二
日
上
皇
太
后
宮
為
建
春
門
院

同
三

辛卯 

正
月
三
日
天
皇
元
服 

春
秋
十
一 

四
月
十
一
日
改
元
承
安 

同
二 

壬辰 

二
月
十
日
以
皇
后

宮
為
皇
太
后
宮 

中
宮
為
皇
后
宮 

冊
女
御
従
三
位
平
徳
子
為
中
宮

同
三

癸巳 
八
月
十
五
日 

皇
后
宮
藤
育
子
崩

同
五

乙未 

七
月
廿
八
日 
改
為
安
元
々 

同
三 

丁酉 

八
月
四
日
改
為
治
承
元

同
五

（
朱
）安
徳
天
皇

辛丑 

正
月
十
四
日
髙
倉
院
崩 

廿
一 

閏
三）

（8
（

月
四
日
入
道
相
國
入
滅 

六
十
四 

七
月

十
四
日
改
元
為
養
和
元 
大
嘗
會
以
前
改
元
其
例
雖
希
依
東
國
乱
并

天
下
飢
饉
天
変
地
揺
事
等
也

同
二

壬寅 

五
月
廿
七
日
改
為
壽
永
元 
同
三

（
朱
）後
鳥
羽
院 

甲辰 

正
月
廿
日 

卯刻 

関
東
兵
入
洛 

義
仲
雖
相
支
之
義

經
自
宇
治
路
破
入
之
義
仲
於
六
条
河
原
一
旦
合
戦
無
程
敗
北
欲
付
㔟
多
之
乎
義
經
即
徒
逃
北

於
粟
津
邊
梟
義
仲
首
多 

四
月
十
六
日
改
元
為
元
暦
元
年
依
代
始
也

同
二

乙巳 

八
月
十
四
日
改
為
文
治
元 

同
六 

庚戌 

四
月
十
一
日
改
為
建
久
元 

明
年
依　

當
三
合
也 

（
（（
ウ
）

同
二

辛亥 

十
二
月
廿
六
日
守
貞
親
王
元
服 

十
三 

加
冠 

左
大
臣　

　
　

同
三

壬子 

三
月
十
三
日
太
上
法
皇
崩 

六
十
六 

雖
為
御
祖
父
有
時
議
天
下
諒
闇

同
九

戊午 

正
月
十
一
日
遜
位
於
□

（
第
）

□
（
一
）

□
（
親
）

□
（
王
）

□
（
為
）

□
（
仁
） 

同
日
宣
旨
云
勅
授
帶
鈕

）
（9
（

牛
車
輦
車
如
舊

同

（
朱
）土
御
門
院
上

十 

己未 

四
月
廿
七
日
改
為
正
治
元 

同
三 

辛酉 

改
為
建
仁
元

同
四

甲子 

□
□
□
□

）
11
（

改
為
元
久
元　

同
（
朱
）土
御
門
院
下

三　
四
月
廿
七
日
改
為
建
永
元 

丙寅 

同
二　
十
月
廿
五
日
改
元
承
元
〻 

丁卯 　

同
（
朱
）順
徳
院五 

辛未 

十（
朱
）佐
渡
院

二
月
九
改
為
建
暦
元

 

同
建
保
元

三）
1（
（

癸酉 

十
二
月
六
日
改
為
建
保
依
天
變
地
妖
也

同
七

己卯 

四
月
十
二
日
改
為
承
久
元
■
■
依
去
年
三
合
并
變
異
也

同
承

（
朱
）後
堀
川
院

久
四
年 

壬午 

四
月
十
三
日
改
為
貞
應
元

同
二

癸未 

二
月
廿
五
日
立
女
御
藤
有
子
為
中
宮 

五
月
十
四
日
太
上
法
皇
崩
諒
闇

（
（（
オ
）

同
三

甲申 

十
一
月
廿
日
改
為
元
仁
元
依
天
下
疾
病
也

同
二

乙酉 

四
月
廿
日
改
為
嘉
禄
元 

二
月
廿
日
止
皇
后
宮
職
為
安
嘉
門
院 

十
二
月
十
日
改
為
安
貞
依
疱
瘡　
　

同）
11
（

四
壬辰 

四
月
二
日
改
為
貞
永
元 

同
二 

癸巳 

四
月
十
五
日
改
為
天
福

同
二

甲午 

十
二
月
五
日
改
為
文
暦
依
天
變
地
妖
也 

八
月
五
日
太
上
天
皇

崩
御
春
秋
廿
三　
　

同
二

乙未 

九
月
十
九
日
改
為
嘉
禎
元 

十
月
御
禊
行
幸 

十
一
月
廿
日
大
嘗
會

同
四

戊戌 

十
一
月
廿
三
日 

甲午 

改
為
暦
仁
元
依
天
變
也

同
二

己亥 

二
月
七
日
改
為
延
應
元 

二
月
廿
三

）
13
（

日
前
太
上
天
皇
於
隠
岐
国
崩

十
一
月
十
二
日
以
皇
后
宮
職
為
式
乾
門
院

同
二

庚子 

七
月
十
六
改
元
為
仁
治
依
天
變
也 

正
月
四
日
自
酉
刻
彗
星
出
坤
方

十
一
月
日
太
神
宮
兩

）
11
（

宮
外
宮
炎
上

同
三

壬寅 

正
月
九
日
天
皇
崩 

春
秋
十
二 

去
七
日
御
不
豫 

同
十
九
日
追
号
四
條
院
在
直
廬
議
定

之
有
伏
議 

同
廿
日
新
帝
践
祚 

春
秋

廿
三 

八
月
九
日
以
女
御
従
三
位
藤
原
姞
子
為
中
宮
職

同
四

（
朱
）後
嵯
峨
院 

癸卯 

二
月
廿
六
改
為
寛
元 

依
代

始
也 

三
月
卅）

11
（

日 

明
義
門
院
崩

親
王
為
春
宮  

廿
七 

八
月
十
日
以
久
仁

 
 

 
 

　
　

（
（（
ウ
）

同
四

丙午 

正
月
廿
九
日
譲
位
於
皇
太
子
久
仁 

同
日
宣
旨
云
勅
授
帶
剱
牛
車
輦
車
如
元

同
五
改
為
寳
治
元 

無
之
色
々
可
尋
之

同
三

己酉 

三
月
十
八
日
改
為
建
長

同
三

辛亥 

三
月
廿
七
日
皇
后
宮
為
仙
花
門
院

 

　

 

正
元

（
朱
）亀
山
院

二
庚申 

四康
元
 
正
嘉
 
無
之
 
色
々
可
尋
也

月

）
11
（

十
三
日
改
為
文
應
依
代
始
也

同
二

辛酉 

二
）
（7
（

月
廿
日
改
為
弘
長
元 

依
辛
酉 

也

同
四

甲子 

二
月
廿
八
日
改
為
文
永

同
十
二

（
朱
）後
宇
多
院
上 

乙亥 

四
月
廿
五
日
改
為
建
治
元 

同
四

）
18
 （

 

戊寅 

二
月
廿
九
日
改
為
弘
安
元

同
六

癸未 
正
月
六
日
日
吉
神
輿
入
洛 

二
月
二
日
重
入
洛
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同
十
一

（
朱
）伏
見
院
上 

戊子 

四
月
廿
八
日後

深
草
院
皇
子
　
御
母
　
玄
輝
門
院

改
為
正
應
元 

代
始 

三
月
十
五
日
即
位
於
太
政
大
臣
廰

同
二

己丑 

四
月
廿
五

）
19
（

日
胤
仁
親
王 

御
二

才 

立
太

子 

同
六 

癸巳 

八
月
五
日
改
為
永
仁
元

同
六

戊戌 

七
月
廿
二
日
譲
位
於
皇
太
子 

御
歳

十
一  

十
月
十
三
日
即
位 

同
廿
六
日
御
禊 

十
一
月
廿
日

大
嘗
會 

同
七
四
月
廿
五
日
改
為
正
安
元 

同
三 

正
月
廿
一
日
譲
位 

三
月
廿
四
日
新
帝

即
位
於
太
政
官
廰 

同
四

（
朱
）後
二
條
院 

壬寅 
六
月
十
七
日
今
上
二
宮
立
親
王 

十
月
一
日
今
林
准
后
薨

十
一
月
廿
一
日
改
為
乾
元
々
依
代
始
也

同
二

癸卯 

改
元
為
嘉
元
々
院
拜
礼
以
下
依
神
也
遷
座
事
停
止
之
小
朝 

已
下

已
下 

拜
依
天
皇
御
疱
瘡
同

無
之 

五
日
剱

）
31
（

位
儀
同
前 

十
二
月
二
十
日
尊
治
親
王
元
服
叙
三
品 

八
月
五
日
改
元 

九

月
廿
八

）
3（
（

日
立
后
―

（
忻
）子

為
中
宮

同
二

甲申 

正
月
廿
一
日
東
二
条
院
崩 
三
月
七
日
三
品
尊
治
親
王
任
太
宰
帥

七
月
十
六
日
後
深
草
院
崩 

八
月
十
日
御

）
31
（

同
三
九
月
十
五
日
亀
山
院
法 

五
十
七
才 

四
月
廿
六
日
渡
朱
器
臺
盤 

五
月
三
日
賜
兵
杖
随
身
聽

牛
車 

同
日
拜
賀 

七
月
廿
六
日
氏
院
参
賀 

十
一
月
廿
八
日
着
陣
辞
大
臣
後
授
一
上
例
花

園
左
府
花
山
曉

）
33
（

左
府
兼
雅

（
（（
ウ
）

同
四

丙午 

十
二
月
十
四
日
改
為
徳
治
元 

十
二
月
廿
八
日
春
宮
卿

）
31
（

所
炎
上 
在
嗣
卿
勘
進

）
31
（

同
二

丁未 

七
月
廿
四
日
丑
刻
遊
義
門
院
崩
年
卅
八
國
母
也 

同
廿
六
日
寅
刻
院

）
31
（

御
出
家 
四
十　
　

同
三

戊申 

十
月
九
日
改
為
延
慶
元
代
始 

七
月
十
二
日
神
木
帰
座 

八
月
廿
八

）
31
（

日
天
皇
崩
譲
位
於

皇
太
子 

八
月
廿
六
日
践
祚
新
帝
春
秋
廿
二
歳 

伏
見
院
第
二
皇
子　

後
伏
見
院
御
猶
子
云
云 

皇
居
土
御
門
東
洞
院
先
帝
春

秋
廿
四
才
皇
居
二
條
東
洞
院

）
38
（

皇
子 

九
月

）
39
（

中
務
卿

尊
治
親
王
立
坊
廿
五
才

）
11
（

 

十
一
月
十
六
日
於
太
政

官
廰
即
位

同
四

辛亥 

四
月
廿
八
日
改
為
應
長
元 

在
兼
卿
擇
申
之

同
應
長

壬子 

三
月
二
十
日
改
元
正
和
元

（
（（
オ
）

後
漢　

建
武
卅
一 

中
元
二 

永顕
宗平

十
八 

章
帝 

建
初
八 

元
和
五

章
和
二 

永
元
十
六 

元
興 

延
平 

永
初
七 

元
初
六 

永
寧

建
光 

延
光
四 

永
建
六 

陽
嘉
四 

永
和
六 

漢
安
二 

建
康

永
嘉 

本
初 

建
和
五 

和
平 

元
嘉
二 

永
興
二 

永
壽
五

延
熹
九 

永
康 

建
寧
四 

熹
平
六 

光
和
六 

中
平
六 

初
平
四

興
平
二 

建
安
廿
四 

魏 

黄
初
七 

太
化
六 

青
龍
四 

景
初
三 

正
始
九

嘉
平
五 

正
元 

甘
露
四 

景
元
四 

成
煕）

1（
（

 

泰
始
十 

咸
寧
五

太
康
十 

永
煕
九 

永
康 

永
寧 

太
安
二 

永
興
二 

光
煕 

永
嘉
六

建
興
四 

建
武 

大
興
四 

永
昌 

大
寧
三 

咸
和
九 

咸
康
八 

建
元
二

永
和
十
二 

升
平
五 

隆
和 

興
寧
三 

大
和
五 

咸
安
二 

寧
康
三 

太
元
廿
一 

隆
宜
五 

元
興
三 

義
煕
十
四 

元
凞 

永
初
三 

景
平 

元
嘉
卅

孝
建
三 

大
明
八 

景
和 

泰
始
七 

泰
豫 

元
微
四 

景
明
二

（
（（
ウ
）建

元
四 

永
明
十
一 

建
武
四 

永
泰 

永
元
二 

中
興 

天
監
十
八

       
 

　
　
　
　
　

普
通
七 

大
通
二

）
11
（

 

○
上
 
中
大
ト
ア
リ 

通
六 

大
同
十
一 

中
大
同 

大
清
三 

大
寶
二

承
聖
三 

天
成 

紹
泰 

太
平 

永
定
三 

天
嘉
六 

天
康
二

大
建
十
四 

至
德
四 

禎
明
三 

開
皇
廿 

仁
寿
四 

太）
13
（

業
十
二

義
寧 

皇
泰 

武
德
九 

貞
觀
廿
三 

永
徽
六 

顕
慶
五

龍
朔
三 

麟
德
二 

乾
封
二 

捴）
11
（

章
二 

咸
亨
四 

上
元
二

儀
鳳
三 

調
露 

永
隆 

開
耀 

永
淳 

弘
道 

嗣
聖
廿
一 

神
龍
二

上
元
二 

宝
應 

廣
德
二 

永
泰 

大
暦
十
四 

建
中
四 

興
元 

貞
元
廿）

11
（

永
貞 

元
和
十
五 

長
慶
四 

宝
暦
二 

太
和
九 

開
成
五 

會
昌
十
三）

11
（

咸
通
十
四 

乾
符
六 

廣
明 

中
和
四 

光
啓
三 

文
德 

龍
紀 

大
順
二）

11
（
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（
（7
オ
）□

□
□
例　

乀
行
類
抄

○
彗
星　

天

（
朱
）鳥
羽

永　
　

永
（
朱
）同

久　
　

元
（
朱
）同

永

乀
元
秘
抄
別
録
例　

○
天
変

天

（
朱
）円
融

禄）
18
（

　
　

天
（
朱
）同

延　
　

永
（
朱
）一
條

延　
　

永

（
朱
）同
　

祚　

已
上
以
同
字
改
歟

乀
三
ヶ
事
改
元
例　
　
　
　

近
例

   　改

）
19
 （

元（
朱
）後
酉
酉
三
度
メ
ノ
年
号

正
中
三
年
為
嘉
暦　
　

 

○
天
変　

乀
地
震　

乀
疾
疫
也

改（
朱
）光
明
 
二
ヶ
度
メ

暦
應
五
年
為
康
永　

○
天
変　

乀
地
震　

乀
病
革
也

改（
朱
）同康

永
四
年
為
貞
和　

 
○
天
変　

乀
水
害　

乀
疾
疫
也

改（
朱
）後
光
厳

延
文
六
年
為
康
安　

 

○
天
変　

乀
地
妖　

乀
疾
疫
也

（
（7
ウ
）改

康（
朱
）同安

二
年
為
貞
治　

 　

天
変　
　

地
妖　

兵
革
也

改
貞（

朱
）同治

七
年
為
應
安　

 　

天
変　
　

地
妖　

病
患
也

    

已
上
之
例
同
字
連
續
如
此

（
本
朝
歴
代
元
號
之
字
）

乀
大　

乀
宝　

乀
慶　

乀
雲　

乀
和　

乀
銅　

乀
霊　

乀
亀　

乀
養　

乀
老

乀
神　

乀
天　

乀
平　

乀
勝　

乀
字　

乀
護　

乀
景　

乀
應　

乀
延　

乀
暦

乀
同　

乀
弘　

乀
仁　

乀
長　

乀
承　

乀
嘉　

乀
祥　

乀
壽　

乀
斉　

乀
衡

乀
安　

乀
貞　

乀
觀　

乀
元　

乀
寬　

乀
昌　

乀
泰　

乀
喜　

乀
德　

乀
康

乀
保　

乀
禄　

乀
永　

乀
祚　

乀
正　

乀
治　

乀
万　

乀
久　

乀
福　

乀
禎

□
□　

□
□　

乀
□　

乀
中　

乀
至　

乀
享　

乀
吉　

乀
建　

乀
武　

乀
明

（
（（
オ
）

乀
後
円
融
院　

康
暦
度　

新
中
納
言　
　
　
　

仲
光

曰）
11
（

太）
1（
（

平
御
覧
本
朝
未
施
行
書
也
被
引
年
号
勘
文
歟

証
拠
ニ
モ
不
引
中
院
ハ
用
也
有
謂

（
（
）　

こ
れ
よ
り
上
は
「
元
秘
抄
別
録　

第
三
」
と
記
さ
れ
た
付
箋
で
文
字
が
覆
わ
れ
て
い
る
。

（
（
）　
「
白
居
易
生
」
の
「
生
」
字
と
次
行
の
「
同
十
二
」
の
「
同
」
を
結
ぶ
線
が
引
か
れ
て
い
る
が
、

そ
の
意
図
は
不
明
。
ち
な
み
白
居
易
が
生
ま
れ
た
の
は
大
暦
七
年
（
七
七
二
）
で
あ
り
、
日
本

の
宝
亀
三
年
に
相
当
す
る
。

（
（
）　
《
公
卿
補
任
》
延
暦
九
年
条
に
よ
れ
ば
「
暦
」
の
下
に
「
九
」
が
あ
る
べ
し
（
70
頁
下
）。

（
（
）　
《
公
卿
補
任
》
嘉
承
元
年
条
に
よ
れ
ば
「
戌
申
」
は
「
戊
辰
」
の
誤
（
（（9
頁
上
）。

（
（
）　
「
嘉
」
は
「
喜
」
の
誤
。

（
（
）　
《
公
卿
補
任
》天
禄
元
年
条
に
よ
れ
ば
天
禄
に
改
元
さ
れ
た
の
は「
三
月
廿
五
日
」（
（（（
頁
上
）。

（
7
）　
《
公
卿
補
任
》
天
喜
元
年
条
に
よ
れ
ば
「
二
」
は
「
一
」
の
誤
（
（（0
頁
上
）。

（
（
）　
「
嘉
」
は
「
喜
」
の
誤
。

（
9
）　
《
公
卿
補
任
》
康
和
元
年
条
に
よ
れ
ば
康
和
に
改
元
さ
れ
た
の
は
八
月
二
十
八
日
（
（（（
頁
下
）。

（
（0
）　
《
公
卿
補
任
》
嘉
承
元
年
条
に
よ
れ
ば
「
十
」
は
「
九
」
の
誤
（
（7（
頁
下
）。

（
（（
）　
《
公
卿
補
任
》
天
仁
元
年
条
も
「
月
日
」
に
作
る
（
（77
頁
上
）。
小
倉
慈
司
《
事
典
日
本
の
年

号
》
に
よ
れ
ば
天
仁
へ
の
改
元
は
「
八
月
三
日
」（
（（（
頁
）。

（
（（
）　
《
公
卿
補
任
》
長
承
三
年
条
に
よ
れ
ば
「
皇
」
の
下
に
「
后
宮
」
二
字
を
脱
す
（
（09
頁
上
）。

（
（（
）　
「
太
」
の
下
に
「
皇
」
が
あ
り
、
そ
れ
を
見
せ
消
ち
に
し
て
「
上
」
に
改
め
て
い
る
。《
公
卿

補
任
》
保
延
七
年
条
に
「
太
上
天
皇
御
出
家
」
と
あ
る
（
（（0
頁
下
）。

（
（（
）　
「
卅
九
」
は
鳥
羽
天
皇
が
出
家
し
た
時
の
年
齢
。

（
（（
）　
「
十
」を
書
い
た
後
、
縦
棒
を
一
本
引
い
て
見
せ
消
ち
に
し
て
い
る
か
に
見
え
る
。
た
だ
し《
公

卿
補
任
》
永
治
元
年
条
に
よ
れ
ば
、
鳥
羽
天
皇
が
顕
仁
親
王
（
崇
徳
天
皇
）
に
譲
位
し
た
の
は
、

「
十
二
月
七
日
」（
（（0
頁
下
）。

（
（（
）　
《
公
卿
補
任
》
久
安
元
年
条
に
よ
れ
ば
「
慧
」
は
「
彗
」
の
誤
（
（（（
頁
下
）。

（
（7
）　
《
公
卿
補
任
》
平
治
元
年
条
に
よ
れ
ば
「
婧
」
は
「
清
」
の
誤
（
（（0
頁
下
）。

（
（（
）　
《
公
卿
補
任
》
養
和
元
年
条
は
「
閏
三
」
を
「
壬
二
」
に
作
る
（
（0（
頁
下
）
こ
の
「
壬
」
は
「
閏
」

の
略
字
体
か
。

（
（9
）　
《
公
卿
補
任
》
建
久
九
年
条
に
よ
れ
ば
「
鈕
」
は
「
劔
」
の
誤
（
（（（
頁
下
）。

（
（0
）　
《
公
卿
補
任
》
元
久
元
年
条
に
よ
れ
ば
空
格
部
分
に
は
「
二
月
廿
日
」
が
入
る
（
（（9
頁
下
）。

（
（（
）　
「
同
」
の
右
旁
に
「
建
保
元
」
の
三
字
が
墨
書
さ
れ
て
い
る
が
、《
公
卿
補
任
》
建
保
元
年
条

に
従
っ
て
、「
建
暦
三
」
に
作
る
べ
し
（
（0（
頁
下
）。

（
（（
）　
《
公
卿
補
任
》
貞
永
元
年
条
に
よ
れ
ば
、「
同
四
」
は
安
貞
四
年
で
は
な
く
、
寛
喜
四
年
を
指

註
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す
（
（7（
頁
下
）。

（
（（
）　
《
公
卿
補
任
》
延
応
元
年
条
に
よ
れ
ば
「
三
」
は
「
二
」
の
誤
（
70（
頁
上
）。

（
（（
）　
《
公
卿
補
任
》
仁
治
元
年
条
に
よ
れ
ば
「
兩
」
は
「
内
」
の
誤
（
70（
頁
上
）。

（
（（
）　

明
義
門
院
逝
去
の
日
に
つ
い
て
、《
公
卿
補
任
》
寛
元
元
年
条
は
三
月
三
十
日
（
7（（
頁
下
）

と
す
る
の
に
対
し
て
、《
百
錬
抄
》
第
十
五
〈
後
嵯
峨
院
〉
は
三
月
二
十
九
日
（
（9（
頁
）
と
す
る
。

（
（（
）　

建
長
に
続
く
康
元
（
一
二
五
六
～
一
二
五
七
）・
正
嘉
（
一
二
五
七
～
一
二
五
九
）
に
関
す

る
記
録
が
無
い
、
と
い
う
こ
と
だ
が
、《
元
秘
別
録
》
に
は
、
い
ず
れ
の
改
元
に
つ
い
て
も
改

元
年
月
日
と
年
号
勘
者
が
記
さ
れ
て
お
り
、
正
嘉
度
に
関
し
て
は
年
号
勘
文
と
引
文
ま
で
も
が

記
録
さ
れ
て
い
る
（
（（（
本
、
（（7
～
（（（
頁
）。

（
（7
）　
「
三
」
を
見
せ
消
ち
に
し
て
「
二
」
に
改
め
て
い
る
。

（
（（
）　
「
丑
」
の
三
画
目
ま
で
書
い
て
見
せ
消
ち
に
し
、「
寅
」
に
改
め
て
い
る
。

（
（9
）　
「
御
」
の
下
に
「
歳
」
を
脱
す
る
か
。

（
（0
）　
《
公
卿
補
任
》
嘉
元
元
年
条
に
よ
れ
ば
「
剱
」
は
「
叙
」
の
誤
（
9（（
頁
下
）。

（
（（
）　
《
公
卿
補
任
》
嘉
元
元
年
条
に
よ
れ
ば
「
八
」
は
「
四
」
の
誤
（
9（（
頁
下
）。

（
（（
）　
《
公
卿
補
任
》
嘉
元
二
年
条
に
よ
れ
ば
「
御
」
の
下
に
「
室
（
性
仁
法
親
王
）
薨
」
が
続
く

（
97（
頁
下
）。

（
（（
）　

虫
損
の
た
め
不
鮮
明
で
「
曉
」
に
見
え
る
が
、「
院
」
の
誤
記
と
思
わ
れ
る
。《
公
卿
補
任
》

嘉
元
三
年
条
は
「
花
園
左
府
花
園
左
府
兼
雅
」
に
作
り
、「
院
」
を
欠
く
（
97（
頁
下
）。

（
（（
）　
「
御
」
を
見
せ
消
ち
に
し
て
「
卿
」
に
改
め
た
が
、「
御
」
が
正
し
い
。《
公
卿
補
任
》
徳
治

元
年
は
「
春
宮
御
所
炎
上
」
に
作
る
（
9（（
頁
上
）。

（
（（
）　
《
公
卿
補
任
》
徳
治
元
年
条
に
記
さ
れ
て
い
る
通
り
、「
在
嗣
卿
勘
進
」
は
「
改
為
徳
治
元
」

に
続
く
べ
き
記
述
（
9（（
頁
上
）。

（
（（
）　
《
公
卿
補
任
》
徳
治
二
年
条
に
従
っ
て
「
院
」
の
上
に
「
一
」
を
補
う
べ
し
（
9（（
頁
上
）。「
一

院
」
は
後
宇
多
上
皇
を
指
す
。
こ
の
時
、
他
に
伏
見
上
皇
と
後
伏
見
上
皇
が
い
た
が
、
後
宇
多

上
皇
は
彼
ら
よ
り
先
任
の
上
皇
で
あ
っ
た
。

（
（7
）　
《
公
卿
補
任
》
延
慶
元
年
条
に
よ
れ
ば
「
八
」
は
「
五
」
の
誤
（
99（
頁
上
）。

（
（（
）　
《
公
卿
補
任
》
延
慶
元
年
条
に
は
、「
東
洞
院
」
の
下
に
「
後
宇
多
院
第
一
皇
子
」
の
注
記
あ

り
（
99（
頁
上
）。

（
（9
）　
《
公
卿
補
任
》
延
慶
元
年
条
に
は
、「
九
月
」
の
下
に
「
十
九
日
」
の
三
字
あ
り
（
99（
頁
上
）。

（
（0
）　
《
公
卿
補
任
》
延
慶
元
年
条
は
「
廿
五
才
」
を
「
廿
二
才
」
に
作
る
（
99（
頁
上
）
が
、
親
王
（
後

の
後
醍
醐
天
皇
）
は
正
応
元
年
（
一
二
八
八
）
生
ま
れ
で
あ
り
、
延
慶
元
年
（
一
三
〇
八
）
の

時
点
で
は
、「
廿
一
才
」
で
あ
る
。

（
（（
）　
「
成
」
の
下
に
は
「
灬
」
を
含
む
楷
定
で
き
な
い
文
字
が
一
つ
記
さ
れ
て
い
る
。
景
元
に
続

く
年
号
の
文
字
な
の
で
「
煕
」
を
記
そ
う
と
し
た
の
だ
と
判
断
し
た
。

（
（（
）　
「
上 

中
大
ト
ア
リ
」
の
墨
書
の
旁
記
は
、「
大
通
」
の
次
の
年
号
が
「
中
大
通
」
で
あ
る
こ

と
を
示
し
て
い
る
。

（
（（
）　
《
元
秘
抄
》
は
「
太
」
を
「
大
」
に
作
る
（《
続
群
書
類
従
》、
（7
頁
下
）。

（
（（
）　
《
元
秘
抄
》
は
「
捴
」
を
「
總
」
に
作
る
（《
続
群
書
類
従
》、
（7
頁
下
）。

（
（（
）　
《
元
秘
抄
》
は
「
廿
」
の
下
に
「
二
」
あ
り
、
さ
ら
に
「
廿
歟
」
と
注
す
（《
続
群
書
類
従
》、

（（
頁
上
）。

（
（（
）　
《
元
秘
抄
》
は
「
會
昌
六 

大
中
十
三
」
に
作
る
（《
続
群
書
類
従
》、
（（
頁
下
）。

（
（7
）　
《
元
秘
抄
》
は
、
続
い
て
「
景
福
二　

乾
寧
四　

光
化
三　

天
復
三

三
年
哀
帝
景

宗
イ
同
人
也
天
祐
四　

濮
王

天
壽
一
」
と
唐
の
年
号
を
最
後
ま
で
記
し
て
い
る
（《
続
群
書
類
従
》、
（（
頁
上
）。

（
（（
）　
「
天
禄
」
の
上
に
「
元
秘
抄
別
録　

第
四
」
と
書
い
た
付
箋
が
貼
ら
れ
て
い
る
。

（
（9
）　

二
つ
の
「
酉
」
は
半
角
文
字
で
記
さ
れ
て
お
り
、
右
側
は
い
ず
れ
も
空
格
に
な
っ
て
い
る
。

半
角
の
空
格
を
埋
め
る
と
「
醍
醐
」
に
な
る
。

（
（0
）　

以
下
の
広
橋
仲
光
と
同
様
の
発
言
は
、《
迎
陽
記
》
康
暦
元
年
三
月
廿
二
日
条
に
お
い
て
「
新

藤
中
納
言
云
」
に
続
い
て
見
え
る
。《
迎
陽
記
（
》、
79
頁
。

（
（（
）　
「
太
平
御
覧
」
四
字
の
左
に
朱
の
傍
線
が
引
か
れ
て
い
る
。

〈
付
記
〉
本
稿
に
用
い
た
館
蔵
資
料
の
熟
覧
に
際
し
て
は
、
本
館
研
究
部
歴
史
研
究
系
の
小
島
道
裕

氏
、
お
よ
び
資
料
係
の
ス
タ
ッ
フ
、
と
り
わ
け
専
門
職
員
の
森
谷
文
子
氏
か
ら
ひ
と
か
た
な
ら
ぬ

協
力
を
た
ま
わ
っ
た
。
資
料
の
調
査
に
当
た
っ
て
は
、
研
究
班
の
メ
ン
バ
ー
、
と
り
わ
け
頻
繁
に

調
査
に
参
加
さ
れ
た
福
島
金
治
氏
・
石
井
行
雄
氏
・
近
藤
浩
之
氏
・
石
立
善
氏
・
髙
田
宗
平
氏
か

ら
多
く
の
教
示
を
た
ま
わ
っ
た
。
こ
こ
に
記
し
て
謝
意
を
表
す
る
。

（
中
央
大
学
文
学
部
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）

（
二
〇
二
一
年
三
月
一
六
日
受
付
、
二
〇
二
一
年
七
月
二
七
日
審
査
終
了
）




